
 

 

 

四国電力株式会社伊方発電所第３号機の工事の計画 

（補助ボイラーの燃料貯蔵設備の設置）の届出についての確認結果 

 

 

（届出の概要） 

１．届出者及び届出年月日等 

届出者：四国電力株式会社 取締役社長 千葉 昭 

届出年月日等： 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出） 

平成２７年 ２月２６日（原子力発第１４２５８号） 

（電気事業法に基づく届出） 

平成２７年 ２月２６日（原子力発第１４２５９号） 

 

２．発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 

名 称：伊方発電所 

所在地：愛媛県西宇和郡伊方町 

  

３．発電用原子炉施設の出力及び周波数 

出 力：   ２，０２２，０００ｋＷ 

 第１号機：   ５６６，０００ｋＷ 

 第２号機：   ５６６，０００ｋＷ 

 第３号機：   ８９０，０００ｋＷ（今回届出分） 

周波数：          ６０Ｈｚ 

 

４．届出範囲 

その他発電用原子炉の附属施設 

３ 補助ボイラー 

１４ 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数 

１５ ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 

１６ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１） 品質保証の実施に係る組織 

（２） 保安活動の計画 

（３） 保安活動の実施 

（４） 保安活動の評価 

（５） 保安活動の改善 

 

 

 



 

５．工事の種類・内容 

種類：発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事（その他発電用原子

炉の附属施設） 

内容：補助ボイラーの燃料貯蔵設備の設置 

 

６．届出理由 

補助ボイラー燃料タンクについては、地震による損傷に伴い火災が発生する

可能性があるため、火災の影響を軽減するよう、地上に設置した既設の補助ボ

イラー燃料タンクを撤去し、埋設式の新たな補助ボイラー燃料タンクを設置す

る。 

また、補助ボイラー燃料タンクの埋設式への変更に伴い、一時受入タンクと

して補助ボイラー建屋内に補助ボイラー燃料サービスタンクを設置する。 

 

 

（確認概要） 

１．確認内容 

今回の届出に係る工事計画、発電用原子炉の設置の許可との整合性に関す

る説明書、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書、強度に関する説明書、

制御方法に関する説明書、設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説

明書及び添付図面に加え、添付資料のとおり四国電力から追加で提出のあっ

た内容も併せて確認した。 

確認した結果、以下のとおり核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下、「原子炉等規制法」という。）

第４３条の３の９第３項第１号に規定する発電用原子炉の設置変更の許可を

受けたところによるものであること、同項第２号に規定する「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成２５年原子力規制委

員会規則第６号。以下「技術基準規則」という。）に適合するものであるこ

と、同項第３号に規定する「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の

設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に

関する規則」（平成２５年原子力規制委員会規則第８号。以下「品質管理基

準規則」という。）に適合するものであることを確認した。なお、発電用原

子炉施設全体に関係する新規制基準適合性に係る審査については、「新規制

施行に伴う手続等について」（平成２５年６月１９日第１１回原子力規制委

員会 資料１－４）に基づき、別途申請されている工事計画（平成２５年７

月８日付け原子力発第１３１２２号）の審査において行う。 

 

・発電用原子炉の設置変更の許可との整合性については、申請に係る内容が、

伊方発電所原子炉設置変更許可申請書の本文に記載されたその他発電用原

子炉の附属施設の構造及び設備の変更を要するものに該当しないことから、

許可を受けたところによるものである。 

・補助ボイラーの燃料貯蔵設備について、「原子力発電所耐震設計技術指針 

JEAG4601（日本電気協会）」等に基づき、耐震重要度分類（Ｃクラス）に応



 

じた耐震性を確保する設計としていることから、技術基準規則第４条（設計

基準対象施設の地盤）及び同規則第５条(地震による損傷の防止)第１項の規

定に適合する。 

・当該設備について、設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に想定され

る全ての環境条件において、その機能が発揮できる設計としているととも

に、その健全性及び能力を確認するため、必要な箇所の保守点検ができる設

計としていることから、技術基準規則第１４条（安全設備）第２項及び技術

基準規則第１５条（設計基準対象施設の機能）第２項の規定に適合する。 

・当該設備について、発電所全体として必要な蒸気を供給する補助ボイラーの

運転に支障をきたすことのないよう必要な貯蔵能力等を有する設計として

いることから、技術基準規則第１５条（設計基準対象施設の機能）第６項の

規定に適合する。 

・当該設備について、大気開放型タンクとして設計し、耐圧部分を有しない設

計としていること、当該設備に関連する電気設備について、感電や火災等の

防止を講じた設計としていることなどから、技術基準規則第４８条（準用）

第１項及び第４項の規定に適合する。 

・設計及び工事に係る品質管理の方法等については、品質保証の実施に係る組

織、保安活動の計画、保安活動の実施、保安活動の評価及び保安活動の改善

に係る事項について、安全文化を醸成するための活動、不適合の報告及び処

理、業務プロセス、設計管理のグレード分け等を含めて品質保証計画として

定められており、品質管理基準規則に適合する。また、伊方発電所において、

当該設備の形式と同じ横置円筒形（埋設式）及びたて置円筒形の燃料タンク

の工事実績があり、これらのタンクは消防法に基づき一般的に使用されてい

るものであることから、社内規定に基づき品質保証計画書の「7.4 調達」を

適用する工事として品質保証活動を実施していることなどから、本工事に係

る設計に係る実績が品質保証計画に基づき実施されたこと及び工事、検査に

係る計画が同計画により計画されていることを確認した。 

 

２．処理意見 

本工事計画は、原子炉等規制法第４３条の３の１０第４項で準用する同法

第４３条の３の９第３項の規定に適合しているものと認められる。 

なお、電気事業法第４８条第４項で準用する同法第４７条第３項の規定に関

しては、原子力規制委員会で確認すべき同項第１号の原子力安全に係る基準

（原子炉等規制法第４３条の３の１４の技術上の基準に該当する部分）に対し

て、電気事業法第１１２条の３第２項の規定により、適合しているものとみな

される。 

  



 

（添付資料） 

四国電力から追加で確認した内容 

 

年月日 概要 備考 

平成２７年３月５日 工事計画の記載事項等の

内容について、ヒアリング

で事実関係を確認 

 

・伊方発電所第３号機補助

ボイラー燃料タンク取

替に係る工事概要説明

資料 添付１ 

平成２７年３月１２日 平成２７年３月５日のヒ

アリングを踏まえ、原子力

規制庁からの確認事項に

対する回答資料等をもっ

て、ヒアリングで事実関係

を確認 

 

・工事計画届出書の確認事

項に対する回答資料 

添付２ 

  



平成２７年３月５日 

四国電力株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊方発電所第３号機補助ボイラー燃料タンク取替 
 

に係る工事概要説明資料 
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１．概要 

 

補助ボイラー燃料タンクについては、地震による損傷に伴い火災が発生す

る可能性があるため、火災の影響を軽減するよう、地上に設置した既設の補

助ボイラー燃料タンクを撤去し、埋設式の新たな補助ボイラー燃料タンクを

設置する。 
また、補助ボイラー燃料タンクの埋設式への変更に伴い、一時受入タンク

として補助ボイラー建屋内に補助ボイラー燃料サービスタンクを設置する。 
（添付資料-1） 

なお、今回の工事により、補助ボイラー燃料タンクの容量は減ることとな

るが、補助ボイラー2台の最大負荷運転時の燃料消費量及び燃料補給の運用を

踏まえて必要な容量を設定していることから、補助ボイラーの運転に支障を

きたすことはない。 
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２．届出範囲 

２．１ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出

範囲 

 

今回の補助ボイラー燃料タンク取替工事については、実用発電用原子炉の設

置、運転に関する規則（以下「実用炉則」という。）別表第一※1で「事前届出を

要するもの」とされている「その他発電用原子炉の附属施設 補助ボイラーの

燃料貯蔵設備の設置」に該当するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律第四十三条の三の十第一項に基づき工事計画届出を行う。 

当該工事において設置される設備は、補助ボイラー燃料タンク、補助ボイラ

ー燃料サービスタンク、補助ボイラー燃料移送ポンプ及び輸送管である。工事

計画届出において記載する内容は実用炉則別表第二※2に規定されており、補助

ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃料サービスタンクは「燃料貯蔵設備」

に該当するため本工事計画届出において記載する。また、補助ボイラー燃料移

送ポンプは「燃料運搬設備」に該当するが工事計画届出への記載要求がないた

め記載せず、輸送管は「燃料運搬設備」に該当するが当該工事において使用す

る輸送管の外径は最大114.3㎜であり輸送管の外径が300㎜未満のものに関して

工事計画届出への記載要求がないため記載しない。（添付資料-2,3） 

 

※1：実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第一 

工事の種類 事前届出を要するもの 

8 その他発電用原子炉

の附属施設 

(3)補助ボイラー 

５ 燃料運搬設備又は燃料貯蔵設備の設置 

 

※2：実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第二 

発電用原子炉施設の種類 設備別記載事項 

その他発電用原子炉の 

附属施設 

3 補助ボイラー 

１３ 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミ

リメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、

外径、厚さ及び材料 

１４ 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数 
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２．２ 電気事業法に基づく届出範囲 

 

今回の補助ボイラー燃料タンク取替工事については、原子力発電工作物の保

安に関する命令（以下「保安命令」という。）別表第一※3で「事前届出を要する

もの」とされている「補助ボイラーに属する燃料設備の設置」に該当するため、

電気事業法第四十八条第一項に基づき工事計画届出を行う。 

当該工事において設置される設備は、補助ボイラー燃料タンク、補助ボイラ

ー燃料サービスタンク、補助ボイラー燃料移送ポンプ及び輸送管である。工事

計画届出において記載する内容は保安命令別表第二※4に規定されており、補助

ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃料サービスタンクは「燃料貯蔵設備」

に該当するため本工事計画届出において記載する。また、補助ボイラー燃料移

送ポンプは「燃料運搬設備」に該当するが工事計画届出への記載要求がないた

め記載せず、輸送管は「燃料運搬設備」に該当するが当該工事において使用す

る輸送管の外径は最大114.3㎜であり輸送管の外径が300㎜未満のものに関して

は工事計画届出への記載要求がないため記載しない。（添付資料-2,3） 

 

※3：原子力発電工作物の保安に関する命令 別表第一 

工事の種類 事前届出を要するもの 

ル 補助ボイラーに属

する燃料設備 

設置 

 

※4：原子力発電工作物の保安に関する命令 別表第二 

発電用原子炉施設の種類 設備別記載事項 

11 補助ボイラーに属す

る燃料設備 

１ 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリ

メートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外

径、厚さ及び材料 

２ 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数 
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３．スケジュール 

       年度・月 26年度 27年度 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

工 事 工 程 
            

工 事 計 画 

届   出 

手 続 き 

      

使用前検査 

手 続 き 

            

 

届出 

申請（予定） 

◎

項目 

○○

現地工事

○

▽
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伊方発電所第３号機 補助ボイラー燃料タンク取替工事 配置図 
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伊方発電所第３号機 補助ボイラー燃料タンク取替工事 概略系統図 

：新設範囲

　　　　：撤去範囲

　　　　：既設範囲

補助ボイラー
本体

(34)

(89.1)(48.6)

(114.3)(60.5)

補助ボイラー燃料タンク

補助ボイラー
燃料噴燃ポンプ

補助ボイラー
燃料移送ポンプ

補助ボイラー
燃料サービスタンク

燃料油圧力
制御弁

補助ボイラー燃料タンク

(89.1)

　　　　：補助ボイラー

：油燃焼用機器(輸送装置)

　　　　：燃料運搬設備

：燃料貯蔵設備

設備区分

(34)

(48.6)(48.6)

注1：()内の数値は配管の外径を示す。単位はmmである。

工事範囲

届出範囲

届出範囲
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添付資料-3 

 

補助ボイラーに係る法令比較表 

原子力発電工作物の保安に関する命令 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

別表第一 （３）原子力設備 

ヌ 補助ボイラー【事前届出を要するもの】 

１ 設置 

２ 改造であって、次に掲げるもの 

（１）最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの 

（２）再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの 

（３）安全弁の能力の変更を伴うもの 

（４）燃料の種類（原油又は原油以外の石油（液化石油ガスを除く。）の別）の変更を伴うもの 

３ 取替え 

４ 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの 

 

ル 補助ボイラーに属する燃料設備【事前届出を要するもの】 

１ 設置 

別表第一 ８ その他発電用原子炉の附属施設 

（３）補助ボイラー【事前届出を要するもの】 

１ 設置 

２ 改造であって、次に掲げるもの 

（１）最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの 

（２）再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの 

（３）安全弁の能力の変更を伴うもの 

（４）燃料の種類（原油又は原油以外の石油（液化石油ガスを除く。）の別）の変更を伴うもの 

（５）補助ボイラーに係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの 

３ 取替え 

４ 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの 

５ 燃料運搬設備又は燃料貯蔵設備の設置 

別表第二 (一)原子力設備 

１０ 補助ボイラー 

１ 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度及び個数 

２ 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 

３ 節炭器の伝熱面積 

４ 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料 

５ 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 

６ ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項 

（１）給水ポンプの種類、個数並びに原動機の種類及び出力 

（２）貯水設備の種類、容量及び個数 

７ ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項 

（１）種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力（一次側及び二次側の別に記載すること。）、最

高使用温度（一次側及び二次側の別に記載すること。）、主要寸法、材料並びに個数 

（２）蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 

８ ボイラーに附属する通風設備に係る次の事項 

（１）通風機の種類及び個数 

（２）煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 

９ ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 

（１）空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 

（２）空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 

（３）空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 

１０ ボイラーに附属する管等に係る次の事項 

（１）主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 

（２）蒸気だめ、減圧装置及び減温装置の最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料 

（３）安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 

１１ 油燃焼用機器に係る次の事項 

（１）原油用又は原油以外の石油（液化石油ガスを除く。）用の別 

（２）輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油（液化石油ガスを除く。）

の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 

（３）熱交換器の種類及び個数 

１２ その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量、

硫黄分、窒素分及び灰分 

１３ ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 

 

 

１１ 補助ボイラーに属する燃料設備 

１ 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、

外径、厚さ及び材料 

２ 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数 

 

 

別表第二 その他発電用原子炉の附属施設 

３ 補助ボイラー 

１ 補助ボイラーの種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、排出ガス量及び個数 

２ 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 

３ 節炭器の伝熱面積 

４ 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料 

５ 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 

６ ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項 

（１）給水ポンプの種類、個数並びに原動機の種類及び出力 

（２）貯水設備の種類、容量及び個数 

７ ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項 

（１）種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力（一次側及び二次側の別に記載すること。）、

最高使用温度（一次側及び二次側の別に記載すること。）、主要寸法、材料並びに個数 

（２）蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 

８ ボイラーに附属する通風設備の通風機の種類及び個数 

９ ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 

（１）空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 

（２）空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 

（３）空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 

１０ ボイラーに附属する管等に係る次の事項 

（１）主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 

（２）蒸気だめ、減圧装置及び減温装置の最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料 

（３）安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 

１１ 油燃焼用機器に係る次の事項 

（１）原油用又は原油以外の石油（液化石油ガスを除く。）用の別 

（２）輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油（液化石油ガスを除く。）

の発熱量 

（３）熱交換器の種類及び個数 

１２ その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱

量 

１３ 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使

用温度、外径、厚さ及び材料 

１４ 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数 

１５ ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 

１６ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

工事計画届出書の確認事項に対する回答資料 

 

（伊方発電所第３号機 補助ボイラー燃料タンク取替工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年３月１２日 

四 国 電 力 株 式 会 社 
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添付2



確認事項に対する回答資料リスト 

No 確認事項 回答資料 

1 

基本設計方針は、技術基準規則の要求を満たすための基本的な方針を記

載する必要があり、関連する条項との対応関係を説明すること。 

・「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する

規則」の要求に関する整理表 

【添付資料－１】 

2 

今回の届出において、当該事項が品質管理技術基準規則等に基づき、品

質保証計画を作成していることを示すこと。 

・品証技術基準規則等と工事計画届出書の品質保証計画と

の対比表 

【添付資料－２】 

3 

別表第二に、各発電用原子炉施設に共通の事項や、補助ボイラー以外の

施設での事項として記載している説明書、図面等について、今回届出の

工事内容との関係を整理して説明すること。 

・「別表第 2」の添付の整理及び「別表第 3」の届出の要否

について 

【添付資料－３】 

4 

設定値根拠に関する説明書において、補助ボイラー燃料タンクの容量を

140kL としているが、この容量にて補助ボイラーの運転に支障がないこ

とについて、燃料補給に係る運用も含め整理して説明すること。 

・補助ボイラー燃料タンクの運用について 

 

【添付資料－４】 

5 

今回の届出工事において、消防法に基づく手続き及び検査について整理

して説明すること。 

・補助ボイラー燃料タンク取替工事に係る消防法に基づく

手続き及び検査について 

【添付資料－５】 

6 

今回の届出工事品質管理の方法等に関して、事業者側の要員の力量つい

て整理して説明すること。 

・補助ボイラー燃料タンク取替工事に係る当社社員の力量

認定について 

【添付資料－６】 

 



添付資料－１（1/54） 

 

「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」の要求に関する整理表 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（適用範囲） 

第一条 この規則は、実用発電用原子炉及びその附属施設について適用する。 

 

第１条（適用範囲） 

１ 第１条は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平

成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「技術基準規則」という。）の適用

範囲を定めたもので、「実用発電用原子炉及びその附属施設」とは、実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）別表第

二に掲げられている事項を含むものであって、次の施設を含む。 

（１） 原子炉本体 

（２） 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

（３） 原子炉冷却系統施設 

（４） 計測制御系統施設 

（５） 放射性廃棄物の廃棄施設 

（６） 放射線管理施設 

（７） 原子炉格納施設 

（８） その他発電用原子炉の附属施設 

① 非常用電源設備 

② 常用電源設備 

③ 補助ボイラー 

④ 火災防護設備 

⑤ 浸水防護施設 

⑥ 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに係るもの 

を除く。） 

⑦ 非常用取水設備 

⑧ 敷地内土木構造物 

⑨ 緊急時対策所 

２ 技術基準規則の発電用原子炉に対する許認可上の位置付けは、設置（変更）

許可申請に対する安全審査で確認された事項を、工事計画等の後段規制において

具体的に確認するための基準である。 

３ 技術基準規則は、各条文において別途適用除外が規定されている場合を除き、

発電用原子炉が設計建設時（改造時を含む。）に満足すべき基準であるとともに、

供用を開始した後においても維持すべき基準である。 

この場合において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の９

に基づく工事の計画の認可又は同法第４３条の３の１０に基づく工事の計画の

届出を行った場合にあっては、当該認可又は届出に当たって申請された仕様又は

規格（経年劣化を想定した必要仕様を含む。）を維持することが求められる。 

 

－ － － － 

○ ： 要求あり（補助ボイラー設備に係るもの） 
△ ： 要求あり（伊方３号機全般に係る共通事項）

× ： 要求なし 



添付資料－１（2/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（定義） 

第二条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

２ この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一 「放射線」とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年

通商産業省令第七十七号。以下「実用炉規則」という。）第二条第二項第一号に規

定する放射線をいう。 

二 「通常運転」とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「設置許可基

準規則」という。）第二条第二項第二号に規定する通常運転をいう。 

三 「運転時の異常な過渡変化」とは、設置許可基準規則第二条第二項第三号に規定

する運転時の異常な過渡変化をいう。 

四 「設計基準事故」とは、設置許可基準規則第二条第二項第四号に規定する設計基

準事故をいう。 

五 「設計基準対象施設」とは、設置許可基準規則第二条第二項第七号に規定する設

計基準対象施設をいう。 

六 「工学的安全施設」とは、設置許可基準規則第二条第二項第十号に規定する工学

的安全施設をいう。 

七 「重大事故等対処施設」とは、設置許可基準規則第二条第二項第十一号に規定す

る重大事故等対処施設をいう。 

八 「特定重大事故等対処施設」とは、設置許可基準規則第二条第二項第十二号に規

定する特定重大事故等対処施設をいう。 

九 「安全設備」とは、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定され

る環境条件において、その損壊又は故障その他の異常により公衆に放射線障害を及

ぼすおそれを直接又は間接に生じさせる設備であって次に掲げるものをいう。 

イ 一次冷却系統に係る設備及びその附属設備 

ロ 反応度制御系統（設置許可基準規則第二条第二項第二十七号に規定する反応度制

御系統をいう。以下同じ。）に係る設備及びそれらの附属設備 

ハ 安全保護装置（運転時の異常な過渡変化が発生する場合、地震の発生により発電

用原子炉の運転に支障が生ずる場合及び一次冷却材喪失その他の設計基準事故時に

原子炉停止系統を自動的に作動させ、かつ、発電用原子炉内の燃料体の破損又は 

発電用原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。）の損傷による多量の放射性物質

の放出のおそれがある場合に、工学的安全施設を自動的に作動させる装置をいう。

以下同じ。）、非常用炉心冷却設備（原子炉圧力容器内において発生した熱を通常

運転時において除去する発電用原子炉施設が設計基準事故時及び設計基準事故に至

るまでの間にその機能を失った場合に原子炉圧力容器内において発生した熱を除去

する設備をいう。以下同じ。）その他非常時に発電用原子炉の安全性を確保するた

めに必要な設備及びそれらの附属設備 

ニ 原子炉格納容器及びその隔離弁 

ホ 非常用電源設備及びその附属設備 

十 「設計基準事故対処設備」とは、設置許可基準規則第二条第二項第十三号に規定

する設計基準事故対処設備をいう。 

十一 「重大事故等対処設備」とは、設置許可基準規則第二条第二項第十四号に規定

する重大事故等対処設備をいう。 

十二 「重大事故防止設備」とは、設置許可基準規則第二条第二項第十五号に規定す

る重大事故防止設備をいう。 

十三 「重大事故緩和設備」とは、設置許可基準規則第二条第二項第十六号に規定す

る重大事故緩和設備をいう。 

十四 「管理区域」とは、実用炉規則第二条第二項第四号に規定する管理区域をいう。

十五 「周辺監視区域」とは、実用炉規則第二条第二項第六号に規定する周辺監視区

域をいう。 

十六 「燃料材」とは、設置許可基準規則第二条第二項第二十二号に規定する燃料材

をいう。 

十七 「燃料被覆材」とは、設置許可基準規則第二条第二項第二十三号に規定する燃

料被覆材をいう。 

十八 「燃料要素」とは、設置許可基準規則第二条第二項第二十四号に規定する燃料

要素をいう。 

十九 「燃料要素の許容損傷限界」とは、設置許可基準規則第二条第二項第二十五号

に規定する燃料要素の許容損傷限界をいう。 

 

 

第２条（定義） 

１ 本規程において使用する用語は、原子炉等規制法及び技術基準規則において

使用する用語の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２項第６号に規定する「工学的安全施設」とは、日本電気協会「原子力発

電所工学的安全施設及びその関連施設の範囲を定める規程」（JEAC4605-2004）

に規定する「工学的安全施設及びその関連施設」をいう。（「安全設計分野及び

放射線管理分野における日本電気協会規格に関する技術評価書（平成１７年１２

月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）」） 

 

３ 第２項第９号に規定する「安全設備」のイ、ハ、ニ及びホとは次の設備をい

う。 

イ 容器、配管、ポンプ等であって原子炉冷却材圧力バウンダリに属する設備 

ハ 安全保護装置、非常用炉心冷却設備及び次の施設 

・工学的安全施設（非常用炉心冷却設備、原子炉格納容器及びその隔離弁を除く）

・原子炉隔離時冷却系（ＢＷＲ） 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）（ＢＷＲ） 

・余熱除去系（ＰＷＲ） 

・逃がし安全弁（安全弁としての開機能）（ＢＷＲ） 

・加圧器安全弁（開機能）（ＰＷＲ） 

・原子炉制御室非常用換気空調系 

・格納容器エリアモニタ（設計基準事故時）（ＰＷＲ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（設計基準事故時）（ＢＷＲ） 

ニ 原子炉建屋（ＢＷＲ）、アニュラス（ＰＷＲ）を含む 

ホ イ（一次冷却材ポンプを除く）、ロ（制御棒駆動装置を除く）、ハ及びニに

規定する設備に対してその機能を確保するために電力を供給するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第２項第１９号に規定する「燃料要素の許容損傷限界」に関する判断基準は、

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針（平成２年８月３０日原

子力安全委員会決定）」の「４．１運転時の異常な過渡変化」によること。 

－ － － － 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

二十 「反応度価値」とは、設置許可基準規則第二条第二項第二十八号に規定する反

応度価値をいう。 

二十一 「制御棒の最大反応度価値」とは、設置許可基準規則第二条第二項第二十九

号に規定する制御棒の最大反応度価値をいう。 

二十二 「反応度添加率」とは、設置許可基準規則第二条第二項第三十号に規定する

反応度添加率をいう。 

二十三 「一次冷却材」とは、設置許可基準規則第二条第二項第三十一号に規定する

一次冷却材をいう。 

二十四 「二次冷却材」とは、設置許可基準規則第二条第二項第三十二号に規定する

二次冷却材をいう。 

二十五 「一次冷却系統」とは、設置許可基準規則第二条第二項第三十三号に規定す

る一次冷却系統をいう。 

二十六 「最終ヒートシンク」とは、設置許可基準規則第二条第二項第三十四号に規

定する最終ヒートシンクをいう。 

二十七 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、設置許可基準規則第二条第二項第三

十五号に規定する原子炉冷却材圧力バウンダリをいう。 

二十八 「原子炉格納容器」とは、設置許可基準規則第二条第二項第三十六号に規定

する原子炉格納容器をいう。 

二十九 「コンクリート製原子炉格納容器」とは、原子炉格納容器であって、鋼板で

内張りされたコンクリート部を有するものをいう。 

三十 「コンクリート部」とは、コンクリート製原子炉格納容器のうち鉄筋コンクリ

ート構造又はプレストレストコンクリート構造の部分をいう。 

三十一 「鋼製内張り部等」とは、コンクリート製原子炉格納容器内の機械又は器具

から放出される放射性物質の漏えいを防止するためにコンクリート部に内張りされ

ている鋼板（以下「ライナプレート」という。）、胴と底部のライナプレートを接

続する鋼板（以下「ナックル」という。）、貫通部スリーブ及びコンクリート部へ

の定着金具をいう。 

三十二 「クラス１容器」、「クラス１管」、「クラス１ポンプ」又は「クラス１弁」

とは、それぞれ原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する容器、管、ポンプ又は弁を

いう。 

三十三 「クラス２容器」、「クラス２管」、「クラス２ポンプ」又は「クラス２弁」

とは、それぞれ次に掲げる機器（設計基準対象施設に属するものに限る。）に該当

する容器、管、ポンプ又は弁をいう。 

イ 設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される環境条件におい

て、発電用原子炉を安全に停止するため又は発電用原子炉施設の安全を確保するた

めに必要な設備であって、その損壊又は故障その他の異常により公衆に放射線障害

を及ぼすおそれを間接に生じさせるものに属する機器（放射線管理施設又は原子炉

格納施設（非常用ガス処理設備に限る。）に属するダクトにあっては、原子炉格納

容器の貫通部から外側隔離弁までの部分に限る。） 

ロ 蒸気タービンを駆動させることを主たる目的とする流体（蒸気及び給水をいう。）

が循環する回路に係る設備に属する機器であって、クラス１機器（クラス１容器、

クラス１管、クラス１ポンプ又はクラス１弁をいう。以下同じ。）の下流側に位置

する蒸気系統のうちクラス１機器からこれに最も近い止め弁までのもの及びクラス

１機器の上流側に位置する給水系統のうちクラス１機器からこれに最も近い止め弁

までのもの 

ハ イ及びロに掲げる機器以外の機器であって、原子炉格納容器の貫通部から内側隔

離弁又は外側隔離弁までのもの 

三十四 「クラス３容器」又は「クラス３管」とは、それぞれクラス１機器、クラス

２機器（クラス２容器、クラス２管、クラス２ポンプ又はクラス２弁をいう。以下

同じ。）、原子炉格納容器及び放射線管理施設若しくは原子炉格納施設（非常用ガ

ス処理設備に限る。）に属するダクト以外の設計基準対象施設に属する容器又は管

（内包する流体の放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル

（流体が液体の場合にあっては、三十七キロベクレル毎立方センチメートル）以上

の管又は最高使用圧力が零メガパスカルを超える管に限る。）をいう。 

三十五 「クラス４管」とは、放射線管理施設又は原子炉格納施設（非常用ガス処理

設備に限る。）に属するダクトであって、内包する流体の放射性物質の濃度が三十

七ミリベクレル毎立方センチメートル以上のもの（クラス２管に属する部分を除

く。）をいう。 

三十六 「クラス１支持構造物」、「クラス２支持構造物」又は「原子炉格納容器支

持構造物」とは、それぞれクラス１機器、クラス２機器又は原子炉格納容器を支持

する構造物をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第２項第２７号に規定する「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、原子炉の

通常運転時に原子炉冷却材 (ＰＷＲにおいては一次冷却材)を内包して原子炉と

同じ圧力条件となり、異常状態において圧力障壁を形成するもので、それが破壊

すると原子炉冷却材喪失となる範囲の施設をいう。原子炉冷却材圧力バウンダリ

の範囲は次のとおりとする。 

(a)原子炉圧力容器及びその附属物（本体に直接付けられるもの、制御棒駆動機

構ハウジング等） 

(b)原子炉冷却材系を構成する機器及び配管。ただし、ＰＷＲにおいては一次冷

却材ポンプ、蒸気発生器の水室・管板・管、加圧器、一次冷却系配管、弁等をい

い、また、ＢＷＲにおいては、主蒸気管及び給水管のうち原子炉側からみて第２

隔離弁を含むまでの範囲とする。 

(c)接続配管 

ⅰ)通常時開、事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第２隔離

弁を含むまでの範囲とする。 

ⅱ)通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉、事故時閉となる弁を有

するものは、原子炉側からみて、第２隔離弁を含むまでの範囲とする。 

ⅲ)通常時閉、事故時閉となる弁を有するもののうち、ⅱ）以外のものは、原子

炉側からみて、第１隔離弁を含むまでの範囲とする。 

ⅳ)通常時閉、原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉心冷却系等もⅰ)

に準ずる。 

ⅴ)上記において「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉

止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － － － 



添付資料－１（4/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

三十七 「重大事故等クラス１容器」、「重大事故等クラス１管」、「重大事故等ク

ラス１ポンプ」又は「重大事故等クラス１弁」とは、それぞれ重大事故等対処設備

に属する容器、管、ポンプ又は弁（特定重大事故等対処施設に属するものに限る。）

をいう。 

三十八 「重大事故等クラス２容器」、「重大事故等クラス２管」、「重大事故等ク

ラス２ポンプ」又は「重大事故等クラス２弁」とは、それぞれ重大事故等対処設備

のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事

故等対処設備」という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処

設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその

他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）に属する容器、管、

ポンプ又は弁（特定重大事故等対処施設に属するものを除く。）をいう。 

三十九 「重大事故等クラス３容器」、「重大事故等クラス３管」、「重大事故等ク

ラス３ポンプ」又は「重大事故等クラス３弁」とは、それぞれ可搬型重大事故等対

処設備に属する容器、管、ポンプ又は弁をいう。 

四十 「重大事故等クラス１支持構造物」とは、重大事故等クラス１機器（重大事故

等クラス１容器、重大事故等クラス１管、重大事故等クラス１ポンプ又は重大事故

等クラス１弁をいう。以下同じ。）を支持する構造物をいう。 

四十一 「重大事故等クラス２支持構造物」とは、重大事故等クラス２機器（重大事

故等クラス２容器、重大事故等クラス２管、重大事故等クラス２ポンプ又は重大事

故等クラス２弁をいう。以下同じ。）を支持する構造物をいう。 

四十二 「最高使用圧力」とは、設置許可基準規則第二条第二項第三十八号に規定す

る最高使用圧力をいう。 

四十三 「最高使用温度」とは、設置許可基準規則第二条第二項第三十九号に規定す

る最高使用温度をいう。 

四十四 「最低使用温度」とは、対象とする機器、支持構造物又は炉心支持構造物が

その主たる機能を果たすべき運転状態又は試験状態において生ずる最低の温度以下

の温度であって、設計上定めるものをいう。 

四十五 「運転状態Ⅰ」とは、発電用原子炉施設の通常運転時の状態をいう。 

四十六 「運転状態Ⅱ」とは、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想

定される環境条件において、運転状態Ⅰ、運転状態Ⅲ、運転状態Ⅳ及び試験状態以

外の状態をいう。 

四十七 「運転状態Ⅲ」とは、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想

定される環境条件において、発電用原子炉施設の故障、誤作動その他の異常により

発電用原子炉の運転の停止が緊急に必要とされる状態をいう。 

四十八 「運転状態Ⅳ」とは、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想

定される環境条件において、発電用原子炉施設の安全設計上想定される異常な事態

が生じている状態をいう。 

四十九 「機械的荷重」とは、自重、管又は支持構造物からの反力その他附加荷重の

うち地震荷重を除くものであって、設計上定めるものをいう。 

五十 「荷重状態Ⅰ」とは、コンクリート製原子炉格納容器が運転状態Ⅰ（積雪時及

び暴風時を除く。）において想定される荷重を受ける状態をいう。 

五十一 「荷重状態Ⅱ」とは、コンクリート製原子炉格納容器が次に掲げるいずれか

の状態において想定される荷重を受ける状態をいう。 

イ 逃がし安全弁作動時の状態（積雪時及び暴風時を除く。） 

ロ 原子炉格納容器耐圧試験時の状態（積雪時及び暴風時を除く。） 

ハ 運転状態Ⅰにおける積雪時の状態（暴風時を除く。） 

五十二 「荷重状態Ⅲ」とは、コンクリート製原子炉格納容器が運転状態Ⅰにおける

暴風時の状態又は運転状態Ⅳにおける荷重状態Ⅳ以外の状態をいう。 

五十三 「荷重状態Ⅳ」とは、コンクリート製原子炉格納容器が運転状態Ⅳ（積雪時

又は暴風時を含む。）において原子炉格納容器の安全上想定される異常な事態が生

じている状態をいう。 

五十四 「試験状態」とは、耐圧試験により発電用原子炉施設に最高使用圧力を超え

る圧力が加えられている状態をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 第２項第４４号に規定する「その主たる機能を果たすべき運転状態」とは、

日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追

補版を含む。））（JSME S NC1-2005/2007）」（以下「設計・建設規格2005(2007)」

という。）GNR-2110 又は日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

（2012 年版）（JSME S NC1-2012）」（以下「「設計・建設規格2012」」という。）

GNR-2110 及び同解説に規定される「供用状態」をいう。（「日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格」（2007年追補版）並びに【事例規格】「設

計・建設規格2005 年版「管の設計」（管継手、フランジ）のJIS 規格年度の読

替規定（NC-CC-003）」及び【事例規格】「設計・建設規格2005 年版付録材料図

表JIS 規格年度の読替規定（NC-CC-004）」に関する技術評価書」（平成２０年

１０月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）（以下「「設計・

建設規格2007 技術評価書」」という。）及び「日本機械学会「発電用原子力設

備規格 設計・建設規格（2012 年版）」（JSMES NC1-2012）に関する技術評価書」

（原規技発第1408062 号（平成２６年８月６日原子力規制委員会決定。以下「「設

計・建設規格2012技術評価書」」という。）） 

 

７ 第２項第４４号に規定する「炉心支持構造物」とは、原子炉圧力容器の内部

において燃料集合体を直接に支持するか又は拘束する部材をいう。 

 

－ － － － 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（特殊な設計による発電用原子炉施設） 

第三条 特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定

によらないで発電用原子炉施設を施設することができる。 

２ 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び施設方法を記載した申請書に関

係図面を添付して申請しなければならない。 

 

第３条（特殊な設計による発電用原子炉施設） 

１ 技術基準規則の規定によらない場合又は本解釈に照らして同等性の判断が困

難な場合については、第３条によること。 

２ 第２項の規定により申請する場合の申請書の様式及び添付図面は、様式１の

とおりである。 × 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、技術基準規則の規定に

基づき施設するため、該当しない。 

－ － 

 

（設計基準対象施設の地盤） 

第四条 設計基準対象施設は、設置許可基準規則第三条第一項の地震力が作用した場

合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に施設しな

ければならない。 

 

第４条（設計基準対象施設の地盤） 

１ 第４条の規定は、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第５号。以下「設置許可

基準規則」という。）第３条第１項の規定に基づき設置許可で確認した設計方針

に基づき、設計基準対象施設について、自重や運転時の荷重等に加え、設置許可

基準規則第３条第１項の地震力（耐震重要度分類（実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号

（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））の第４条の解釈中２に規定す

る耐震重要度分類をいう。以下同じ。）の各クラスに応じて設置許可基準規則第

４条第２項の規定により算定する地震力（設置許可基準規則第３条第１項に規定

する耐震重要施設にあっては、基準地震動による地震力（設置許可基準規則第４

条第３項に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。）を含む。）をい

う。）が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有することを

いう。 

○ 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、一般産業施設及び公共

施設と同等の安全性が要求される施設であり、

耐震重要度分類Ｃクラス機器に該当する。この

ため消防法又は建築基準法に基づき設計する。 

 

補助ボイラーの耐震設計は、以下の項目

に従って行う。 

a. 補助ボイラーは、一般産業施設又は公

共施設と同等の安全性が要求される

施設であり、耐震重要度Ｃクラスとし

て設計する。 

b. Ｃクラスの施設は、静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で

耐えられる設計とする。 

c. 耐震設計に用いる地震力の算定は以

下の方法による。 

Ｃクラスの施設に適用する静的地

震力は、以下の地震層せん断力係数

Ｃｉ及び震度に基づき算定する。 

(a)建物・構築物 

水平地震力は、地震層せん断力係数

Ｃｉに、次に示す施設の耐震重要度分類

に応じた係数を乗じ、さらに当該層以

上の重量を乗じて算定するものとす

る。 

Ｃクラス    1.0 

ここで、地震層せん断力係数Ｃｉは、

標準せん断力係数Ｃ０を 0.2 以上とし、

建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮して求められる値とする。

また、必要保有水平耐力の算定におい

ては、地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる

施設の耐震重要度分類に応じた係数

は、Ｃクラス 1.0 とし、その際に用い

る標準せん断力係数Ｃ０は 1.0 以上と

する。 

(b)機器・配管系 

静的地震力は、上記(a)に示す地震層

せん断力係数 Ｃｉに施設の耐震重要

度分類に応じた係数を乗じたものを水

平震度として、当該水平震度を 20％増

しとした震度より求めるものとする。 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数

Ｃ０等の割増し係数の適用については、

耐震性向上の観点から、一般産業施設

及び公共施設等の耐震基準との関係を

考慮して設定する。 

d. 荷重の組合せと許容限界は以下によ

る。 

(a)建物・構築物 

Ｃクラスの建物・構築物については、

常時作用している荷重及び運転時の状

態で施設に作用する荷重と静的地震力

を組み合わせ、その結果発生する応力

に対して、建築基準法等の安全上適切

と認められる規格及び基準による許容

応力度を許容限界とする。 

－ 

 

（地震による損傷の防止） 

第五条 設計基準対象施設は、これに作用する地震力（設置許可基準規則第四条第二

項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼ

さないように施設しなければならない。 

 

第５条（地震による損傷の防止） 

１ 第１項の規定は、設置許可基準規則第４条第１項の規定に基づき設置許可で

確認した設計方針に基づき、設計基準対象施設が、設置許可基準規則第４条第２

項の地震力に対し、施設の機能を維持していること又は構造強度を確保している

ことをいう。 

 

○ 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、一般産業施設及び公共

施設と同等の安全性が要求される施設であり、

耐震重要度分類Ｃクラス機器に該当する。この

ため消防法に基づき設計する。 

 

－ 
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(b)機器・配管系 

Ｃクラスの機器・配管系については、

通常運転時の状態で施設に作用する荷

重及び運転時の異常な過渡変化時の状

態で施設に作用する荷重と静的地震力

を組み合わせ、その結果発生する応力

に対して、応答が全体的におおむね弾

性状態に留まることとする。 

 

 

２ 耐震重要施設（設置許可基準規則第三条第一項に規定する耐震重要施設をいう。

以下同じ。）は、基準地震動による地震力（設置許可基準規則第四条第三項に規定す

る基準地震動による地震力をいう。以下同じ。）に対してその安全性が損なわれるお

それがないように施設しなければならない。 

 

３ 耐震重要施設が設置許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊

によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を

講じなければならない。 

 

 

２ 第２項の規定は、設置許可基準規則第４条第３項の規定に基づき設置許可で

確認した設計方針に基づき、耐震重要施設が、設置許可基準規則第４条第３項の

基準地震動による地震力に対し、施設の機能を維持していること又は構造強度を

確保していることをいう。 

 

３ 第３項の規定は、設置許可基準規則第４条第４項の規定に基づき設置許可で

確認した設計方針に基づき、設置許可基準規則第４条第３項の地震により斜面の

崩壊が生じるおそれがある場合には、耐震重要施設の安全性を損なわないよう、

敷地内土木工作物による斜面の保持等の措置を講じること及びその機能を維持

していることをいう。 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、耐震重要度分類Ｃクラ

ス機器であり、耐震重要施設には該当しない。 

 

 

－ － 

 

（津波による損傷の防止） 

第六条 設計基準対象施設が基準津波（設置許可基準規則第五条に規定する基準津波

をいう。以下同じ。）によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置そ

の他の適切な措置を講じなければならない。 

 

第６条（津波による損傷の防止） 

１ 第６条の規定は、設置許可基準規則第５条の規定に基づき設置許可で確認し

た設計方針に基づき、基準津波（設置許可基準規則第５条に規定する基準津波を

いう。以下同じ。）により設計基準対象施設の安全性を損なわないよう、津波防

護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設置等の措置を講じていること並びに

それらの機能を維持していることをいう。 △ 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、安全重要度分類クラス

ＰＳ－３機器であり、機能喪失した場合でも、

原子炉施設の安全性に影響しないため、問題な

い。 

伊方発電所第３号機の津波防護に関する適合

性確認については、新基準適合性審査において

工事計画認可申請を行っている。 

－ 

共通項目にて整理す

る。 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第七条 設計基準対象施設が想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によりそ

の安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な

措置を講じなければならない。 

 

 

２ 周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発

生するおそれがある要因がある場合には、事業所における火災又は爆発事故、危険

物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想

定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により発電用原子

炉施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければ

ならない。 

 

３ 航空機の墜落により発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合は、防

護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

 

 

第７条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

１ 第１項に規定する「想定される自然現象」には、台風、竜巻、降水、積雪、

凍結、落雷、火山事象、生物学的事象、森林火災等を含む 。 

２ 第１項に規定する「適切な措置を講じなければならない」とは、供用中にお

ける運転管理等の運用上の措置を含む。 

 

３ 第２項に規定する「事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事

象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」には、ダムの崩壊、船舶

の衝突、電磁的障害等の敷地及び敷地周辺の状況から生じうる事故を含む。 

 

４ 第２項に規定する「適切な措置を講じなければならない」には、対象とする

発生源から一定の距離を置くことを含む。 

 

５ 第３項の航空機の墜落については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確

率の評価基準について」（平成２１・０６・２５原院第１号。平成２１年６月３

０日原子力安全・保安院制定））に基づいて確認すること。この場合において、

設置許可申請時の航路に変更がないことにより確認すること。 

△ 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、安全重要度分類クラス

ＰＳ－３機器であり、機能喪失した場合でも、

原子炉施設の安全性に影響しないため、問題な

い。 

伊方発電所第３号機の外部からの衝撃による

損傷の防止に関する適合性確認については、新

基準適合性審査において工事計画認可申請を

行っている。 

－ 

共通項目にて整理す

る。 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に
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している添付書類 

 

（立ち入りの防止） 

第八条 工場等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、柵、塀その

他の人の侵入を防止するための設備を設け、かつ、管理区域である旨を表示しなけ

ればならない。 

 

２ 保全区域（実用炉規則第二条第二項第五号に規定する保全区域をいう。以下この

項において同じ。）と管理区域以外の場所との境界には、他の場所と区別するため、

柵、塀その他の保全区域を明らかにするための設備を設けるか、又は保全区域であ

る旨を表示しなければならない。 

 

３ 工場等には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入るこ

とを制限するため、柵、塀その他の人の侵入を防止するための設備を設けるか、又

は周辺監視区域である旨を表示しなければならない。ただし、当該区域に人が立ち

入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。 

 

 

第８条（立ち入りの防止） 

１ 第１項及び第３項に規定する「みだりに」とは、不注意又は知らずに容易に

立ち入ることをいう。 

 

 

２ 「工場等」とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第７条第１

項第２号に規定する「工場又は事業所」のことをいう。 

 

 

 

３ 第３項に規定する「当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場

合」とは、河川、沼、湖、海、断崖等で当該区域の境界が設定されているような

場合であって、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合をい

う。 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、保全区域内に設置する

こととしており、本工事において、保全区域等

の変更はないため、該当しない。 

－ － 

 

（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 

第九条 工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用原子炉施設に不

正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷す

るおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為

の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不

正アクセス行為をいう。以下第三十五条第五号において同じ。）を防止するため、適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

第９条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 

１ 第９条に規定する「適切な措置」には、工場等内の人による核物質の不法な

移動又は妨害破壊行為、郵便物などによる工場等外からの爆破物又は有害物質の

持ち込み及びサイバーテロへの対策としての柵等の障壁による区画、出入口の常

時管理設備の施設等が含まれる。 × 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、保全区域内に設置する

こととしており、本工事において、不法な侵入

等の防止に関して変更はないため、該当しな

い。 

－ － 

 

（急傾斜地の崩壊の防止） 

第十条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七

号）第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する設備

は、当該区域内の急傾斜地（同法第二条第一項に規定するものをいう。）の崩壊を助

長し、又は誘発することがないように施設しなければならない。 

 

 

第１０条（急傾斜地の崩壊の防止） 

１ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）

に基づき急傾斜地崩壊危険区域として指定された地域に設備を施設する場合に

は、急傾斜地崩壊防止工事の技術基準(同法施行令第３条)によること。 × 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、発電所敷地内の既設補

助ボイラー建屋付近の保全区域内に設置する

こととしており、発電所敷地内には急傾斜地崩

壊危険区域はないため、該当しない。 

 
－ － 

 

（火災による損傷の防止） 

第十一条 設計基準対象施設が火災によりその安全性が損なわれないよう、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

一 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。 

イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置を講ずるこ

と。 

ロ 安全施設（設置許可基準規則第二条第二項第八号に規定する安全施設をいう。以

下同じ。）には、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、次に掲げる場

合は、この限りでない。 

（１） 安全施設に使用する材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を

有するもの（以下「代替材料」という。）である場合 

 

第１１条（火災による損傷の防止） 

１ 第１１条に規定する措置とは、別途定める「実用発電用原子炉及びその附属

施設の火災防護に係る審査基準」（原規技発第 1306195 号（平成２５年６月１９

日原子力規制委員会決定））によること。 

 

 

 

 

△ 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、安全重要度分類クラス

ＰＳ－３機器であり、機能喪失した場合でも、

原子炉施設の安全性に影響しないため、問題な

い。 

伊方発電所第３号機の火災防護に関する適合

性確認については、新基準適合性審査において

工事計画認可申請を行っている。 

なお、本設備は消防法に基づき設計する。 

 

－ 

共通項目にて整理す

る。 

（２） 安全施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合

であって、安全施設における火災に起因して他の安全施設において火災が発生する

ことを防止するための措置が講じられている場合 

ハ 避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するための設備を施設するこ

と。 

 

２ 第１号ロ（２）に規定する「安全施設の機能を確保するために必要な代替材

料の使用が技術上困難な場合であって、安全施設における火災に起因して他の安

全施設において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場

合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、

不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合におい

ても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合

をいう。 
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ニ 水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性がある設備にあっては、水

素の燃焼が起きた場合においても発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう施設

すること。 

ホ 放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、発電用原子炉施

設の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講ずるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１号ホの規定については、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護

に係る審査基準」のほか、以下によること。 

・「放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、発電用原子

炉施設の安全性を損なうおそれがある場合」とは、水の放射線分解によって発電

用原子炉で発生する水素が滞留、蓄積される可能性のある配管等の損傷により、

発電用原子炉の安全性を損なうおそれがあることをいう。この場合において、水

素燃焼によっても破断可能性が極めて小さい配管内容積（１～３０リットル程

度）を有し、破断対策として元弁を閉じて破断部を隔離できる配管（計装系配管

等）にあっては、発電用原子炉の安全性を損なうおそれがないものとみなすこと

ができる。 

・「水素の蓄積を防止する措置」とは、「ＢＷＲ配管における混合ガス（水素･酸

素）蓄積防止に関するガイドライン」（平成１７年１０月社団法人火力原子力発

電技術協会）の本文のみならず、具体的な評価手法等を規定した解説によること。

（「社団法人火力原子力発電技術協会「ＢＷＲ配管における混合ガス（水素･酸素）

蓄積防止に関するガイドライン」に関する技術評価書」（平成１７年１２月原子

力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ） 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、水素の供給設備その他

の水素が内部に存在する可能性がある設備等

ではないため、該当しない。 

－ － 

二 火災の感知及び消火のため、次に掲げるところにより、早期に火災発生を感知す

る設備（以下「火災感知設備」という。）及び早期に消火を行う設備（以下「消火設

備」という。）を施設すること。 

イ 火災と同時に発生すると想定される自然現象により、その機能が損なわれること

がないこと。 

 

 

△ 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、安全重要度分類クラス

ＰＳ－３機器であり、機能喪失した場合でも、

原子炉施設の安全性に影響しないため、問題な

い。 

伊方発電所第３号機の火災防護に関する適合

性確認については、新基準適合性審査において

工事計画認可申請を行っている。 

なお、本設備は消防法に基づき設計する。 

 

－ 

共通項目にて整理す

る。 

ロ 消火設備にあっては、その損壊、誤作動又は誤操作が起きた場合においても発電

用原子炉施設の安全性が損なわれることがないこと。 

三 火災の影響を軽減するため、耐火性能を有する壁の設置その他の延焼を防止する

ための措置その他の発電用原子炉施設の火災により発電用原子炉を停止する機能が

損なわれることがないようにするための措置を講ずること。 

 

４ 第２号ロの規定について、消火設備の損壊、誤作動又は誤操作が起きた場合

のほか、火災感知設備の 

損壊、誤作動又は誤操作が起きたことにより消火設備が作動した場合において

も、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものであること。 

 
 

   

 

（発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止） 

第十二条 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内における溢水の発生によりその

安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければ

ならない。 

 

 

第１２条（発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設内における溢水の発生」とは、発電用

原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む）、消火系統等

の作動、使用済燃料プール又は使用済燃料ピットのスロッシングにより発生する

溢水をいう。 

 

２ 第１項に規定する「防護措置その他の適切な措置」とは、発電用原子炉施設

内部で発生が想定される溢水に対し、運転状態にある場合は原子炉を高温停止及

び、引き続き低温停止することができ、並びに放射性物質の閉じ込め機能を維持

できる措置をすること、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持

できる措置をいう。さらに、使用済燃料プール又は使用済燃料ピットにおいては、

プール冷却機能及びプールへの給水機能を維持できる措置をいう。 

△ 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、安全重要度分類クラス

ＰＳ－３機器であり、機能喪失した場合でも、

原子炉施設の安全性に影響しないため、問題な

い。 

伊方発電所第３号機の建屋内における溢水等

による損傷の防止に関する適合性確認につい

ては、新基準適合性審査において工事計画認可

申請を行っている。 
－ 

共通項目にて整理す

る。 

２ 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容

器又は配管の破損により当該容器又は配管から放射性物質を含む液体があふれ出る

おそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必

要な措置を講じなければならない。 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、放射性物質を含む液体

を内包しないため、該当しない。 
－ － 



添付資料－１（9/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（安全避難通路等） 

第十三条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通

路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及び

その専用の電源 

 

 

第１３条（安全避難通路等） 

 

 

 

 

１ 第３号に規定する「設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難

用の照明を除く。）及びその専用の電源」は、昼夜、場所を問わず、発電用原子

炉施設内で事故対策のための作業が生じた場合に、作業が可能となる照明及び電

源を施設すること。なお、現場作業の緊急性との関連において、仮設照明（可搬

型）の準備に時間的余裕がある場合には、仮設照明による対応を考慮してもよい。

 

× 

補助ボイラー燃料タンクは、屋外に埋設式のタ

ンクを設置する。 

また、補助ボイラー燃料サービスタンクは、既

設補助ボイラー建屋内に、既存の通路に影響が

ないよう設置することとしており、安全避難通

路等に関しても今回の工事による変更はない。 

－ － 

 

（安全設備） 

第十四条 第二条第二項第九号ハ及びホに掲げる安全設備は、当該安全設備を構成す

る機械又は器具の単一故障（設置許可基準規則第十二条第二項に規定する単一故障

をいう。以下同じ。）が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合におい

ても機能できるよう、構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、

多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するよう、施設しなければならない。

 

 

 

第１４条（安全設備） 

１ 第１項に規定する「単一故障」は、短期間では動的機器の単一故障を、長期

間では動的機器の単一故障又は静的機器の想定される単一故障のいずれかをい

う。ここで、 短期間と長期間の境界は 24 時間を基本とし、例えば、ＰＷＲの非

常用炉心冷却系及び格納容器熱除去系の注入モードから再循環モードへの切り

替え等のように、運転モードの切り替えを行う場合は、その時点を短期間と長期

間の境界とする。 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「第二条

第二項第九号ハ及びホに掲げる安全設備」では

ないため、該当しない。 

－ － 

２ 安全設備は、設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に想定される全ての環

境条件において、その機能を発揮することができるよう、施設しなければならない。

２ 第２項の規定は、安全設備のほか、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重

要度分類に関する審査指針（平成２年８月３０日原子力安全委員会）」において

規定される安全機能を有する構築物、系統及び機器についても適用するものとす

る。 

 

３ 第２項に規定する「想定される全ての環境条件」とは、通常運転時、運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、所定の機能を期待されている

構築物、系統及び機器が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件のこ

とで、格納容器内の安全設備であれば通常運転からＬＯＣＡ（冷却材喪失事故）

時までの状態において考えられる圧力、温度、放射線、湿度をいう。また、「環

境条件」には、冷却材の性状（冷却材中の破損物等の異物を含む）が含まれる。

なお、配管内円柱状構造物が流体振動により破損物として冷却材に流入すること

の評価に当たっては、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針

（JSME S012）」を適用すること。 

 

４ 第２項について、安全設備のうち供用期間中において中性子照射脆化の影響

を受ける原子炉圧力容器にあっては、「日本電気協会「原子力発電所用機器に対

する破壊靭性の確認試験方法」（ JEAC4206-2007）の適用に当たって(別記－１)」

に掲げる、破壊じん性の要求を満足すること。（「日本電気協会規格「原子炉構造

材の監視試験方法」（ JEAC4201-2007）及び「原子力発電所用機器に対する破壊

靭性の確認試験方法」（JEAC 4206-2007）に関する技術評価書」（平成２１年８月

原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

○ 

今回の工事は、補助ボイラー燃料タンク及び補

助ボイラー燃料サービスタンク等の設置工事

であり、補助ボイラーに対して変更はない。 

また、新たに設置する補助ボイラー燃料タンク

及び補助ボイラー燃料サービスタンク等につ

いては、本条文に示す「設計基準事故時及び当

該事故に至るまでの間に想定される全ての環

境条件において、その機能を発揮することがで

きる」ように設計する。 

補助ボイラーは、設計基準事故時及び当

該事故に至るまでの間に想定される全て

の環境条件において、その機能を発揮で

きる設計とするとともに、その健全性及

び能力を確認するため、必要な箇所の保

守点検（試験及び検査を含む。）ができる

設計とする。 
 

－ 

 

（設計基準対象施設の機能） 

第十五条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉の反応度を安全か

つ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変化時においても発電用原子炉固

有の出力抑制特性を有するとともに、発電用原子炉の反応度を制御することにより

核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有するものでなければならない。 

 

 

第１５条（設計基準対象施設の機能） 

 

 

 

 × 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、発電用原子炉の反応度

を制御する機器等ではないため、該当しない。 

－ － 



添付資料－１（10/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

２ 設計基準対象施設は、その健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転

中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）ができるよう、施設

しなければならない。 

 

 

１ 第２項に規定する「保守点検（試験及び検査を含む。）ができるよう、施設し

なければならない」とは、発電用原子炉施設が所要の性能を確認するために必要

な保守及び点検が可能な構造であり、かつ、そのために必要な配置、空間等を備

えたものであること。 

また、試験及び検査には、原子炉等規制法第４３条の３の１１（使用前検査）、

同法第４３条の３の１３（溶接安全管理検査）、同法第４３条の３の１５（施設

定期検査）及び同法第４３条の３の１６（定期安全管理検査）に規定する検査並

びに技術基準規則第２１条、同規則第３２条第４項、同規則第３５条第７号、同

規則第４４条第１号ハ、同条第２号ホ及び同条第５号ロに規定する試験を含む。

 

○ 

今回の工事は、補助ボイラー燃料タンク及び補

助ボイラー燃料サービスタンク等の設置工事

であり、補助ボイラーの構造に変更はない。 

また、新たに設置する補助ボイラー燃料タンク

及び補助ボイラー燃料サービスタンク等につ

いては、必要な保守及び点検が可能な構造とす

る。 

補助ボイラーは、設計基準事故時及び当

該事故に至るまでの間に想定される全て

の環境条件において、その機能を発揮で

きる設計とするとともに、その健全性及

び能力を確認するため、必要な箇所の保

守点検（試験及び検査を含む。）ができる

設計とする。 
 

－ 

３ 設計基準対象施設は、通常運転時において容器、配管、ポンプ、弁その他の機械

又は器具から放射性物質を含む流体が著しく漏えいする場合は、流体状の放射性廃

棄物を処理する設備によりこれを安全に処理するように施設しなければならない。

 

 

 

 

２ 第３項に規定する「これを安全に処理するように施設しなければならない」

とは、通常運転時において容器、配管、ポンプ、弁その他の機械器具からの放射

性物質を含む流体が著しく漏えいする場合（ＢＷＲの原子炉再循環ポンプ軸封部

のコントロールリーク、高圧タービン等の軸封部からの漏えい防止のための衛帯

（シール）蒸気及び低圧タービンの空気の流入防止のための衛帯（シール）蒸気

を含む。）、液体にあってはこれらを原子炉格納容器内、原子炉建屋、タービン建

屋、原子炉補助建屋等に設けられた機器又は床のそれぞれのドレンサンプ又はタ

ンクに収集し、サンプ又はタンクから放射性廃棄物処理設備に移送して適切に処

理ができるような施設とすること。 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、放射性物質を含む流体

を内包しないため、該当しない。 

－ － 

４ 設計基準対象施設に属する設備であって、蒸気タービン、ポンプその他の機器又

は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、発電用原子炉施設の安全性を損なう

ことが想定されるものには、防護施設の設置その他の損傷防止措置を講じなければ

ならない。 

 

 

 

３ 第４項に規定する「蒸気タービンの損壊に伴う飛散物により損傷を受け、発

電用原子炉施設の安全性を損なうことが想定される」とは、タービンミサイル発

生時の対象物を破損する確率が１０－７回／炉・年を超える場合をいう。「ポンプ

その他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、発電用原子炉施設

の安全性を損なうことが想定される」とは、ＰＷＲの原子炉冷却材ポンプフライ

ホイールにあっては、限界回転数が予想される最大回転数に比べて十分大きいこ

とを確認すれば安全性を損なうことが想定されないものと判断する。 

 

４ 第４項に規定する「その他の損傷防止措置」とは、（１）想定される飛散物の

発生箇所と防護対象機器の距離を十分にとること、又は、（２）想定される飛散

物の飛散方向を考慮し、防護対象を損傷し安全性を損なうことがないよう配置上

の配慮又は多重性を考慮すること。 

△ 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、安全重要度分類クラス

ＰＳ－３機器であり、機能喪失した場合でも、

原子炉施設の安全性に影響しないため、問題な

い。 

伊方発電所第３号機の飛散物による損傷に関

する適合性確認については、新基準適合性審査

において工事計画認可申請を行っている。 － 

共通項目にて整理す

る。 

５ 設計基準対象施設に属する安全設備であって、第二条第二項第九号ハに掲げるも

のは、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続するものであっ

てはならない。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続する

ことによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、この限り

でない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第５項に規定する「設計基準対象施設に属する安全設備であって、第二条第

二項第九号ハに掲げるもの」については、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能

の重要度分類に関する審査指針」（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）

において、クラスＭＳ－１に分類される下記の機能を有する設備を対象とする 。

・原子炉の緊急停止機能 

・未臨界維持機能 

・原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

・原子炉停止後の除熱機能 

・炉心冷却機能 

・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放出低減機能（ただし、可

搬型再結合装置及び沸騰水型発電用原子炉施設の排気筒（非常用ガス処理系排気

管の支持機能を持つ構造物）を除く。） 

・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 

・安全上特に重要な関連機能（第２条第２項第９号ホに掲げるものを含む。ただ

し、原子炉制御室遮蔽、取水口及び排水口 を除く。） 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「第二条

第二項第九号ハに掲げるもの」ではないため、

該当しない。 

－ － 



添付資料－１（11/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

６ 前項の安全設備以外の安全設備を二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互

に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう、施設しなけれ

ばならない。 

 

 

６ 第６項に規定する「前項の安全設備以外の安全設備」については、「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成２年８月３０

日原子力安全委員会決定）において規定される安全機能を有する構築物、系統及

び機器のうち、第５項に規定する「設計基準対象施設に属する安全設備であって、

第二条第二項第九号ハに掲げるもの」以外の設備を対象とする 。 

 

○ 
（共用） 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、補助ボイラーの共用を

考慮して発電用原子炉施設の安全性を損なわ

ないよう設計する。 

設計基準対象施設に施設する補助ボイラ

ー（以下「補助ボイラー」という。）は、

主蒸気及びスチームコンバータ発生蒸気

が使用できない場合にタービンのグラン

ド蒸気、廃液蒸発装置、タンクの保温、

各種建屋の暖房用等に蒸気を供給する設

計とし、共用により発電所の安全性を損

なわないよう、発電所全体として必要な

圧力、量の蒸気として運転圧力約0.8MPa、

総容量約 40t/h となる設計とする。 

 

－ 

△ 
（相互接続）

補助蒸気設備は、1 号機及び 2 号機と 3 号機間

で相互に接続するものであり、その適合性確認

については、新基準適合性審査において工事計

画認可申請を行っている。 
－ 

共通項目にて整理す

る。 

 

（全交流動力電源喪失対策設備） 

第十六条 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事故等（重大事故

に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下

同じ。）又は重大事故をいう。以下同じ。）に対処するために必要な電力の供給が交

流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発

電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納

容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の

動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事故に対処するための電源設備

を施設しなければならない。 

 

 

第１６条（全交流動力電源喪失対策設備） 

１ 第１６条に規定する「必要な容量」とは、発電用原子炉の停止、停止後の冷

却、原子炉格納容器の健全性の確保のために施設されている設備に必要な容量を

いう。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、原子炉の安全停止、停

止後の炉心冷却及び原子炉格納容器の健全性

を確保するための設備ではないため、該当しな

い。 

－ － 

 

（材料及び構造） 

第十七条 設計基準対象施設（圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン（発電用のもの

に限る。）、発電機、変圧器及び遮断器を除く。）に属する容器、管、ポンプ若しくは

弁若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は、次に定める

ところによらなければならない。この場合において、第一号から第七号まで及び第

十五号の規定については、使用前に適用されるものとする。 

一 クラス１機器及びクラス１支持構造物に使用する材料は、次に定めるところによ

ること。 

イ クラス１機器又はクラス１支持構造物が、その使用される圧力、温度、水質、放

射線、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分（使用中の

応力その他の使用条件に対する適切な耐食性を含む。）を有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条（材料及び構造） 

１ 第８号から第１４号までの構造強度は、原子炉等規制法第４３条の３の１４

に基づき維持段階にも適用される。 

 

 

 

 

 

２ 第１号イの「使用中の応力その他の使用条件に対する適切な耐食性を含む」

とは、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME S NC1-2001）

及び（JSME S NC1-2005）【事例規格】発電用原子力設備における「応力腐食割れ

発生の抑制に対する考慮」（NC-CC-002）によること。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（2001 年版及び 2005 

年版）事例規格「過圧防護に関する規定（NC-CC-001）」及び事例規格「応力腐食

割れ発生の抑制に対する考慮（NC-CC-002）」に関する技術評価書」（平成１８年

８月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

× 

本条文において、「補助ボイラーは除く」とさ

れており、該当しない。 

－ － 



添付資料－１（12/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

ロ クラス１容器に使用する材料にあっては、当該容器が使用される圧力、温度、放

射線、荷重その他の使用条件に対して適切な破壊じん性を有することを機械試験そ

の他の評価方法により確認したものであること。 

ハ クラス１機器（クラス１容器を除く。）又はクラス１支持構造物（クラス１管及

びクラス１弁を支持するものを除く。）に使用する材料にあっては、当該機器又は当

該支持構造物の最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有することを機械試験そ

の他の評価方法により確認したものであ 

ること。 

ニ クラス１機器又はクラス１支持構造物（棒及びボルトに限る。）に使用する材料

にあっては、有害な欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。

 

 

３ 第１号ロ、ハ、第２号ロ、第３号ロ、第５号ロの破壊じん性の規定において、

板厚の薄い材料や高ニッケル合金等脆性破壊が問題とならないことが明白な材

料については機械試験による確認に代えて寸法や材質により確認することがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

× 

（再掲） 

 

本条文において、「補助ボイラーは除く」とさ

れており、該当しない。 

－ － 

二 クラス２機器及びクラス２支持構造物に使用する材料は、次に定めるところによ

ること。 

イ クラス２機器又はクラス２支持構造物が、その使用される圧力、温度、荷重その

他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。 

ロ クラス２機器に使用する材料にあっては、当該機器の最低使用温度に対して適切

な破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法により確認したものである

こと。 

ハ クラス２機器に属する鋳造品にあっては、有害な欠陥がないことを非破壊試験に

より確認したものであること。 

三 クラス３機器（クラス３容器又はクラス３管をいう。以下同じ。）に使用する材

料は、次に定めるところによること。 

イ クラス３機器が、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適

切な機械的強度及び化学的成分を有すること。 

 

４ 非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の材料及び構造

については、第２号及び第９号の規定を準用するとともに、「非常用炉心冷却設

備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」（平成

２０・０２・１２原院第 5 号（平成２０年２月２７日原子力安全・保安院制定））

に適合すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ロ 工学的安全施設に属するクラス３機器に使用する材料にあっては、当該機器の最

低使用温度に対して適切な破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法に

より確認したものであること。 

四 クラス４管に使用する材料は、当該管が使用される圧力、温度、荷重その他の使

用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。 

五 原子炉格納容器（コンクリート製原子炉格納容器を除く。以下この号において同

じ。）及び原子炉格納容器支持構造物に使用する材料は、次に定めるところによるこ

と。 

イ 原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持構造物が、その使用される圧力、温度、

湿度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有するこ

と。 

ロ 原子炉格納容器又は原子炉格納容器支持構造物の最低使用温度に対して適切な

破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法により確認したものであるこ

と。 

六 コンクリート製原子炉格納容器のコンクリート部及び鋼製内張り部等に使用す

る材料は、次に定めるところによること。 

イ コンクリートにあっては、当該原子炉格納容器が使用される圧力、温度、荷重そ

の他の使用条件に対して適切な圧縮強度を有すること。 

ロ コンクリートにあっては、有害な膨張及び鉄筋腐食を起こさないよう、長期の耐

久性を有すること。 

ハ コンクリート部に強度部材として使用する鉄筋並びに緊張材及び定着具（以下

「鉄筋等」という。）にあっては、当該原子炉格納容器が使用される圧力、温度、荷

重その他の使用条件に対して適切な機械的強度、化学的成分及び形状寸法を有する

こと。 

ニ 鋼製内張り部等に使用する材料にあっては、前号イ及びロの規定に準ずること。

七 炉心支持構造物に使用する材料は、第一号イ、ハ及びニの規定に準ずること。 

八 クラス１機器及びクラス１支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによ

ること。 

 

５ 第３号ロの「工学的安全施設に属するクラス３機器」には非常用ディーゼル

発電機の冷却系が含まれる。（「安全設計分野及び放射線管理分野における日本電

気協会規格に関する技術評価書」（平成１７年１２月原子力安全・保安院、原子

力安全基盤機構取りまとめ）） 
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イ クラス１機器にあっては、最高使用圧力、最高使用温度及び機械的荷重が負荷さ

れている状態（以下「設計上定める条件」という。）において、全体的な変形を弾性

域に抑えること。 

ロ クラス１支持構造物にあっては、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、全体的な

変形を弾性域に抑えること。 

ハ クラス１容器（オメガシールその他のシールを除く。）、クラス１管、クラス１弁

及びクラス１支持構造物にあっては、運転状態Ⅲにおいて、全体的な塑性変形が生

じないこと。ただし、構造上の不連続部における局部的な塑性変形はこの限りでな

い。 

ニ クラス１容器（オメガシールその他のシールを除く。）、クラス１管及びクラス１

支持構造物にあっては、運転状態Ⅳにおいて、延性破断に至る塑性変形が生じない

こと。 

 

 

６ 第８号イ及びロ、第９号イ、第１０号イ並びに第１２号イの「全体的な変形

を弾性域に抑えること」とは、構造上の全体的な変形を弾性域に抑えることに加

え、材料の引張り強さに対しても十分な構造強度を有することをいう。 

 

７ 第８号イ、ロ、ハ及びニの適用に当たっては、解析により以下を確認するこ

と。 

（１）イ及びロの「全体的な変形を弾性域に抑える」とは、一般部に加え、構造

不連続部にあっても塑性変形を許容しないこと。 

（２）ハの「全体的な塑性変形が生じないこと。ただし、構造上の不連続部にお

ける局部的な塑性変形はこの限りではない。」とは、応力が集中する箇所である

「構造上の不連続部」にのみ一時的な荷重による塑性変形を許容するが、構造体

の機能低下に至るような塑性変形は許容しないこと。 

（３）ニの「延性破断に至る塑性変形が生じないこと」とは、箇所の限定なしに

塑性変形が生じることを許容するが、構造体の著しい機能喪失に至るような塑性

変形は許容しないこと。 

× 

（再掲） 

 

本条文において、「補助ボイラーは除く」とさ

れており、該当しない。 

－ － 

ホ クラス１容器（ボルトその他の固定用金具、オメガシールその他のシールを除

く。）にあっては、試験状態において、全体的な塑性変形が生じないこと。ただし、

構造上の不連続部における局部的な塑性変形はこの限りでない。 

ヘ クラス１容器（ボルトその他の固定用金具を除く。）、クラス１管、クラス１弁（弁

箱に限る。）及びクラス１支持構造物にあっては、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て、進行性変形が生じないこと。 

ト クラス１容器、クラス１管、クラス１弁（弁箱に限る。）及びクラス１支持構造

物にあっては、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、疲労破壊が生じないこと。 

 

８ 第８号ホ及びヘの「ボルトその他の固定用金具」とは、ボルト及びナット等

をいう。ハからホの「オメガシールその他のシール」とは、オメガシール及びキ

ャノピーシールをいう。 

 

９ 第８号ヘの「進行性変形」とは、内圧などによる一定の応力（一次応力）が

加わった状態で、熱応力等（二次応力）による変形（ひずみ）が弾性的挙動を示

す領域を超え繰り返し加えられる場合に、その変形（ひずみ）が一方向に蓄積さ

れるもので、「進行性変形が生じないこと」とは、その二次応力による変形（ひ

ずみ）を弾性的挙動を示す範囲内に抑えること。 

 

   

チ クラス１容器（胴、鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形又は管状のものに限

る。）にあっては、運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳ並びに試験

状態において、座屈が生じないこと。 

リ クラス１管にあっては、設計上定める条件において、座屈が生じないこと。 

ヌ クラス１支持構造物にあっては、運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び運転

状態Ⅳにおいて、座屈が生じないこと。 

ル ロ、ハ、ニ、ヘ、ト及びヌにかかわらず、クラス１支持構造物であって、クラス

１容器に溶接により取り付けられ、その損壊により、クラス１容器の損壊を生じさ

せるおそれがあるものにあっては、クラス１容器の規定に準ずること。 

九 クラス２機器及びクラス２支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによ

ること。 

イ クラス２機器にあっては、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に

抑えること。 

ロ クラス２機器に属する伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力が繰り返し

加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。 

ハ クラス２管（伸縮継手を除く。）にあっては、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て、疲労破壊が生じないこと。 

ニ クラス２容器及びクラス２管にあっては、設計上定める条件において、座屈が生

じないこと。 

ホ クラス２支持構造物であって、クラス２機器に溶接により取り付けられ、その損

壊によりクラス２機器に損壊を生じさせるおそれがあるものにあっては、運転状態

Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、延性破断及び座屈が生じないこと。 

１０ 第１号から第５号まで、第７号から第１２号まで及び第１４号の規定に適

合する材料及び構造とは、「設計・建設規格 2005(2007)」又は「設計・建設規格

2012」及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 材料規格（2012 年版）（JSME S 

NJ1-2012）」（以下「「材料規格 2012」」という。）の規定に、「日本機械学会「設

計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当たって（別記－２）」の要件を付し

たものによること。なお、この規則の施行の際現に施設し、又は着手した設計基

準対象施設については、施設時に適用された規格（「発電用原子力設備に関する

構造等の技術基準（昭和５５年通商産業省告示第５０１号）」等）によること。

（「設計・建設規格 2007 技術評価書」、「設計・建設規格 2012 技術評価書」及び

「日本機械学会「発電用原子力設備規格 材料規格（2012 年版）」（JSME S 

NJ1-2012）に関する技術評価書」（原規技発第 1408062 号（平成２６年８月６日

原子力規制委員会決定。以下「「材料規格 2012 技術評価書」」という。））ウェル

ドオーバーレイ工法を適用する場合は、第１号及び第８号の規定に適合するた

め、「ウェルドオーバーレイ工法の適用に当たって（別記－３）」によること。 

 

 

 

 

 

 

 

  

十 クラス３機器の構造及び強度は、次に定めるところによること。 

イ 設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。 

ロ クラス３機器に属する伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力が繰り返し

加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。 

ハ 設計上定める条件において、座屈が生じないこと。 

十一 クラス４管の構造及び強度は、設計上定める条件において、延性破断に至る塑

性変形を生じないこと。 

十二 原子炉格納容器（コンクリート製原子炉格納容器を除く。）及び原子炉格納容

器支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。 

イ 原子炉格納容器（ロに掲げる部分を除く。）にあっては、設計上定める条件にお

いて、全体的な変形を弾性域に抑えること。 

ロ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分にあって

は、第八号イ、ハ、ニ及びホのクラス１容器の規定を準用する。 

ハ 原子炉格納容器支持構造物にあっては、第八号ロ、ハ及びニのクラス１支持構造

物の規定を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



添付資料－１（14/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

ニ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分並びに原

子炉格納容器支持構造物にあっては、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、進行性

変形による破壊が生じないこと。 

ホ 原子炉格納容器の伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力が繰り返し加わ

る場合において、疲労破壊が生じないこと。 

ヘ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分並びに原

子炉格納容器支持構造物にあっては、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、疲労破

壊が生じないこと。 

ト 原子炉格納容器にあっては、設計上定める条件並びに運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳ

において、座屈が生じないこと。 

チ 原子炉格納容器支持構造物にあっては、運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及

び運転状態Ⅳにおいて、座屈が生じないこと。 

十三 コンクリート製原子炉格納容器の構造及び強度は、次に定めるところによるこ

と。 

 

 

× 

（再掲） 

 

本条文において、「補助ボイラーは除く」とさ

れており、該当しない。 

－ － 

イ コンクリートにあっては、荷重状態Ⅰ、荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて圧縮

破壊が生じず、かつ、荷重状態Ⅳにおいてコンクリート製原子炉格納容器が大きな

塑性変形に至る圧縮破壊が生じないこと。 

ロ 鉄筋等にあっては、荷重状態Ⅰ、荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて降伏せず、

かつ、荷重状態Ⅳにおいて破断に至るひずみが生じないこと。 

 

１１ 第１３号イの「荷重状態Ⅰ、荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて圧縮破壊

が生じず」とは、原子炉格納容器のコンクリートが弾性状態を保持することであ

り、「荷重状態Ⅳにおいてコンクリート製原子炉格納容器が大きな塑性変形に至

る圧縮破壊が生じないこと。」とは、若干の塑性変形は許容するが、圧縮破壊が

生じない変形（ひずみ）までに制限することであり、圧縮応力による塑性変形が

過大な状態または圧縮破壊を生じている状態は許容しないこと。 

 

 

   

ハ コンクリート部にあっては、荷重状態Ⅰ、荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいてせ

ん断破壊が生じず、かつ、荷重状態Ⅳにおいてコンクリート製原子炉格納容器が大

きな塑性変形に至るせん断破壊が生じないこと。 

ニ ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分を除く。）にあっては、荷重状

態Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて著しい残留ひずみが生じず、かつ、荷重状態Ⅲ及び荷

重状態Ⅳにおいて破断に至らないこと。 

ホ ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分を除く。）にあっては、ニの規

定によるほか、第十二号ヘの原子炉格納容器の規定を準用する。 

 

１２ 第１３号ハの「荷重状態Ⅰ、荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいてせん断破

壊が生じず」とは、原子炉格納容器のコンクリート部が、塑性変形が過大な状態

またはせん断破壊を生じている状態に対して十分な余裕を保持することであり、

「荷重状態Ⅳにおいてコンクリート製原子炉格納容器が大きな塑性変形に至る

せん断破壊が生じないこと。」とは、若干の塑性変形は許容するが、せん断応力

による塑性変形が過大な状態またはせん断破壊を生じている状態は許容しない

こと。 

 

 

 

  

ヘ ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分に限る。）、貫通部スリーブ及び

定着金具（ライナプレートに取り付ける定着金具であって、全ての荷重状態におい

て全体的な変形を弾性域に抑えることができるものを除く。）にあっては、第十二号

ハ、ニ、ヘ及びチの原子炉格納容器支持構造物の規定を準用する。この場合におい

て、第十二号中「運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱ」とあるのは「荷重状態Ⅰ及び荷重状

態Ⅱ」と、「運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳ」とあるのは「荷

重状態Ⅰ、荷重状態Ⅱ、荷重状態Ⅲ及び荷重状態Ⅳ」と読み替えるものとする。 

ト ナックルにあっては、第十二号ロ、ニ及びヘの原子炉格納容器のうち著しい応力

が生ずる部分及び特殊な形状の部分の規定を準用する。 

十四 炉心支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。 

イ 設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。 

ロ 運転状態Ⅲにおいて、全体的な塑性変形が生じないこと。ただし、構造上の不連

続部における局部的な塑性変形はこの限りでない。 

ハ 運転状態Ⅳにおいて、延性破断に至る塑性変形が生じないこと。 

ニ 炉心支持構造物にあっては、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、進行性変形に

よる破壊が生じないこと。 

ホ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、疲労破壊が生じないこと。 

ヘ 運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて、座屈が生じない

こと。 

 

１３ 第１３号ヘの規定において、「全ての荷重状態において全体的な変形を弾性

域に抑えることができる」とは、機械的荷重に対する許容荷重として弾性変形の

範囲に抑えることに加え、内張り鋼板に生ずる強制ひずみにより定着金具に生ず

る変位量が、破断変位に対し十分な裕度を有することをいう。 

 

１４ 第６号及び１３号の規定に適合する材料及び構造とは、日本機械学会「コ

ンクリート製原子炉格納容器規格」の規定に、「日本機械学会「コンクリート製

原子炉格納容器規格」の適用に当たって（別記－４）」の要件を付したものによ

ること。なお、この規則の施行の際現に施設し、又は着手した設計基準対象施設

については、施設時に適用された規格（「コンクリート製原子炉格納容器に関す

る構造等の技術基準（平成２年通商産業省告示第４５２号）」等）によること。

（「日本機械学会「コンクリート製原子炉格納容器規格（JSME SNE1-2003）」技術

評価書」（平成１７年７月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ））

 

 

 

 

 

   



添付資料－１（15/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

十五 クラス１容器、クラス１管、クラス２容器、クラス２管、クラス３容器、クラ

ス３管、クラス４管及び原子炉格納容器のうち主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部

及び熱影響部をいう。）は、次に定めるところによること。 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込

み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法、溶接設備及び技能を有する

溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。 

 

１５ 第１５号に規定する「主要な耐圧部の溶接部」とは、以下に掲げるものの

溶接部をいう。 

（１）－① 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設（蒸気タ

ービンを除く。以下同じ。）、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設（排気

筒を除く。以下同じ。）又は放射線管理施設に属する容器（（２）－①に規定する

容器を除く。）又はこれらの設備に属する外径１５０ｍｍ以上の管（（３）及び（４）

に規定するものを除く。）であって、その内包する放射性物質の濃度が、３７ｍ

Ｂｑ／ｃｍ３（その内包する放射性物質が液体にある場合は、３７ｋＢｑ／ｃｍ

３)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以下「耐

圧部」）について溶接を必要とするもの 

○ 

第４８条第１項において準用する。 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等の主要な耐圧部の溶接部

は、本条文に基づき設計する。 

補助ボイラーのうち主要な耐圧部の溶接

部は、次のとおりとし、溶接事業者検査

により適用基準及び適用規格に適合して

いることを確認する。 

a. 不連続で特異な形状でない設計とす

る。 

b. 溶接による割れが生ずるおそれがな

く、かつ、健全な溶接部の確保に有害な

溶け込み不良その他の欠陥がないことを

非破壊試験により確認する。 

c. 適切な強度を有する設計とする。 

d. 適切な溶接施工法、溶接設備及び技能

を有する溶接士であることを機械試験そ

の他の評価方法によりあらかじめ確認す

る。 

－ 

 イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度１００℃未満のものについては、

最高使用圧力１９６０ｋＰａ 

ロ 液化ガス（通常の使用状態での温度における飽和圧力が１９６ｋＰａ以上で

あって現に液体の状態であるもの又は圧力が１９６ｋＰａにおける飽和温度が

３５℃以下であって現に液体の状態であるものをいう。以下同じ。）用の容器又

は管については、最高使用圧力０ｋＰａ 

ハ イ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力９８ｋＰａ 

ニ イ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧力９８０ｋＰａ（長

手継手の部分にあっては、４９０ｋＰａ） 

（１）－② 非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助

ボイラーに係るものを除く。）に属する容器のうち、耐圧部について溶接を必要

とするもの 

 

  

 （１）－③ 非常用電源設備、火災防護設備又は区画排水設備に係る外径１５０

ｍｍ以上の管のうち、耐圧部について溶接を必要とするもの 

（２）－① 原子炉本体又は原子炉格納施設に属する容器 

（２）－② 原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設又は放射線管理施設に属す

る容器であって非常時に安全装置として使用されるもの 

（３）原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管のうち、

それが取付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分 

（４）原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射線管理施設又は原子炉格納

施設のうち原子炉格納容器安全設備、放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃

度制御設備並びに格納容器再循 

環設備若しくは圧力逃がし装置に属する管であって、非常時に安全装置として使

用されるもの（（３）に規定するものを除く。） 

 

   

 （５）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統

施設、放射性廃棄物の廃棄施設若しくは 放射線管理施設に属する容器（（２）－

②に規定するものを除く。）又はこれらの施設に属する外径６１ｍｍ（最高使用

圧力９８ｋＰａ未満の管にあっては、１００ｍｍ）を超える管（（３）（４）に規

定するものを除く。）であって、その内包する放射性物質の濃度が３７ｍＢｑ／

ｃｍ３（その内包する放射性物質が液体中にある場合は、３７ｋＢｑ／ｃｍ３）

以上のもの 

（６）上記（１）～（５）に規定する容器又は管の耐圧部に取付く溶接部（非耐

圧部である場合を含む。） 

（例） ・キャノピーシールの溶接部 

・管と管板との溶接部 

・耐圧部材に直接溶接されるラグ、ブラケット等であって地震、熱膨張、反力、

重量、振動等による過度の変位を防止するために施設されるもの 

 

  

 

 １６ 第１５号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶接部の

設計において、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不連続で特異な

形状でないものをいう。 

 

１７ 第１５号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」とは、溶

接後の非破壊試験において割れがないことに加え、溶接時の有害な欠陥により割

れが生じるおそれがないことをいい、「健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良

その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計及び形状が溶込み不足を生じがた

いものであり、溶接部の表面及び内部に有害な欠陥がないことをいう。 

 

 

  



添付資料－１（16/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

  

１８ 第１５号ロに規定する「非破壊試験」は、放射線透過試験、超音波探傷試

験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 

 

１９ 第１５号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以上の機

械的強度を有するものであることをいう。 

○ 

（再掲） 

 

第４８条第１項において準用する。 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等の主要な耐圧部の溶接部

は、本条文に基づき設計する。 

（再掲） 

 

補助ボイラーのうち主要な耐圧部の溶接

部は、次のとおりとし、溶接事業者検査

により適用基準及び適用規格に適合して

いることを確認する。 

a. 不連続で特異な形状でない設計とす

る。 

b. 溶接による割れが生ずるおそれがな

く、かつ、健全な溶接部の確保に有害な

溶け込み不良その他の欠陥がないことを

非破壊試験により確認する。 

c. 適切な強度を有する設計とする。 

d. 適切な溶接施工法、溶接設備及び技能

を有する溶接士であることを機械試験そ

の他の評価方法によりあらかじめ確認す

る。 

－ 

 ２０ 第１５号の規定に適合する溶接部とは、次の（１）又は（２）のいずれか

に適合した溶接部をいう。 

（１）日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2007 年版）（JSME S 

NB1-2007）」（以下「「溶接規格 2007」」という。）及び「設計・建設規格 2005(2007)」

の規定に「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記－５）」の要件

を付したもの 

（２）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格 2012」の規定に「日本機械学会「設

計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当たって（別記－２）」及び「日本機

械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記－５）」の要件を付したもの。な

お、耐圧試験については「設計・建設規格 2012」の耐圧試験圧力の規定を用い

ること（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格」（2007 年版）に関す

る技術評価書」（平成２０年１０月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取

りまとめ）」（以下「「溶接規格 2007 技術評価書」」という。）、「設計・建設規格

2007 技術評価書」及び「設計・建設規格 2012 技術評価書」）なお、ウェルドオ

ーバーレイ工法を適用する場合は、「ウェルドオーバーレイ工法の適用に当たっ

て（別記－３）」によること。 

 

 

  

 

（使用中の亀裂等による破壊の防止） 

第十八条 使用中のクラス１機器、クラス１支持構造物、クラス２機器、クラス２支

持構造物、クラス３機器、クラス４管、原子炉格納容器、原子炉格納容器支持構造

物及び炉心支持構造物には、その破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥があってはな

らない。 

２ 使用中のクラス１機器の耐圧部分には、その耐圧部分を貫通する亀裂その他の欠

陥があってはならない。 

 

第１８条（使用中の亀裂等による破壊の防止） 

１ 第１項に規定する｢その破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥があってはなら

ない。｣とは、「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀

裂その他の欠陥の解釈」（原規技発第 1408063 号（平成２６年８月６日原子力規

制委員会決定））の規定に適合するものであること。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「クラス

１機器等」ではないため、該当しない。 

－ － 

 

（流体振動等による損傷の防止） 

第十九条 燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に

係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の

一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混

合その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受

けないように施設しなければならない。 

 

第１９条(流体振動等による損傷の防止) 

１ 「流体振動により損傷を受けないように施設しなければならない」とは、流

れの乱れ、渦、気泡等に起因する高サイクル疲労による損傷の発生防止を規定す

るものであり、以下の措置を講じること。 

・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部については、日本機械学会「発電用原子力設備規

格 設計・建設規格（2005 年版）（JSME S NC1-2005）」（以下「「設計・建設規格

2005」」という。）PVB-3600 又は「設計・建設規格 2012」PVB-3600 に規定する

手法を適用すること。 

・管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有するものについては、日本機械学

会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（JSME S012）に規定する手法を適

用すること。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME SNC1）」(2005

年改訂版)並びに流力振動及び高サイクル熱疲労に関する評価指針の技術評価

書」（平成１７年１２月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）

及び「設計・建設規格 2012 技術評価書」） 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「一次冷

却系統に係る機器等」ではないため、該当しな

い。 

－ － 

 ２ 「温度差のある流体の混合等により生ずる温度変動により損傷を受けないよ

うに施設しなければならない」とは、日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に

関する評価指針」（JSME S017）に規定する手法を適用し、損傷の発生防止措置を

講じること。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME SNC1）」(2005

年改訂版)並びに流力振動及び高サイクル熱疲労に関する評価指針の技術評価

書」（平成１７年１２月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ））

 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の高サイクル熱疲労については、一

次冷却材が循環する施設として、原子炉冷却材浄化系、残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）（ＢＷＲ）及び化学体積制御系、余熱除去系（ＰＷＲ）を含め

て措置を講じること。 

 

 

   



添付資料－１（17/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（安全弁等） 

第二十条 設計基準対象施設（蒸気タービン（発電用のものに限る。）、発電機、変圧

器及び遮断器を除く。以下この条において同じ。）には、次に定めるところにより安

全弁又は逃がし弁（以下この条において「安全弁」という。）を設けなければならな

い。 

一 安全弁等は、確実に作動する構造を有すること。 

二 安全弁等の弁軸は、弁座面からの漏えいを適切に防止できる構造であること。 

三 安全弁等の材料は、次に定めるところによること。 

イ クラス１容器及びクラス１管に取り付けられる安全弁等の材料にあっては、第十

七条第一号の規定に準ずること。 

ロ クラス２容器及びクラス２管に取り付けられる安全弁等の材料にあっては、第十

七条第二号の規定に準ずること。 

四 補助作動装置付きのものにあっては、当該補助作動装置が故障しても所要の吹き

出し容量が得られる構造であること。 

五 原子炉圧力容器（加圧器がある場合は、加圧器。以下この号において同じ。）に

あっては、次に定めるところによること。 

イ 背圧の影響によりその作動に支障を生ずることを防止するためベローズが設け

られた安全弁（第七号において「ベローズ付き安全弁」という。）を適当な箇所に二

個以上設けること。 

ロ 安全弁の容量の合計は、当該安全弁の吹出し圧力と設置個数とを適切に組み合わ

せることにより、当該原子炉圧力容器の過圧防止に必要な容量以上であること。た

だし、安全弁以外の過圧防止効果を有する装置を有するものにあっては、当該装置

の過圧防止能力に相当する値を減ずることができる。 

六 蒸気発生器にあっては、次に定めるところによること。 

イ 安全弁を適当な箇所に二個以上設けること。 

ロ 安全弁の容量の合計は、当該安全弁の吹出し圧力と設置個数とを適切に組み合わ

せることにより、当該蒸気発生器の過圧防止に必要な容量以上であること。 

ハ 安全弁は、吹出し圧力を下回った後に、速やかに吹き止まること。 

 

 

第２０条（安全弁等） 

１ 第２０条に規定する「安全弁等」とは、安全弁（蒸気又は他のガス用に使用

されるもの）及び逃がし弁（水又は他の液体用に使用されるもの）をいう。 

 

 

２ 第２０条に規定する安全弁等は、次の（１）又は（２）のいずれかによるこ

と。 

（１）「設計・建設規格 2005」の第１０章（安全弁等）及び日本機械学会「発電

用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME SNC1-2001）及び（JSME S NC1-2005）

【事例規格】過圧防護に関する規定」（NC-CC-001） 

（２）「設計・建設規格 2012」の第１０章（安全弁等）及び日本機械学会「発電

用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME SNC1-2001）及び（JSME S NC1-2005）

【事例規格】過圧防護に関する規定」（NC-CC-001） 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（2001 年版及び 2005

年版）事例規格「過圧防護に関する規定（NC-CC-001）」及び事例規格「応力腐食

割れ発生の抑制に対する考慮（NC-CC-002）」に関する技術評価書」（平成１８年

８月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）及び「設計・建設規

格 2012 技術評価書」） 

なお、既設プラントの安全弁等については、施設時に適用された以下の告示によ

ることができる。 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和５５年通商産

業省告示第５０１号）」の第１０１条、第１０２条及び第１０３条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和４５年通商産

業省告示第５０１号）」の第７２条及び第７３条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する技術基準の細目を定める告示（昭和４

０年通商産業省告示第２７２号）」の第２３条及び第２４条の規定 

× 

補助ボイラーの安全弁は、第４８条第１項に基

づき設計している。 

－ － 

 

七 減圧弁を有する管であって、低圧側の部分又はこれに接続する設計基準対象施設

に属する容器、管、ポンプ若しくは弁が高圧側の圧力に耐えるように設計されてい

ないものにあっては、次に定めるところによること。 

イ クラス１管にあっては、ベローズ付き安全弁を減圧弁の低圧側にこれに接近して

二個以上設けること。 

ロ イに掲げる管以外の管にあっては、安全弁等を減圧弁の低圧側にこれに接近して

一個以上設けること。 

ハ 安全弁等の容量の合計は、当該安全弁等の吹出し圧力と設置個数とを適切に組み

合わせることにより、減圧弁が全開したとき管の低圧側の部分及びこれに接続する

設計基準対象施設に属する容器、管、ポンプ若しくは弁の過圧防止に必要な容量以

上であること。 

ニ 安全弁は、吹出し圧力を下回った後に、速やかに吹き止まること。 

八 設計基準対象施設に属する容器（第五号、第六号及び第三項 

に掲げる容器、補助ボイラー並びに原子炉格納容器を除く。） 

又は管（前号に掲げるものを除く。）であって、内部に過圧が生ずるおそれがあるも

のにあっては、第六号ロ並びに前号イ、ロ及びニの規定に準じて安全弁等を適当な

箇所に設けること。 

 

 

 

 

  

２ 前項の場合において、安全弁等の入口側又は出口側に破壊板を設ける場合は、次

に定めるところによらなければならない。 

一 安全弁等の入口側に設ける場合は、次に定めるところによること。 

イ 破壊板の吹出し圧力は、当該容器の最高使用圧力以下の圧力であること。 

ロ 破壊板の破壊により安全弁等の機能を損なわないようにすること。 

二 安全弁等の出口側に設ける場合は、次に定めるところによること。 

イ 破壊板は、安全弁等の作動を妨げないように低圧で破壊するものであること。 

ロ 破壊板の吹出し圧力に安全弁等の吹出し圧力を加えた圧力が、過圧防止に必要な

吹出し圧力より小さくなること。 

ハ 破壊板を支持する構造は、流体が排出する場合の通過面積が安全弁等の出口の面

積以上となるものであること。 

ニ 破壊板の破壊により吹出し管の機能を損なわないようにすること。 

 

 

 

   



添付資料－１（18/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

３ 設計基準対象施設に属する容器であって、内部に液体炭酸ガスその他の安全弁等

の作動を不能にするおそれがある物質を含むものには、次に定めるところにより破

壊板を設けなければならない。 

一 吹出し圧力と設置個数とを適切に組み合わせることにより、当該容器の過圧防止

に必要な容量以上となるように、適当な箇所に一個以上設けること。 

二 容器と破壊板との連絡管の断面積は、破壊板の断面積以上であること。 

 

４ 第一項又は前項の場合において、安全弁等又は破壊板の入口側又は出口側に止め

弁を設ける場合は、発電用原子炉を起動させるとき及び運転中に、止め弁が全開し

ていることを確認できる装置を設けなければならない。 

 

 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラーの安全弁は、第４８条第１項に基

づき設計している。 

－ － 

５ 設計基準対象施設に属する容器又は管であって、内部が大気圧未満となることに

より外面に設計上定める圧力を超える圧力を受けるおそれがあるものには、次に定

めるところにより過圧防止に必要な容量以上となるように真空破壊弁を設けなけれ

ばならない。一 真空破壊弁の材料は、次に定めるところによること。 

イ クラス１容器及びクラス１管に取り付けられる真空破壊弁の材料にあっては、第

十七条第一号の規定に準ずること。 

ロ 原子炉格納容器、クラス２容器及びクラス２管に取り付けられる真空破壊弁の材

料にあっては、第十七条第二号の規定に準ずること。 

二 原子炉格納容器にあっては、真空破壊弁を適当な箇所に二個以上設けること。 

三 前号に掲げる容器以外の容器又は管にあっては、真空破壊弁を適当な箇所に一個

以上設けること。 

 

６ 設計基準対象施設は、安全弁等、破壊板又は真空破壊弁から放出される流体が放

射性物質を含む場合は、これを安全に処理することができるように施設しなければ

ならない。 

 

 

   

 

（耐圧試験等） 

第二十一条 クラス１機器、クラス２機器、クラス３機器、クラス４管及び原子炉格

納容器は、次に定めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき、これに耐え、か

つ、著しい漏えいがないものでなければならない。ただし、気圧により試験を行う

場合であって、当該圧力に耐えることが確認された場合は、当該圧力を最高使用圧

力（原子炉格納容器にあっては、最高使用圧力の〇・九倍）までに減じて著しい漏

えいがないことを確認することができる。 

一 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は、機器の最高使用圧力を超え、かつ、

機器に生ずる全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とすること。ただし、クラ

ス１機器、クラス２管又はクラス３管であって原子炉圧力容器と一体で耐圧試験を

行う場合の圧力は、燃料体の装荷までの間に試験を行った後においては、通常運転

時の圧力を超える圧力とすることができる。 

二 内部が大気圧未満になることにより、大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験

の圧力は、大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とすること。この場合において、

耐圧試験の圧力は機器の内面から加えることができる。 

 

 

第２１条（耐圧試験等） 

１ 第１ 項の規定に適合する耐圧試験は、「設計・建設規格 2005(2007)」の第１

１章又は「設計・建設規格 2012」の第１１章によること。 

（「設計・建設規格 2007 技術評価書」及び「設計・建設規格 2012 技術評価書」）

 

 

 

 

 

 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「クラス

１機器等」ではないため、該当しない。 

－ － 

２ クラス１機器、クラス２機器、クラス３機器及びクラス４管は、通常運転時にお

ける圧力で漏えい試験を行ったとき、著しい漏えいがないものでなければならない。

 

 

 

 

２ 第２項の「漏えい試験」は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格

（2008 年版）」（JSME S NA1-2008）によること。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格（2008 年版）」（JSME S 

NA1-2008）に関する技術評価書」（平成２１年２月原子力安全・保安院、原子力

安全基盤機構取りまとめ）） 

 

 

   



添付資料－１（19/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

３ 原子炉格納容器は、最高使用圧力の〇・九倍に等しい気圧で気密試験を行ったと

き、著しい漏えいがないものでなければならない。 

 

３ 第３項に規定する「気密試験を行ったとき、著しい漏えいがない」とは、日

本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」（JEAC4203-2008）２．４に定

めるＡ種試験に以下の要件を付したものによること。 

Ａ種試験の結果の判定に当たっては、全体漏えい率に、個々の隔離弁に対して適

切に単一故障を想定し、健全に機能することが期待される隔離弁からの漏えい量

（以下「個別想定漏えい量」という。）を考慮し、判定基準以内であることを確

認すること。その際、判定基準に見込む「漏洩の増加要因を考慮した余裕係数」

を０．２とすること。なお、隔離弁の個別想定漏えい量は、以下の手順により求

めること。 

①隔離弁の自動閉止機能の単一故障で閉止しない隔離弁の個数を設定する。 

②事故時に自動的に閉となる隔離弁であって、原子炉格納容器局部漏えい率試験

（Ｃ種試験）の対象となるものの漏えい量を、定期検査毎にＡ種試験の実施前に

測定する。 

③隔離弁の個数（①）と測定した漏えい量（②）を用いて、個別想定漏えい量を

求める。また、個別想定漏えい量を求めない場合にあっては、事故時に自動的に

閉となる隔離弁の閉鎖方法として、内側隔離弁を開とし、外側隔離弁を閉とする

ことによりＡ種試験を実施すること。 

（「日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」（JEAC4203-2008）に関

する技術評価書（平成２１年２月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取り

まとめ）） 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「クラス

１機器等」ではないため、該当しない。 

－ － 

 

（監視試験片） 

第二十二条 設計基準対象施設に属する容器であって、一メガ電子ボルト以上の中性

子の照射を受けその材料が著しく劣化するおそれがあるものの内部には、当該容器

が想定される運転状態において脆性破壊を引き起こさないようにするために、照射

の影響を確認できるよう次に定める監視試験片を備えなければならない。 

一 監視試験片の材料は、中性子の照射領域にある容器の材料と同等の製造履歴を有

するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２２条（監視試験片） 

１ 第２２条において「設計基準対象施設に属する容器であって、一メガ電子ボ

ルト以上の中性子の照射を受けその材料が著しく劣化するおそれがあるもの」と

は、原子炉圧力容器をいう。 

 

２ 第２２条に適合する監視試験片は、「設計・建設規格 2005」又は「設計・建

設規格 2012」の該当規定（第１２章 監視試験）に次の規定を付加した要件によ

ること。 

・第１号及び第３号の「容器の材料」には、中性子の照射領域に溶接部がある場

合、母材／溶接金属と同数の溶接熱影響部の監視試験片も設置すること。なお、

既設プラントについては、施設時に適用された以下の告示による監視試験片が設

置されていること。・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準

（昭和５５年通商産業省告示第５０１号）」適用プラントについては同告示第１

０５条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和４５年通商産

業省告示第５０１号）」適用プラントについては同告示第７５条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する技術基準の細目を定める告示（昭和４

０年通商産業省告示第２７２号）」 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「一メガ

電子ボルト以上の中性子の照射を受けその材

料が著しく劣化するおそれがあるもの」ではな

いため、該当しない。 

－ － 

二 監視試験片は、容器の使用開始後に取り出して試験を実施することにより、容器

の材料の機械的強度及び破壊じん性の変化を確認できる個数とすること。 

 

三 監視試験片は、中性子の照射領域にある容器の材料が受ける中性子スペクトル、

中性子照射量及び温度履歴の条件と同等の条件になるように配置すること。 

 

 

 

 

３ 第２号に規定する「監視試験片は、容器の使用開始後に取り出して試験を実

施する」とは、「日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法」（JEAC 4201-2007）

及び「原子炉構造材の監視試験方法（JEAC4201-2007）[2010 年追補版]」の適用

に当たって(別記－６)」により、監視試験片の取り出し及び監視試験並びに必要

な場合は監視試験片の再生を実施することをいう。 

（「日本電気協会規格「原子炉構造材の監視試験方法」（JEAC4201-2007）及び「原

子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法」（JEAC 4206-2007）に関す

る技術評価書」（平成２１年８月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取り

ま と め ）） 並 び に 「 日 本 電 気 協 会 「 原 子 炉 構 造 材 の 監 視 試 験 方 法

(JEAC4201-2007)[2010 年追補版]」に関する技術評価書」（平成２３年５月原子

力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

 

  



添付資料－１（20/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（炉心等） 

第二十三条 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料は、通常運転時

における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的

及び化学的性質を保持するものでなければならない。 

 

 

 

２ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加

荷重その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐え

るものでなければならない。 

 

 

第２３条（炉心等） 

１ 第１項に規定する「最も厳しい条件」とは、原子炉運転状態に対応した圧力

及び温度条件、燃料使用期間中の燃焼度、中性子照射量等の組み合わせのうち想

定される最も厳しい条件をいう。また、「必要な物理的及び化学的性質」とは、

物理的性質については耐放射線性、寸法安定性、耐熱性及び核性質等をいい、化

学的性質については耐食性及び化学的安定性等をいう。 

 

２ 第２項における「その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物

に加わる負荷」には、燃料体における核分裂生成物質の蓄積による燃料被覆管の

内圧上昇及び熱応力等の荷重を含むものとする。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「炉心等」

ではないため、該当しない。 

－ － 

 

（熱遮蔽材） 

第二十四条 放射線により材料が著しく劣化するおそれがある原子炉圧力容器には、

これを防止するため熱遮蔽材を施設しなければならない。 

２ 前項の熱遮蔽材は、熱応力による変形により発電用原子炉の運転に支障を及ぼす

ことがないように施設しなければならない。 

 

第２４条（熱遮蔽材） 

 

 

 

１ 第２項に規定する「支障を及ぼすことがない」とは、遮蔽材自身が発生する

熱等による変形が原子炉圧力容器の内部構造物に過度の変形を及ぼすことのな

いように熱遮蔽材の材料、構造及び取付方法等を考慮すること。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「放射線

により材料が著しく劣化するおそれがある原

子炉圧力容器」ではないため、該当しない。 

－ － 

 

（一次冷却材） 

第二十五条 一次冷却材は、通常運転時における圧力、温度及び放射線によって起る

最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければ

ならない。 

 

第２５条（一次冷却材） 

１ 第２５条に規定する「必要な物理的性質」は、核的性質と熱水力的性質に分

けられ、核的性質としては核反応断面積が核反応維持のために適切であること、

熱水力的性質については冷却能力が適切であること。また、「必要な化学的性質」

は、燃料体及び構造材の健全性を妨げることのない性質であること及び通常運転

時において放射線に対して化学的に安定であること。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、一次冷却系統に係る機

器ではないため、該当しない。 

－ － 

 

（燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備） 

第二十六条 通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料（以下この条において「燃

料体等」という。）を取り扱う設備は、次に定めるところにより施設しなければなら

ない。 

 

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものであること。 

 

 

 

 

第２６条（燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備） 

１ 第１項に規定する「燃料体又は使用済燃料を取り扱う設備」とは、新燃料、

再使用燃料又は使用済燃料の装荷、取出又は保管等を行うために使用する設備を

いう。 

 

２ 第１項第１号に規定する「燃料体等を取り扱う能力」とは、新燃料の搬入か

ら使用済燃料の搬出までの取扱いにおいて、関連する機器間を連携し、当該燃料

を搬入、搬出又は保管できる能力があること。 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「燃料体

又は使用済燃料を取り扱う設備」ではないた

め、該当しない。 

－ － 

二 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。 

 

 

 

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。 

 

３ 第１項第２号に規定する「燃料体等が臨界に達するおそれがない構造である

こと」とは、臨界計算により燃料が臨界に達しないことを確認された構造である

こと。 

 

４ 第１項第３号に規定する「燃料体等が溶融しないものであること」とは、設

計計算により、燃料が溶融しないことを確認された冷却能力を有すること。 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

四 取扱中に燃料体等が破損しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第１項第４号に規定する「燃料体等が破損しないこと」とは、以下によるこ

と。 

・燃料交換機にあっては、掴み機構のワイヤーを二重化すること｡ 

・燃料交換機にあっては、燃料取扱中に過荷重となった場合は上昇阻止される措

置がなされていること。この場合において、取扱い時の荷重監視等による運転管

理による対応も含まれる。 

・原子炉建屋天井クレーンにあっては、吊り上げられた使用済燃料運搬用容器等

重量物が燃料プールに貯蔵された燃料上を走行できない措置を行うこと。ただ

し、措置には、運用管理での対応も含むものとする。この運用管理にあっては、

運搬用容器等重量物が燃料上に行かないことを確実にするものであること。ま

た、フックのワイヤー外れ止めを設けること｡なお、ここでの「使用済燃料運搬

用容器等」の等には、燃料交換機又は原子炉建屋天井クレーンを用いて取扱うも

のであって、その落下によって燃料を破損させるおそれがあるものを含む。 

・燃料交換機、原子炉建屋天井クレーン等にあっては、適切な落下防止対策等を

施すことにより、その落下により燃料を破損するおそれがないとしてもよい。 

 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「燃料体

又は使用済燃料を取り扱う設備」ではないた

め、該当しない。 

－ － 

五 燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃、熱その他の容器に加わる負荷

に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。 

 

六 前号の容器は、内部に燃料体等を入れた場合に、放射線障害を防止するため、そ

の表面の線量当量率及びその表面から一メートルの距離における線量当量率がそれ

ぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないように遮蔽できるものである

こと。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでな

い。 

 

６ 第１項第５号に規定する「容易に破損しないものであること」とは、「実用発

電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）｣

第８８条第１項第３号ロに規定されている「容易かつ安全に取扱うことができ、

かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が

生じるおそれがないものであること」。なお、「核燃料物質等の工場又は事業所の

外における運搬に関する規則第３条等の規定に基づく核燃料物質等の工場又は

事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等」（以下「科技庁告

示第５号」という。）を満たすものを、「燃料体等を封入する容器」として用いて

もよい。 

 

 

   

七 燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力源がなくなった場合に、燃料

体等を保持する構造を有する機器を設けることにより燃料体等の落下を防止できる

こと。 

 

 

７ 第１項第５号に規定する「容器」は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則」を準用し、理論的若しくは適切な試験又は実験により所定の機能が満

足されていること。 

 

８ 第１項第７号に規定する「燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動

力源がなくなった場合に、燃料体等を保持する構造」とは、動力源である電源又

は空気等が喪失した場合でも燃料を保持できる性能を有すること｡ 

 

 

   

２ 燃料体等を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。

一 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。 

 

 

二 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。 

 

 

９ 第２項第１号に規定する「燃料体等が臨界に達するおそれがない構造である

こと」とは、臨界計算により、燃料が臨界に達しないことを確認された構造であ

ること。 

 

１０ 第２項第２号に規定する「燃料体等が溶融しないものであること」とは、

設計計算により、燃料が溶融しないことを確認された冷却能力を有すること。 

 

 

   

三 燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものであること。 

 

 

 

 

 

四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽（以下「使用済燃料貯蔵槽」

という。）は、次に定めるところによること。 

イ 放射性物質を含む水があふれ、又は漏れない構造であること。 

 

１１ 第２項第３号に規定する「燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる

容量を有する」とは、発電用原子炉に全て燃料が装荷されている状態で、使用済

燃料及び貯蔵されている取替燃料に加えて、１炉心分以上の容量を確保するこ

と。この場合において、｢容量｣には、第６号に規定するキャスク貯蔵分を含むこ

とができる。 

 

１２ 第２項第４号イに規定する「漏れない構造」とは、プール内面をステンレ

ス鋼等でライニングすること、燃料プールに必要な水位より低い位置に排水口を

設けないこと。 

 

 

   

ロ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の放射線を遮蔽するために必要な量の水が

あること。 

 

 

 

１３ 第２項第４号ロに規定する「使用済燃料その他高放射性の燃料体の放射線

を遮蔽するために必要な量の水」とは、燃料取替作業時に線量限度（「実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度を定める告示（平

成１３年経済産業省告示第１８７号）」による。）を超えないよう放射線を遮蔽す

るために必要な量の水をいう。この場合において、常用の補給水系統の一つが機

能しない場合においても、放射線を遮蔽するために必要な水量が確保できるこ

と。 

 

 

   



添付資料－１（22/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

ハ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食するおそれがある場合

は、これを防止すること。 

 

 

１４ 第２項第４号ハに規定する「使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が

著しく腐食するおそれがある場合は、これを防止すること」とは、浄化装置を設

置すること。 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「燃料体

又は使用済燃料を取り扱う設備」ではないた

め、該当しない。 

－ － 

ニ 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時において

もその機能が損なわれないこと。 

 

 

 

 

１５ 第２項第４号ニに規定する「その機能が損なわれない」とは、落下した燃

料体等やクレーン等の重量物によって使用済燃料プールの機能を失うような損

傷は生じさせないよう必要な強度のライニングを施設すること。この場合におい

て、クレーン等にあっては、適切な落下防止対策等を施すことにより、使用済燃

料プールの機能を維持することとしてもよい。 

 

 

  

五 燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質が放出されることに伴い

公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合、放射性物質による敷地外への影響を

低減するため、燃料貯蔵設備の格納施設及び放射性物質の放出を低減する発電用原

子炉施設を施設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 第２項第５号に規定する「放射性物質の放出を低減する発電用原子炉施設」

とは、空気系の浄化装置をいい、第４４条第４号（原子炉格納施設の雰囲気の浄

化）に規定された施設を兼ねることができる。また、空気系の浄化装置として専

用のものを施設する場合、その浄化装置の機能については、設置許可申請書にお

いて評価した当該事象による放射性物質の放出量の評価の条件として設定した

浄化装置の処理容量及びフィルターよう素除去効率に非保守的な変更がないこ

とを確認すること。 

 

１７ 第２項第５号に規定する「公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合」

とは、燃料貯蔵プール等への燃料落下による敷地境界外の実効線量が｢発電用軽

水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針（平成２年８月３０日原子力安全委

員会決定）｣にある「４．２事故（５）周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばく

のリスクを与えないこと｣を満たさないことをいう。この場合において、核原料、

核燃料及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の５（又は第４３条の３の

８）に基づき許可を受けた原子炉設置（変更）許可申請において確認されている

ことを、関連する設備が同申請要件を満たしていることにより確認することがで

きる。 

 

 

   

六 使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キャスク（以下「キャスク」という。）は、

次に定めるところによること。 

 

 

 

１８ 第２項第６号に規定する「乾式キャスク」は、金属キャスクのことをいい、

第１号及び第２号で規定する臨界防止機能及び除熱機能に加え、第６号の要件及

び「原子力発電所内の使用済燃料の乾式キャスク貯蔵について（平成４年８月２

７日原子力安全委員会了承）」の要件を満足すること。 
 

   

イ 使用済燃料が内包する放射性物質を閉じ込めることができ、かつ、その機能を適

切に監視できること。 

ロ 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有すること。 

 

 

 

１９ 第２項第６号イの規定は以下によること。 

・耐熱性、耐食性等を有し耐久性の高い金属ガスケット等のシールを採用するこ

と 

・蓋部を一次蓋と二次蓋の二重とし、一次蓋と二次蓋との間の圧力を監視するこ

とにより密封性を監視できること 

・キャスク内部の負圧を維持できること 

 

   

ハ 使用済燃料の被覆材の著しい腐食又は変形を防止できること。 

ニ キャスク本体その他のキャスクを構成する部材は、使用される温度、放射線、荷

重その他の条件に対し、適切な材料及び構造であること。 

七 取扱者以外の者がみだりに立ち入らないようにすること。 

２０ 第２項第６号ハに規定する「腐食を防止できる」とは、キャスク内部に不

活性ガスを保持できる構造とすることにより被覆管の腐食を防止すること。 

 

   

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

第二十七条 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷却系統に係る発

電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の

増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるよ

うに施設しなければならない。 

 

第２７条（原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

１ 第２７条に規定する「一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の

異常に伴う衝撃」とは、原子炉冷却材喪失事故に伴うジェット反力等、安全弁等

の開放に伴う荷重をいう。 

 

２ 第２７条に規定する「炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉

冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷」とは、運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故時において、反応度が炉心に投入されることにより１次冷

却系の圧力が増加することに伴う荷重の増加をいう。この場合において、浸水燃

料の破裂に加えて、ペレット／被覆管機械的相互作用を原因とする破損による衝

撃圧力等に伴う荷重の増加を含む。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「原子炉

冷却材圧力バウンダリを構成する機器」ではな

いため、該当しない。 

－ － 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等） 

第二十八条 原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するよ

う、隔離装置を施設しなければならない。 

 

 

 

２ 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏え

いを検出する装置を施設しなければならない。 

 

第２８条（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等） 

１ 第１項に規定する「原子炉冷却材の流出」とは、原子炉冷却材圧力バウンダ

リに接続する配管等が破損することによって原子炉冷却材が流出することをい

う。 

 

２ 第２項に規定する「原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏え

いを検出する装置」とは、漏えい位置を特定できない格納容器内の漏えいに対し

ては、１時間以内に０．２３立方メートルの漏えい量を検出する能力を有するこ

と。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「原子炉

冷却材圧力バウンダリを構成する機器」ではな

いため、該当しない。 

－ － 

 

（一次冷却材処理装置） 

第二十九条 放射性物質を含む一次冷却材（第三十三条第四号の装置から排出される

放射性物質を含む流体を含む。）を通常運転時において一次冷却系統外に排出する場

合は、これを安全に処理する装置を施設しなければならない。 

 

第２９条（一次冷却材処理装置） 

１ 第２９条に規定する「安全に処理する装置」とは、放射性物質を含む一次冷

却材を通常運転時において一次冷却系統外に排出する場合に、これを最終的に放

射性廃棄物処理設備に適切に導く施設であること。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「一次冷

却材処理装置」ではないため、該当しない。 
－ － 

 

（逆止め弁） 

第三十条 放射性物質を含む一次冷却材を内包する容器若しくは管又は放射性廃棄

物を処理する設備（排気筒並びに第四十条及び第四十三条に規定するものを除く。

第四十七条において同じ。）へ放射性物質を含まない流体を導く管には、逆止め弁を

設けなければならない。ただし、放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流

体を導く管に逆流するおそれがない場合は、この限りでない。 

 

第３０条（逆止め弁） 

１ 第３０条に規定する「逆流するおそれがない場合」とは、直接接続されてい

ない場合、又は十分な圧力差を有している場合をいう。 
× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「放射性

物質を含む一次冷却材を内包する容器若しく

は管又は放射性廃棄物を処理する設備へ放射

性物質を含まない流体を導く管」ではないた

め、該当しない。 

－ － 

 

（蒸気タービン） 

第三十一条 第十七条第十五号の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定め

る省令（平成九年通商産業省令第五十一号）第三章の規定は、設計基準対象施設に

施設する蒸気タービンについて準用する。 

 

第３１条（蒸気タービン） 

１ 第３１条において準用する第１７条第１５号に規定する「主要な耐圧部の溶

接部」とは、以下に掲げるものの溶接部をいう。 

 

× 

今回の工事は、補助ボイラー燃料タンク及び補

助ボイラー燃料サービスタンク等の設置工事

である。 

補助ボイラーは、プラント起動時において、タ

ービンのグランド蒸気および脱気器加熱用に

蒸気を供給する設計としているが、今回の工事

による変更はない。 

－ － 

 （１） 設計基準対象施設の蒸気タービンに係る蒸気だめ又は熱交換器の次に定

める圧力以上の圧力を加えられる部分（以下「耐圧部」）について溶接を必要と

するもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度１００℃未満のものについては、

最高使用圧力１９６０ｋＰａ 

ロ 液化ガス（通常の使用状態での温度における飽和圧力が１９６ｋＰａ以上で

あって現に液体の状態であるもの又は圧力が１９６ｋＰａにおける飽和温度が

３５℃以下であって現に液体の状態であるものをいう。以下同じ。）用の容器又

は管については、最高使用圧力０ｋＰａ 

ハ イ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力９８ｋＰａ 

ニ イ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧力９８０ｋＰａ（長

手継手の部分にあっては、４９０ｋＰａ） 

 

（２） 設計基準対象施設の蒸気タービンに係る外径１５０ｍｍ以上の管のうち、

耐圧部について溶接を必要とするもの 

 

 

  

 ２ 第３１条において準用する第１７条第１５号の規定に適合する溶接部とは、

「次の（１）又は（２）のいずれかに適合した溶接部をいう。 

 

（１）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格 2005(2007)」の規定に「日本機械

学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記－５）」の要件を付したもの 

 

（２）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格 2012」の規定に「日本機械学会「設

計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当たって（別記－２）」及び「日本機

械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記－５）」の要件を付したもの（「溶

接規格 2007 技術評価書」、「設計・建設規格 2007 技術評価書」及び「設計・建設

規格 2012 技術評価書」） 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

  

３ 第３１条において蒸気タービン（その附属設備を含む）について「発電用火

力設備に関する技術基準を定める省令」（平成９年３月２７日通商産業省令第五

十一号。以下「火力省令」という。）第３章の規定を準用する範囲は、ＰＷＲで

は図－１、ＢＷＲでは図－２の区分図によること。 

 

４ 火力省令の準用に当たっては、「発電用火力設備の技術基準の解釈」（2013507 

商局第 2 号（平成２５年５月１７日経済産業省商務流通保安グループ制定））の

該当部分によること。 

 

× 

（再掲） 

 

今回の工事は、補助ボイラー燃料タンク及び補

助ボイラー燃料サービスタンク等の設置工事

である。 

補助ボイラーは、プラント起動時において、タ

ービンのグランド蒸気および脱気器加熱用に

蒸気を供給する設計としているが、今回の工事

による変更はない。 

－ － 

 

（非常用炉心冷却設備） 

第三十二条 発電用原子炉施設には、非常用炉心冷却設備を施設しなければならな

い。 

２ 非常用炉心冷却設備は、次の機能を有するものでなければならない。 

一 燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超え

て上昇することを防止できるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３２条（非常用炉心冷却設備） 

 

 

１ 第２項第１号に規定する「燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇す

ることを防止できる」とは、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針

（平成４年６月１１日 原子力安全委員会一部改定）」に基づいて想定冷却材喪失

事故の解析を行った結果、燃料被覆の温度、燃料被覆の化学量論的酸化量が同指

針に規定する 

判断基準を満足することをいい、具体的には、非常用炉心冷却設備の仕様が原子

炉等規制法第４３条の３の５（または第４３条の３の８）に基づき許可を受けた

原子炉の設置（変更）許可申請書（以下設置許可申請書という。）添付書類八に

記載された仕様を満足するとともに、設置（変更）許可申請書における評価条件

と比較して非保守的な変更がないことを確認すること。また、ＰＷＲにあっては、

蓄圧注入系の蓄圧タンクの保持圧力及び保有水量に非保守的な変更がないこと

を確認すること。 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「非常用

炉心冷却設備」ではないため、該当しない。 

－ － 

二 燃料被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずるものでないこと。

 

 

 

 

 

 

２ 第２項第２号に規定する「著しく多量の水素を生ずるものでない」とは、前

号の要求条件に基づく想定冷却材喪失事故解析において発生する水素量が同指

針に規定する判断基準を満足することをいい、具体的には、非常用炉心冷却設備

の仕様が設置（変更）許可申請書添付書類八に記載された仕様を満足するととも

に、設置（変更）許可申請書における評価条件と比較して非保守的な変更がない

ことを確認することをいう。 

 

 

   

３ 非常用炉心冷却設備は、原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧力及び温度

並びに冷却材中の異物の影響につき想定される最も厳しい条件下においても、正常

に機能する能力を有するものでなければならない。 

 

 

 

３ 第３項に規定する「想定される最も厳しい条件下」とは、予想される最も小

さい有効吸込水頭をいい、非常用炉心冷却設備に係るろ過装置の性能については

「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等に

ついて（内規）」（平成２０・０２・１２原院第 5 号（平成２０年２月２７日原子

力安全・保安院制定））によること。 

 

 

   

４ 非常用炉心冷却設備は、その能力の維持状況を確認するため、発電用原子炉の運

転中に試験ができるように施設しなければならない。 

４ 第４項に規定する「発電用原子炉の運転中に試験ができるように施設しなけ

ればならない」機器とは、動的機器（ポンプ及び事故時に動作する弁等）をいう。

 

   



添付資料－１（25/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（循環設備等） 

第三十三条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。 

一 原子炉圧力容器内において発生した熱を除去するために、熱を輸送することがで

きる容量の一次冷却材を循環させる設備 

二 負荷の変動その他の発電用原子炉の運転に伴う原子炉圧力容器内の圧力の変動

を自動的に調整する設備 

 

 

 

 

 

 

第３３条（循環設備等） 

１ 第３３条各号の設備として、少なくとも次の設備又は同等の機能を有する設

備を保有すること。 

 ＢＷＲ ＰＷＲ 

第 1 号に該当するもの 原子炉再循環系 一次冷却系 

第 2 号に該当するもの 原子炉圧力制御系 加圧器圧力制御系 

第 3 号に該当するもの 原子炉給水制御系 

原子炉隔離時冷却系 

制御棒駆動水圧系 

化学体積制御系 

第 4 号に該当するもの 原子炉冷却材浄化系 化学体積制御系 

第 5 号に該当するもの 原子炉隔離時冷却系(*1)

残留熱除去系(*2) 

隔離時復水器系(*1) 

補助給水系(*1)(*2) 

余熱除去系(*2) 

第 6 号に該当するもの 原子炉補機冷却水系 

原子炉補機冷却海水系 

原子炉補機冷却水系 

原子炉補機冷却海水系
 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「循環設

備等」ではないため、該当しない。 

－ － 

 (*1) 重大事故等に対処するために必要な電源設備からの電気の供給が開始され

るまでの間の全交流動力電源喪失時に原子炉圧力容器内において発生した残留

熱を除去することができる設備。ただし、補助給水系にあってはタービン駆動の

ものに限る。 

(*2) 原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去すること

ができる設備。 

 

 

   

 ２ 第３号に規定する「一次冷却材の小規模漏えい時」とは、原子炉冷却材圧力

バウンダリを構成する弁、ポンプ等のシール部および原子炉冷却材圧力バウンダ

リの小き裂等からの原子炉冷却材の漏えいをいう。なお、「一次冷却材の減少」

には、安全弁の正常な作動による原子炉冷却材の体積の減少も含まれる。 

 

 

   

三 通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次冷却材の減少分を

自動的に補給する設備 

四 一次冷却材中の不純物及び放射性物質の濃度を発電用原子炉施設の運転に支障

を及ぼさない値以下に保つ設備 

五 発電用原子炉停止時（全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必

要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間を含む。）に原子炉圧力

容器内において発生した残留熱を除去することができる設備 

六 前号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設

備 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第６号の設備には第５号の設備により除去された熱を最終的な熱の逃がし場

へ輸送することが要求されているが、重大事故等に対処するために必要な電源設

備からの電気の供給が開始されるまでの間の全交流動力電源喪失時における機

能確保は要求されない。 

 

 

   



添付資料－１（26/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（計測装置） 

第三十四条 発電用原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する装置を施設しなけれ

ばならない。ただし、直接計測することが困難な場合は、当該事項を間接的に測定

する装置を施設することをもって、これに代えることができる。 

一 炉心における中性子束密度 

二 炉周期 

三 制御棒の位置及び液体制御材を使用する場合にあっては、その濃度 

四 一次冷却材に関する次の事項 

イ 放射性物質及び不純物の濃度 

ロ 原子炉圧力容器の入口及び出口における圧力、温度及び流量 

五 原子炉圧力容器（加圧器がある場合は、加圧器）内及び蒸気発生器内の水位 

六 原子炉格納容器内の圧力、温度、可燃性ガスの濃度、放射性物質の濃度及び線量

当量率 

 

第３４条（計測装置） 

１ 第３４条における計測する手段としてはサンプリングによる測定、演算（炉

周期）が含まれる。 

第１項第１１号の計測の場合、「間接的に測定する装置を施設することをもって、

これに代えることができる。」とは、排水路の出口又はこれに近接する箇所にお

ける放射性物質の濃度を直接測定することが技術的に困難な場合、排水路の上流

における濃度を測定することをいう。 

 

 

 

 

２ 第１項第６号に規定する「可燃性ガスの濃度」とは、ＢＷＲにおいては、酸

素・水素ガス濃度、ＰＷＲにおいては、水素ガス濃度をいう。 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「計測装

置」ではないため、該当しない。 

－ － 

七 主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気タービン又は復水器に接続する設備で

あって放射性物質を内包する設備の排ガス中の放射性物質の濃度 

八 蒸気発生器の出口における二次冷却材の圧力、温度及び流量並びに二次冷却材中

の放射性物質の濃度 

九 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度 

十 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度 

 

３ 第１項第７号はＢＷＲに対して、第８号はＰＷＲに対して適用される。 

 

 

 

 

 

   

十一 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域（管理区域のうち、その場所

における外部放射線に係る線量のみが実用炉規則第二条第二項第四号に規定する線

量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。以下同じ。）内に開口部がある排

水路の出口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度 

十二 管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とす

る場所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事者に対する放射線障害の防止のため

の措置を必要とする場所をいう。）の線量当量率 

 

 

 

 

４ 第１項第１１号に規定する「放射性物質により汚染するおそれがある管理区

域」とは、管理区域を規定する以下の３要素のうち外部放射線に係る線量のみが

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定

める告示」に規定される基準を超える管理区域以外の管理区域をいい、３要素の

うちＡ、Ｂ及びＣの組み合わせ、ＡとＢ若しくはＡとＣの組み合わせ、ＢとＣの

組み合わせ又はＢ若しくはＣのみで規定される管理区域のことをいう。この場合

において、管理区域の３要素は以下による。 

Ａ．その場所における外部放射線に係る線量が別に告示する実効線量を超えるお

それがあるもの。 

Ｂ．空気中の放射性物質（空気又は水のうちに自然に含まれているものを除く。）

の濃度が別に告示する濃度を超えるおそれがあるもの。 

Ｃ．放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が別に告示する

密度を超えるおそれがあるもの。 

 

 

   

十三 周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率及び放射性物質の濃度 

十四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽の水温及び水位 

 

十五 敷地内における風向及び風速 

 

２ 前項第六号に掲げる装置であって線量当量率を計測する装置にあっては、多重性

及び独立性を確保しなければならない。 

３ 第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を計測する装置（第一項第十二号

に掲げる事項を計測する装置にあっては、燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備に属する

ものに限る。）にあっては、外部電源が喪失した場合においてもこれらの事項を計測

することができるものでなければならない。 

 

５ 第１項第１３号に規定する装置のうち、恒設のモニタリング設備については、

非常用電源設備に接続するか、無停電電源装置などにより電源復旧までの期間の

電気の供給を担保できる設計であること。また、必要な情報を原子炉制御室又は

適切な場所に表示できる設計であること。さらに、そのデータ伝送系は多様性を

有する設計であること。 

 

 

 

 

 

 

   

 

４ 第一項第一号及び第三号から第十五号までに掲げる事項を計測する装置にあっ

ては、計測結果を表示し、記録し、及びこれを保存することができるものでなけれ

ばならない。ただし、設計基準事故時の放射性物質の濃度及び線量当量率を計測す

る主要な装置以外の装置であって、断続的に試料の分析を行う装置については、運

転員その他の従事者が測定結果を記録し、及びこれを保存し、その記録を確認する

ことをもって、これに代えることができる。 

 

６ 第４項に規定する「計測する装置にあっては、計測結果を表示し、記録し、

及びこれを保存する」には、計測、計測結果の表示、記録及び保存を、複数の装

置の組み合わせにより実現してもよい。 

 

７ 第４項に規定する「設計基準事故時の放射性物質の濃度及び線量当量率を計

測する主要な装置」とは、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計

測に関する審査指針（昭和５６年７月２３日原子力安全委員会決定）」に定める

放射線計測系の分類１及び２の計測装置をいう。 

 

   



添付資料－１（27/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（安全保護装置） 

第三十五条 発電用原子炉施設には、安全保護装置を次に定めるところにより施設し

なければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合又は地震の発生により発電用原子炉の

運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系統その他系統と併せて機能するこ

とにより、燃料要素の許容損傷限界を超えないようにできるものであること。 

二 系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は

使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよ

う、多重性を確保すること。 

 

 

第３５条（安全保護装置） 

 

 

１ 第１号の安全保護装置の機能の確認については、設置許可申請書の添付書類

八の設備仕様及び設置許可申請書において評価した運転時の異常な過渡変化の

評価の条件に非保守的な変更がないことを確認すること。 

 

 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「安全保

護装置」ではないため、該当しない。 

－ － 

三 系統を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれのチャンネル間

において安全保護機能を失わないように独立性を確保すること。 

四 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合においても、発電用

原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、

発電用原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できること。 

 

２ 第３号に規定する「独立性を確保すること」とは、チャンネル間の距離、バ

リア、電気的隔離装置等により、相互を分離することをいう。 

 

 

 

 

 

   

五 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は

使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止するために必要な措置が講じ

られているものであること。 

六 計測制御系の一部を安全保護装置と共用する場合には、その安全保護機能を失わ

ないよう、計測制御系から機能的に分離されたものであること。 

七 発電用原子炉の運転中に、その能力を確認するための必要な試験ができるもので

あること。 

八 運転条件に応じて作動設定値を変更できるものであること。 

３ 第５号に規定する「必要な措置が講じられているものであること」とは、外

部ネットワークと物理的な分離又は機能的な分離を行うこと、有線又は無線によ

る外部ネットワークからの遠隔操作及びウイルス等の侵入を防止すること、物理

的及び電気的アクセスの制限を設けることにより、システムの据付、更新、試験、

保守等で、承認されていない者の操作及びウイルス等の侵入を防止すること等の

措置を講じることをいう。なお、ソフトウェアの内部管理を強化するために、ウ

イルス等によるシステムの異常動作を検出させる場合には以下の機能を有する

こと。 

 

   

 （１）ウイルス等によるシステムの異常動作を検出する機能を設ける場合には、

ウイルス等を検知した場合に運転員等へ告知すること。 

（２）ウイルス等によるシステムの異常動作を検出する機能は、安全保護装置の

機能に悪影響を及ぼさないこと。 

 

 

   

 ４ デジタル安全保護系の適用に当たっては、日本電気協会「安全保護系へのデ

ィジタル計算機の適用に関する規程」（JEAC 4620-2008）（以下「JEAC4620」とい

う。）５．留意事項を除く本文、解説－４から６まで、解説－８及び解説－１１

から１８まで並びに「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指

針」（JEAG4609-2008）本文及び解説－９に以下の要件を付したものによること。

ただし、「ディジタル」は「デジタル」と読み替えること。 

 

（１）JEAC4620 の４．１の適用に当たっては、運転時の異常な過渡変化が生じ

る場合又は地震の発生等により原子炉の運転に支障が生じる場合において、原子

炉停止系統及び工学的安全施設と併せて機能することにより、燃料許容損傷限界

を超えないよう安全保護系の設定値を決定すること。 

 

 

   

 （２）JEAC4620 の４．１８．３において検証及び妥当性確認の実施に際して作

成された文書は、４．１８．２の構成管理計画の中に文書の保存を定め、適切に

管理すること。 

（３）JEAC4620 の４．８における「想定される電源擾乱、電磁波等の外部から

の外乱・ノイズの環境条件を考慮した設計とすること」を「想定される電源擾乱、

サージ電圧、電磁波等の外部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮して設計し、

その設計による対策の妥当性が十分であることを確証すること」と読み替えるこ

と。 

 

 

   



添付資料－１（28/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

  

（４）JEAC4620 の４．５及び解説－６の適用に当たっては、デジタル安全保護

系は、試験時を除き、計測制御系からの情報を受けないこと。試験時に、計測制

御系からの情報を受ける場合には、計測制御系の故障により、デジタル安全保護

系が影響を受けないよう措置を講じること。 

デジタル安全保護系及び計測制御系の伝送ラインを共用する場合、通信をつかさ

どる制御装置は発信側システムの装置とすること。 

 

（５）JEAC4620 の４．１６の「外部からの影響を防止し得る設計」を「外部影

響の防止された設備」と読み替えること。 

 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「安全保

護装置」ではないため、該当しない。 
－ － 

 （６）JEAC4620 の４．における安全保護機能に相応した高い信頼性を有すると

は、デジタル安全保護系のトリップ失敗確率及び誤トリップする頻度を評価し、

従来型のものと比較して同等以下とすること。また、デジタル安全保護系の信頼

性評価において、ハードウェア構成要素に異常の検出、検出信号の伝送、入出力

信号の処理、演算処理、トリップ信号の伝送、トリップの作動等、評価に必要な

構成要素を含むこと。 

 

 

   

 （７）安全保護系に用いられるデジタル計算機の健全性を実証できない場合、安

全保護機能の遂行を担保するための原理の異なる手段を別途用意すること。 

（「日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程（JEAC 

4620-2008）」及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指針

（JEAG 4609-2008）」に関する技術評価書」（平成２３年１月原子力安全・保安院、

原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

   

 

（反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

第三十六条 発電用原子炉施設には、反応度制御系統を施設しなければならない。 

２ 反応度制御系統は、二つ以上の独立した制御棒、液体制御材その他の反応度を制

御する系統を有するものであり、かつ、計画的な出力変化に伴う反応度変化を燃料

要素の許容損傷限界を超えることなく制御できる能力を有するものでなければなら

ない。 

 

 

第３６条（反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

 

 

 

 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「反応度

制御系統及び原子炉停止系統」ではないため、

該当しない。 
－ － 

３ 原子炉停止系統は、次の能力を有するものでなければならない。 

一 通常運転時の高温状態において、二つ以上の独立した系統がそれぞれ発電用原子

炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できるものであり、かつ、運転時の異常な

過渡変化時の高温状態においても原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料要

素の許容損傷限界を超えることなく発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を

維持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用原子炉施

設の安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴って注入される液

体制御材による反応度価値を加えることができる。 

 

１ 第３項第１号に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維

持できる」とは、キセノン崩壊により反応度が添加されるまでの期間、未臨界を

維持できること。キセノン崩壊により反応度が添加された以降の長期的な未臨界

の維持は、他の原子炉停止系統（ほう酸注入系）、原子炉の停止能力を備えた原

子炉停止系統以外の系統（非常用炉心冷却設備）の作動を含むことができる。 

 

 

 

 

   

二 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における低温状態において、少なくと

も一つは、発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できること。 

 

 

三 一次冷却材喪失その他の設計基準事故時において、少なくとも一つは、発電用原

子炉を未臨界へ移行することができ、かつ、少なくとも一つは、発電用原子炉を未

臨界に維持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用原

子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴って注入さ

れる液体制御材による反応度価値を加えることができる。 

 

２ 第３項第２号に規定する「通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時におけ

る低温状態において、発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できる」

とは、高温臨界未満の状態からキセノン崩壊及び一次冷却材温度変化による反応

度添加を補償しつつ原子炉を低温状態で未臨界に移行して維持できること。 

 

  

   

四 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した

場合においても第一号から第三号までの規定に適合すること。 

 

 

 

３ 第３項第４号に規定する「制御棒１本が固着した場合」とは、制御棒１本が、

完全に炉心の外に引き抜かれ、挿入できないことをいう。 

なお、ＡＢＷＲにあっては、同一の水圧制御ユニットに属する制御棒１組又は１

本の固着を考慮すること。また 、固着時にあっても第３項１号から３号の要求

事項が満たされる必要がある。 

 

 

   



添付資料－１（29/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

４ 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象（発電

用原子炉に反応度が異常に投入される事象をいう。）に対して原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心、炉心支持構造物及

び原子炉圧力容器内部構造物の損壊を起こさないものでなければならない。 

 

 

 

 

 

４ 第４項の規定は、設置（変更）許可申請書における「制御棒飛び出し（ＰＷ

Ｒ）」、「制御棒落下（ＢＷＲ）」の評価で想定した下記の内容を確認することによ

り確認できる。 

【ＢＷＲ】 

・制御棒引抜手順が定められていること 

・定められた制御棒引抜手順に沿った操作が行われていること 

を制御棒価値ミニマイザ又はそれに替わる運用管理によって確認できること 

・制御棒落下速度を制限する装置 

【ＰＷＲ】 

・制御棒挿入限界 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「反応度

制御系統及び原子炉停止系統」ではないため、

該当しない。 
－ － 

５ 制御棒、液体制御材その他の反応度を制御する設備は、通常運転時における圧力、

温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質

を保持するものでなければならない。 

５ 第５項に規定する「必要な物理的及び化学的性質」とは、物理的性質につい

ては耐放射線性、寸法安定性、耐熱性、核性質をいい、化学的性質については耐

食性、化学的安定性をいう。  

   

 

（制御材駆動装置） 

第三十七条 制御材を駆動する装置は、次に定めるところにより施設しなければなら

ない。 

一 発電用原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

第３７条（制御材駆動装置） 

 

 

１ 第１号に規定する「発電用原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動でき

る」とは、発電用原子炉の緊急停止時に制御棒の挿入による時間（この間に炉心

に加えられる負の反応度）が、当該原子炉の燃料及び原子炉冷却材圧力バウンダ

リの損傷を防ぐために適切な値となるような速度で炉心内に挿入されること。こ

こで、緊急停止時の制御棒の挿入時間は、設置（変更）許可申請書添付書類八の

仕様及び設置（変更）許可申請書における運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故の評価で設定した時間を満たしていること。 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「制御材

駆動装置」ではないため、該当しない。 

－ － 

二 発電用原子炉の通常運転時において制御棒の異常な引き抜きが発生した場合に

おいても、燃料要素の許容損傷限界を超える速度で駆動できないものであること。

 

 

 

２ 第２号に規定する「制御棒の異常な引き抜きが発生した場合においても、燃

料要素の許容損傷限界を超える速度で駆動できないもの」とは、「原子炉起動時

における制御棒の異常な引き抜き」及び「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」

により、制御棒が異常に引き抜かれた場合でも、燃料の許容損傷限界を超えない

よう引抜速度が制限されていること。この場合において、設置（変更）許可申請

書において評価した「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」及び「出

力運転中の制御棒の異常な引き抜き」の評価の条件として設定した制御棒引抜速

度に非保守的な変更がないことを確認すること。 

 

   

三 制御棒の駆動動力源が喪失した場合に、発電用原子炉の反応度を増加させる方向

に制御棒を動作させないものであること。 

四 制御棒を駆動する装置にあっては、制御棒の挿入その他の衝撃により制御棒、燃

料体、反射材その他の炉心を構成するものを損壊しないものであること。 

３ 第３号に規定する「発電用原子炉の反応度を増加させる方向に制御棒を動作

させないものであること」とは、次の各号のいずれかに適合するものまたはこれ

と同等であること。 

 

一 ＢＷＲにおいては、次によること。 

 

・水圧駆動による制御棒駆動装置にあっては、動力源としての制御棒駆動水ポン

プ等による水圧が喪失した場合において、ラッチ機構により制御棒は現状位置に

保持されること。 

 

・電動駆動による制御棒駆動装置にあっては、電磁ブレーキ等を有することによ

り、動力電源喪失時も現状位置に保持される機構を有すること。 

 

二 ＰＷＲにおいては、制御棒駆動装置の動力源がなくなると制御棒は自重で落

下すること。 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（原子炉制御室等） 

第三十八条 発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設しなければならない。 

２ 原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る設備を操作する装

置、非常用炉心冷却設備その他の非常時に発電用原子炉の安全を確保するための設

備を操作する装置、発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な機械又は器具の動

作状態を表示する装置、主要計測装置の計測結果を表示する装置その他の発電用原

子炉を安全に運転するための主要な装置（第四十七条第一項に規定する装置を含

む。）を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作することができるよう施

設しなければならない。 

 

 

 

第３８条（原子炉制御室等） 

 

１ 第２項に規定する「発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な機械又は器

具の動作状態」とは次の状態をいう。 

(1) 発電用原子炉の制御棒の動作状態 

(2) 発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要なポンプの起動・停止状態 

(3) 発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な弁の開閉状態 

 

２ 第２項に規定する「その他の発電用原子炉を安全に運転するための主要な装

置」とは、警報装置、機械器具を操作する装置及び機械器具の動作状況を表示す

る装置をいう。 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「原子炉

制御室等」ではないため、該当しない。 

－ － 

 ３ 第２項に規定する「主要計測装置の計測結果を表示する装置」とは、発電用

原子炉の炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ並び

にこれらに関する系統の健全性を確認するために必要なパラメータを計測する

装置であって、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、中性子束、

制御棒位置、一次冷却系統の圧力、温度、流量、水位等の重要なパラメータを計

測し、かつ監視できる設備をいう。 

 

４ 第２項に規定する「第４７条第１項に規定する装置」を「集中し」施設する

に当たり、当該設備の専用制御場所に集中して警報表示する場合は、原子炉制御

室に一括して警報表示してもよい。また、複数の発電用原子炉で廃棄物処理設備

等を共用する場合にあっては、当該設備の属するいずれかの発電用原子炉の原子

炉制御室に一括 

して警報表示してもよい。 

 

 

   

 ５ 第３５条に規定する安全保護装置及びそれにより駆動又は制御される機器に

ついては、バイパス状態、使用不能状態について表示すること等により運転員が

的確に認知できること。 

 

 

   

 ６ 第２項に規定する安全設備を運転中に試験するため、電動弁用電動機に熱的

過負荷保護装置（以下「保護装置」という。）を使用する場合には、保護装置の

使用状態又は不使用状態を運転員が的確に識別できるように、表示装置が設けら

れていること。ただし、保護装置が常時使用され、事故時にのみ自動的にバイパ

スされるように設計されている場合、又は保護装置が事故時において不要な作動

をしないように設定されている場合は、同表示装置の設置は不要である。 

 

   

 ７ 第２項に規定する「誤操作することなく適切に運転操作することができる」

とは｢原子炉制御室における誤操作防止のための設備面への要求事項(別記－

７)｣によること。  

   

３ 原子炉制御室には、発電用原子炉施設の外部の状況を把握するための装置を施設

しなければならない。 

 

 

４ 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用でき

ない場合に、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉の運転を停止し、かつ、安

全な状態に維持することができる装置を施設しなければならない。 

 

 

８ 第３項に規定する「発電用原子炉施設の外部の状況を把握するための装置」

とは、発電用原子炉施設に迫る津波等の自然現象をカメラの映像等により昼夜に

わたり監視できる装置をいう。 

 

９ 第４項に規定する「原子炉制御室以外の場所」とは、原子炉制御室を構成す

る区画壁の外であって、原子炉制御室退避の原因となった居住性の悪化の影響が

及ぶおそれがない程度に隔離された場所をいい、「安全な状態に維持することが

できる装置」とは、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉を高温停止でき、

引き続き低温停止できる機能を有した装置であること。 

 

 

   

５ 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制

御室に出入りするための区域には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原

子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御

室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことが

できるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子炉

制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切な防

護措置を講じなければならない。 

 

１０ 第５項に規定する｢これに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原

子炉制御室に出入りするための区域｣とは、一次冷却系統に係る施設の故障、損

壊等が生じた場合に原子炉制御室に直交替等のため入退域する通路及び区域を

いう。 

 

１１ 第５項においては、原子炉制御室等には事故・異常時においても従事者が

原子炉制御室に立ち入り、一定期間滞在できるように放射線に係る遮蔽壁、放射

線量率の計測装置の設置等の「適切な放射線防護措置」が施されていること。こ

の「放射線防護措置」としては必ずしも設備面の対策のみではなく防護具の配備、

着用等運用面の対策も含まれる。「一定期間」とは、運転員が必要な交替も含め、

一次冷却材喪失等の設計基準事故時に過度の被ばくなしにとどまり、必要な操作

を行う期間をいう。 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

  

１２ 第５項に規定する「遮蔽その他の適切な放射線防護措置」とは、一次冷却

材喪失等の設計基準事故時に，原子炉制御室内にとどまり必要な操作、措置を行

う運転員が過度の被ばくを受けないよう施設し、運転員が原子炉制御室に入り、

とどまる間の被ばくを「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に

基づく線量限度等を定める告示」の第８条における緊急時作業に係る線量限度１

００ｍＳｖ以下にできるものであることをいう。この場合における運転員の被ば

く評価は、判断基準の線量限度内であることを確認すること。被ばく評価手法は、

「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（平

成２１・０７・２７原院第１号（平成２１年８月１２日原子力安全・保安院制定））

（以下「被ばく評価手法（内規）」という。）に基づくこと。チャコールフィルタ

ーを通らない空気の原子炉制御室への流入量については、被ばく評価手法（内規）

に基づき、原子炉制御室換気設備の新設の際、原子炉制御室換気設備再循環モー

ド時における再循環対象範囲境界部での空気の流入に影響を与える改造の際、及

び、定期的に測定を行い、運転員の被ばく評価に用いている想定した空気量を下

回っていることを確認すること。 

 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「原子炉

制御室等」ではないため、該当しない。 

－ － 

 １３ 第５項に規定する「換気設備の隔離その他の適切な防護措置」とは、原子

炉制御室外の火災等により発生した有毒ガスを原子炉制御室換気設備によって

取り入れないように外気との連絡口は遮断可能であること、また、隔離時の酸欠

防止を考慮して外気取入れ等の再開が可能であること。その他適切な防護措置と

は、必ずしも設備面の対策のみではなく防護具の配備、着用等運用面の対策も含

まれる。 

 

 

   

６ 原子炉制御室には、酸素濃度計を施設しなければならない。 １４ 第６項に規定する「酸素濃度計」は、設計基準事故時において、外気から

原子炉制御室への空気の取り込みを、一時的に停止した場合に、事故対策のため

の活動に支障のない酸素濃度の範囲にあることが正確に把握できるものである

こと。また、所定の精度を保証するものであれば、常設設備、可搬型を問わない。
 

   

 

（廃棄物処理設備等） 

第三十九条 工場等には、次に定めるところにより放射性廃棄物を処理する設備（排

気筒を含み、次条及び第四十三条に規定するものを除く。）を施設しなければならな

い。 

一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質

の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度以下になるように発電用原

子炉施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること。

二 放射性廃棄物以外の廃棄物を処理する設備と区別して施設すること。ただし、放

射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を処理する設備に導く場

合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の廃棄物を取り扱う設備に

逆流するおそれがない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

第３９条（廃棄物処理設備等） 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第２号に規定する「流体状の放射性廃棄物」とは、液体状の放射性廃

棄物及び液体にスラッジ等の固体が混入している状態のものをいう（以下、本解

釈において同じ。）。 

２ 第１項第２号に規定する「流体状の放射性廃棄物を処理する設備」とは、流

体状の放射性廃棄物に係る廃棄設備のうち、流体状の放射性廃棄物を処理する樹

脂塔、熱交換器、濃縮器、ポンプ、タンク（処理の過程で一時的に貯蔵するもの）、

弁等の機器をいい、貯蔵する設備（長期間貯蔵するタンク等）以外の設備をいう。

なお、廃棄物処理設備に該当するタンク類としては、機器ドレンタンク、床ドレ

ンタンクが含まれる。 

 

× 

今回の工事は、補助ボイラー燃料タンク及び補

助ボイラー燃料サービスタンク等の設置工事

である。 

補助ボイラーは、液体廃棄物処理設備の、ほう

酸回収装置および廃液蒸発装置の運転のため

に蒸気を供給する設計としているが、今回の工

事による変更はない。 

－ － 

三 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であり、かつ、放射性廃棄物に含まれる化学薬

品の影響その他の負荷により著しく腐食しないものであること。 

四 気体状の放射性廃棄物を処理する設備は、第四十三条第三号の規定に準ずるほ

か、排気筒の出口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出しないこと。 

 

３ 第１項第３号に規定する「その他の負荷」とは、不純物の影響をいう。（技術

基準規則第４０条第１項第３号も同じ。） 

 

  

   



添付資料－１（32/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

五 流体状の放射性廃棄物及び原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたものか

ら発生する高放射性の固体状の放射性廃棄物を工場等内において運搬するための容

器は、取扱中における衝撃その他の負荷に耐え、かつ、容易に破損しないものであ

ること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りで

ない。 

 

 

４ 第１項第５号で対象とする｢流体状の放射性廃棄物｣は、内包する流体の放射

性物質の濃度が 37mBq/cm³（流体が液体の場合にあっては、37kBq/cm³）以上の

もの(クラス３相当)をいう。 

 

５ 第１項第５号に規定する「原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたもの

から発生する高放射性の固体状の放射性廃棄物」とは、炉内構造物取替工事によ

り発生するシュラウド等、高線量（除染等により線量低減ができるものは除く）

の主要な固体状放射性廃棄物をいう。なお、「高線量の主要な固体放射性廃棄物」

とは、構内輸送する固体放射性廃棄物の放射能量が科技庁告示第５号第３条第１

号に規定するＡ１値又はＡ２値（２種類以上の放射性物質がある場合にあって

は、それらの放射性物質の放射能の量のそれぞれその放射性物質についてのＡ１

値又はＡ２値に対する割合の和が１）を超えるものをいう。 

× 

（再掲） 

 

今回の工事は、補助ボイラー燃料タンク及び補

助ボイラー燃料サービスタンク等の設置工事

である。 

補助ボイラーは、液体廃棄物処理設備の、ほう

酸回収装置および廃液蒸発装置の運転のため

に蒸気を供給する設計としているが、今回の工

事による変更はない。 

－ － 

六 前号の容器は、内部に放射性廃棄物を入れた場合に、放射線障害を防止するため、

その表面の線量当量率及びその表面から一メートルの距離における線量当量率が原

子力規制委員会の定める線量当量率を超えないよう、遮蔽できるものであること。

ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。 

 

 

 

 

 

６ 第１項第５号に規定する「取扱中における衝撃その他の負荷に耐え、かつ、

容易に破損しないものであること」とは、「実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則第８８条第１項第３号ロに規定されている「容易かつ安全に取扱うこ

とができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、

破損等が生じるおそれがないもの」であること。また、流体状の放射性廃棄物を

運搬する容器は、技術基準規則第１７条のクラス３容器の規定を満足すること。

主要な固体状放射性廃棄物を運搬する容器については、同規則第４０条第１項第

２号及び第３号の規定を満足すること。 

 

   

２ 流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設置される放射性廃棄物処理施設（流体

状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。以下この項におい

て同じ。）は、次に定めるところにより施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

７ 第２項に規定する「流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設置される放射

性廃棄物処理施設」とは、流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設置される建

屋全部をいう（技術基準規則第４０条において同じ）。また、「漏えいが拡大する

おそれがある部分に限る」とは、流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設置さ

れる施設内であっても、流体状の放射性物質が流入するおそれがない場所であっ

て流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設置されていない場所（例えば廃棄設

備の制御室、換気空調室、電気室等）及び二重管構造等により流体状の放射性廃

棄物が漏えいし難い構造となっている場所を適用除外にすることができる。 

 

 

   

一 放射性廃棄物処理施設内部の床面及び壁面は、流体状の放射性廃棄物が漏えいし

難い構造であること。 

 

 

 

 

８ 第２項第１号に規定する「漏えいし難い構造」とは、適切な高さまでの壁面、

床面全部及び両者の接合部には耐水性を有する塗料が塗布されていること、並び

に漏えい防止措置の必要な床面及び壁面の貫通部にはラバーブーツ又はモルタ

ル等の充填が施されていること等、堰の機能を失わせないよう適切な耐漏えい措

置が施された構造とすること（技術基準規則第４０条において同じ。） 

 

 

   

二 放射性廃棄物処理施設内部の床面は、床面の傾斜又は床面に設けられた溝の傾斜

により流体状の放射性廃棄物が排液受け口に導かれる構造であり、かつ、流体状の

放射性廃棄物（気体状のものを除く。以下同じ。）を処理する設備の周辺部には、流

体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するための堰が施設されていること。 

 

９ 第２項第２号に規定する「漏えいの拡大を防止するための堰」とは、ポンプ

のシールがリークした時、機器のメインテナンス時又は除染時等に飛散する液体

状の放射性廃棄物が広範囲に拡大することを防止するために設けるものをいい、

排水溝、床面段差等堰と同様の効果を有するものを含む。 

 

 

   

三 放射性廃棄物処理施設外に通じる出入口又はその周辺部には、流体状の放射性廃

棄物が放射性廃棄物処理施設外へ漏えいすることを防止するための堰が施設されて

いること。ただし、放射性廃棄物処理施設内部の床面が隣接する発電用原子炉施設

の床面又は地表面より低い場合であって、放射性廃棄物処理施設外へ漏えいするお

それがない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

１０ 第２項第３号に規定する「施設外へ漏えいすることを防止するための堰」

とは、処理する設備に係わる配管について、長さが当該設備に接続される配管の

内径の１／２、幅がその配管の肉厚の１／２の大きさの開口を当該設備と当該配

管との接合部近傍に仮定したとき、開口からの流体状の放射性廃棄物の漏えい量

のうち最大の漏えい量をもってしても、流体状の放射性廃棄物の漏えいが広範囲

に拡大することを防止するため、当該貯蔵設備の周辺近傍に設けること。この場

合の仮定は堰の能力を算定するためにのみに設けるものであり、開口は施設内の

貯蔵設備に１ヶ所想定し、漏えい時間は漏えいを適切に止めることができるまで

の時間とし、床ドレンファンネルの排出能力は考慮できるものとする。ただし、

床ドレンファンネルの排出機能を期待する場合は、その機能が確実なものでなけ

ればならない。 

 

 

   

四 工場等外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであって放射性物質により汚

染するおそれがある管理区域内に開口部がないもの並びに排水監視設備及び放射性

物質を含む排水を安全に処理する設備を施設するものを除く。）上に放射性廃棄物処

理施設内部の床面がないよう、施設すること。 

 

 

１１ 第２項第４号に規定する「湧水に係るものであって放射性物質により汚染

するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。」とは、自然発生的に

地下から大量に湧き出し、この排出を止めることが技術的に不可能な湧水に係る

排水路は、放射性物質により汚染するおそれがある管理区域に開口部がない場合

には本号を適用除外することができる。 

 

 

   



添付資料－１（33/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

３ 第一項第五号の流体状の放射性廃棄物を運搬するための容器は、第二項第三号に

準じて流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するように施設しなければなら

ない。ただし、管理区域内においてのみ使用されるもの及び漏えいするおそれがな

い構造のものは、この限りでない。 

 

１２ 第３項における「漏えいの拡大を防止するように施設しなければならない」

とは、第２項第３号に準じて運搬容器の周辺に堰、受皿（トレイ）、吸収材を設

置すること。 

「漏えいするおそれのない構造」とは、胴の二重容器構造やフランジ部の二重Ｏ

リング構造とすることを含む。 
× 

（再掲） 

 

今回の工事は、補助ボイラー燃料タンク及び補

助ボイラー燃料サービスタンク等の設置工事

である。 

補助ボイラーは、液体廃棄物処理設備の、ほう

酸回収装置および廃液蒸発装置の運転のため

に蒸気を供給する設計としているが、今回の工

事による変更はない。 

－ － 

 

（廃棄物貯蔵設備等） 

第四十条 放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなければ

ならない。 

一 通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵する容量があること。 

二 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。 

三 崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射性廃棄物に含まれ

る化学薬品の影響その他の負荷により著しく腐食しないこと。 

２ 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される発電用原子炉施設は、放射性

廃棄物による汚染が広がらないように施設しなければならない。 

 

 

第４０条（廃棄物貯蔵設備等） 

 

１ 第１項第１号に規定する「貯蔵する容量」とは、発生量と処理能力、設備の

稼働率を想定したものであること。 

 

 

 

２ 第２項に規定する「汚染が広がらないように施設」とは、ドラム缶に詰める

等汚染拡大防止措置を講じること。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「放射性

廃棄物を貯蔵する設備」ではないため、該当し

ない。 

－ － 

３ 前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される放射性

廃棄物処理施設について準用する。この場合において、「流体状の放射性廃棄物を処

理する設備」とあるのは「流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備」と読み替えるも

のとする。 

３ 第３項に規定する「流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備」とは、貯蔵タン

ク等で、内包する放射性廃棄物の濃度が３７Ｂｑ／ｃｍ３を超える設備をいう。

ただし、当該設備に係る床ドレンサンプの容量が貯蔵容量を超える設備は適用除

外とすることができる。また、第３項は第３９条第２項の解釈８、９、１１を準

用するものとし、この場合「処理する」を「貯蔵する」と読み替えるものとする。

 

 

   

 ４ 堰の設置に関しては、漏えいの拡大を防止するための堰として、貯蔵する設

備について、長さが当該設備に接続される配管の内径の１／２、幅がその配管の

肉厚の１／２の大きさの開口を当該設備と当該配管との接合部近傍に仮定した

とき、開口からの流体状の放射性廃棄物の漏えい量のうち最大漏えい量をもって

しても、流体状の放射性廃棄物の漏えいが広範囲に拡大することを防止するた

め、当該貯蔵設備の周辺に近傍に設けるものをいう。この場合の仮定は、堰の能

力を算定するためにのみに設けるものであり、開口は施設内の貯蔵設備１ヶ所想

定し、漏えい時間は漏えいを適切に止めることができるまでの時間とし、床ドレ

ンファンネルの排出能力は考慮できるものとする。ただし、床ドレンファンネル

の排出機能を期待する場合は、その機能が確実なものでなければならない。また、

施設外へ漏えいすることを防止するための堰は、漏えいの拡大を防止するための

堰の想定に加え、開口を仮定する貯蔵設 

備が設置されている区画内の床ドレンファンネルが排出機能を喪失したとして

も、流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止できる能力をもつものとす

る。 

 

   

 

（放射性物質による汚染の防止） 

第四十一条 発電用原子炉施設のうち、人が頻繁に出入りする建物の内部の壁、床そ

の他の放射性物質により汚染されるおそれがある部分であって、人が触れるおそれ

がある部分の表面は、放射性物質による汚染を除去し易いものでなければならない。

２ 発電用原子炉施設には、人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除

去する設備を施設しなければならない。 

 

第４１条（放射性物質による汚染の防止） 

１ 第１項に規定する「放射性物質により汚染されるおそれがある部分であって、

人が触れるおそれがある部分」とは、管理区域内で人が頻繁に出入りする場所の

床面、壁面（人が触れるおそれがある高さまで）、手摺、梯子をいう。また「表

面は、放射性物質による汚染を除去し易いもの」とは、当該表面が平滑に施工さ

れていること。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、放射性物質により汚染

される恐れはないため、該当しない。 

－ － 

３ 放射性物質により汚染されるおそれがある管理区域内に開口部がある排水路で

あって、工場等外に排水を排出するものには、排水監視設備及び放射性物質を含む

排水を安全に処理する設備を施設しなければならない。 

２ 第３項に規定する「排水監視設備」とは、排水中の放射性物質の濃度を測定

することができる設備をいい、排出する排水が間欠的であるものはサンプリング

分析等により、また連続的であるものは連続モニタ等により排水中の放射性物質

濃度が測定可能な設備であること。 

 

３ 第３項に規定する「安全に処理する設備」とは、排水中の放射性物質の濃度

に異常を検出した場合には、適切な処理により排水中の放射性物質の濃度を低下

させ、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が「実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」

第９条に定める濃度限度を超えないようにできる設備であること。（技術基準規

則第３９条第２項及び第４０条第３項において同じ。）ここで、「適切な処理」と

は、排水中の放射性物質の濃度を測定し、放射性物質の濃度の異常を検出した場

合には、当該排水の排出をすみやかに停止することができ、ろ過、蒸発、イオン

交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈等の方

法により排出中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（生体遮蔽等） 

第四十二条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による工場等周辺の空間線量率が原子力規制

委員会の定める線量限度を十分下回るように施設しなければならない。 

２ 工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、

次に定めるところにより生体遮蔽を施設しなければならない。 

 

 

第４２条（生体遮蔽等） 

１ 第１項においては、第２項で規定する従事者の放射線障害を防止するために

必要な生体遮蔽等を適切に施設すること及び発電用原子炉施設と周辺監視区域

境界までの距離とあいまって、敷地周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り

低減し、周辺監視区域外における線量限度（年間１ｍＳｖ）に比べ十分下回る水

準とすること。ここで、「十分下回る水準」とは、｢発電用軽水型原子炉施設の安

全審査における一般公衆の線量評価について（平成元年３月２７日原子力安全委

員会了承）｣に記載の空気カーマで年間５０μＧｙ程度をいう。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「生体遮

蔽等」が必要な設備ではないため、該当しない。 

－ － 

 

一 放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有するものであること。 

 

 

 

 

２ 第２項第１号に規定する「遮蔽能力を有する」とは、通常運転時の作業員の

被ばく線量が適切な作業管理と相まって、「実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」の第２条及び第６条を満足

することをいい、これを遮蔽計算により確認すること。なお、既に供用中の原子

力発電施設にあっては、定期的な線量率の測定、従事者の被ばく線量の確認によ

り上記告示を満足していることを確認すること。 

 

   

 

二 開口部又は配管その他の貫通部があるものにあっては、必要に応じて放射線漏え

い防止措置が講じられていること。 

 

三 自重、附加荷重及び熱応力に耐えるものであること。 

 

３ 第２項第２号に規定する「放射線漏えい防止措置」としては、次の措置によ

ること。 

（１）開口部を設ける場合、人が容易に接近できないような場所（通路の行き止

まり部、高所等）への開口部設置 

（２）貫通部に対する遮蔽補強（スリーブと配管との間隙への遮蔽材の充塡等）

（３）線源機器と貫通孔との位置関係により、貫通孔から線源機器が直視できな

い措置 

 

   

  

４ 第４２条に規定する｢生体遮蔽｣及び遮蔽設計の具体的仕様に関する規定（第

２項第３号を除く。）は、日本電気協会「原子力発電所放射線遮へい設計規程」

(JEAC 4615-2008)の事故時の遮蔽設計に係る事項を除き、本文及び解説４－５に

以下の条件を付したものによること。 

（１）４．１．２の適用に当たっては、「実効線量が１．３ｍＳｖ/３月間以下と

なる区域は管理区域外として設定できる。」を除き、また、「設定にあたっては、

管理区域の外側で作業する者」を「管理区域の外側の区域における遮蔽設計基準

線量率の設定に当たっては、その区域で作業する者」と、「超える区域」を「超

えるおそれがある区域」と、「運転開始後の放射線管理の運用に支障のないよう」

を「従事者の実効線量限度である年間５０ｍＳｖ及び５年間で１００ｍＳｖを超

えないように、」と読み替えるものとする。 

 

 

   

 （２）解説４－５の適用に当たっては、［BWR］(1)の「目的がある」を「ものと

する」と、［BWR］(2)の「外側区域の」を「外側の区域における」と、「ものであ

る」を「ものとする」と、［BWR］(3)の「２次遮へいの外側区域の」を「２次遮

蔽は、その外側の区域における」と、「管理区域外の」を「管理区域の外側の区

域における」と、「減衰させる」を「減衰させるものとする」と、［BWR］(4)の「外

側区域の」を「外側の区域における」と、「ものである」を「ものとする」と、

［BWR］(5)の「管理区域外の遮へい設計基準線量率以下、及び事故時においても、

制御室に留まり事故対策操作を行う従事者が過度の被ばくを受けないように設

計する」を「管理区域の外側の区域における遮蔽設計基準線量率以下となるよう

に設計するものとする」と、［PWR］(1)の「ものである」を「ものとする」と、

［PWR］(2)の「ものである」を「ものとする」と、［PWR］(3)の「管理区域外の」

を「管理区域の外側の区域における」と、「ものである」を「ものとする」と、

［PWR］(4)の「補助建屋内」を「補助遮蔽」と、「ものである」を「ものとする」

と、［PWR］(5)の「管理区域外の遮へい設計基準線量率以下、及び事故時におい

ても、制御室に留まり事故対策操作を行う従事者が過度の被ばくを受けないよう

に設計する」を「管理区域の外側の区域における遮蔽設計基準線量率以下となる

ように設計するものとする」と読み替えるものとする。 

（「日本電気協会「原子力発電所放射線遮へい設計規程(JEAC4615-2008)」に関す

る技術評価書」（平成２３年３月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取り

まとめ）） 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（換気設備） 

第四十三条 発電用原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線

障害を防止する必要がある場所には、次に定めるところにより換気設備を施設しな

ければならない。 

一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。 

二 放射性物質により汚染された空気が漏えい及び逆流し難い構造であること。 

 

 

 

 

第４３条（換気設備） 

 

 

 

 

１ 第２号に規定する「漏えいし難い構造」とは、ダクトであって内包する流体

の放射線物質の濃度が３７ｍＢｑ／ｃｍ３以上のもの（クラス４管）は、第１７

条に基づく構造とするとともに第２１条の耐圧試験により漏えいし難い構造で

あることが確認されていることをいう。また、「逆流し難い構造」とは、ファン、

逆流防止用ダンパー等を設けることをいう。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「放射線

障害を防止する必要がある場所」ではないた

め、該当しない。 

－ － 

三 排出する空気を浄化する装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の放射性物質に

よる汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。 

 

 

 

 

 

２ 第３号に規定する「ろ過装置」とは、気体状の放射性よう素を除去するよう

素（チャコール又は同等品）フィルター及び放射性微粒子を除去する微粒子（高

性能粒子又は同等品）フィルターを用いることをいう。 

 

３ 第３号に規定する「ろ過装置の取替えが容易な構造であること」とは、換気

設備がろ過装置交換に必要な空間を有するとともに、必要に応じて梯子等を設置

し、ろ過装置の取替えが容易な構造であることをいう。 

 

 

   

四 吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。 ４ 第４号に規定する「汚染された空気を吸入し難い」は、排気筒から十分に離

れた位置に設置することをいう。  
   

 

（原子炉格納施設） 

第四十四条 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障の際に漏えいする放射性物質が公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないよ

う、次に定めるところにより原子炉格納施設を施設しなければならない。 

一 原子炉格納容器にあっては、次に定めるところによること。 

イ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に想定される最大の

圧力及び最高の温度に耐えること。 

ロ 原子炉格納容器に開口部を設ける場合には気密性を確保すること。 

 

 

 

第４４条（原子炉格納施設） 

 

 

 

１ 第１号イに規定する「想定される最大の圧力及び最高の温度に耐えること」

とは、安全評価指針付録１の３．４に示す下記の２項目の解析の条件により確認

できる。 

ａ）原子炉冷却材喪失（ＰＷＲ、ＢＷＲ） 

ｂ）動荷重の発生（ＢＷＲ） 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「一次冷

却系統に係る発電用原子炉施設」ではなく、放

射性物質を含む一次冷却材は内包しないため、

該当しない。 
－ － 

ハ 原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入口は、想定される漏えい量その他の漏え

い試験に影響を与える環境条件に応じて漏えい試験ができること。 

 

 

 

 

２ 第１号ハに規定する「漏えい試験ができる」とは、日本電気協会「原子炉格

納容器の漏えい率試験規程」（JEAC4203-2008）２．５に定めるＢ種試験ができる

こと。なお、総合漏えい率の判定基準に見込む「漏えいの増加要因を考慮した余

裕係数」を０．２とすること。（「日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験

規程」（JEAC4203-2008）に関する技術評価書」（平成２１年２月原子力安全・保

安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

 

   

二 原子炉格納容器を貫通して取り付ける管には、次により隔離弁（閉鎖隔離弁（ロ

ック装置が付されているものに限る。）又は自動隔離弁（隔離機能がない逆止め弁を

除く。）をいう。以下同じ。）を設けること。 

イ 原子炉格納容器に取り付ける管であって原子炉格納容器を貫通するものには、当

該貫通箇所の内側及び外側であって近接した箇所に一個の隔離弁を施設すること。

 

 

（原子炉格納容器隔離弁） 

３ 第２号に規定する「閉鎖隔離弁（ロック装置が付されているものに限る。）」

とはキーロックにて管理されている遠隔操作閉止弁及びチェーンロックにて管

理されている手動弁も含む。 

 

４ 第２号に規定する「自動隔離弁」とは、次のいずれかの設備をいう。 

・安全保護装置からの信号により、自動的に閉鎖する動力駆動による隔離弁 

・隔離機能を有する逆止弁（強制閉鎖装置が付設しているもの、又は、逆止弁に

対する逆圧が全て喪失した場合にあっても必要な隔離機能が重力等に維持され

る逆止弁） 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

ロ イの規定にかかわらず、次に掲げるところにより隔離弁を施設することをもっ

て、イの規定による隔離弁の設置に代えることができる。 

（１） 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設内及び原子炉格納容器内に開口部がな

く、かつ、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊の際に損壊するおそれがな

い管又は一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常の際に構造上内

部に滞留する液体により原子炉格納容器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれ

がない管にあっては、貫通箇所の内側又は外側の近接した箇所に一個の隔離弁を施

設すること。 

 

 

 

 

 

５ 第２号ロ（１）に規定する「一次冷却系統に係る発電用原子炉施設内及び原

子炉格納容器内に開口部がなく」とは、原子炉格納容器の内側で閉じた系を構成

する管をいう。この場合において、隔離弁は遠隔操作にて閉止可能な弁でもよい。

 

６ 第２号ロ（１）に規定する「構造上内部に滞留する液体により原子炉格納容

器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれがない管」は、以下の要件を満たす

こと。 

－ 原子炉冷却材喪失事故時においても原子炉格納容器内において水封が維持さ

れること 

－ 原子炉格納容器外側で閉じた系を構成すること 

－ 格納容器外へ導かれた水の漏えいによる放射性物質の放出量が、原子炉冷却

材喪失事故の格納容器内気相部からの漏えいによる放出量に比べて十分小さい

こと 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「一次冷

却系統に係る発電用原子炉施設」ではなく、放

射性物質を含む一次冷却材は内包しないため、

該当しない。 

－ － 

（２） 貫通箇所の内側又は外側に隔離弁を設ける場合には、一方の側の設置箇所に

おける管であって、湿気その他の隔離弁の機能に影響を与える環境条件によりその

隔離弁の機能が著しく低下するおそれがあると認められるものにあっては、貫通箇

所の外側であって近接した箇所に二個の隔離弁を施設すること。 

（３） 前二号の規定にかかわらず、配管に圧力開放板を適切に設ける場合には、原

子炉格納容器の内側又は外側に通常時において閉止された一個の隔離弁を設けるこ

と。 

７ 第２号ロ（２）に規定する「湿気その他の隔離弁の機能に影響を与える環境

条件によりその隔離弁の機能が著しく低下するおそれがあると認められるもの」

とは、湿気や水滴等により隔離弁の駆動機構等の機能が著しく低下するおそれが

ある管、配管が狭隘部を貫通する場合であって貫通部に近接した箇所に設置でき

ないことにより隔離弁の機能が著しく低下するおそれがある管をいう。 

 

 

 

   

ハ イ及びロの規定にかかわらず、次の場合には隔離弁を設けることを要しない。 

（１） 設計基準事故及び重大事故等の収束に必要な系統の配管に隔離弁を設けるこ

とにより安全性を損なうおそれがあり、かつ、当該系統の配管により原子炉格納容

器の隔離機能が失われない場合 

 

 

８ 第２号ハ（１）に規定する「配管」とは、第３２条で規定する非常用炉心冷

却設備又は第４４条第３号、第４号（ただし、BWR の非常用ガス処理設備及び PWR

のアニュラス空気浄化設備を除く）及び第５号で規定する原子炉格納容器を貫通

する配管、その他隔離弁を設けることにより安全性に支障を生じるおそれがある

配管をいう。ただし、原則遠隔操作が可能であり、隔離機能を有する弁（事故時

に容易に閉鎖可能であり、運転管理により確実に対応できることが確認されてい

る場合は手動操作弁も含む）を設置すること。 

 

 

   

（２） 計測制御系統施設又は制御棒駆動装置に関連する配管であって、当該配管を

通じての漏えい量が十分許容される程度に抑制されているものの場合 

ニ 隔離弁は、閉止後において駆動動力源が喪失した場合においても隔離機能が失わ

れないこと。 

 

 

９ 第２号ハ（２）に規定する「配管を通じての漏えい量が十分許容される程度

に抑制されているもの」とは、ＢＷＲの原子炉圧力容器計装用及び格納容器計装

用の配管、ＰＷＲの格納容器圧力検出用の計測用配管、ＢＷＲの制御棒駆動水圧

系配管のように安全上重要な計測系配管又は制御系配管であって、口径が小さい

配管をいう。ここで、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続される一次格納容器を

貫通する計測系配管について隔離弁を設けない場合には、オリフィス又は過流量

防止逆止弁の設置等流出量抑制対策を講じること。 

 

 

   

ホ 隔離弁は、想定される漏えい量その他の漏えい試験に影響を与える環境条件に応

じて漏えい試験ができること。 

 

 

 

１０ 第２号ホに規定する「漏えい試験ができる」とは、日本電気協会「原子炉

格納容器の漏えい率試験規程」（JEAC4203-2008）２．６に定めるＣ種試験ができ

ること。なお、総合漏えい率の判定基準に見込む「漏えいの増加要因を考慮した

余裕係数」を０．２とすること。（「日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試

験規程」（JEAC4203-2008）に関する技術評価書」（平成２１年２月原子力安全・

保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

 

   

三 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に生ずる水素及び酸

素により原子炉格納容器の安全性を損なうおそれがある場合は、水素又は酸素の濃

度を抑制する設備を施設すること。 

 

 

（原子炉格納容器の可燃性ガスの濃度制御） 

１１ 第３号に規定する「安全性を損なうおそれがある場合」とは、事故評価期

間中に原子炉格納容器内の水素濃度が４％以上、かつ酸素濃度が５％以上である

ことをいう。 

 

１２ 第３号における可燃性ガス濃度制御設備は、設置（変更）許可申請書及び

同添付書類八に規定された仕様を満たすものであること。 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

四 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に原子炉格納容器か

ら気体状の放射性物質が漏えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれが

ある場合は、当該放射性物質の濃度を低減する設備（当該放射性物質を格納する設

備を含む。）を施設すること。 

 

 

 

 

 

 

（放射性物質の濃度低減設備） 

１３ 第４号に規定する気体状の放射性物質を低減する装置とは具体的には以下

の設備をいう。ＢＷＲ：格納容器スプレイ設備、非常用ガス処理設備ＰＷＲ：格

納容器スプレイ設備、アニュラス空気浄化設備また、「当該放射性物質を格納」

するものには、以下の設備も含む。 

ＢＷＲ：原子炉建屋原子炉棟 

ＰＷＲ：アニュラス部 

これらの施設に開口部を設ける場合には気密性を確保すること。 

 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「一次冷

却系統に係る発電用原子炉施設」ではなく、放

射性物質を含む一次冷却材は内包しないため、

該当しない。 

－ － 

 １４ 第４号に規定する気体状の放射性物質を低減する装置の機能は、設置（変

更）許可申請書において評価した当該事象による放射性物質の放出量の評価の条

件を確認することにより確認することができる。また当該設備は、設置（変更）

許可申請書及び同添付書類八に規定された仕様を満たすものであること。この場

合において、設置（変更）許可時の解析条件のうち以下の値に非保守的な変更が

ないことを確認すること。 

(1) ＢＷＲ 

a) 非常用ガス処理設備 

・ガス処理設備のフィルターのよう素除去効率 

・ガス処理設備の処理容量 

(2)ＰＷＲ 

a) アニュラス空気浄化設備 

・浄化装置のフィルターのよう素除去効率 

・アニュラス負圧達成時間 

・浄化装置の処理容量 

 

 

   

 １５ 第４号に規定する「公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合」とは、

一次冷却材系統に係る施設の損壊又は故障による敷地境界外の実効線量が「「発

電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針（平成２年８月３０日原子力

安全委員会）」「解説 Ⅱ.３.判断基準について」に規定する線量を超える場合を

いう。 

 

 

   

五 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に生ずる原子炉格納

容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納容器の安全性を損なうことを防止す

るため、原子炉格納容器内において発生した熱を除去する設備（以下「格納容器熱

除去設備」という。）を次により施設すること。 

 

（原子炉格納容器熱除去装置） 

１６ 第５号に規定する「安全性を損なうこと」とは、一次冷却系統に係る施設

の損壊又は故障によるエネルギー放出によって生ずる圧力と温度に原子炉格納

容器が耐えられないか又は原子炉格納容器漏えい率が公衆に放射線障害を及ぼ

すおそれが生ずるほど大きくなることをいう。 

 

 

   

イ 格納容器熱除去設備は、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに冷却材中の異物

の影響の想定される最も厳しい条件下においても、正常に機能すること。 

 

 

１７ 第５号イに規定する「想定される最も厳しい条件下」とは、予想される最

も小さい有効吸込水頭をいい、格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能につい

ては「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等

について（内規）」（平成２０・０２・１２原院第 5 号（平成２０年２月２７日

原子力安全・保安院制定））によること。 

 

１８ 第５号イに規定する「正常に機能する」とは、具体的には、格納容器熱除

去設備の仕様が設置許可申請書添付書類八に規定された仕様を満足するととも

に、設置許可申請書における評価条件と比較して非保守的な変更がないことを確

認することをいう。 

 

 

   

ロ 格納容器熱除去設備は、その能力を確認するため、発電用原子炉の運転中に試験

ができること。 

１９ 第５号ロに規定する「発電用原子炉の運転中に試験ができる」機器とは、

動的機器（ポンプ及び事故時に動作する弁等）をいう。 
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理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 
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（保安電源設備） 

第四十五条 発電用原子炉施設には、電線路及び当該発電用原子炉施設において常時

使用される発電機からの電力の供給が停止した場合において発電用原子炉施設の安

全性を確保するために必要な装置の機能を維持するため、内燃機関を原動力とする

発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用電源設備を施設しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

第４５条（保安電源設備） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置」

とは、以下の装置をいう。 

・第２条第２項第９号ホに規定される装置 

・燃料プール補給水系 

・第３４条第１項第６号に規定する事故時監視計器 

・原子炉制御室外からの原子炉停止装置 

・ＰＷＲの加圧器逃がし弁（手動開閉機能）及び同元弁 

・非常用電源設備の機能を達成するための燃料系 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「保安電

源設備」ではないため、該当しない。 

－ － 

２ 設計基準対象施設の安全性を確保する上で特に必要な設備には、無停電電源装置

又はこれと同等以上の機能を有する装置を施設しなければならない。 

 

 

２ 第２項に規定する「特に必要な設備」とは、非常用炉心冷却系の計測制御用

電源設備等をいう。「同等以上の機能を有する装置」とは、直流電源装置をいい、

第１６条に規定する蓄電池を兼ねて設置してもよい。 

 
 

   

３ 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）には、第一項の

電線路、当該発電用原子炉施設において常時使用される発電機及び非常用電源設備

から発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置への電力の供給が停止

することがないように、機器の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、その

拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

 

 

３ 第３項に規定する「常時使用される」とは、主発電機又は非常用電源設備か

ら電気が供給されている状態をいう。また、「異常を検知するとともに、その拡

大を防止するために必要な措置」とは、短絡、地絡、母線の低電圧又は過電流な

どを検知し、遮断器等により故障箇所を隔離し、保安を確保するために必要な装

置への影響を限定できる設計及び外部電源に直接接続している変圧器の一次側

において３相のうちの１相の電路の開放が生じた場合に、安全施設への電力の供

給が不安定になったことを検知し、故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更そ

の他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む。）を行うことに

よって、安全施設への電力の供給が停止することがないように、電力供給の安定

性を回復できる設計をいう。 

 

 

   

４ 設計基準対象施設に接続する第一項の電線路のうち少なくとも二回線は、それぞ

れ互いに独立したものであって、当該設計基準対象施設において受電可能なもので

あって、使用電圧が六万ボルトを超える特別高圧のものであり、かつ、それにより

当該設計基準対象施設を電力系統に連系するように施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

４ 第４項に規定する「少なくとも二回線」とは、送受電可能な回線又は受電専

用の回線の組み合わせにより、電力系統と非常用所内配電設備とを接続する外部

電源受電回路を 2 つ以上設けることにより達成されることをいう。 

 

５ 第４項に規定する「互いに独立したもの」とは、２回線以上の電線路の上流

側が一つの変電所又は開閉所のみに連系し、当該変電所又は開閉所が停止するこ

とによって、発電用原子炉施設に連系する全ての電線路が停止する事態にならな

いことをいう。 

 

 

   

５ 前項の電線路のうち少なくとも一回線は、当該設計基準対象施設において他の回

線と物理的に分離して受電できるように施設しなければならない。 

 

６ 設計基準対象施設に接続する電線路は、同一の敷地内の二以上の発電用原子炉施

設を電力系統に連系する場合には、いずれの二回線が喪失した場合においても電力

系統からそれらの発電用原子炉施設への電力の供給が同時に停止しないように施設

しなければならない。 

 

６ 第５項に規定する「物理的に分離」とは、同一の送電鉄塔等に架線されてい

ないことをいう。 

 

 

  

   

７ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を

確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても、

運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基

準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するもの

でなければならない。 

 

８ 設計基準対象施設は、他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設備から受電す

る場合には、当該非常用電源設備から供給される電力に過度に依存しないように施

設しなければならない。 

７ 第７項に規定する「附属設備」には、非常用電源設備の機能を達成するため

の燃料系を含む。 

 

８ 第７項に規定する「工学的安全施設等及び設計基準事故に対処するための設

備がその機能を確保するために十分な容量」とは、工学的安全施設等の設備が必

要とする電源が所定の時間内に所定の電圧に到達し、継続的に供給できる容量を

いう。工学的安全施設等の設備に継続的に供給できる容量に達する時間は、発電

用原子炉設置（変更）許可申請書において評価した原子炉冷却材喪失事故におけ

る工学的安全施設等の設備の作動開始時間を満たすものであるとともに、７日間

の外部電源喪失を仮定しても、電力を供給できる容量以上の燃料を敷地内に貯蔵

すること。また当該設備は、発電用原子炉設置（変更）許可申請書に規定された

仕様を満たすものであること。 
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（緊急時対策所） 

第四十六条 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常

が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所

に施設しなければならない。 

 

第４６条（緊急時対策所） 

１ 第４６条に規定する「緊急時対策所」の機能としては、一次冷却材喪失事故

等が発生した場合において、関係要員が必要な期間にわたり滞在でき、原子炉制

御室内の運転員を介さずに事故状態等を正確にかつ速やかに把握できること。ま

た、発電所内の関係要員に指示できる通信連絡設備、並びに発電所外関連箇所と

専用であって多様性を備えた通信回線にて連絡できる通信連絡設備及びデータ

を伝送できる設備を施設しなければならない。さらに、酸素濃度計を施設しなけ

ればならない。酸素濃度計は、設計基準事故時において、外気から緊急時対策所

への空気の取り込みを、一時的に停止した場合に、事故対策のための活動に支障

がない酸素濃度の範囲にあることが正確に把握できるものであること。また、所

定の精度を保証するものであれば、常設設備、可搬型を問わない。 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「緊急時

対策所」ではないため、該当しない。 

－ － 

 

（警報装置等） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、その機械又は器具の機能の喪失、誤操作その他

の異常により発電用原子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生した場合、第

三十四条第一項第九号の放射性物質の濃度又は同条同項第十二号及び第十三号の線

量当量率が著しく上昇した場合又は流体状の放射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する

設備から流体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが発生した場合において

これらを確実に検出して自動的に警報する装置を施設しなければならない。 

 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の水温の著しい上昇又は使用済燃料貯

蔵槽の水位の著しい低下を確実に検知し、自動的に警報する装置を施設しなければ

ならない。ただし、発電用原子炉施設が、使用済燃料貯蔵槽の水温の著しい上昇又

は使用済燃料貯蔵槽の水位の著しい低下に自動的に対処する機能を有している場合

は、この限りでない。 

 

 

 

第４７条（警報装置等） 

１ 第１項に規定する「警報する装置」とは、表示ランプ点灯だけでなく同時に

ブザー鳴動等を行うこと。 

 

２ 第１項における警報すべきそれぞれの場合に対しては、少なくとも以下のも

のが施設されていること。 

第 47 条 ＢＷＲ ＰＷ 

その機械又は器具の機能の喪

失、誤操作その他の異常により

発電用原子炉の運転に著しい

支障を及ぼすおそれが発生し

た場合 

原子炉水位低又は

高 
原子炉水位低又は高 

原子炉圧力高 原子炉圧力高 
中性子束高 中性子束高 
原子炉建屋放射能

高 
原子炉格納容器内放射能

高 

主蒸気管放射能高 復水器排気放射能高 

第３４条第１項第９号の放射性

物質の濃度又は同条同項第１

２号及び第１３号の線量当量率

が著しく上昇した場合 

排気筒放射能高 排気筒放射能高 
エリア放射線モニタ

放射能高 
エリア放射線モニタ放射

能高 
周辺監視区域放射

能高 
周辺監視区域放射能高 

流体状の放射性廃棄物を処理

し、又は貯蔵する設備から流体

状の放射性廃棄物が著しく漏

えいするおそれが発生した場

合 

機器ドレン、床ドレン

の容器又はサンプ

の水位 

機器ドレン、床ドレンの容

器又はサンプの水位 

第３４条第１項第１４号の水温が

著しく上昇した場合若しくは水

位が著しく下降した場合 

使用済燃料貯蔵プ

ール水温高 
使用済燃料ピット水温高 

使用済燃料貯蔵プ

ール水温低 
使用済燃料ピット水位低 

 

× 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「一次冷

却系統に係る設備等」ではないため、該当しな

い。 

－ － 

 ３ 第１項に規定する「放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが生じた場合に

これらを確実に検出して」とは、床への漏えい又はそのおそれ（数滴程度の微少

漏えいを除く。）を早期に検出するよう、ポンプ及び弁からのシールリーク、タ

ンクからのリーク等により、通常の運転状態から逸脱が生じた場合に、タンク又

はサンプの水位の異常変化を検出すること。 

 

 

   

３ 発電用原子炉施設には、発電用原子炉並びに一次冷却系統及び放射性廃棄物を処

理し、又は貯蔵する設備に係る主要な機械又は器具の動作状態を表示する装置を施

設しなければならない。 

 

４ 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に発電用

原子炉施設内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び多様性を確保した

通信連絡設備を施設しなければならない。 

 

４ 第３項における表示すべき動作状態の種類は、ポンプの運転・停止状態、弁

の開・閉状態等を、表示方法としては表示ランプの点灯をいう。 

 

 

５ 第４項に規定する「一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障」

とは、事故の発生等（一次冷却系に係る発電用原子施設の損傷又は故障を含む。）

に伴い従業員等の一時退避、事故対策のための集合等を要する事態をいう。 

 

６ 第４項に規定する「警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備」とは、原

子炉制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建屋

内外各所の人に操作、作業、退避の指示等の連絡を、ブザー鳴動等により行うこ

とができる設備及び音声により行うことができる設備をいう。 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

５ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において当該発電用原子炉施設外の通

信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信

回線を施設しなければならない。 

 

７ 第５項に規定する「当該発電用原子炉施設外の通信連絡」とは、原子炉制御

室等から、使用制限を受けない専用の通信回線を通じて、所外必要箇所への事故

の発生等（一次冷却系に係る発電用原子炉施設の損傷又は故障を含む。）に係る

連絡をいう。 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、本条文に示す「一次冷

却系統に係る設備等」ではないため、該当しな

い。 

－ － 

 

（準用） 

第四十八条 第十七条第十五号の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定め

る省令第二章の規定は、設計基準対象施設に施設する補助ボイラーについて準用す

る。 

 

 

第４８条（準用） 

１ 第１項において準用する第１７条第１５号に規定する「主要な耐圧部の溶接

部」とは、以下に掲げるものの溶接部をいう。 

（１） 設計基準対象施設の補助ボイラーに属する容器のうち、次に定める圧力

以上の圧力を加えられる部分（以下「耐圧部」）について溶接を必要とするもの

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度１００℃未満のものについては、

最高使用圧力１９６０ｋＰａ 

ロ 液化ガス（通常の使用状態での温度における飽和圧力が１９６ｋＰａ以上で

あって現に液体の状態であるもの又は圧力が１９６ｋＰａにおける飽和温度が

３５℃以下であって現に液体の状態であるものをいう。以下同じ。）用の容器又

は管については、最高使用圧力０ｋＰａ 

ハ イ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力９８ｋＰａ 

ニ イ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧力９８０ｋＰａ（長

手継手の部分にあっては、４９０ｋＰａ） 

（２） 設計基準対象施設の補助ボイラーに係る外径１５０ｍｍ以上の管のうち、

耐圧部について溶接を必要とするもの 

 

２ 第１項において準用する第１７条第１５号の規定に適合する溶接部とは、次

の（１）又は（２）のいずれかに適合した溶接部をいう。 

（１）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格 2005(2007)」の規定に「日本機械

学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記－５）」の要件を付したもの 

（２）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格 2012」の規定に「日本機械学会「設

計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当たって（別記－２）」及び「日本機

械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記－５）」の要件を付したもの（「溶

接規格 2007 技術評価書」、「設計・建設規格 2007 技術評価書」及び「設計・建設

規格 2012 技術評価書」） 

 

６ 火力省令の準用に当たっては、「発電用火力設備の技術基準の解釈」の該当部

分によること。 

 

○ 

第１７条１５号の規定および発電用火力設備

に関する技術基準を定める省令第２章（第５条

～第１１条）への適合を確認する。 

 

・第１７条１５号参照。 

・別紙１「発電用火力設備に関する技術

基準を定める省令の準用について」参

照。 

強度に関する説明書

２ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十九条から第二十三条までの

規定は、設計基準対象施設に施設するガスタービンについて準用する。 

 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二十五条から第二十九条まで

の規定は、設計基準対象施設に施設する内燃機関について準用する。 

 

３ ガスタービンの附属設備に属する容器及び管は発電用原子炉施設に含まれる

ことから、第１７条、第２０条及び第２１条によりそれぞれ材料及び構造、安全

弁等並びに耐圧試験の規定が適用される。 

４ 内燃機関の附属設備に属する容器及び管は発電用原子炉施設に含まれること

から、第１７条、第２０条及び第２１条によりそれぞれ材料及び構造、安全弁等

並びに耐圧試験の規定が適用される。 

× 

今回の工事は、補助ボイラー燃料タンク及び補

助ボイラー燃料サービスタンク等の設置工事

であり、ガスタービン又は内燃機関ではないた

め、該当しない。 

 

－ － 

４ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令（平成二十四年

経済産業省令第七十号）第四条から第十六条まで、第十九条から第二十八条まで及

び第三十条から第三十五条までの規定は、設計基準対象施設に施設する電気設備に

ついて準用する。 

７ 原子力発電工作物に係る電気設備の技術基準を定める省令（平成２４年９月

経済産業省令第七十号）の準用に当たっては、「原子力発電工作物に係る電気設

備の技術基準の解釈」（原規技発第 1306199 号（平成２５年６月１９日原子力規

制委員会決定））の該当部分によること。 

○ 

今回の工事は、補助ボイラー燃料タンク及び補

助ボイラー燃料サービスタンク等の設置工事

に伴う電気設備の工事に関しては、原子力発電

工作物に係る電気設備に関する技術基準を定

める省令への適合を確認する。 

 

・別紙２「原子力発電工作物に係る電気

設備に関する技術基準を定める省令の

準用について」参照。 

－ 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（重大事故等対処施設の地盤） 

第四十九条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定

める地盤に施設しなければならない。 

一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止設備」という。）

であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するも

の（以下「常設耐震重要重大事故防止設備」という。）が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合

においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 設置許可基準規則第四条第二

項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設

を十分に支持することができる地盤 

三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和設備」という。）

が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動

による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持する

ことができる地盤 

四 特定重大事故等対処施設 設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する

地震力が作用した場合及び基準地震動による地震力が作用した場合においても当該

特定重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 

 

第４９条（重大事故等対処施設の地盤） 

１ 第４９条の適用に当たっては、第４条の解釈に準ずるものとする。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（地震による損傷の防止） 

第五十条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定め

るところにより施設しなければならない。 

一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがあ

る事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと。 

 

 

第５０条（地震による損傷の防止） 

１ 第５０条の適用に当たっては、第５条の解釈に準ずるものとする。 

 

 

 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 設置許可基準規則第四条第二

項の規定により算定する地震力に十分に耐えること。 

三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施

設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないこと。 

２ 第 1 項第２号に規定する「設置許可基準規則第４条第２項の規定により算定

する地震力」とは、設置許可基準規則解釈第３９条２の地震力とする。 

 

 

 

 

   

四 特定重大事故等対処施設 設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する

地震力に十分に耐え、かつ、基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないこと。 

 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。）が設置許可基

準規則第四条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置

を講じなければならない。 

３ 第 1 項第４号に規定する「設置許可基準規則第４条第２項の規定により算定

する地震力」とは、設置許可基準規則解釈第３９条３の地震力とする。 

 

   

 

（津波による損傷の防止） 

第五十一条 重大事故等対処施設が基準津波によりその重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じ

なければならない。 

 

第５１条（津波による損傷の防止） 

１ 第５１条の適用に当たっては、第６条の解釈に準ずるものとする。 
× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（火災による損傷の防止） 

第五十二条 重大事故等対処施設が火災によりその重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。 

イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置を講ずるこ

と。 

ロ 重大事故等対処施設には、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 

（１） 重大事故等対処施設に使用する材料が、代替材料である場合 

（２） 重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上

困難な場合であって、重大事故等対処施設における火災に起因して他の重大事故等

対処施設において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合

ハ 避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するための設備を施設するこ

と。 

ニ 水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性がある設備にあっては、水

素の燃焼が起きた場合においても重大事故等対処施設の重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわないよう施設すること。 

ホ 放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、重大事故等対処

施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがある場合には、水

素の蓄積を防止する措置を講ずること。 

二 火災の感知及び消火のため、火災と同時に発生すると想定される自然現象によ

り、火災感知設備及び消火設備の機能が損なわれることがないように施設すること。

 

第５２条（火災による損傷の防止） 

１ 第５２条の適用に当たっては、第１１条の解釈に準ずるものとする。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（特定重大事故等対処施設） 

第五十三条 工場等には、次に定めるところにより特定重大事故等対処施設を施設し

なければならない。 

一 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと。 

二 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有すること。 

三 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生後、発電

用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、使用できること 

 

第５３条（特定重大事故等対処施設） 

１ 第１号に規定する「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがないこと」とは、以下に規定する設備又はこれと同等以上の効果を有する

設備とする。 

(a) 原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設が同時に破損することを防ぐため

に必要な離隔距離（例えば 100m 以上）を確保すること、又は故意による大型航

空機の衝突に対して頑健な建屋に収納すること。 

 

２ 特定重大事故等対処施設は、第４９条第１項第４号、第５０条第１項第４号

及び第５１条並びに第５３条各号のそれぞれの要求事項を満たす施設群から成

るが、少なくとも第４９条第１項第４号、第５０条第１項第４号及び第５１条の

要求事項を満たす施設は一の施設でなければならない。 

 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 ３ 第２号に規定する「原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備」と

は、以下に掲げる設備又はこれらと同等以上の効果を有する設備をいう。 

(a)以下の機能を有すること。 

ⅰ．原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能（例えば、緊急時制御室からの

原子炉減圧操作設備） 

ⅱ．炉内の溶融炉心の冷却機能（例えば、原子炉内への低圧注水設備） 

ⅲ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能（例えば、原子炉格納容

器下部への注水設備） 

ⅳ．格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能（例えば、原子炉格納容器ス

プレイへの注水設備） 

ⅴ．原子炉格納容器の過圧破損防止機能（例えば、格納容器圧力逃がし装置（排

気筒を除く）） 

ⅵ．水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能（必要な原子炉）（例えば、

水素濃度制御設備） 

ⅶ．サポート機能（例えば、電源設備、計装設備、通信連絡設備） 

ⅷ．上記設備の関連機能（例えば、減圧弁、配管等） 

(b)上記３(a)の機能を制御する緊急時制御室を設けること。 
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(c)上記３(a)の機能を有する設備は、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処

設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）に対して、可能な限り、

多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

(d)重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）によ

る格納容器破損防止対策が有効に機能しなかった場合は、原子炉制御室から移動

し緊急時制御室で対処することを想定し、緊急時制御室の居住性について、次の

要件を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故と同等とすること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための

体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体制を整

備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 (e)通信連絡設備は緊急時制御室に整備され、原子炉制御室及び工場等内緊急時

対策所その他の必要箇所との通信連絡を行えるものであること。 

(f)電源設備は、「原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備」に電力を

供給するものであり、特定重大事故等対処施設の要件を満たすこと。同電源設備

には、可搬型代替電源設備及び常設代替電源設備のいずれからも接続できるこ

と。なお、電源設備は、特定重大事故等対処施設に属するが、重大事故に至るお

それがある事故が発生した場合にも活用可能である。 

 

４ 第３号に規定する「発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、

使用できること」とは、例えば、少なくとも 7 日間、必要な設備が機能するに

十分な容量を有するよう設計を行うことをいう。 

 

   

 

（重大事故等対処設備） 

第五十四条 重大事故等対処設備は、次に定めるところによらなければならない。 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用

条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮すること。 

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できること。 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所

の保守点検（試験及び検査を含む。）ができること。 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっ

ては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えること。 

 

 

第５４条（重大事故等対処設備） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」とは、設置許可

基準規則解釈第３７条において想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい

損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対策が

想定するもの。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをいう。 

２ 第１項第３号の規定の適用に当たっては、第１５条第２項の解釈に準ずるも

のとする。 

 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないこと。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び

復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の

選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。 

 

２ 常設重大事故等対処設備は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらな

ければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有すること。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用しないこと。ただし、二以上の発電用原

子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は、この限りでない。 

 

３ 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施設だけでなく、

当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備も含む。 

 

 

 

 

  

   

三 常設重大事故防止設備には、共通要因（設置許可基準規則第二条第二項第十八号

に規定する共通要因をいう。以下同じ。）によって設計基準事故対処設備の安全機能

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講ずること。 

 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を講ずること」とは、

可能な限り多様性を考慮することをいう。 
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３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項の規定によるほか、次に定めると

ころによらなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有す

ること。 

二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施

設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあって

は、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は

発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他

の適切な措置を講ずること。 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続することができなく

なることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は

電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設ける

こと。 

四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設

置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くな

るおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置

を講ずること。 

 

 

 

 

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、次によること。

(a) 可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可搬型注水設備

（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）にあっては、必要な

容量を賄うことができる可搬型重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上

を持つこと。これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時

のバックアップを工場等全体で確保する。 

(b)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等であって負荷に直

接接続するものにあっては、１負荷当たり１セットに、工場等全体で故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップを加えた容量を持つ

こと。 

(c)「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事故等において、炉

心損傷防止及び格納容器破損防止等のために有効に必要な機能を果たすことが

できる容量をいう。 

 

６ 第３項第３号について、複数の機能で一つの接続口を使用する場合は、それ

ぞれの機能に必要な容量（同時に使用する可能性がある場合は、合計の容量）を

確保することができるように接続口 

を設けること。 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件

を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

７ 第３項第５号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場所は、故意によ

る大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原子炉建屋から 100m 以上離隔をと

り、原子炉建屋と同時に影響を受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝

突に対して頑健性を有すること。 
 

   

六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を運

搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保で

きるよう、適切な措置を講ずること。 

 

 

△ 

補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃

料サービスタンク等は、可搬型重大事故等対処

設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握

するため、工場等内の道路及び通路が確保でき

るよう設置するため、問題ない。 

伊方発電所第３号機の工場等内の道路及び通

路の確保に関する適合性確認については、新基

準適合性審査において工事計画認可申請を行

っている。 

－ 

共通項目にて整理す

る。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものには、共通要因によって、設計基準事故対

処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事

故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講ずること。 

 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

  

 

（材料及び構造） 

第五十五条 重大事故等対処設備に属する容器、管、ポンプ若しくは弁又はこれらの

支持構造物の材料及び構造は、次に定めるところによらなければならない。この場

合において、第一号から第三号まで及び第七号の規定については、使用前に適用さ

れるものとする。 

一 重大事故等クラス１機器及び重大事故等クラス１支持構造物に使用する材料は、

次に定めるところによること。 

イ 重大事故クラス等１機器又は重大事故等クラス１支持構造物が、その使用される

圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有

すること。 

 

 

第５５条（材料及び構造） 

１ 第４号から第６号までの構造強度は、原子炉等規制法第４３条の３の１４に

基づき維持段階にも適用される。 

 

 

 × 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

ロ 重大事故等クラス１機器に使用する材料にあっては、当該機器の最低使用温度に

対して適切な破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法により確認した

ものであること。 

ハ 重大事故等クラス１機器に属する鋳造品にあっては、有害な欠陥がないことを非

破壊試験により確認したものであること。 

 

２ 第１号ロ及び第２号ロに規定する材料にあっては、本規程第１７条３を準用

することができる。 

 

  

   



添付資料－１（45/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

二 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物に使用する材料は、

次に定めるところによること。ただし、次に掲げる性能と同等以上の性能を有する

場合は、この限りでない。 

イ 重大事故等クラス２機器又は重大事故等クラス２支持構造物が、その使用される

圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有

すること。 

ロ 重大事故等クラス２機器に使用する材料にあっては、当該機器の最低使用温度に

対して適切な破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法により確認した

ものであること。 

ハ 重大事故等クラス２機器に属する鋳造品にあっては、有害な欠陥がないことを非

破壊試験により確認したものであること。 

 

 

３ 第２号に規定する「同等以上の性能を有する場合」には、当該機器及び支持

構造物がその設計上要求される強度を確保できるものであることを示すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

三 重大事故等クラス３機器（重大事故等クラス３容器、重大事故等クラス３管、重

大事故等クラス３ポンプ又は重大事故等クラス３弁をいう。以下同じ。）に使用する

材料は、当該機器が使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な

機械的強度及び化学的成分を有すること。 

四 重大事故等クラス１機器及び重大事故等クラス１支持構造物の構造及び強度は、

次に定めるところによること。 

イ 重大事故等クラス１機器にあっては、設計上定める条件において、全体的な変形

を弾性域に抑えること。 

ロ 重大事故等クラス１機器に属する伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力

が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。 

ハ 重大事故等クラス１管（伸縮継手を除く。）にあっては、設計上定める条件にお

いて、疲労破壊が生じないこと。 

ニ 重大事故等クラス１容器及び重大事故等クラス１管にあっては、設計上定める条

件において、座屈が生じないこと。 

ホ 重大事故等クラス１支持構造物であって、重大事故等クラス１機器に溶接により

取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス１機器に損壊を生じさせるおそれ

があるものにあっては、設計上定める条件において、延性破断及び座屈が生じない

こと。 

４ 第３号に規定する「適切な機械的強度及び化学的成分を有すること」とは、

例えば、日本工業規格等の適切な規格及び基準に適合する材料とする。完成品と

して一般産業品の規格基準へ適合している場合（消防法に基づく技術上の規格を

満たす消防車等）には、第３号の規定を満たすものと解釈する。 

 

 

 

 

 

   

五 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の構造及び強度は、

次に定めるところによること。ただし、次に掲げる性能と同等以上の性能を有する

場合は、この限りでない。 

イ 重大事故等クラス２機器にあっては、設計上定める条件において、全体的な変形

を弾性域に抑えること。 

ロ 重大事故等クラス２機器に属する伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力

が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。 

ハ 重大事故等クラス２管（伸縮継手を除く。）にあっては、設計上定める条件にお

いて、疲労破壊が生じないこと。 

ニ 重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２管にあっては、設計上定める条

件において、座屈が生じないこと。 

ホ 重大事故等クラス２支持構造物であって、重大事故等クラス２機器に溶接により

取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス２機器に損壊を生じさせるおそれ

があるものにあっては、設計上定める条件において、延性破断及び座屈が生じない

こと。 

５ 第５号に規定する「同等以上の性能を有する場合」には、当該機器及び支持

構造物がその設計上要求される強度を確保できるものであることを示すこと。 

 

 

 

   

六 重大事故等クラス３機器の構造及び強度は、設計上定める条件において、全体的

な変形を弾性域に抑えること。 

 

 

６ 第４号イ、第５号イ及び第６号に規定する「全体的な変形を弾性域に抑える

こと」とは、本規程第１７条６を準用するものをいう。ただし、第６号の重大事

故等クラス３機器にあっては、完成品として一般産業品の規格及び基準へ適合し

ている場合（消防法に基づく技術上の規格を満たす消防車等）には、第六号の規

定を満たすものと解釈する。 

 

７ 第１号、第２号、第４号及び第５号の規定に適合する材料及び構造とは、本

規程第１７条１０を準用するものをいう。この場合において、第１号及び第４号

の規定の適用に当たって「クラス２」とあるのは「重大事故等クラス１」と、第

２号及び第５号の規定の適用に当たって「クラス２」とあるのは「重大事故等ク

ラス２」とそれぞれ読み替えるものとし、「材料規格 2012」の許容引張応力（S 値）

は、「設計・建設規格 2005（2007）」付録材料図表の値に読み替えるものとする。

（「材料規格 2012 技術評価書」） 

 

   



添付資料－１（46/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

七 重大事故等クラス１容器、重大事故等クラス１管、重大事故等クラス２容器及び

重大事故等クラス２管のうち主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をい

う。）は次に定めるところによること。ただし、重大事故等クラス２容器及び重大事

故等クラス２管にあっては、次に掲げる性能と同等以上の性能を有する場合は、こ

の限りでない。 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込

み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法、溶接設備及び技能を有する

溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。 

 

８ 第７号に規定する「主要な耐圧部の溶接部」とは、本規程第１７条１５を準

用するものをいう。 

 

９ 第７号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、本規程第１７

条１６を準用するものをいう。 

 

１０ 第７号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」とは、本規

程第１７条１７を準用するものをいう。 

 

１１ 第７号ロに規定する「非破壊試験」とは、本規程第１７条１８を準用する

ものをいう。 

 

１２ 第７号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、本規程第１７条１９を

準用するものをいう。 

 

１３ 第７号の規定に適合する溶接部とは、本規程第１７条２０を準用するもの

をいう。この場合において、重大事故等クラス１容器及び重大事故等クラス１管

に係るものにあっては「クラス２」は「重大事故等クラス１」と読み替えるもの

とする。また、重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２管に係るものに

あっては「クラス２」は「重大事故等クラス２」と読み替えるものとする。 

× 

（再掲） 

 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（使用中の亀裂等による破壊の防止） 

第五十六条 使用中の重大事故等クラス１機器、重大事故等クラス１支持構造物、重

大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物には、その破壊を引き起

こす亀裂その他の欠陥があってはならない。 

 

第５６条（使用中の亀裂等による破壊の防止） 

１ 第５６条の適用に当たっては、第１８条の解釈に準ずるものとする。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（安全弁等） 

第五十七条 重大事故等対処施設には、発電用原子炉施設の安全性を確保する上で機

器に作用する圧力の過度の上昇を適切に防止する性能を有する安全弁、逃がし弁、

破壊板又は真空破壊弁を必要な箇所に設けなければならない。 

 

第５７条（安全弁等） 

１ 第５７条に規定する「発電用原子炉施設の安全性を確保する上で機器に作用

する圧力の過度の上昇を適切に防止する性能を有する安全弁、逃がし弁、破壊板

又は真空破壊弁」とは、第２０条の規定に準ずるものをいう。 × 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（耐圧試験等） 

第五十八条 重大事故等クラス１機器、重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラ

ス３機器に属する機器は、当該機器の使用時における圧力で耐圧試験を行ったとき、

これに耐え、かつ、著しい漏えいがないものでなければならない。ただし、他の方

法により当該圧力に耐え、かつ、圧力を加えた場合に著しい漏えいがないことを確

認できる場合は、この限りでない。 

２ 重大事故等クラス１機器、重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス３機器

に属する機器は、当該機器の使用時における圧力で漏えい試験を行ったとき、著し

い漏えいがないものでなければならない。ただし、他の方法により当該圧力を加え

た場合に著しい漏えいがないことを確認できる場合は、この限りでない。 

 

第５８条（耐圧試験等） 

１ 第５８条の適用にあたっては、第２１条の解釈に準ずるものとする。ただし、

重大事故等クラス３機器に係る耐圧試験にあっては、完成品として一般産業品の

規格及び基準へ適合している場合（消防法に基づく技術上の規格を満たす消防車

等）には、第１項の規定を満たすものと解釈する。 

 

 

２ 第１項及び第２項に規定する「他の方法」とは、機器の使用時における圧力

で試験を行うことが困難と認められる場合に、評価等の方法を用いて実施する場

合をいう。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時において発電用原子

炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当

該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を

未臨界に移行するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

 

第５９条（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設 

備） 

１ 第５９条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象が発生するおそれがある場合」とは、発電用原子炉が緊急停止していなけれ

ばならない状況にもかかわらず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変

化から緊急停止していないことが推定される場合のことをいう。 

 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 ２ 第５９条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

（１）BWR 

ａ）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スクラム系統から独

立した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）を整備すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生

するおそれがある場合」に、原子炉出力を制御するため、原子炉冷却材再循環ポ

ンプを自動で停止させる装置を整備すること。 

ｃ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を整備すること。

（２）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生

するおそれがある場合」に、原子炉出力を抑制するため、補助給水系ポンプを自

動的に起動させる設備及び蒸気タービンを自動で停止させる設備を整備するこ

と。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生

するおそれがある場合」には、化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による

十分な量のほう酸水注入を実施する設備を整備すること。 

 

   

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

第六十条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

て、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備

を施設しなければならない 

 

第６０条（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備） 

１ 第６０条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却

系(RCIC)若しくは非常用復水器（BWR の場合）又はタービン動補助給水ポンプ

（PWR の場合）（以下「RCIC 等」という。）により発電用原子炉を冷却するため、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備

を整備すること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用

いた弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続を行う可搬型

重大事故防止設備等を整備すること。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による

措置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運

転継続を行うために必要な設備を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 
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技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第六十一条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であ

って、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合にお

いても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６１条（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

１ 第６１条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃がし安全弁を作動させ

る減圧自動化ロジックを設けること（BWR の場合）。 

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の場

合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合））を作動させ原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替直流電

源設備を配備すること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを

配備すること。 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件において確

実に作動すること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

第六十二条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であ

って、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合にお

いても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉

を冷却するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６２条（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備） 

１ 第６２条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉

を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設 

備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため、常設

重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、

多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第六十三条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシン

クへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、

最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６３条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

１ 第６３条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及

び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWR 

においては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保

できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシ

ステム(UHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。

加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について考慮すること。また、

PWR においては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷却

系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第６５条１ｂ)に準ずる

こと。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 



添付資料－１（49/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第六十四条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器

内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格

納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を施設しなければならな

い。 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容

器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃

度を低下させるために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６４条（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射

性物質の濃度を低下させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故等対処設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）が機

能喪失しているものとして、格納容器スプレイ代替注水設備を配備すること。 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対処設備に対し

て、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

（２）兼用 

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破損防止目的の設備

は、同一設備であってもよい。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

第六十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６５条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

１ 第６５条に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニットを設置すること。 

ｂ）上記ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するもので

あること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられてい

ること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えば SGTS）や他

号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影響がな

い場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格

納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作が

できること。 

 

 

   

 ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃がし

装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされて

いること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。ただし、

格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定さ

れたラプチャーディスク（原子炉格納容器の隔離機能を目的としたものではな

く、例えば、配管の窒素充填を目的としたもの）を使用する場合又はラプチャー

ディスクを強制的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けな

い場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽等の

放射線防護対策がなされていること。 

 

   



添付資料－１（50/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第六十六条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心

を冷却するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６６条（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

１ 第６６条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却

するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備をいう。なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心の冷却は、溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶融

炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止するために行わ

れるものである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格納容器下部注水設備

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホース等）を整備すること。

（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は、接続する建屋内の流路をあら

かじめ敷設すること。） 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置

的分散を図ること。（ただし、建屋内の構造上の流路及び配管を除く。） 

ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第六十七条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防

止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６７条（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

１ 第６７条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路での水素爆発を

防止すること、放射性物質の低減設備、水素及び放射性物質濃度測定装置を設け

ること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる監

視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第六十八条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するため

の施設（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要があ

る場合には、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設備

を施設しなければならない。 

 

第６８条（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

１ 第６８条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

ａ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがないこと

を示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する機能を付け

ること。放射性物質低減機能を付けること。）を設置すること。 

ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる監視

設備を設置すること。 

ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 



添付資料－１（51/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第六十九条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪

失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料

（以下「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止

するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６９条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又

は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が低下した場合」とは、設置許可基準規則解釈第３７条３－１(a)及び

(b)で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の

水位の低下をいう。 

 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界

を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を

配備すること。 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し、

又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるも

のであること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因

により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体

等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を施設しな

ければならない。 

 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨

界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプレイライ

ン及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持でき

ない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備

を整備すること。 

 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によるこ

と。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設

備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能である

こと。 

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備か

らの給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

 

   

 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第七十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡

散を抑制するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第７０条（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

１ 第７０条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対

応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水するこ

とが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、工場等内発電用

原子炉施設基数の半数以上を配備すること。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備すること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 



添付資料－１（52/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第七十一条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を供給するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第７１条（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

１ 第７１条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電

用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等により、多重

性又は多様性を確保すること。（PWR） 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

  

 

（電源設備） 

第七十二条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことに

より重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体

（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要

な電力を確保するために必要な設備を施設しなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第四十五条第一項の規定により設置される非常用電源設

備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源

が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子

炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を施設しなければならない。 

 

第７２条（電源設備） 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8 時間、電気の供

給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御室

又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含ま

ない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわた

り、電気の供給を行うことが可能であること。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給を

行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにあら

かじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)

及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、代替所内電気設備を設けることなど

により共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の

接近性の確保を図ること。 

 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電

気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わず

に 8 時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間に

わたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるも

う１系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（3 系統目）を整備す

ること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 



添付資料－１（53/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（計装設備） 

第七十三条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のもの

を含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータ（設置許可基準規則第十六条第三項第二号に規定するパラメータをいう。以

下同じ。）を計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するた

めに有効な情報を把握できる設備を施設しなければならない。 

 

第７３条（計装設備） 

１ 第７３条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推

定するために有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事故

等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべ

き炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握する

ことが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確に

すること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の

発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備すること。

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整備する

こと。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確からしさ

を考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定さ

れる重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができ

ること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（原子炉制御室） 

第七十四条 第三十八条第一項の規定により設置される原子炉制御室には、重大事故

が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備を施設しなければな

らない。 

 

第７４条（原子炉制御室） 

１ 第７４条に規定する「運転員がとどまるために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電源設備からの給電

を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について、次の要

件を満たすものであること。 

① 設置許可基準規則解釈第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原子

炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功し

た事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧力逃がし装置等

の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための

体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体制を整

備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、原

子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替

え等を行うための区画を設けること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（監視測定設備） 

第七十五条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周

辺（工場等の周辺海域を含む。）において、発電用原子炉施設から放出される放射性

物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することが

できる設備を施設しなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速

その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を施設しな

ければならない。 

 

第７５条（監視測定設備） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び

放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生し

た場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を測定できる

ものであること。 

ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失しても代替し得

る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代替モニタリング設備を配備する

こと。 

ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 



添付資料－１（54/54） 

 

技術基準規則 技術基準規則の解釈 
今回の工事に

対する要求 
理由 基本設計方針、要目表 

該当事項を説明 

している添付書類 

 

（緊急時対策所） 

第七十六条 第四十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生

した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよ

う、次に定めるところによらなければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよ

う、適切な措置を講ずること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するた

めに必要な情報を把握できる設備を設けること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うた

めに必要な設備を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容すること

ができる措置を講じなければならない。 

 

第７６条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を備えたものをいう。 

ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能を

喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失しないこと。

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。また、当該代

替電源を含めて緊急時対策所の電源は、多重性又は多様性を有すること。 

ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及び換気設計を

行うこと。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故と同等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要員は緊急時

対策所内でのマスクの着用なしとして評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよい。ただし、

その場合は、実施のための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。 

ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替

え等を行うための区画を設けること。 

 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは、第

１項第１号に規定する「重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員」に

加え、少なくとも原子炉格納容器の破損等による工場等外への放射性物質の拡散

を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含むものとする。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第七十七条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合において当該発電用

原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な

設備を施設しなければならない。 

 

第７７条（通信連絡を行うために必要な設備） 

１ 第７７条に規定する「当該発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの給

電を可能とすること。 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

 

（準用） 

第七十八条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十九条から第二十三

条までの規定は、重大事故等対処施設に施設するガスタービンについて、同令第二

十五条から第二十九条までの規定は、重大事故等対処施設に施設する内燃機関につ

いて準用する。 

２ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令第四条から第

十六条まで、第十九条から第二十八条まで及び第三十条から第三十五条までの規定

は、重大事故等対処施設に施設する電気設備について準用する。 

 

× 

補助ボイラーは、重大事故等対処施設ではない

ため、該当しない。 

－ － 

  



別紙１ (1 / 12)　　

備考

補助ボイラー
燃料タンク及
び補助ボイ
ラー燃料サー
ビスタンク等
は大気開放型
タンクであ
り、該当しな
い

第十七条第十五号の規定及
び発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令第二
章の規定は、設計基準対象
施設に施設する補助ボイ
ラーについて準用する。

第４８条（準用）
１　第１項において準用する第１７条第１
５号に規定する「主要な耐圧部の溶接部」
とは、以下に掲げるものの溶接部をいう。

（１） 設計基準対象施設の補助ボイラー
に属する容器のうち、次に定める圧力以上
の圧力を加えられる部分（以下「耐圧
部」）について溶接を必要とするもの
イ 水用の容器又は管であって、最高使用
温度１００℃未満のものについては、最高
使用圧力１９６０ｋＰａ
ロ 液化ガス（通常の使用状態での温度に
おける飽和圧力が１９６ｋＰａ以上であっ
て現に液体の状態であるもの又は圧力が１
９６ｋＰａにおける飽和温度が３５℃以下
であって現に液体の状態であるものをい
う。以下同じ。）用の容器又は管について
は、最高使用圧力０ｋＰａ
ハ イ又はロに規定する容器以外の容器に
ついては、最高使用圧力９８ｋＰａ
ニ イ又はロに規定する管以外の管につい
ては、最高使用圧力９８０ｋＰａ（長手継
手の部分にあっては、４９０ｋＰａ）

（２） 設計基準対象施設の補助ボイラー
に係る外径１５０ｍｍ以上の管のうち、耐
圧部について溶接を必要とするもの

第５条
（ボイラー等

の材料）

第４８条
（準用）
第１項

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の準用について

実用発電用原子炉及びその
附属施設の技術基準に関する規則

第４８条（準用）第１項
技術基準の解釈

発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈 基本設計方針

ボイラー（火気、燃焼ガスその
他の高温ガス若しくは電気に
よって水等の熱媒体を加熱する
ものであって、当該加熱により
当該蒸気を発生させこれを他の
設備に供給するもの又は当該加
熱（相変化を伴うものを除
く。）により当該水等の熱媒体
を大気圧力における飽和温度以
上とし、これを蒸気タービン若
しくはガスタービンに供給する
もののうち、ガス化炉設備（石
炭、石油その他の燃料を加熱
し、酸素と化学反応させること
によりガス化させ、発生したガ
スをガスタービンに供給する容
器（以下「ガス化炉」とい
う。）、そのガスを通ずること
によって熱交換等を行う容器及
びこれらに附属する設備のう
ち、液化ガス設備（液化ガスの
貯蔵、輸送、気化等を行う設備
及びこれに附属する設備をい
う。以下同じ。）を除く。以下
同じ。）を除く。以下同
じ。）、独立過熱器（火気、燃
焼ガスその他の高温ガス又は電
気によって蒸気を過熱するもの
（ボイラー、ガスタービン、内
燃機関又は燃料電池設備に属す
るものを除く。）をいう。以下
同じ。）又は蒸気貯蔵器（以下
「ボイラー等」という。）及び
その附属設備（ポンプ、圧縮機
及び液化ガス設備を除く。）に
属する容器及び管の耐圧部分に
使用する材料は、最高使用温度
において材料に及ぼす化学的及
び物理的影響に対し、安全な化
学的成分及び機械的強度を有す
るものでなければならない。

（ボイラー等の材料）
第２条 省令第５条に規定する「耐圧部分」と
は、内面に0MPa を超える圧力を受ける部分をい
う。
２ 省令第５条に規定する「安全な化学的成分及
び機械的強度を有するもの」とは、溶接性、引張
強さ、延性、靭性及び硬度等に優れたものをい
い、別表第１（鉄鋼材料）及び別表第２（非鉄材
料）に記載されている材料はこれらを満足するも
のと解釈される。

・補助ボイラー及びその附属設備の
耐圧部分に使用する材料は、安全な
化学的成分及び機械的強度を有する
とともに、耐圧部分の構造は、最高
使用圧力及び最高使用温度におい
て、発生する応力に対して安全な設
計とする。
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備考
実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則
第４８条（準用）第１項

技術基準の解釈
発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈 基本設計方針

（ボイラー等の構造）
第３条 省令第６条に規定する「安全なもの」と
は、第６条から第１４条に定める構造であり、第
５条の水圧に係る性能を有するものをいう。ただ
し、形状、穴の位置等によりこれによりがたい耐
圧部分であって、その最高使用圧力が日本工業規
格JIS B 8280（2003）「非円形胴の圧力容器」の
「附属書２（規定）検定水圧試験」により試験を
行って求めた検定圧力以下であるものにあって
は、この限りでない。
２ 前項ただし書において、日本工業規格JIS B
2311（2001）「一般配管用鋼製突合せ溶接式管継
手」、日本工業規格JIS B 2312（2001）「配管用
鋼製突合せ溶接式管継手」、日本工業規格JIS B
2313（2001）「配管用鋼板製突合せ溶接式管継
手」又は日本工業規格JIS B 2316（1997）「配管
用鋼製差込み溶接式管継手」に適合する管継手に
あっては、その最高使用圧力が当該管継手の当該
規格に定める水圧試験圧力から求めた検定圧力以
下である場合は、前項ただし書の検定水圧試験を
省略することができる。

第４条 省令第６条に規定する「許容応力」のう
ち許容引張応力は、次の各号に掲げるものをい
う。
一 別表第１（鉄鋼材料）及び別表第２（非鉄材
料）に掲げる材料の許容引張応力にあっては同表
に規定する値。
二 別表第１及び別表第２に規定されていない材
料の許容引張応力にあっては、次に掲げる値のう
ち最小のものとする。ただし、鉄鋼材料のうち、
鋳鋼品にあってはその値の2/3、非鉄材料のう
ち、静置鋳造品にあってはその値の0.8 倍、遠心
鋳造品にあってはその値の0.85 倍とする。
イ クリープ温度領域未満での許容引張応力
（１）室温における規定最小引張強さの1/4
（２）当該温度における引張強さの1/4
（３）室温における規定最小降伏点又は耐力の
2/3
（４）当該温度における降伏点又は耐力の2/3
ただし、オーステナイト系ステンレス鋼鋼材に
あって、水管、過熱器管、再熱器管、節炭器管、
熱交換

補助ボイラー
燃料タンク及
び補助ボイ
ラー燃料サー
ビスタンク等
は大気開放型
タンクであ
り、該当しな
い

・補助ボイラー及びその附属設備の
耐圧部分に使用する材料は、安全な
化学的成分及び機械的強度を有する
とともに、耐圧部分の構造は、最高
使用圧力及び最高使用温度におい
て、発生する応力に対して安全な設
計とする。

ボイラー等及びその附属設備
（液化ガス設備を除く。以下こ
の章において同じ。）の耐圧部
分の構造は、最高使用圧力又は
最高使用温度において発生する
最大の応力に対し安全なもので
なければならない。この場合に
おいて、耐圧部分に生ずる応力
は当該部分に使用する材料の許
容応力を超えてはならない。

第６条
（ボイラー等

の構造）

２　第１項において準用する第１７条第１
５号の規定に適合する溶接部とは、次の
（１）又は（２）のいずれかに適合した溶
接部をい。
（１）「溶接規格2007」及び「設計・建設
規格2005(2007)」の規定に「日本機械学会
「溶接規格」等の適用に当たって（別記－
５）」の要件を付したもの
（２）「溶接規格2007」及び「設計・建設
規格2012」の規定に「日本機械学会「設
計・建設規格」及び「材料規格」の適用に
当たって（別記－２）」及び「日本機械学
会「溶接規格」等の適用に当たって（別記
－５）」の要件を付したもの（「溶接規格
2007技術評価書」、「設計・建設規格2007
技術評価書」及び「設計・設規格2012技術
評価書」）
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今回の工事に
おいて、新た
な安全弁の設
置又は既設安
全弁の変更等
はない

・補助ボイラーの蒸気ドラムには、
圧力の上昇による設備の損傷防止の
ため、最大蒸発量と同等容量以上の
安全弁を設置する設計とする。

（安全弁）
第１５条 省令第７条に規定する「過圧が生ずる
おそれのあるもの」とは、次の各号に掲げるもの
以外のものをいう。
一 蒸気貯蔵器及びボイラー等の附属設備であっ
て、最高使用圧力の1.06 倍の圧力を超えるおそ
れのないもの
二 第２項第七号の管の低圧側並びに第２項第九
号の蒸気貯蔵器及びボイラー等の附属設備であっ
て、これらがボイラー等又は蒸気タービンに直接
接続されていない場合であって、それぞれ当該各
号に定める安全弁と同等の容量及び吹出し圧力を
有する逃が

ボイラー等及びその附属設備で
あって過圧が生ずるおそれのあ
るものにあっては、その圧力を
逃がすために適当な安全弁を設
けなければならない。この場合
において、当該安全弁は、その
作動時にボイラー等及びその附
属設備に過熱が生じないように
施設しなければならない。

第７条
（安全弁）

器及びこれらに類するものに使用される部材に対
しては、降伏点又は耐力の0.9 倍、室温未満の温
度における許容引張応力は、（１）又は（３）の
小さい方とする。
当該温度における引張強さ及び降伏点又は耐力
は、次の計算式により算出する。当該温度におけ
る引張強さ=1.1σtRt
当該温度における降伏点又は耐力=σyRy
ここに、
σt：室温における規定最小引張強さ
σy：室温における規定最小降伏点又は耐力
Rt：（当該温度における引張強さの実績値/室温
における引張強さの実績値）の平均値
Ry：（当該温度における降伏点又は耐力の実績値
/室温における降伏点又は耐力の実績値）の平均
値
ロ クリープ温度領域での許容引張応力
（１）当該温度において1,000 時間に0.01%のク
リープを生ずる応力の平均値
（２）当該温度において100,000 時間でクリープ
ラプチャーを生ずる応力の最小値の0.8 倍
（３）当該温度において100,000 時間でクリープ
ラプチャーを生ずる応力の平均値の0.67 倍
２ 省令第６条に規定する「許容応力」のうち許
容圧縮応力及び許容せん断応力は、それぞれ前項
に規定する許容引張応力の値の1 倍及び0.85 倍
の値とする。

基本設計方針
実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則
第４８条（準用）第１項

技術基準の解釈
発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈
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し弁を有するもの
三 前二号に掲げるものの他、工学的に最高使用
圧力を超えるおそれのないもの
２ 省令第７条に規定する「適当な安全弁」と
は、次の各号により設けられた安全弁をいう。
一 安全弁は、第３項に適合するばね安全弁又は
ばね先駆弁付き安全弁であること。ばね先駆弁付
き安全弁を使用する場合にあっては、ばね先駆弁
付き安全弁の容量の合計は、第二号から第九号ま
での規定による安全弁の容量の所要合計の1/2 を
超えないこと。
二 過熱器のある循環ボイラーにあっては、次に
よること。
イ ドラム及び過熱器の出口にそれぞれ1 個以上
設けること。
ロ 第６項に掲げる計算式により算出した安全弁
の容量の合計は、ボイラーの最大蒸発量以上であ
ること。この場合にあっては、ドラムに設ける安
全弁の容量の合計はボイラーの最大蒸発量の75%
以上、過熱器の出口に設ける安全弁の容量の合計
は当該過熱器の温度を設計温度以下に保持するの
に必要な容量（当該ボイラーの最大蒸発量の15%
を超える場合は、当該ボイラーの最大蒸発量の
15%）以上であること。
ハ ロの場合にあっては、自動燃焼制御装置及び
ボイラーの最高使用圧力の1.06 倍以下の圧力で
急速に燃料の送入を遮断する装置を有するボイ
ラーにあっては、ボイラーの最高使用圧力以下の
圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置の容量
（ボイラーの最大蒸発量の30%を超える場合は、
ボイラーの最大蒸発量の30%）を安全弁の容量に
算入することができる。
ニ ドラムに設ける安全弁の吹出し圧力は、次に
よること。
（イ）安全弁が1 個の場合は、ボイラーの最高使
用圧力以下の圧力。ただし、当該ボイラーにボイ
ラーの最高使用圧力以下の圧力で自動的に作動す
る圧力逃がし装置がある場合は、ボイラーの最高
使用圧力の1.03 倍以下の圧力とすることができ
る。
（ロ）安全弁が2 個以上の場合は、1 個は(イ)の
規定に準ずる圧力、他はボイラーの最高使用圧力
の1.03

実用発電用原子炉及びその
附属施設の技術基準に関する規則

第４８条（準用）第１項
技術基準の解釈

発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈 基本設計方針
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倍以下の圧力
ホ 過熱器に設ける安全弁の吹出し圧力は、ドラ
ムに設ける安全弁に先行して動作する圧力である
こと。
三 過熱器のない循環ボイラーにあっては、前号
ニの規定に準ずるほか、次によること。
イ ドラムに2 個以上設けること。ただし、加熱
面積が50m2 以下のボイラーにあっては、1 個以
上とすることができる。
ロ 第６項に掲げる計算式により算出した安全弁
の容量の合計は、ボイラーの最大蒸発量以上であ
ること。
四 貫流ボイラーにあっては、次によること。
イ ボイラーの出口及び蒸気流通部（再熱器を除
く。）にそれぞれ1 個以上設けること。
ただし、加熱面積が50m2 以下のボイラーにあっ
ては、ボイラーの出口に1 個以上とすることがで
きる。
ロ 第６項に掲げる計算式により算出した安全弁
の容量の合計は、ボイラーの最大蒸量以上である
こと。この場合において、過熱器のあるボイラー
にあっては、ボイラーの出口に設ける安全弁の容
量の合計は、当該過熱器の温度を設計温度以下に
保持するのに必要な容量（当該ボイラーの最大蒸
発量の15%を超える場合は、当該ボイラーの最大
蒸発量の15%）以上であること。
ハ ロの場合において、自動燃焼制御装置及びボ
イラーの出口の最高使用圧力の1.06 倍以下の圧
力で急速に燃料の送入を遮断する装置を有するボ
イラーにあっては、ボイラーの出口の最高使用圧
力以下の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置
又は起動バイパス装置の容量（ボイラーの最大蒸
発量の30%を超える場合は、ボイラーの最大蒸発
量の30%）を安全弁の容量に算入することができ
る。
ニ 安全弁の吹出し圧力は、次によること。
（イ）最高使用圧力が同じである箇所に設ける安
全弁が1 個の場合は、当該箇所の最高使用圧力以
下の圧力。ただし、出口の圧力が臨界圧力未満の
ボイラーであってボイラーの出口の最高使用圧力
以下の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置又
は起動バイ

実用発電用原子炉及びその
附属施設の技術基準に関する規則

第４８条（準用）第１項
技術基準の解釈

発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈 基本設計方針
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パス装置を有するものにあっては当該箇所の最高
使用圧力の1.03 倍以下、出口の圧力が臨界圧力
以上のボイラーであって自動燃焼制御装置、ボイ
ラーの出口の最高使用圧力の1.06 倍以下の圧力
で急速に燃料の送入を遮断する装置及びボイラー
の出口の最高使用圧力以下の圧力で自動的に作動
し、かつ、容量が当該ボイラーの最大蒸発量の
10%以上である圧力逃がし装置又は起動バイパス
装置のいずれか1 個以上（圧力逃がし装置又は起
動バイパス装置に元弁を設ける場合は、2 個以
上）の装置を有するもの（以下この条において単
に「超臨界圧ボイラー」という。）にあっては当
該ボイラーの出口の最高使用圧力の1.16倍以下の
圧力とすることができる。
（ロ）最高使用圧力が同じである箇所に設ける安
全弁が2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準
ずる圧力、他は当該箇所の最高使用圧力の1.03
倍（超臨界圧ボイラーにあっては、その出口の最
高使用圧力の1.16 倍）以下の圧力
ホ 起動用止め弁を有する超臨界圧ボイラーに
あっては、当該止め弁の入口側の圧力を記録する
装置を設けること。
五 再熱器にあっては、次によること。
イ 入口及び出口にそれぞれ1 個以上設けるこ
と。
ロ 第６項に掲げる計算式により算出した安全弁
の容量の合計は、再熱器の最大通過蒸気量以上で
あること。この場合において、出口に設ける安全
弁の容量の合計は、当該再熱器の温度を設計温度
以下に保持するのに必要な容量（当該再熱器の最
大通過蒸気量の15%を超える場合は、当該再熱器
の最大通過蒸気量の15%）以上であること。
ハ ロの場合において、自動燃焼制御装置及び再
熱器の最高使用圧力の1.06 倍以下の圧力で急速
に燃料の送入を遮断する装置を有するボイラーの
再熱器にあっては、再熱器の最高使用圧力以下の
圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置の容量
（再熱器の最大通過蒸気量の30%を超える場合
は、再熱器の最大通過蒸気量の30%）を安全弁の
容量に算入することができる。

実用発電用原子炉及びその
附属施設の技術基準に関する規則

第４８条（準用）第１項
技術基準の解釈

発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈 基本設計方針
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ニ 入口に設ける安全弁の吹出し圧力は、次によ
ること。
（イ）安全弁が1 個の場合は、当該再熱器の最高
使用圧力以下の圧力。この場合にあっては、当該
再熱器にその最高使用圧力以下の圧力で自動的に
作動する圧力逃がし装置がある場合は、その最高
使用圧力の1.03 倍以下の圧力とすることができ
る。
（ロ）安全弁が2 個以上の場合は、1 個は(イ)の
規定に準ずる圧力、他は当該再熱器の最高使用圧
力の1.03 倍以下の圧力
ホ 出口に設ける安全弁の吹出し圧力は、入口に
設ける安全弁に先行して動作する圧力以下である
こと。
六 独立過熱器にあっては、前号の規定に準ずる
こと。
七 減圧弁を設ける場合にあって、低圧側及びこ
れに接続する機器が高圧側の圧力で設計されてい
ない管にあっては、第二号ニの規定に準ずるほ
か、次によること。
イ 減圧弁の低圧側にこれと接近して1 個以上設
けること。
ロ 第６項に掲げる計算式により算出した安全弁
の容量の合計は、減圧弁が全開したとき管の低圧
側及びこれに接続する機器の圧力をそれぞれ当該
部分の最高使用圧力の1.06 倍以下に保持するの
に必要な容量以上であること。
八 最高使用圧力が異なる場合にあって、それぞ
れに設ける安全弁のうち吹出し圧力が最も低いも
の相互の吹出し圧力の差が低い方の吹出し圧力の
0.06 倍以上である2 個以上のボイラー等を連絡
する部分にあっては、次によること。
イ 当該2 個以上のボイラー等の蒸気の合流箇所
の近くに1 個以上設けること。
ロ 第６項に掲げる計算式により算出した安全弁
の容量の合計は、高圧側から低圧側に流入するお
それがある蒸気の最大通過蒸気量以上であるこ
と。
ハ 安全弁の吹出し圧力は、次によること。
（イ）安全弁が1 個の場合は、当該2 個以上のボ
イラー等の最高使用圧力のうち最も低いもの以下
の圧力

実用発電用原子炉及びその
附属施設の技術基準に関する規則

第４８条（準用）第１項
技術基準の解釈

発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈 基本設計方針
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備考

（ロ）安全弁が2 個以上の場合は、1 個は(イ)の
規定に準ずる圧力、他は当該2 個以上のボイラー
等の最高使用圧力のうち最も低いものの1.03 倍
以下の圧力
九 蒸気貯蔵器及びボイラー等の附属設備（管並
びに第六号及び前号に掲げるものを除く。）で
あって、圧力がその最高使用圧力の1.06 倍を超
えるおそれがあるものにあっては、次によるこ
と。
イ 適当な箇所に1 個以上設けること。
ロ 第６項に掲げる計算式により算出した安全弁
の容量の合計は、当該附属設備に蓄積される水又
は蒸気並びにガスの量以上であること。
ハ 安全弁の吹出し圧力は、次によること。
（イ）安全弁が1 個の場合は、当該附属設備の最
高使用圧力以下の圧力
（ロ）安全弁が2 個以上の場合は、1 個は(イ)の
規定に準ずる圧力、他は、当該附属設備の最高使
用圧力の1.03 倍以下の圧力
３ 第２項第一号の規定により設けるばね安全弁
の規格は、日本工業規格JIS B 8210（1994）「蒸
気用及びガス用ばね安全弁」の「4.6 耐圧性」、
「5 構造」及び「8 材料」によること。
４ 第２項第一号の規定によるばね先駆弁付安全
弁の規格は、次の各号によること。
一 先駆弁がその取付け箇所の蒸気の圧力によっ
て作動する構造のものであること。
二 材料は、日本工業規格JIS B 8210（1994）
「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の「8 材料」に
適合するものであること。
三 先駆弁のばねは、日本工業規格JIS B
82101994）「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の
「5 構造」に適合するものであること。
四 先駆弁の弁座口の径は、20mm 以上であるこ
と。
五 先駆弁と安全弁とは、内径12mm 以上の管で直
接連絡されているものであること。
六 安全弁の入口圧力が吹出し圧力の70%以上に達
したときに手動で安全弁を開くことができる装置
を有すること。

実用発電用原子炉及びその
附属施設の技術基準に関する規則

第４８条（準用）第１項
技術基準の解釈

発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈 基本設計方針
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５ 第２項第二号から第七号までの規定により設
ける圧力逃がし装置及び同項第四号の規定により
設ける起動バイパス装置の規格は、次の各号によ
ること。
一 電気、圧縮空気、蒸気、加圧水及びその他の
動力源によって弁を開閉するものであって、検出
部の蒸気圧力が規定吹出し圧力に達した時に弁が
自動的に、かつ、速やかに開くものであること。
二 弁は、蒸気圧力の変化のみを検出する装置を
個別に有するものであること。
三 圧力逃がし装置にあっては大気に、起動バイ
パス装置にあっては大気又は低圧容器に排気を放
出する構造のものであること。
６ 第２項第二号から第九号までの規定により設
ける安全弁の容量の計算式は、次の各号によるこ
と。
一 蒸気用の安全弁にあっては、日本工業規格JIS
B8210（1994）「蒸気用及びガス用ばね安全弁」
の附属書 安全弁の公称吹出し量の算定方法」の
「2 蒸気に対する公称吹出し量」によること。
二 空気その他のガス用の安全弁にあっては、日
本工業規格JIS B 8210（1994）「蒸気用及びガス
用ばね安全弁」の「附属書 安全弁の公称吹出し
量の算定方法」の「3 ガスに対する公称吹出し
量」によること。
三 蒸気用のばね先駆弁付き安全弁であって、弁
が開いた場合における弁座口の蒸気通路の面積が
のど部の面積の1.25 倍以上、弁の入口及び管台
の蒸気通路の面積がのど部の面積の1.7 倍以上の
ものの場合にあっては、日本工業規格JIS B 8210
（1994）「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の「附
属書 安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「2
蒸気に対する公称吹出し量(2)」における全量式
安全弁の場合を準用する。
四 水用の安全弁にあっては、日本工業規格JIS
B8201（2005）「陸用鋼製ボイラ－構造」の
「10.1.3 温水ボイラの逃し弁又は安全弁の大き
さ」によること。
７ 第２項第二号から第七号までの規定により設
ける圧力逃がし装置及び同項第四号の規定により
設ける起動バイパス装置の容量の計算式は、その
構造に応じ日本工業規格JIS B 8210（1994）「蒸
気用及びガス用ばね安全弁」の「附属書 安全弁
の公称吹出し量

実用発電用原子炉及びその
附属施設の技術基準に関する規則

第４８条（準用）第１項
技術基準の解釈

発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈 基本設計方針
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今回の工事に
よる変更はな
い

送入を遮断してもなおボイラーに損傷を与え
るような熱が残存する場合」とは、循環ボイ
ラーの水位又は貫流ボイラーの給水流量が著
しく低下した際に、自動で急速に燃料の送入
を遮断する装置を有しないもの、急速に熱の
供給が停止できないもの又はストーカだきボ
イラー（スプレッダストーカだきボイラーを
除く。）をいう。

今回の工事に
よる変更はな
い

今回の工事に
よる変更はな
い

・補助ボイラーの給水装置は、補助
ボイラーの最大連続蒸発時におい
て、熱的損傷が生ずることのないよ
う水を供給できる設計とする。

－

（給水装置）
第１６条 省令第８条に規定する「急速に燃料の

第２項

ボイラーの給水の入口は、給水
の流路を速やかに自動で、か
つ、確実に遮断できる構造でな
ければならない。ただし、ボイ
ラーごとに給水装置を設ける場
合において、

－

今回の工事に
よる変更はな
い

第９条
（ 蒸気及び
給水の遮断）

第１項

ボイラーの蒸気出口（安全弁か
らの蒸気出口及び再熱器からの
蒸気出口を除く。）は、蒸気の
流出を遮断できる構造でなけれ
ばならない。ただし、他のボイ
ラーと結合されたボイラー以外
のボイラーから発生する蒸気が
供給される設備の入口で蒸気の
流路を遮断することができる場
合における当該ボイラーの蒸気
出口又は二個以上のボイラーが
一体となって蒸気を発生しこれ
を他に供給する場合における当
該ボイラー間の蒸気出口にあっ
てはこの限りでない。

・補助ボイラーの給水の入口及び蒸
気の出口については、流路を速やか
に遮断できる設計とする。

第２項

設備の異常等により、循環ボイ
ラーの水位又は貫流ボイラーの
給水流量が著しく低下した際
に、急速に燃料の送入を遮断し
てもなおボイラーに損傷を与え
るような熱が残存する場合に
あっては、当該ボイラーには、
当該損傷が生ずることのないよ
う予備の給水装置を設けなけれ
ばならない。

の算定方法」の「2 蒸気に対する公称吹出し量
(1)」の計算式を準用する。この場合において、
当該蒸気用圧力逃がし装置が取り付く管台及び止
め弁の蒸気通路の面積が、のど部又は弁座口の蒸
気通路の面積のいずれか小さい方の1.7 倍以上の
場合にあっては、公称吹出し係数は、0.75 とす
る。

－
第８条

（給水装置）
第１項

ボイラーには、その最大連続蒸
発時において、熱的損傷が生ず
ることのないよう水を供給でき
る給水装置を設けなければなら
ない。

実用発電用原子炉及びその
附属施設の技術基準に関する規則

第４８条（準用）第１項
技術基準の解釈

発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈 基本設計方針
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今回の工事に
よる変更はな
い

計測する装置」とは、次の各号に掲げる事項
を計測するものをいう。

（計測装置）
第１７条 省令第１１条に規定する「運転状態を

ボイラー等には、設備の損傷を
防止するため運転状態を計測す
る装置を設けなければならな
い。

第１１条
（計測装置）

・補助ボイラーには、設備の損傷を
防止するために、ドラム内水位、ド
ラム内圧力等の運転状態を計測する
装置を設ける設計とする。

今回の工事に
よる変更はな
い

一 循環ボイラーにあっては、次の事項
イ ドラム内の水位
ロ ドラム内の圧力
ハ 過熱器及び再熱器の出口における蒸気の温度
二 貫流ボイラーにあっては、次の事項
イ 過熱器の出口における蒸気の圧力
ロ 過熱器及び再熱器の出口における蒸気の温度

第１０条
（ボイラーの
水抜き装置）

循環ボイラーには、ボイラー水
の濃縮を防止し、及び水位を調
整するために、ボイラー水を抜
くことができる装置を設けなけ
ればならない。

－

・補助ボイラー水の濃縮を防止し、
及び水位を調整するために、補助ボ
イラー水を抜くことができる設計と
する。

ボイラーに最も近い給水加熱器
の出口又は給水装置の出口が、
給水の流路を速やかに自動で、
かつ、確実に遮断できる構造で
ある場合における当該ボイラー
の給水の入口又は二個以上のボ
イラーが一体となって蒸気を発
生しこれを他に供給する場合に
おける当該ボイラー間の給水の
入口にあってはこの限りでな
い。

実用発電用原子炉及びその
附属施設の技術基準に関する規則

第４８条（準用）第１項
技術基準の解釈

発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

火力技術基準の解釈 基本設計方針
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今回の工事に
よる変更はな
い

基本設計方針火力技術基準の解釈
発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

技術基準の解釈
実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則
第４８条（準用）第１項

・補助ボイラーから排出されるばい
煙については、良質燃料(JIS K 2205
1種1号重油)を使用することにより、
硫黄酸化物排出量、窒素酸化物濃度
及びばいじん濃度を低減する設計と
する。

－

大気汚染防止法（昭和四十三年
法律第九十七号）第二条第二項
に規定するばい煙発生施設に該
当する電気工作物に係るばい煙
量又はばい煙濃度は、当該施設
に係る同法第三条第一項若しく
は第三項又は第四条第一項の排
出基準に適合しなければならな
い。

第一章
総則

第４条
（公害の防

止）
第１項
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令の準用について 
実用発電用原子炉及びその 

附属施設の技術基準に関する規則 

第４８条（準用）第４項 

技術基準の解釈 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する 

技術基準を定める省令 

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

基本設計方針 備考 

 

 

原子力発電工作物に係る電気設備に関す

る技術基準を定める省令（平成二十四年

経済産業省令第七十号）第四条から第十

六条まで、第十九条から第二十八条まで

及び第三十条から第三十五条までの規定

は、設計基準対象施設に施設する電気設

備について準用する。 

 

第４８条（準用） 

７ 原子力発電工作物に係る電気設備

の技術基準を定める省令（平成２４年

９月経済産業省令第七十号）の準用に

当たっては、「原子力発電工作物に係る

電気設備の技術基準の解釈」（原規技発

第1306199 号（平成２５年６月１９日

原子力規制委員会決定））の該当部分に

よること。 

 

第四条（電気設備における感電、火災等の防止） 

 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を

与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

 

 

補助ボイラーの電気設備の設計は、

以下の項目に従って行う。 

a. 電気設備における感電、火災等の

防止、電路の絶縁、電線等の断線

の防止、電線の接続、電気機械器

具の熱的強度、電気設備の接地及

び電気設備の接地の方法につい

て、感電、火災等の防止を講じた

設計とする。 

b. 過電流からの電線及び電気機械

器具の保護対策及び地絡に対す

る保護対策について、異常の予防

及び保護対策を講じた設計とす

る。 

c. 電気設備の電気的、磁気的障害の

防止を講じた設計とする。 

 

第五条（電路の絶縁） 

電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場

合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混

触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地そ

の他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合にあっては、その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧を考

慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に

想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなけ

ればならない。 

 

 

第六条（電線等の断線の防止） 

電線、支線、架空地線、弱電流電線等（弱電流電線及び光ファイバケーブル

をいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の

使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。 

 

 

第七条（電線の接続） 

 電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないよ

うに接続するほか、絶縁性能の低下（裸電線を除く。）及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがないようにしなければならない。 

 

 

第八条（電気機械器具の熱的強度） 

電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具

に発生する熱に耐えるものでなければならない。 
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実用発電用原子炉及びその 

附属施設の技術基準に関する規則 

第４８条（準用）第４項 

技術基準の解釈 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する 

技術基準を定める省令 

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

基本設計方針 備考 

 

第九条（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であ

って、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又

は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火

性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「高圧又は特

別高圧の電気機械器

具」ではないため、該

当しない。 

第十条（電気設備の接地） 

電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、

火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよ

う、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部

分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければ

ならない。 

 

 

 

 

補助ボイラーの電気設備の設計は、

以下の項目に従って行う。 

a. 電気設備における感電、火災等の

防止、電路の絶縁、電線等の断線

の防止、電線の接続、電気機械器

具の熱的強度、電気設備の接地及

び電気設備の接地の方法につい

て、感電、火災等の防止を講じた

設計とする。 

b. 過電流からの電線及び電気機械

器具の保護対策及び地絡に対す

る保護対策について、異常の予防

及び保護対策を講じた設計とす

る。 

c. 電気設備の電気的、磁気的障害の

防止を講じた設計とする。 

 

 

第十一条（電気設備の接地の方法） 

電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることがで

きるようにしなければならない。 

 

 

第十二条（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は、高圧又は特別

高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがな

いよう、当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない。ただ

し、施設の方法又は構造によりやむを得ない場合であって、変圧器から離れた

箇所における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備

の損傷、感電又は火災のおそれがない場合は、この限りでない。 

 

２ 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には、特別高圧の

電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよ

う、接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「特別高圧電

路等と結合する変圧

器等」ではないため、

該当しない。 



別紙２（3/8） 
 

実用発電用原子炉及びその 

附属施設の技術基準に関する規則 

第４８条（準用）第４項 

技術基準の解釈 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する 

技術基準を定める省令 

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

基本設計方針 備考 

 

第十三条（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策）  

電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を

保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

補助ボイラーの電気設備の設計は、

以下の項目に従って行う。 

a. 電気設備における感電、火災等の

防止、電路の絶縁、電線等の断線

の防止、電線の接続、電気機械器

具の熱的強度、電気設備の接地及

び電気設備の接地の方法につい

て、感電、火災等の防止を講じた

設計とする。 

b. 過電流からの電線及び電気機械

器具の保護対策及び地絡に対す

る保護対策について、異常の予防

及び保護対策を講じた設計とす

る。 

c. 電気設備の電気的、磁気的障害の

防止を講じた設計とする。 

 

第十四条（地絡に対する保護対策） 

電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又

は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなけ

ればならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による

危険のおそれがない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

第十五条（電気設備の電気的、磁気的障害の防止） 

電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を

与えないように施設しなければならない。 

 

 

 

 

第十六条（高周波利用設備への障害の防止） 

高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用するものに限る。以

下この条において同じ。）は、他の高周波利用設備の機能に継続的かつ重大な

障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「高周波利用

設備」ではないため、

該当しない。 



別紙２（4/8） 
 

実用発電用原子炉及びその 

附属施設の技術基準に関する規則 

第４８条（準用）第４項 

技術基準の解釈 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する 

技術基準を定める省令 

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

基本設計方針 備考 

 

第十九条（架空電線の感電の防止） 

低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた

絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、

通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでな

い。 

 
 

－ 

 

補助ボイラーには、本

条文に示す「架空電

線」はないため、該当

しない。 

第二十条（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所には、取扱者以

外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が

容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならな

い。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーには、本

条文に示す「高圧又は

特別高圧の電気機械

器具、母線等」を施設

していないため、該当

しない。 

第二十一条（架空電線等の高さ） 

架空電線及び架空電力保安通信線は、接触又は誘導作用による感電のおそれ

がなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならな

い。 

２ 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならな

い。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーには、本

条文に示す「架空電線

等」はないため、該当

しない。 

第二十二条（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

架空電線は、他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電線路若しくは架空

光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設してはならない。ただし、同一

支持物に施設する場合又はその他人の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーには、本

条文に示す「架空電

線」はないため、該当

しない。 

第二十三条 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用によ

り人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「電力保安通

信設備」ではないた

め、該当しない。 



別紙２（5/8） 
 

実用発電用原子炉及びその 

附属施設の技術基準に関する規則 

第４８条（準用）第４項 

技術基準の解釈 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する 

技術基準を定める省令 

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

基本設計方針 備考 

 

第二十四条（電力保安通信線の混触の防止） 

電力保安通信線は、他の電線又は弱電流電線等と接近し、若しくは交さする

場合又は同一支持物に施設する場合には、他の電線又は弱電流電線等を損傷す

るおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる混触による感電又は火災

のおそれがないように施設しなければならない。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「電力保安通

信線」を施設していな

いため、該当しない。

第二十五条（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持物に施設する場

合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与え

ないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。 

２ 特別高圧架空電線路の電線の上方において、その支持物に低圧の電気機械

器具を施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側の電気設備へ障害

を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「架空電線」

はないため、該当しな

い。 

第二十六条（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された

電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気

装置は、次の各号により施設しなければならない。 

一  圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐

え、かつ、安全なものであること。 

二  圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。 

三  圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以

前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四  圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的

に回復させる機能を有すること。 

五  異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六  ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のな

いものであること。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「ガス絶縁機

器等」はないため、該

当しない。 



別紙２（6/8） 
 

実用発電用原子炉及びその 

附属施設の技術基準に関する規則 

第４８条（準用）第４項 

技術基準の解釈 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する 

技術基準を定める省令 

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

基本設計方針 備考 

 

第二十七条（加圧装置の施設） 

圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は、次の各号により施設し

なければならない。 

一  圧力を受ける部分は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全

なものであること。 

二  自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、故障により圧力が著

しく上昇するおそれがあるものは、上昇した圧力に耐える材料及び構

造であるとともに、圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使

用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三  圧縮ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「加圧装置」

はないため、該当しな

い。 

第二十八条（水素冷却式発電機の施設） 

水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は、次の各号により施

設しなければならない。 

一  構造は、水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。

二  発電機、水素を通ずる管、弁等は、水素が大気圧で爆発する場合に生

じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三  発電機の軸封部から水素が漏洩したときに、漏洩を停止させ、又は漏

洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

四  発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が安

全にできるものであること。 

五  異常を早期に検知し、警報する機能を有すること。 

 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「水素冷却式

の発電機」はないた

め、該当しない。 



別紙２（7/8） 
 

実用発電用原子炉及びその 

附属施設の技術基準に関する規則 

第４８条（準用）第４項 

技術基準の解釈 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する 

技術基準を定める省令 

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

基本設計方針 備考 

 

第三十条（発変電設備等の損傷による供給支障の防止）  

発電機、燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には、当該電気機械器具

を著しく損壊するおそれがあり、又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい

支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合（非常用予備

発電機にあっては、非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。）に自動的に

これを電路から遮断する装置を施設しなければならない。  

２  特別高圧の変圧器には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあ

り、又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異

常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置

の施設その他の適切な措置を講じなければならない。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「発変電設備

等」ではないため、該

当しない。 

第三十一条（発電機等の機械的強度） 

発電機、変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは、短絡電流により生

ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

２ 蒸気タービン、ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転する部

分は、非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し、

耐えるものでなければならない。  

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 （平成九年通商産業省令

第五十一号）第十三条第二項 の規定は、蒸気タービンに接続する発電機につ

いて準用する。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「発電機等」

ではないため、該当し

ない。 

第三十二条（常時監視をしない発電所等の施設） 

異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそ

れがないよう、異常の状態に応じた制御が必要となる発電所、又は一般電気事

業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発

見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な知識及び技能を有す

る者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしないものは、施

設してはならない。 

 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「常時監視を

しない発電所等」では

ないため、該当しな

い。 



別紙２（8/8） 
 

実用発電用原子炉及びその 

附属施設の技術基準に関する規則 

第４８条（準用）第４項 

技術基準の解釈 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する 

技術基準を定める省令 

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

基本設計方針 備考 

 

第三十三条（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、発電所の架

空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の

適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損

壊のおそれがない場合は、この限りでない。 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「架空電線引

込口及び引出口又は

これに近接する箇所」

ではないため、該当し

ない。 

第三十四条（電力保安通信設備の施設） 

発電所、変電所、開閉所、給電所（電力系統の運用に関する指令を行う所を

いう。）、技術員駐在所その他の箇所であって、一般電気事業に係る電気の供給

に対する著しい支障を防ぎ、かつ、保安を確保するために必要なものの相互間

には、電力保安通信用電話設備を施設しなければならない。 

２ 電力保安通信線は、機械的衝撃、火災等により通信の機能を損なうおそれ

がないように施設しなければならない。 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「発電所、変

電所、開閉所、給電所

（電力系統の運用に

関する指令を行う所

をいう。）、技術員駐在

所その他の箇所」では

ないため、該当しな

い。 

第三十五条（災害時における通信の確保） 

電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射板（以下この条に

おいて「無線用アンテナ等」という。）を施設する支持物の材料及び構造は、

風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し、倒壊により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

－ 

 

補助ボイラーは、本条

文に示す「電力保安通

信設備」ではないた

め、該当しない。 

 
 



品証技術基準規則等と工事計画届出書の品質保証計画との対比表 
 

1 
 

品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第3条と工事計画届出書

の品質保証計画との相違点 
第一章 総則 

 

（適用範囲） 

第一条 この規則は、実用発電用原子炉及びそ

の附属施設について適用する。 

 

（定義） 

第二条  この規則において使用する用語は、核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律において使用する用語の例による。 

２  この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

一  「品質管理監督システム」とは、発電用原

子炉設置者が品質に関して保安活動を実施

する部門（以下「部門」という。）の管理監

督を行うための仕組み（安全文化を醸成する

ための活動を行う仕組みを含む。）をいう。 

二  「資源」とは、個人の有する知識及び技能

並びに技術、設備その他の個別業務（保安活

動を構成する個別の業務をいう。以下同じ。）

に活用される資源をいう。 

三 「品質方針」とは、品質保証の実施のため

に経営責任者が定め、表明する基本的な方針

をいう。 

四 「照査」とは、設定された目標を達成する

上での妥当性及び有効性を判定することを

いう。 

五 「プロセス入力情報」とは、あるプロセス

（工業標準化法（昭和二十四年法律第百八十

五号）に基づく日本工業規格Ｑ九○○○のプ

ロセスをいう。以下同じ。）を実施するに当

たって提供される、品質管理のために必要な

情報等をいう。 

六 「プロセス出力情報」とは、あるプロセス

を実施した結果得られる情報等をいう。 

七 「妥当性確認」とは、発電用原子炉施設並

びに手順、プロセスその他の個別業務及び品

質管理の方法が期待される結果を与えるこ

とを検証することをいう。 

 

 第２章 品質保証 

（品質保証計画） 

第３条 

第２条に係る保安活動のための品質保証活動

を実施するにあたり，以下のとおり品質保証計

画を定める。 

3.16 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関

する次の事項 

(1) 品質保証の実施に係る組織 

(2) 保安活動の計画 

(3) 保安活動の実施 

(4) 保安活動の評価 

(5) 保安活動の改善 

 

上記に関する事項は、次ページ以降のとおりであ

る。 

 

当社は、「原子力発電所における安全のための品質

保証規程(JEAC4111-2009)」(以下「JEAC4111」とい

う。)及び「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその

検査のための組織の技術基準に関する規則」を踏ま

えた品質マネジメントシステムを確立し、実施し、

評価確認し、継続的に改善しており、以下に、伊方

発電所第3号機の本届出に係る品質保証計画につい

て説明する。 

また、当社の品質保証の実施に係る組織及びその

職務を別紙に示す。 

なお、品質保証計画を変更した場合は、変更後の

品質保証計画に基づき品質保証活動を実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工事計画届出書（以下「本届

出書」という。）に関するＱ

ＭＳとして、JEAC4111-2009 に

加えて品証技術基準規則（以

下「規則」という。）を反映

した。保安規定については、

「1.目的」に同内容を記載し

ている。 

 

 

【品質保証計画】 

1.目的 

本品質保証計画は，伊方発電所（以下「発電所」

という。）の安全を達成・維持・向上させるため，

「原子力発電所における安全のための品質保証規

程(JEAC4111-2009)」（以下「JEAC4111」という。）

に従った品質マネジメントシステムに，実用発電

用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工

事に係る品質管理の方法及びその検査のための組

織の技術基準に関する規則を踏まえた，第４条（保

安に関する組織）に定める組織（以下「組織」と

いう。）における保安活動に係る品質マネジメント

システム（以下「品質マネジメントシステム」と

いう。）を確立し，実施し，評価確認し，継続的に

改善することを目的とする。  

 

 

【品質保証計画】 

1.目的 

本品質保証計画は、品質マネジメントシステムを

確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善する

ことを目的とする。  

 

 

10015110
タイプライターテキスト
添付資料－２
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第3条と工事計画届出書

の品質保証計画との相違点 
  2.適用範囲 

本品質保証計画は，組織の保安活動に適用する。

 

 

3.定義 

 本品質保証計画における用語の定義は，以下を

除き JEAC4111 に従う。 

(1) 原子力施設情報公開ライブラリー 

原子力施設の事故または故障等の情報なら

びに信頼性に関する情報を共有し活用するこ

とにより，事故および故障等の未然防止を図る

ことを目的として，一般社団法人 原子力安全

推進協会が運営するデータベースのことをい

う。（以下，「ニューシア」という。） 

(2) ＰＷＲ事業者連絡会 

国内ＰＷＲプラントの安全安定運転のため

に，ＰＷＲプラントを所有する国内電力会社と

国内ＰＷＲプラントメーカの間で必要な技術

検討の実施ならびに技術情報を共有するため

の連絡会のことをいう。（以下，本条および第

119条において同じ。） 

2.適用範囲 

本品質保証計画は、伊方発電所の保安活動に適用

する。 

 

3.定義 

 本品質保証計画における用語の定義は、以下を

除き JEAC4111 に従う。 

(1) 原子力施設情報公開ライブラリー 

原子力施設の事故又は故障等の情報並びに信

頼性に関する情報を共有し活用することによ

り、事故及び故障等の未然防止を図ることを目

的として、一般社団法人 原子力安全推進協会

が運営するデータベースのことをいう。（以下、

「ニューシア」という。） 

(2) ＰＷＲ事業者連絡会 

国内ＰＷＲプラントの安全安定運転のため

に、ＰＷＲプラントを所有する国内電力会社と

国内ＰＷＲプラントメーカの間で必要な技術

検討の実施並びに技術情報を共有するための

連絡会のことをいう。 

 

・本届出書に係る適用範囲を明

確にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保安規定特有の記載であるた

め、本届出書には記載してい

ない。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
第二章 品質管理監督システム 

（品質管理監督システムに係る要求事項） 

第三条  発電用原子炉設置者は、この規則の規

定に従って、品質管理監督システムを確立し、

実施するとともに、その実効性を維持しなけれ

ばならない。 

 

２  発電用原子炉設置者は、次に掲げる業務を

行わなければならない。 

一  品質管理監督システムに必要なプロセス

の内容（当該プロセスにより達成される結果

を含む。）を明らかにするとともに、当該プ

ロセスのそれぞれについてどのように適用

されるかについて識別できるようにするこ

と。 

二  プロセスの順序及び相互の関係を明確に

すること。 

三  プロセスの実施及び管理の実効性の確保

に必要な判定基準及び方法を明確にするこ

と。 

 

 

 

四  プロセスの実施並びに監視及び測定（以下

「監視測定」という。）に必要な資源及び情

報が利用できる体制を確保すること。 

五  プロセスを監視測定し、及び分析するこ

と。ただし、測定することが困難な場合は、

測定することを要しない。 

六  プロセスについて、第一号の結果を得るた

め、及び実効性を維持するために、所要の措

置を講ずること。 

七  品質保証の実施に係るプロセス及び組織

を品質管理監督システムと整合的なものと

すること。 

八  社会科学及び行動科学の知見を踏まえて、

保安活動を促進すること。 

３  発電用原子炉設置者は、この規則の規定に

従って、プロセスを管理しなければならない。 

４  発電用原子炉設置者は、個別業務又は発電

用原子炉施設に係る要求事項（関係法令を含

む。以下「個別業務等要求事項」という。）へ

の適合性に影響を及ぼすプロセスを外部委託

することとしたときは、当該プロセスが管理さ

れているようにしなければならない。 

５  発電用原子炉設置者は、前項の管理を、品

質管理監督システムの中で識別することがで

4．品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 組織は，この規程の要求事項に従って，品

質マネジメントシステムを確立し，文書化し，

実施し，維持しなければならない。また，その

品質マネジメントシステムの有効性を継続的

に改善しなければならない。 

(2) 組織は，次の事項を実施しなければならな

い。 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロ

セス及びそれらの組織への適用を明確にす

る。 

 

 

 

b) これらのプロセスの順序及び相互関係を

明確にする。 

c) これらのプロセスの運用及び管理のいず

れもが効果的であることを確実にするため

に必要な判断基準及び方法を明確にする。 

d) これらのプロセスの運用及び監視を支援

するために必要な資源及び情報を利用でき

ることを確実にする。 

e) これらのプロセスを監視し，適用可能な場

合には測定し，分析する。 

 

f) これらのプロセスについて，計画どおりの

結果を得るため，かつ，継続的改善を達成す

るために必要な処置をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 組織は，品質マネジメントシステムの運用

において，原子力安全に対する重要性に応じ

て，品質マネジメントシステム要求事項の適用

の程度についてグレード分けを行わなければ

ならない。また，グレード分けの決定に際して

は，原子力安全に対する重要性に加えて以下の

事項を考慮することができる。 [解説4.1-1]

 

 

 

4.品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 組織は，本品質保証計画に従って，品質マ

ネジメントシステムを確立し，文書化し，実

施し，維持する。また，その品質マネジメン

トシステムの有効性を継続的に改善する。 

 

(2) 組織は，次の事項を実施する。 

 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセ

スおよびそれらの組織への適用を社内規定

で明確にする。 

 

 

 

b) これらのプロセスの順序および相互関係を

明確にする。 

c) これらのプロセスの運用および管理のいず

れもが効果的であることを確実にするため

に必要な判断基準および方法を明確にする。

d) これらのプロセスの運用および監視を支援

するために必要な資源および情報を利用で

きることを確実にする。 

e) これらのプロセスを監視し，適用可能な場

合には測定し，分析する。 

 

f) これらのプロセスについて，計画どおりの

結果を得るため，かつ，継続的改善を達成す

るために必要な処置をとる。 

 

 

g) これらのプロセスおよび組織を品質マネ

ジメントシステムとの整合をとれたものに

する。 

h) 社会科学および行動科学の知見を踏まえ

て，保安活動を促進する。 

 

(3) 組織は，品質マネジメントシステムの運用

において，発電用軽水型原子炉施設の安全機能

の重要度分類に関する審査指針（以下「重要度

分類指針」という。）に基づく重要性に応じて，

品質マネジメントシステム要求事項の適用の

程度についてグレード分けを行う。また，グレ

ードに応じて，資源の適切な配分を行う。なお，

グレード分けの決定に際しては，重要度分類指

針に基づく重要性に加えて以下の事項を考慮

することができる。 

4.品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 組織は、本品質保証計画に従って、品質マ

ネジメントシステムを確立し、文書化し、実

施し、維持する。また、その品質マネジメン

トシステムの有効性を継続的に改善する。 

 

(2) 組織は、次の事項を実施する。 

 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセ

ス及びそれらの組織への適用を社内規定で

明確にする。 

 

 

 

b) これらのプロセスの順序及び相互関係を明

確にする。 

c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれ

もが効果的であることを確実にするために

必要な判断基準及び方法を明確にする。 

d) これらのプロセスの運用及び監視を支援す

るために必要な資源及び情報を利用できる

ことを確実にする。 

e) これらのプロセスを監視し、適用可能な場

合には測定し、分析する。 

 

f) これらのプロセスについて、計画どおりの

結果を得るため、かつ、継続的改善を達成す

るために必要な処置をとる。 

 

 

g) これらのプロセス及び組織を品質マネジ

メントシステムとの整合をとれたものにす

る。 

h) 社会科学及び行動科学の知見を踏まえて、

保安活動を促進する。 

 

(3) 組織は、品質マネジメントシステムの運用

において、発電用軽水型原子炉施設の安全機能

の重要度分類に関する審査指針（以下「重要度

分類指針」という。）に基づく重要性に応じて、

品質マネジメントシステム要求事項の適用の

程度についてグレード分けを行う。また、グレ

ードに応じて、資源の適切な配分を行う。なお、

グレード分けの決定に際しては、重要度分類指

針に基づく重要性に加えて以下の事項を考慮

することができる。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
きるように規定しなければならない。 

６  発電用原子炉設置者は、保安のための重要

度に応じて、品質管理監督システムに係る要求

事項を適切に定めなければならない。 

７  発電用原子炉設置者は、保安のための重要

度に応じて、資源の適切な配分を行わなければ

ならない。 

 

 

 

（再掲） 

３  発電用原子炉設置者は、この規則の規定に

従って、プロセスを管理しなければならない。 

 

４  発電用原子炉設置者は、個別業務又は発電

用原子炉施設に係る要求事項（関係法令を含

む。以下「個別業務等要求事項」という。）へ

の適合性に影響を及ぼすプロセスを外部委託

することとしたときは、当該プロセスが管理さ

れているようにしなければならない。 

５  発電用原子炉設置者は、前項の管理を、品

質管理監督システムの中で識別することがで

きるように規定しなければならない。 

 

a) プロセス及び原子力施設の複雑性，独自

性，又は斬新性の程度 

b) プロセス及び原子力施設の標準化の程度

や記録のトレーサビリティの程度 

c) 検査又は試験による原子力安全に対する

要求事項への適合性の検証可能性の程度 

d) 作業又は製造プロセス，要員，要領，及び

装置等に対する特別な管理や検査の必要性

の程度 

e) 運転開始後の原子力施設に対する保守，供

用期間中検査及び取替えの難易度 

(4) 組織は，これらのプロセスを，この規程の

要求事項に従って運営管理しなければならな

い。 

(5) 原子力安全の達成に影響を与えるプロセ

スをアウトソースすることを組織が決めた場

合には，組織はアウトソースしたプロセスに関

して管理を確実にしなければならない。これら

のアウトソースしたプロセスに適用される管

理の方式及び程度は，組織の品質マネジメント

システムの中で定めなければならない。

［解説4.1-2］ 

 

注記１ 品質マネジメントシステムに必要とな

るプロセスには，「運営管理活動」，「資源

の運用管理」，「業務の計画及び実施」，「評

価及び改善」にかかわるプロセスが含まれる。

[解説 4.1-3] 

注記２ “アウトソースしたプロセス”とは，

組織の品質マネジメントシステムにとって必

要であり，その組織が外部に実施させること

にしたプロセスである。 

注記３ アウトソースしたプロセスに対する管

理を確実にしたとしても，すべての業務に関

連する法令・規制要求事項への適合に対する

組織の責任が免除されるものではない。アウ

トソースしたプロセスに適用される管理の方

式及び程度は，次のような要因によって影響

され得る。    ［解説 4.1-4］ 

a) 原子力安全を達成するために必要な組織

の能力に対する，アウトソースしたプロセス

の影響の可能性［解説 4.1-5］  

b) そのプロセスの管理への関与の度合い 

c) 7.4 の適用において必要な管理を遂行す

る能力 

 

 

a) プロセスおよび原子力施設の複雑性，独自

性，または斬新性の程度 

b) プロセスおよび原子力施設の標準化の程度

や記録のトレーサビリティの程度 

c) 検査または試験による原子力安全に対する

要求事項への適合性の検証可能性の程度 

d) 作業または製造プロセス，要員，要領およ

び装置等に対する特別な管理や検査の必要

性の程度 

e) 運転開始後の原子力施設に対する保守，供

用期間中検査および取替えの難易度 

(4) 組織は，これらのプロセスを，本品質保証

計画に従って運営管理する。 

(5) 原子力安全の達成に影響を与えるプロセス

をアウトソースすることを組織が決めた場合

には，組織はアウトソースしたプロセスに関し

て管理を確実にする。これらのアウトソースし

たプロセスに適用される管理の方式および程

度は，組織の品質マネジメントシステムの文書

で定める。 

a) プロセス及び原子炉施設の複雑性、独自性、

又は斬新性の程度 

b) プロセス及び原子炉施設の標準化の程度や

記録のトレーサビリティの程度 

c) 検査又は試験による原子力安全に対する要

求事項への適合性の検証可能性の程度 

d) 作業又は製造プロセス、要員、要領及び装

置等に対する特別な管理や検査の必要性の

程度 

e) 運転開始後の原子炉施設に対する保守、供

用期間中検査及び取替えの難易度 

(4) 組織は、これらのプロセスを、本品質保証

計画に従って運営管理する。 

(5) 原子力安全の達成に影響を与えるプロセス

をアウトソースすることを組織が決めた場合

には、組織はアウトソースしたプロセスに関し

て管理を確実にする。これらのアウトソースし

たプロセスに適用される管理の方式及び程度

は、組織の品質マネジメントシステムの文書で

定める。 

・保安規定については、保安規

定審査内規に従い、JEAC4111-

2009の定義のとおり「原子力

施設」とし、本届出書につい

ては規則に従い「原子炉施設」

とした。（以下、同様） 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（品質管理監督システムの文書化） 

第四条  発電用原子炉設置者は、前条第一項の

規定により品質管理監督システムを確立する

ときは、次に掲げる文書を作成し、当該文書に

規定する事項を実施しなければならない。 

 

 

一  品質方針表明書及び品質目標表明書 

 

 

二  品質管理監督システムを規定する文書（以

下「品質管理監督システム基準書」という。） 

三  プロセスについての実効性のある計画的

な実施及び管理がなされるようにするため

に必要な文書 

四 この規則に規定する手順書及び記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

品質マネジメントシステムの文書には，次の事

項を含めなければならない。 

 

 

 

 

a) 文書化した，品質方針及び品質目標の表明

 

b) 品質マニュアル 

 

c) この規程が要求する“文書化された手順”

及び記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

品質マネジメントシステムの文書には，次の事

項を含める。 

品質マネジメントシステムの文書体系を図１，

社内規定一覧および保安規定各条文との関連を

表１に示す。 

記録は，適正に作成する。 

a) 文書化した，品質方針および品質目標の表

 明 

b) 本品質保証計画 

 

c) JEAC4111 の要求事項に基づき作成する文書

および以下の記録 

イ．マネジメントレビューの結果の記録 

ロ．教育，訓練，技能および経験について該

当する記録 

ハ．業務のプロセスおよびその結果が，要求

事項を満たしていることを実証するため

に必要な記録（本 c)項のイ，ロ，ニから

ムで定めるものを除く。） 

ニ．業務に対する要求事項のレビューの結果

の記録，およびそのレビューを受けてと

られた処置の記録 

ホ．原子力施設の要求事項に関連する設計・

開発へのインプットの記録 

ヘ．設計・開発のレビューの結果の記録，お

よび必要な処置があればその記録 

ト．設計・開発の検証の結果の記録，および

必要な処置があればその記録 

チ．設計・開発の妥当性確認の結果の記録，

および必要な処置があればその記録 

リ．設計・開発の変更の記録 

ヌ．設計・開発の変更のレビューの結果の記

録，および必要な処置があればその記録

ル．供給者の評価の結果の記録，および評価

によって必要とされた処置があればその

記録 

ヲ．プロセスの妥当性確認で組織が記録が必

要とされた活動の記録 

ワ．業務に関するトレーサビリティの記録 

カ．組織外の所有物に関して，組織が必要と

判断した場合の記録 

ヨ．校正または検証に用いた基準の記録 

タ．測定機器が要求事項に適合していないと

判明した場合の，過去の測定結果の妥当

性評価の記録 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

品質マネジメントシステムの文書には、次の事

項を含める。 

品質マネジメントシステムの文書体系を図１、

社内規定一覧を表１に示す。 

 

記録は、適正に作成する。 

a) 文書化した、品質方針及び品質目標の表 

 明 

b) 本品質保証計画 

 

c) JEAC4111 の要求事項に基づき作成する文書

及び以下の記録 

イ．マネジメントレビューの結果の記録 

ロ．教育、訓練、技能及び経験について該当

する記録 

ハ．業務のプロセス及びその結果が、要求事

項を満たしていることを実証するために

必要な記録（本 c)項のイ、ロ、ニからム

で定めるものを除く。） 

ニ．業務に対する要求事項のレビューの結果

の記録、及びそのレビューを受けてとら

れた処置の記録 

ホ．原子炉施設の要求事項に関連する設計・

開発へのインプットの記録 

ヘ．設計・開発のレビューの結果の記録、及

び必要な処置があればその記録 

ト．設計・開発の検証の結果の記録、及び必

要な処置があればその記録 

チ．設計・開発の妥当性確認の結果の記録、

及び必要な処置があればその記録 

リ．設計・開発の変更の記録 

ヌ．設計・開発の変更のレビューの結果の記

録、及び必要な処置があればその記録 

ル．供給者の評価の結果の記録、及び評価に

よって必要とされた処置があればその記

録 

ヲ．プロセスの妥当性確認で組織が記録が必

要とされた活動の記録 

ワ．業務に関するトレーサビリティの記録 

カ．組織外の所有物に関して、組織が必要と

判断した場合の記録 

ヨ．校正又は検証に用いた基準の記録 

タ．測定機器が要求事項に適合していないと

判明した場合の、過去の測定結果の妥当

性評価の記録 

 

 

 

 

 

・保安規定特有の記載であるた

め、本届出書には記載してい

ない。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（再掲） 

三  プロセスについての実効性のある計画的

な実施及び管理がなされるようにするため

に必要な文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 組織内のプロセスの効果的な計画，運用及

び管理を確実に実施するために，組織が必要

と決定した記録を含む文書 

 

注記１ この規程で“文書化された手順”とい

う用語を使う場合には，その手順が確立され，

文書化され，実施され，維持されていることを

意味する。一つの文書で，一つ又はそれ以上の

手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。

“文書化された手順”の要求事項は，複数の文

書で対応してもよい。 

注記２ 品質マネジメントシステムの文書化の

程度は，次の理由から組織によって異なること

がある。 

a) 組織の規模及び活動の種類 

b) プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ 

c) 要員の力量 

注記３ 文書の様式及び媒体の種類は，どのよ

うなものでもよい。 

 

レ．校正および検証の結果の記録 

ソ．内部監査の結果の記録 

ツ．検査および試験の合否判定基準への適合

の記録 

ネ．リリース（次工程への引渡し）を正式に

許可した人の記録 

ナ．不適合の性質および不適合に対してとら

れた特別採用を含む処置の記録 

ラ．是正処置の結果の記録 

ム．予防処置の結果の記録 

 

d) 組織内のプロセスの効果的な計画，運用お

よび管理を確実に実施するために，組織が必

要と決定した記録を含む文書 

図１ 品質マネジメントシステム文書体系図

表１ 品質マネジメントシステムに係る社内

規定一覧および各条文との関連 

レ．校正及び検証の結果の記録 

ソ．内部監査の結果の記録 

ツ．検査及び試験の合否判定基準への適合の

記録 

ネ．リリース（次工程への引渡し）を正式に

許可した人の記録 

ナ．不適合の性質及び不適合に対してとられ

た特別採用を含む処置の記録 

ラ．是正処置の結果の記録 

ム．予防処置の結果の記録 

 

d) 組織内のプロセスの効果的な計画、運用及

び管理を確実に実施するために、組織が必要

と決定した記録を含む文書 

図１ 品質マネジメントシステム文書体系図

表１ 品質マネジメントシステムに係る社内

規定一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保安規定特有の記載であるた

め、本届出書には記載してい

ない。 

（品質管理監督システム基準書） 

第五条 発電用原子炉設置者は、品質管理監督シ

ステム基準書に、次に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。 

一  品質保証の実施に係る組織に関する事項 

二  保安活動の計画に関する事項 

三  保安活動の実施に関する事項 

四  保安活動の評価に関する事項 

五  保安活動の改善に関する事項 

六  品質管理監督システムの範囲 

七  品質管理監督システムのために作成した

手順書の内容又は当該手順書の文書番号そ

の他参照情報 

八  各プロセスの相互の関係 

 

 

4.2.2 品質マニュアル 

組織は，次の事項を含む品質マニュアルを作成

し，維持しなければならない。 

a) 品質マネジメントシステムの適用範囲

[解説 4.2.2] 

b) 品質マネジメントシステムについて確立

された“文書化された手順”又はそれらを参

照できる情報 

c) 品質マネジメントシステムのプロセス間

の相互関係に関する記述 

 

4.2.2 品質マニュアル 

組織は，次の事項を含む品質マニュアルとし

て，本品質保証計画を作成し，維持する。 

a) 品質マネジメントシステムの適用範囲 

 

b) 品質マネジメントシステムについて確立さ

れた社内規定またはそれらを参照できる情

報 

c) 品質マネジメントシステムのプロセス間の

相互関係は，図２のとおりとする。 

 

図２ 品質マネジメントシステムのプロセス間

の相互関係 

4.2.2 品質マニュアル 

組織は、次の事項を含む品質マニュアルとし

て、本品質保証計画を作成し、維持する。 

a) 品質マネジメントシステムの適用範囲 

 

b) 品質マネジメントシステムについて確立さ

れた社内規定又はそれらを参照できる情報 

c) 品質マネジメントシステムのプロセス間の

相互関係は、図２のとおりとする。 

 

図２ 品質マネジメントシステムのプロセス間

の相互関係 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（文書の管理） 

第六条  発電用原子炉設置者は、この規則に規

定する文書その他品質管理監督システムに必

要な文書（記録を除く。以下「品質管理監督文

書」という。）を管理しなければならない。 

 

 

２  発電用原子炉設置者は、次に掲げる業務に

必要な管理を定めた手順書を作成しなければ

ならない。 

一  品質管理監督文書を発行するに当たり、当

該文書の妥当性を照査し、その発行を承認す

ること。 

二  品質管理監督文書について所要の照査を

行い、更新を行うに当たり、その更新を承認

すること。 

三  品質管理監督文書の変更内容及び最新の

改訂状況が識別できるようにすること。 

四  改訂のあった品質管理監督文書を使用す

る場合において、当該文書の適切な改訂版が

利用できる体制を確保すること。 

五  品質管理監督文書が読みやすく、容易に内

容を把握することができる状態にあること

を確保すること。 

六  外部で作成された品質管理監督文書を識

別し、その配付を管理すること。 

七  廃止した品質管理監督文書が意図に反し

て使用されることを防止すること。この場合

において、当該文書を保持するときは、その

目的にかかわらず、これを識別すること。 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 品質マネジメントシステムで必要とされ

る文書は，管理しなければならない。ただし，

記録は文書の一種ではあるが，4.2.4に規定す

る要求事項に従って管理しなければならない。

 

 

(2) 次の活動に必要な管理を規定するために，

“文書化された手順”を確立しなければならな

い。 

a) 発行前に，適切かどうかの観点から文書を

承認する。 

 

b) 文書をレビューする。また，必要に応じて

更新し，再承認する。 

c) 文書の変更の識別及び現在有効な版の識

別を確実にする。 

d) 該当する文書の適切な版が，必要なとき

に，必要なところで使用可能な状態にあるこ

とを確実にする。 

 

e) 文書は，読みやすくかつ容易に識別可能な

状態であることを確実にする。 

f) 品質マネジメントシステムの計画及び運

用のために組織が必要と決定した外部から

の文書を明確にし，その配付が管理されてい

ることを確実にする。 

g) 廃止文書が誤って使用されないようにす

る。また，これらを何らかの目的で保持する

場合には，適切な識別をする。 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムで必要

とされる文書を遵守するために，保安規定上の

位置付けを明確にするとともに，保安活動の重

要度に応じて管理する。ただし，記録は文書の

一種ではあるが，4.2.4 に規定する要求事項に

従って管理する。 

(2) 次の活動に必要な管理を規定した社内規定

を定める。 

 

a) 発行前に，適切かどうかの観点から文書を

レビューし，承認する。 

 

 b) 文書をレビューする。また，必要に応じて

更新し，再承認する。 

c) 文書の変更の識別および現在有効な版の識

別を確実にする。 

d) 該当する文書の適切な版が，必要なときに，

必要なところで使用可能な状態にあること

を確実にする。 

 

e) 文書は，読みやすくかつ容易に識別可能な

状態であることを確実にする。 

f) 品質マネジメントシステムの計画および運

用のために組織が必要と決定した外部から

の文書を明確にし，その配付が管理されてい

ることを確実にする。 

g) 廃止文書が誤って使用されないようにす

る。また，これらを何らかの目的で保持する

場合には，適切な識別をする。 

4.2.3 文書管理 

(1) 組織は、品質マネジメントシステムで必要

とされる文書を遵守するために、保安規定上の

位置付けを明確にするとともに、保安活動の重

要度に応じて管理する。ただし、記録は文書の

一種ではあるが、4.2.4 に規定する要求事項に

従って管理する。 

(2) 次の活動に必要な管理を規定した社内規定

を定める。 

 

a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書を

レビューし、承認する。 

 

 b) 文書をレビューする。また、必要に応じて

更新し、再承認する。 

c) 文書の変更の識別及び現在有効な版の識別

を確実にする。 

d) 該当する文書の適切な版が、必要なときに、

必要なところで使用可能な状態にあること

を確実にする。 

 

e) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な

状態であることを確実にする。 

f) 品質マネジメントシステムの計画及び運用

のために組織が必要と決定した外部からの

文書を明確にし、その配付が管理されている

ことを確実にする。 

g) 廃止文書が誤って使用されないようにす

る。また、これらを何らかの目的で保持する

場合には、適切な識別をする。 

 

（記録の管理） 

第七条  発電用原子炉設置者は、この規則に規

定する記録その他要求事項への適合及び品質

管理監督システムの実効性のある実施を実証

する記録の対象を明らかにするとともに、当該

記録を、読みやすく容易に内容を把握すること

ができ、かつ、検索することができるように作

成し、これを管理しなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、前項の記録の識別、

保存、保護、検索、保存期間及び廃棄に関し所

要の管理を定めた手順書を作成しなければな

らない。 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 要求事項への適合及び品質マネジメント

システムの効果的運用の証拠を示すために作

成された記録を，管理しなければならない。 

(2) 組織は，記録の識別，保管，保護，検索，

保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定

するために，“文書化された手順”を確立しな

ければならない。 

(3) 記録は，読みやすく，容易に識別可能かつ

検索可能でなければならない。 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 要求事項への適合および品質マネジメント

システムの効果的運用の証拠を示すために，適

正に作成する記録の対象を明確にし，管理す

る。 

(2) 組織は，記録の識別，保管，保護，検索，

保管期間および廃棄に関して必要な管理を社

内規定に定める。 

 

(3) 記録は，読みやすく，容易に識別可能かつ

検索可能とする。 

4.2.4 記録の管理 

(1) 要求事項への適合及び品質マネジメントシ

ステムの効果的運用の証拠を示すために、適正

に作成する記録の対象を明確にし、管理する。

 

(2) 組織は、記録の識別、保管、保護、検索、

保管期間及び廃棄に関して必要な管理を社内

規定に定める。 

 

(3) 記録は、読みやすく、容易に識別可能かつ

検索可能とする。 

 

第三章 経営責任者の責任 

（経営責任者の関与） 

第八条 経営責任者は、品質管理監督システム

5.経営者の責任 

5.1 経営者のコミットメント 

トップマネジメントは，品質マネジメントシス

5.経営者の責任 

5.1 経営者のコミットメント 

社長は，品質マネジメントシステムの構築およ

5.経営者の責任 

5.1 経営者のコミットメント 

社長は、品質マネジメントシステムの構築及び
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
の確立及び実施並びにその実効性の維持に指

導力及び責任を持って関与していることを、次

に掲げる業務を行うことによって実証しなけ

ればならない。 

 

 

 

一  品質方針を定めること。 

二  品質目標が定められているようにするこ

と。 

 

三  安全文化を醸成するための活動を促進す

ること。 

四  第十七条第一項に規定する照査を実施す

ること。 

 

五  資源が利用できる体制を確保すること。 

六  関係法令を遵守することその他原子力の

安全を確保することの重要性を、保安活動を

実施する者（以下「職員」という。）に周知

すること。 

 

テムの構築及び実施，並びにその有効性を継続

的に改善することに対するコミットメントの証

拠を，次の事項によって示さなければならない。

 

a) 法令・規制要求事項を満たすことは当然の

こととして，原子力安全の重要性を組織内に

周知する。         ［解説5.1］

b) 品質方針を設定する。 

c) 品質目標が設定されることを確実にする。

 

 

d) マネジメントレビューを実施する。 

 

e) 資源が使用できることを確実にする。 

 

び実施，ならびにその有効性を継続的に改善す

ることに対するコミットメントの証拠を，次の

事項によって示す。 

 

a) 法令・規制要求事項を満たすことは当然の

こととして，原子力安全の重要性を組織内に

周知する。 

b) 「５．３品質方針」により，品質方針を設

定する。 

c) 「５．４．１品質目標」により，品質目標

が設定されることを確実にする。 

d) 安全文化を醸成するための活動を促進す

る。 

e) 「５．６マネジメントレビュー」により，

マネジメントレビューを実施する。 

f) 「６．資源の運用管理」により，資源が使

用できることを確実にする。 

実施、並びにその有効性を継続的に改善するこ

とに対するコミットメントの証拠を、次の事項

によって示す。 

 

a) 法令・規制要求事項を満たすことは当然の

こととして、原子力安全の重要性を組織内に

周知する。 

b) 「５．３品質方針」により、品質方針を設

定する。 

c) 「５．４．１品質目標」により、品質目標

が設定されることを確実にする。 

d) 安全文化を醸成するための活動を促進す

る。 

e) 「５．６マネジメントレビュー」により、

マネジメントレビューを実施する。 

f) 「６．資源の運用管理」により、資源が使

用できることを確実にする。 

（原子力の安全の確保の重視） 

第九条  経営責任者は、個別業務等要求事項が

明確にされ、かつ、個別業務及び発電用原子炉

施設が当該要求事項に適合しているようにし

なければならない。 

 

5.2 原子力安全の重視 

原子力安全を最優先に位置付け，トップマネジ

メントは，業務に対する要求事項が決定され，

満たされていることを確実にしなければならな

い(7.2.1 及び 8.2.1 参照)。   ［解説 5.2］

 

5.2 原子力安全の重視 

原子力安全を最優先に位置付け，社長は，業務

または原子力施設に対する要求事項が決定さ

れ，満たされていることを確実にする。(7.2.1

および 8.2.1 参照) 

5.2 原子力安全の重視 

原子力安全を最優先に位置付け、社長は、業務

又は原子炉施設に対する要求事項が決定され、

満たされていることを確実にする。(7.2.1 及び

8.2.1 参照) 

 

（品質方針） 

第十条  経営責任者は、品質方針が次に掲げる

条件に適合しているようにしなければならな

い。 

一  品質保証の実施に係る発電用原子炉設置

者の意図に照らし適切なものであること。 

二  要求事項への適合及び品質管理監督シス

テムの実効性の維持に責任を持って関与す

ることを規定していること。 

三  品質目標を定め、照査するに当たっての枠

組みとなるものであること。 

四  職員に周知され、理解されていること。 

五  妥当性を維持するために照査されている

こと。 

六  組織運営に関する方針と整合的なもので

あること。 

 

 

 

5.3 品質方針 

トップマネジメントは，品質方針について，次

の事項を確実にしなければならない。 

 

a) 組織の目的に対して適切である。 

 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメント

システムの有効性の継続的な改善に対する

コミットメントを含む。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠

組みを与える。 

d) 組織全体に伝達され，理解される。 

e) 適切性の持続のためにレビューされる。 

5.3 品質方針 

社長は，品質方針について，次の事項を確実に

する。 

 

a) 組織の目的に対して適切である。 

 

b) 要求事項への適合および品質マネジメント

システムの有効性の継続的な改善に対する

コミットメントを含む。 

c) 品質目標の設定およびレビューのための枠

組みを与える。 

d) 組織全体に伝達され，理解される。 

e) 適切性の持続のためにレビューされる。 

 

f) 組織運営に関する方針と整合のとれたもの

である。  

5.3 品質方針 

社長は、品質方針について、次の事項を確実に

する。 

 

a) 組織の目的に対して適切である。 

 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシ

ステムの有効性の継続的な改善に対するコ

ミットメントを含む。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組

みを与える。 

d) 組織全体に伝達され、理解される。 

e) 適切性の持続のためにレビューされる。 

 

f) 組織運営に関する方針と整合のとれたもの

である。  
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（品質目標） 

第十一条  経営責任者は、部門において、品質

目標（個別業務等要求事項への適合のために必

要な目標を含む。）が定められているようにし

なければならない。 

 

 

２ 経営責任者は、品質目標を、その達成状況を

評価しうるものであって、かつ、品質方針と整

合的なものとしなければならない。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) トップマネジメントは，組織内のしかるべ

き部門及び階層で，業務に対する要求事項を満

たすために必要なものを含む品質目標(7.1 

(3) a)参照)が設定されていることを確実にし

なければならない。      [解説5.4.1]

(2) 品質目標は，その達成度が判定可能で，品

質方針との整合がとれていなければならない。

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 社長は，組織内のしかるべき部門および階

層で，業務または原子力施設に対する要求事項

を満たすために必要なものを含む品質目標

（7.1 (3) a）参照）が設定されていることを

確実にする。 

(2) 品質目標は，その達成度が判定可能で，品

質方針との整合をとる。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 社長は、組織内のしかるべき部門及び階層

で、業務又は原子炉施設に対する要求事項を満

たすために必要なものを含む品質目標（7.1 

(3) a）参照）が設定されていることを確実に

する。 

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品

質方針との整合をとる。 

 

 

（品質管理監督システムの計画の策定） 

第十二条  経営責任者は、品質管理監督システ

ムが第三条の規定及び品質目標に適合するよ

う、その実施に当たっての計画が策定されてい

るようにしなければならない。 

 

 

２  経営責任者は、品質管理監督システムの変

更を計画し、及び実施する場合においては、当

該品質管理監督システムが不備のないもので

あることを維持しなければならない。 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

トップマネジメントは，次の事項を確実にしな

ければならない。 

a) 品質目標に加えて 4.1 に規定する要求事

項を満たすために，品質マネジメントシステ

ムの構築と維持についての計画を策定する。

[解説 5.4.2-1] 

b) 品質マネジメントシステムの変更を計画

し，実施する場合には，その変更が品質マネ

ジメントシステムの全体の体系に対して矛

盾なく，整合性が取れている。[解説 5.4.2-2]

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

社長は，次の事項を確実にする。 

 

a)品質目標に加えて 4.1 に規定する要求事項

を満たすために，品質マネジメントシステム

の構築と維持についての計画を策定する。 

 

b) 品質マネジメントシステムの変更を計画

し，実施する場合には，その変更が品質マネ

ジメントシステムの全体の体系に対して矛

盾なく，整合性が取れている。 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

社長は、次の事項を確実にする。 

 

a) 品質目標に加えて 4.1 に規定する要求事項

を満たすために、品質マネジメントシステム

の構築と維持についての計画を策定する。 

 

b) 品質マネジメントシステムの変更を計画

し、実施する場合には、その変更が品質マネ

ジメントシステムの全体の体系に対して矛

盾なく、整合性が取れている。 

 

（責任及び権限） 

第十三条  経営責任者は、部門及び職員の責任

（保安活動の内容について説明する責任を含

む。）及び権限が定められ、文書化され、周知

されているようにしなければならない。 

 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

トップマネジメントは，責任及び権限が定めら

れ，組織全体に周知されていることを確実にし

なければならない。 

 

5.5 責任・権限およびコミュニケーション 

5.5.1 責任および権限 

社長は，全社規程である「組織規程」を踏まえ

て，保安活動を実施するための責任および権限

が第５条（保安に関する職務）および第９条（主

任技術者の職務等）に定められ，組織全体に周

知されていることを確実にする。 

 

5.5 責任・権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

社長は、全社規程である「組織規程」を踏まえ

て、保安活動を実施するための責任及び権限が

定められ、組織全体に周知されていることを確

実にする。 

 

 

 

 

 

・保安規定特有の記載であるた

め、本届出書には記載してい

ない。 

（管理責任者） 

第十四条  経営責任者は、品質管理監督システ

ムを管理監督する責任者（以下「管理責任者」

という。）に、次に掲げる業務に係る責任及び

権限を与えなければならない。 

 

 

 

一  プロセスが確立され、実施されるととも

に、その実効性が維持されているようにする

こと。 

二  品質管理監督システムの実施状況及びそ

の改善の必要性について経営責任者に報告

すること。 

三 部門において、関係法令を遵守することそ

の他原子力の安全を確保することについて

5.5.2 管理責任者 

(1) トップマネジメントは，組織の管理層の中

から管理責任者を任命しなければならない。 

 

 

(2) 管理責任者は，与えられている他の責任と

かかわりなく，次に示す責任及び権限をもたな

ければならない。 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロ

セスの確立，実施及び維持を確実にする。 

b) 品質マネジメントシステムの成果を含む

実施状況及び改善の必要性の有無について，

トップマネジメントに報告する。 

c) 組織全体にわたって，原子力安全について

の認識を高めることを確実にする。     

[解説 5.5.2] 

5.5.2 管理責任者 

(1) 社長は，原子力本部長を品質保証活動（内

部監査を除く。）の実施に係る管理責任者に，

考査室原子力監査担当部長を内部監査の管理

責任者として任命する。 

(2) 管理責任者は，与えられている他の責任と

かかわりなく，次に示す責任および権限をも

つ。 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセ

スの確立，実施および維持を確実にする。 

b) 品質マネジメントシステムの成果を含む実

施状況および改善の必要性の有無について，

社長に報告する｡ 

c) 組織全体にわたって，関係法令および保安

規定の遵守が確実に行われるようにするこ

とならびに原子力安全についての認識を高

5.5.2 管理責任者 

(1) 社長は、原子力本部長を品質保証活動（内

部監査を除く。）の実施に係る管理責任者に、

考査室原子力監査担当部長を内部監査の管理

責任者として任命する。 

(2) 管理責任者は、与えられている他の責任と

かかわりなく、次に示す責任及び権限をもつ。

 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセ

スの確立、実施及び維持を確実にする。 

b) 品質マネジメントシステムの成果を含む実

施状況及び改善の必要性の有無について、社

長に報告する｡ 

c) 組織全体にわたって、関係法令及び保安規

定の遵守が確実に行われるようにすること

並びに原子力安全についての認識を高める
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
の認識が向上するようにすること。  

注記１ 管理責任者の責任には，品質マネジメ

ントシステムに関する事項について外部と連

絡をとることも含めることができる。 

注記２ 管理責任者は，上記の責任及び権限を

もつ限り，一人である必要はない。 

 

めることを確実にする。 ことを確実にする。 

（プロセス責任者） 

第十五条  経営責任者は、プロセスを管理監督

する責任者（以下「プロセス責任者」という。）

に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与え

なければならない。 

一  プロセス責任者が管理する個別業務のプ

ロセスが確立され、実施されるとともに、そ

の実効性が維持されているようにすること。 

二  プロセス責任者が管理する個別業務に従

事する職員の個別業務等要求事項について

の認識が向上するようにすること。 

三  プロセス責任者が管理する個別業務の実

績に関する評価を行うこと。 

四  安全文化を醸成するための活動を促進す

ること。 

 

 5.5.3プロセス責任者 

社長は，プロセス責任者に対し，所掌する業

務に関して，次に示す責任および権限を与える

ことを確実にする。 

 

a) プロセスが確立され，実施されるとともに，

有効性を継続的に改善する。 

 

b) 業務に従事する要員の業務または原子力施

設に対する要求事項についての認識を高め

る。 

c) 成果を含む実施状況について評価する。

（5.4.1および8.2.3参照） 

d) 安全文化を醸成するための活動を促進す

る。 

 

5.5.3プロセス責任者 

社長は、プロセス責任者に対し、所掌する業

務に関して、次に示す責任及び権限を与えるこ

とを確実にする。 

 

a) プロセスが確立され、実施されるとともに、

有効性を継続的に改善する。 

 

b) 業務に従事する要員の業務又は原子炉施設

に対する要求事項についての認識を高める。

c) 成果を含む実施状況について評価する。

（5.4.1及び8.2.3参照） 

d) 安全文化を醸成するための活動を促進す

る。 

 

 

（内部情報伝達） 

第十六条  経営責任者は、適切に情報の伝達が

行われる仕組みが確立されているようにする

とともに、情報の伝達が品質管理監督システム

の実効性に注意を払いつつ行われるようにし

なければならない。 

5.5.3 内部コミュニケーション 

トップマネジメントは，組織内にコミュニケー

ションのための適切なプロセスが確立されるこ

とを確実にしなければならない。また，品質マ

ネジメントシステムの有効性に関しての情報交

換が行われることを確実にしなければならな

い。 

 

5.5.4 内部コミュニケーション 

社長は，組織内にコミュニケーションのため

の適切なプロセスが確立されることを確実にす

る。また，品質マネジメントシステムの有効性

に関しての情報交換が行われることを確実にす

る。 

5.5.4 内部コミュニケーション 

社長は、組織内にコミュニケーションのため

の適切なプロセスが確立されることを確実にす

る。また、品質マネジメントシステムの有効性

に関しての情報交換が行われることを確実にす

る。 

 

（経営責任者照査） 

第十七条  経営責任者は、品質管理監督システ

ムについて、その妥当性及び実効性の維持を確

認するための照査（品質管理監督システム、品

質方針及び品質目標の改善の余地及び変更の

必要性の評価を含む。以下「経営責任者照査」

という。）を、あらかじめ定めた間隔で行わな

ければならない。 

 

 

 

２  発電用原子炉設置者は、経営責任者照査の

結果の記録を作成し、これを管理しなければな

らない。 

 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) トップマネジメントは，組織の品質マネジ

メントシステムが，引き続き，適切，妥当かつ

有効であることを確実にするために，あらかじ

め定められた間隔で品質マネジメントシステ

ムをレビューしなければならない。 

(2) このレビューでは，品質マネジメントシス

テムの改善の機会の評価，並びに品質方針及び

品質目標を含む品質マネジメントシステムの

変更の必要性の評価も行わなければならない。

(3) マネジメントレビューの結果の記録は，維

持しなければならない(4.2.4参照)。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 社長は，組織の品質マネジメントシステム

が，引き続き，適切，妥当かつ有効であること

を確実にするために，社内規定を定め，年１回

以上品質マネジメントシステムをレビューす

る。 

(2) このレビューでは，品質マネジメントシス

テムの改善の機会の評価，ならびに品質方針お

よび品質目標を含む品質マネジメントシステ

ムの変更の必要性の評価も行う。 

(3) マネジメントレビューの結果の記録は，維

持する(4.2.4 参照)。 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 社長は、組織の品質マネジメントシステム

が、引き続き、適切、妥当かつ有効であること

を確実にするために、社内規定を定め、年１回

以上品質マネジメントシステムをレビューす

る。 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシス

テムの改善の機会の評価、並びに品質方針及び

品質目標を含む品質マネジメントシステムの

変更の必要性の評価も行う。 

(3) マネジメントレビューの結果の記録は、維

持する(4.2.4 参照)。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（経営責任者照査に係るプロセス入力情報） 

第十八条  発電用原子炉設置者は、次に掲げる

プロセス入力情報によって経営責任者照査を

行わなければならない。 

一  監査の結果 

二  発電用原子炉施設の外部の者からの意見 

 

三  プロセスの実施状況 

四  発電用原子炉施設の検査の結果 

五  品質目標の達成状況 

六  安全文化を醸成するための活動の実施状 

 況 

七  関係法令の遵守状況 

八  是正処置（不適合（要求事項に適合しない

状態をいう。以下同じ。）に対する再発防止

のために行う是正に関する処置をいう。以下

同じ。）及び予防処置（生じるおそれのある

不適合を防止するための予防に関する処置

をいう。以下同じ。）の状況 

九  従前の経営責任者照査の結果を受けて講

じた措置 

十  品質管理監督システムに影響を及ぼすお

それのある変更 

十一  部門又は職員等からの改善のための提 

 案 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

マネジメントレビューへのインプットには，次

の情報を含めなければならない。 

 

a) 監査の結果 

b) 原子力安全の達成に関する外部の受け止

め方           [解説 5.6.2-1]

c) プロセスの成果を含む実施状況並びに検

査及び試験の結果     [解説 5.6.2-2]

d) 予防処置及び是正処置の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 前回までのマネジメントレビューの結果

に対するフォローアップ 

f) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼ

す可能性のある変更 

g) 改善のための提案 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

マネジメントレビューへのインプットには，次

の情報を含む。 

 

a) 監査の結果 

b) 原子力安全の達成に関する外部の受けとめ

 方 

c) プロセスの成果を含む実施状況(品質目標

の達成状況を含む)ならびに検査および試験

の結果 

d) 予防処置および是正処置の状況 

e) 安全文化の醸成のための取組み状況 

f) 関係法令および保安規定の遵守の意識を定

着させるための取組み状況 

 

 

 

 

 

g) 前回までのマネジメントレビューの結果に

対するフォローアップ 

h) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす

可能性のある変更 

i) 改善のための提案 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

マネジメントレビューへのインプットには、次

の情報を含む。 

 

a) 監査の結果 

b) 原子力安全の達成に関する外部の受けとめ

 方 

c) プロセスの成果を含む実施状況(品質目標

の達成状況を含む)並びに検査及び試験の結

果 

d) 予防処置及び是正処置の状況 

e) 安全文化の醸成のための取組み状況 

f) 関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着

させるための取組み状況 

 

 

 

 

 

g) 前回までのマネジメントレビューの結果に

対するフォローアップ 

h) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす

可能性のある変更 

i) 改善のための提案 

 

（経営責任者照査に係るプロセス出力情報） 

第十九条  発電用原子炉設置者は、経営責任者

照査から次に掲げる事項に係る情報を得て、所

要の措置を講じなければならない。 

 

一  品質管理監督システム及びプロセスの実

効性の維持に必要な改善 

二  個別業務に関する計画及び個別業務の実

施に関連する保安活動の改善 

三  品質管理監督システムの妥当性及び実効

性の維持を確保するために必要な資源 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプッ

ト 

マネジメントレビューからのアウトプットに

は，次の事項に関する決定及び処置すべてを含

めなければならない。 

a) 品質マネジメントシステム及びそのプロ

セスの有効性の改善 

b)  業務の計画及び実施にかかわる改善

[解説 5.6.3] 

c) 資源の必要性 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプッ

ト 

マネジメントレビューからのアウトプットに

は，次の事項に関する決定および処置すべてを

含める。 

 

a) 品質マネジメントシステムおよびそのプロ

セスの有効性の改善 

b) 業務の計画および実施にかかわる改善 

c) 資源の必要性 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプッ

ト 

マネジメントレビューからのアウトプットに

は、次の事項に関する決定及び処置すべてを含

める。 

 

a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセ

スの有効性の改善 

b) 業務の計画及び実施にかかわる改善 

c) 資源の必要性 

 

第四章 資源の管理監督 

（資源の確保） 

第二十条  発電用原子炉設置者は、保安のため

に必要な資源を明確にし、確保しなければなら

ない。 

 

6.資源の運用管理 

6.1 資源の提供 

組織は，原子力安全に必要な資源を明確にし，

提供しなければならない。    ［解説 6.1］

6.資源の運用管理 

6.1 資源の提供 

組織は，原子力安全に必要な資源を明確にし，

提供する。 

資源のうち「6.2 人的資源」，「6.3 原子力施設

およびインフラストラクチャー」，「6.4 作業環

境」については，以下のとおり明確にし，提供

する。 

 

6.資源の運用管理 

6.1 資源の提供 

組織は、原子力安全に必要な資源を明確にし、

提供する。 

資源のうち「6.2 人的資源」、「6.3 原子炉施設

及びインフラストラクチャー」、「6.4 作業環境」

については、以下のとおり明確にし、提供する。
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（職員） 

第二十一条  発電用原子炉設置者は、職員に、

次に掲げる要件を満たしていることをもって

その能力が実証された者を充てなければなら

ない。 

一  適切な教育訓練を受けていること。 

二  所要の技能及び経験を有していること。 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

原子力安全の達成に影響がある業務に従事す

る要員は，適切な教育，訓練，技能及び経験を

判断の根拠として力量がなければならない。  

［解説 6.2.1］

 

注記 原子力安全の達成は，品質マネジメント

システム内の業務に従事する要員によって，直

接的に又は間接的に影響を受ける可能性があ

る。 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

原子力安全の達成に影響がある業務に従事す

る要員は，適切な教育，訓練，技能および経験

を判断の根拠として力量を有する。 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

原子力安全の達成に影響がある業務に従事す

る要員は、適切な教育、訓練、技能及び経験を

判断の根拠として力量を有する。 

 

（教育訓練等） 

第二十二条  発電用原子炉設置者は、次に掲げ

る業務を行わなければならない。 

一  職員にどのような能力が必要かを明確に

すること。 

二  職員の教育訓練の必要性を明らかにする

こと。 

三 前号の教育訓練の必要性を満たすために

教育訓練その他の措置を講ずること。 

 

四  前号の措置の実効性を評価すること。 

 

五  職員が、品質目標の達成に向けて自らの個

別業務の関連性及び重要性を認識するとと

もに、自らの貢献の方途を認識しているよう

にすること。 

六  職員の教育訓練、技能及び経験について適

切な記録を作成し、これを管理すること。 

 

6.2.2 力量，教育・訓練及び認識 

組織は，次の事項を実施しなければならない。

 

a) 原子力安全の達成に影響がある業務に従

事する要員に必要な力量を明確にする。   

[解説 6.2.2]

b) 該当する場合には（必要な力量が不足して

いる場合には），その必要な力量に到達する

ことができるように教育・訓練を行うか，又

は他の処置をとる。 

c) 教育・訓練又は他の処置の有効性を評価す

る。 

d) 組織の要員が，自らの活動のもつ意味及び

重要性を認識し，品質目標の達成に向けて自

らがどのように貢献できるかを認識するこ

とを確実にする。 

e) 教育，訓練，技能及び経験について該当す

る記録を維持する(4.2.4 参照)。 

 

6.2.2 力量，教育・訓練および認識 

組織は，社内規定を定め，次の事項を実施する。

 

a) 管理責任者を含め，原子力安全の達成に影

響がある業務に従事する要員に必要な力量

を明確にする。 

b) 該当する場合には（必要な力量が不足して

いる場合には），その必要な力量に到達する

ことができるように教育・訓練を行うか，ま

たは他の処置をとる。 

c) 教育・訓練または他の処置の有効性を評価

する。 

d) 組織の要員が，自らの活動のもつ意味およ

び重要性を認識し，品質目標の達成に向けて

自らがどのように貢献できるかを認識する

ことを確実にする。 

e) 教育，訓練，技能および経験について該当

する記録を維持する(4.2.4 参照)。 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

組織は、社内規定を定め、次の事項を実施する。

 

a) 管理責任者を含め、原子力安全の達成に影

響がある業務に従事する要員に必要な力量

を明確にする。 

b) 該当する場合には（必要な力量が不足して

いる場合には）、その必要な力量に到達する

ことができるように教育・訓練を行うか、又

は他の処置をとる。 

c) 教育・訓練又は他の処置の有効性を評価す

る。 

d) 組織の要員が、自らの活動のもつ意味及び

重要性を認識し、品質目標の達成に向けて自

らがどのように貢献できるかを認識するこ

とを確実にする。 

e) 教育、訓練、技能及び経験について該当す

る記録を維持する(4.2.4 参照)。 

 

（業務運営基盤） 

第二十三条  発電用原子炉設置者は、保安のた

めに必要な業務運営基盤（個別業務に必要な施

設、設備及びサービスの体系をいう。）を明確

にして、これを維持しなければならない。 

6.3 原子力施設 

組織は，原子力安全の達成のために必要な原子

力施設を明確にし，維持管理しなければならな

い。              [解説 6.3] 

 

6.3 原子力施設およびインフラストラクチャー 

組織は，原子力安全の達成のために必要な原

子力施設を明確にし，維持管理する。また， 原

子力安全の達成のために必要なインフラストラ

クチャー(原子力施設を除く)を明確にし，維持

する。 

 

6.3 原子炉施設及びインフラストラクチャー 

組織は、原子力安全の達成のために必要な原

子炉施設を明確にし、維持管理する。また、 原

子力安全の達成のために必要なインフラストラ

クチャー(原子炉施設を除く)を明確にし、維持

する。 

 

 

（作業環境） 

第二十四条  発電用原子炉設置者は、保安のた

めに必要な作業環境を明確にして、これを管理

監督しなければならない。 

6.4 作業環境 

組織は，原子力安全の達成のために必要な作業

環境を明確にし，運営管理しなければならない。

［解説 6.4］

 

注記 “作業環境”という用語は，物理的，環

境的及びその他の要因を含む（例えば，騒音，

気温，湿度，照明又は天候），作業が行われる

状態と関連している。 

 

6.4 作業環境 

組織は，原子力安全の達成のために必要な作

業環境を明確にし，運営管理する。 

6.4 作業環境 

組織は、原子力安全の達成のために必要な作

業環境を明確にし、運営管理する。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別

業務の実施 

（個別業務に必要なプロセスの計画） 

第二十五条 発電用原子炉設置者は、個別業務に

必要なプロセスについて、計画を策定するとと

もに、確立しなければならない。 

２ 発電用原子炉設置者は、前項の規定により

策定された計画（以下「個別業務計画」という。）

と、個別業務に係るプロセス以外のプロセスに

係る要求事項との整合性を確保しなければな

らない。 

３ 発電用原子炉設置者は、個別業務計画の策定

を行うに当たっては、次に掲げる事項を適切に

明確化しなければならない。 

一  個別業務又は発電用原子炉施設に係る品

質目標及び個別業務等要求事項 

二  所要のプロセス、品質管理監督文書及び資

源であって、個別業務又は発電用原子炉施設

に固有のもの 

三  所要の検証、妥当性確認、監視測定並びに

検査及び試験（以下「検査試験」という。）

であって、当該個別業務又は発電用原子炉施

設に固有のもの及び個別業務又は発電用原

子炉施設の適否を決定するための基準（以下

「適否決定基準」という。） 

四  個別業務又は発電用原子炉施設に係るプ

ロセス及びその結果が個別業務等要求事項

に適合していることを実証するために必要

な記録 

４  発電用原子炉設置者は、個別業務計画の策

定に係るプロセス出力情報を、作業方法に見合

う形式によるものとしなければならない。 

 

7.業務の計画及び実施       ［解説 7］

7.1 業務の計画 

 

(1) 組織は，業務に必要なプロセスを計画し，

構築しなければならない。 

 

(2) 業務の計画は，品質マネジメントシステム

のその他のプロセスの要求事項と整合がとれ

ていなければならない(4.1参照)。 

 

 

(3) 組織は，業務の計画に当たって，次の各事

項について適切に明確化しなければならない。

 

a) 業務に対する品質目標及び要求事項 

 

b) 業務に特有な，プロセス及び文書の確立の

必要性，並びに資源の提供の必要性 

 

c) その業務のための検証，妥当性確認，監視，

測定，検査及び試験活動，並びにこれらの合

否判定基準 [解説7.1-1] 

 

 

 

d) 業務のプロセス及びその結果が，要求事項

を満たしていることを実証するために必要

な記録(4.2.4参照)     ［解説7.1-2］

 

(4) この計画のアウトプットは，組織の運営方

法に適した形式でなければならない。 

 

注記１ 特定の業務，プロジェクト又は契約に

適用される品質マネジメントシステムのプロ

セス(業務の計画及び実施のプロセスを含む。)

及び資源を規定する文書を，品質計画書と呼ぶ

ことがある。 

注記２ 組織は，業務のプロセスの構築に当た

って，7.3に規定する要求事項を適用してもよ

い。 

 

7.業務の計画および実施 

7.1 業務の計画 

 

(1) 組織は，保安活動に関する業務に必要なプ

ロセスを計画し，構築する。 

 

(2) 業務の計画は，品質マネジメントシステム

のその他のプロセスの要求事項と整合をとる。

(4.1 参照) 

 

 

(3) 組織は，業務の計画に当たって，次の各事

項について適切に明確化する。 

 

a) 業務または原子力施設に対する品質目標お

よび要求事項 

b) 業務または原子力施設に特有な，プロセス

および文書の確立の必要性，ならびに資源の

提供の必要性 

 

c) その業務または原子力施設のための検証，

妥当性確認，監視，測定，検査および試験活

動，ならびにこれらの合否判定基準 

 

 

d) 業務または原子力施設のプロセスおよびそ

の結果が，要求事項を満たしていることを実

証するために必要な記録(4.2.4 参照) 

 

(4) この計画のアウトプットは，組織の運営方

法に適した形式にする。 

 

7.業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

 

(1) 組織は、保安活動に関する業務に必要なプ

ロセスを計画し、構築する。 

 

(2) 業務の計画は、品質マネジメントシステム

のその他のプロセスの要求事項と整合をとる。

(4.1 参照) 

 

 

(3) 組織は、業務の計画に当たって、次の各事

項について適切に明確化する。 

 

a) 業務又は原子炉施設に対する品質目標及び

要求事項 

b) 業務又は原子炉施設に特有な、プロセス及

び文書の確立の必要性、並びに資源の提供の

必要性 

 

c) その業務又は原子炉施設のための検証、妥

当性確認、監視、測定、検査及び試験活動、

並びにこれらの合否判定基準 

 

 

d) 業務又は原子炉施設のプロセス及びその結

果が、要求事項を満たしていることを実証す

るために必要な記録(4.2.4 参照) 

 

(4) この計画のアウトプットは、組織の運営方

法に適した形式にする。 

 

 

（個別業務等要求事項の明確化） 

第二十六条  発電用原子炉設置者は、次に掲げ

る事項を個別業務等要求事項として明確にし

なければならない。 

 

 

7.2 業務に対する要求事項に関するプロセス  

［解説 7.2］

7.2.1 業務に対する要求事項の明確化 

組織は，次の事項を明確にしなければならな

い。            ［解説 7.2.1］ 

 

7.2 業務または原子力施設に対する要求事項に

関するプロセス 

7.2.1 業務または原子力施設に対する要求事項

の明確化 

組織は，次の事項を業務の計画（7.1 参照）で

明確にする。 

7.2 業務又は原子炉施設に対する要求事項に関

するプロセス 

7.2.1 業務又は原子炉施設に対する要求事項の

明確化 

組織は、次の事項を業務の計画（7.1 参照）で

明確にする。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
一  発電用原子炉施設の外部の者が明示して

はいないものの、個別業務又は発電用原子炉

施設に必要な要求事項であって既知のもの 

二  関係法令のうち、当該個別業務又は発電用

原子炉施設に関するもの 

三  その他発電用原子炉設置者が明確にした

要求事項 

 

a) 業務に適用される法令・規制要求事項 

b) 明示されてはいないが，業務に不可欠な要

求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項すべ

 て 

 

a) 業務または原子力施設に適用される法令・

規制要求事項 

b) 明示されてはいないが，業務または原子力

施設に不可欠な要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項すべて

a) 業務又は原子炉施設に適用される法令・規

制要求事項 

b) 明示されてはいないが、業務又は原子炉施

設に不可欠な要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項すべて

（個別業務等要求事項の照査） 

第二十七条  発電用原子炉設置者は、個別業務

の実施又は発電用原子炉施設の使用に当たっ

て、あらかじめ、個別業務等要求事項の照査を

実施しなければならない。 

２ 発電用原子炉設置者は、前項の照査を実施す

るに当たっては、次に掲げる事項を確認しなけ

ればならない。 

一  当該個別業務又は発電用原子炉施設に係

る個別業務等要求事項が定められているこ

と。 

二  当該個別業務又は発電用原子炉施設に係

る個別業務等要求事項が、あらかじめ定めら

れた個別業務等要求事項と相違する場合に

おいては、当該相違点が解明されているこ

と。 

三  発電用原子炉設置者が、あらかじめ定めら

れた要求事項に適合する能力を有している

こと。 

３  発電用原子炉設置者は、第一項の照査の結

果に係る記録及び当該照査の結果に基づき講

じた措置に係る記録を作成し、これを管理しな

ければならない。 

４  発電用原子炉設置者は、個別業務等要求事

項が変更された場合においては、関連する文書

が改訂されるようにするとともに、関連する職

員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知

されるようにしなければならない。 

7.2.2 業務に対する要求事項のレビュー    

［解説 7.2.2］

(1) 組織は，業務に対する要求事項をレビュー

しなければならない。このレビューは，業務を

行う前に実施しなければならない。 

(2) レビューでは，次の事項を確実にしなけれ

ばならない。 

 

a) 業務に対する要求事項が定められている。

 

 

b) 業務に対する要求事項が以前に提示され

たものと異なる場合には，それについて解決

されている。 

 

 

c) 組織が，定められた要求事項を満たす能力

をもっている。 

 

(3) このレビューの結果の記録，及びそのレビ

ューを受けてとられた処置の記録を維持しな

ければならない(4.2.4参照)。 

 

(4) 業務に対する要求事項が書面で示されな

い場合には，組織はその要求事項を適用する前

に確認しなければならない。 

(5) 業務に対する要求事項が変更された場合

には，組織は，関連する文書を修正しなければ

ならない。また，変更後の要求事項が，関連す

る要員に理解されていることを確実にしなけ

ればならない。 

 

7.2.2 業務または原子力施設に対する要求事項

のレビュー 

(1) 組織は，業務または原子力施設に対する要

求事項をレビューする。このレビューは，その

要求事項を適用する前に実施する。 

(2) レビューでは，次の事項を確実にする。 

 

 

a) 業務または原子力施設に対する要求事項が

定められている。 

 

b) 業務または原子力施設に対する要求事項が

以前に提示されたものと異なる場合には，そ

れについて解決されている。 

 

 

c) 組織が，定められた要求事項を満たす能力

をもっている。 

 

(3) このレビューの結果の記録，およびそのレ

ビューを受けてとられた処置の記録を維持す

る (4.2.4 参照)。 

 

(4) 業務または原子力施設に対する要求事項が

書面で示されない場合には，組織はその要求事

項を適用する前に確認する。 

(5) 業務または原子力施設に対する要求事項が

変更された場合には，組織は，関連する文書を

修正する。また，変更後の要求事項が，関連す

る要員に理解されていることを確実にする。 

 

7.2.2 業務又は原子炉施設に対する要求事項の

レビュー 

(1) 組織は、業務又は原子炉施設に対する要求

事項をレビューする。このレビューは、その要

求事項を適用する前に実施する。 

(2) レビューでは、次の事項を確実にする。 

 

 

a) 業務又は原子炉施設に対する要求事項が定

められている。 

 

b) 業務又は原子炉施設に対する要求事項が以

前に提示されたものと異なる場合には、それ

について解決されている。 

 

 

c) 組織が、定められた要求事項を満たす能力

をもっている。 

 

(3) このレビューの結果の記録、及びそのレビ

ューを受けてとられた処置の記録を維持する

(4.2.4 参照)。 

 

(4) 業務又は原子炉施設に対する要求事項が書

面で示されない場合には、組織はその要求事項

を適用する前に確認する。 

(5) 業務又は原子炉施設に対する要求事項が変

更された場合には、組織は、関連する文書を修

正する。また、変更後の要求事項が、関連する

要員に理解されていることを確実にする。 

 

 

（発電用原子炉施設の外部の者との情報の伝

達） 

第二十八条  発電用原子炉設置者は、発電用原

子炉施設の外部の者との情報の伝達のために

実効性のある方法を明らかにして、これを実施

しなければならない。 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

組織は，原子力安全に関して外部とのコミュニ

ケーションを図るための効果的な方法を明確に

し，実施しなければならない。 ［解説 7.2.3］

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

組織は，原子力安全に関して外部とのコミュ

ニケーションを図るための効果的な方法を明確

にし，実施する。 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

組織は、原子力安全に関して外部とのコミュ

ニケーションを図るための効果的な方法を明確

にし、実施する。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（設計開発計画） 

第二十九条  発電用原子炉設置者は、設計開発

（発電用原子炉施設に必要な要求事項を考慮

し、発電用原子炉施設の仕様を定めることをい

う。以下同じ。）の計画（以下「設計開発計画」

という。）を策定するとともに、設計開発を管

理しなければならない。 

２ 発電用原子炉設置者は、設計開発計画の策定

において、次に掲げる事項を明確にしなければ

ならない。 

一  設計開発の段階 

二  設計開発の各段階それぞれにおいて適切

な照査、検証及び妥当性確認 

三  設計開発に係る部門及び職員の責任（保安

活動の内容について説明する責任を含む。）

及び権限 

３  発電用原子炉設置者は、実効性のある情報

の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てが

なされるようにするために、設計開発に関与す

る各者間の連絡を管理監督しなければならな

い。 

４  発電用原子炉設置者は、第一項の規定によ

り策定された設計開発計画を、設計開発の進行

に応じ適切に更新しなければならない。 

7.3 設計・開発          ［解説 7.3］

 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 組織は，原子力施設の設計・開発の計画を

策定し，管理しなければならない。 

 

 

(2) 設計・開発の計画において，組織は，次の

事項を明確にしなければならない。 

 

a) 設計・開発の段階 

b) 設計・開発の各段階に適したレビュー，検

証及び妥当性確認 

c) 設計・開発に関する責任及び権限 

 

 

(3) 組織は，効果的なコミュニケーション及び

責任の明確な割当てを確実にするために，設

計・開発に関与するグループ間のインタフェー

スを運営管理しなければならない。 

 

(4) 設計・開発の進行に応じて，策定した計画

を適切に更新しなければならない。 

 

注記 設計・開発のレビュー，検証及び妥当性

確認は，異なった目的をもっている。それらは，

原子力施設及び組織に適するように，個々に又

はどのような組み合わせでも，実施し，記録す

ることができる。 

 

7.3 設計・開発 

組織は，社内規定を定め，次の事項を実施する。

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 組織は，原子力施設の設計・開発の計画を

策定し，管理する。 

 

 

(2) 設計・開発の計画において，組織は，次の

事項を明確にする。 

 

a) 設計・開発の段階  

b) 設計・開発の各段階に適したレビュー，検

証および妥当性確認 

c) 設計・開発に関する責任および権限 

 

 

(3) 組織は，効果的なコミュニケーションなら

びに責任および権限の明確な割当てを確実に

するために，設計・開発に関与するグループ間

のインタフェースを運営管理する。 

 

(4) 設計・開発の進行に応じて，策定した計画

を適切に更新する。 

7.3 設計・開発 

組織は、社内規定を定め、次の事項を実施する。

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 組織は、原子炉施設の設計・開発の計画を

策定し、管理する。 

 

 

(2) 設計・開発の計画において、組織は、次の

事項を明確にする。 

 

a) 設計・開発の段階  

b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検

証及び妥当性確認 

c) 設計・開発に関する責任及び権限 

 

 

(3) 組織は、効果的なコミュニケーション並び

に責任及び権限の明確な割当てを確実にする

ために、設計・開発に関与するグループ間のイ

ンタフェースを運営管理する。 

 

(4) 設計・開発の進行に応じて、策定した計画

を適切に更新する。 

 

（設計開発に係るプロセス入力情報） 

第三十条  発電用原子炉設置者は、発電用原子

炉施設に係る要求事項に関連した次に掲げる

設計開発に係るプロセス入力情報を明確にす

るとともに、当該情報に係る記録を作成し、こ

れを管理しなければならない。 

一  意図した使用方法に応じた機能又は性能

に係る発電用原子炉施設に係る要求事項 

二  従前の類似した設計開発から得られた情

報であって、当該設計開発へのプロセス入力

情報として適用可能なもの 

三  関係法令 

四  その他設計開発に必須の要求事項 

２  発電用原子炉設置者は、設計開発に係るプ

ロセス入力情報について、その妥当性を照査

し、承認しなければならない。 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 原子力施設の要求事項に関連するインプ

ットを明確にし，記録を維持しなければならな

い(4.2.4参照)。インプットには，次の事項を

含めなければならない。 

 

a) 機能及び性能に関する要求事項 

b) 適用される法令・規制要求事項 

c) 適用可能な場合には，以前の類似した設計

から得られた情報 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 原子力施設の要求事項に関連するインプ

ットについては，その適切性をレビューしなけ

ればならない。要求事項は，漏れがなく，あい

まい(曖昧)でなく，相反することがあってはな

らない。 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 原子力施設の要求事項に関連するインプッ

トを明確にし，記録を維持する(4.2.4 参照)｡

インプットには，次の事項を含める。 

 

 

a) 機能および性能に関する要求事項 

b) 適用される法令・規制要求事項 

c) 適用可能な場合には，以前の類似した設計

から得られた情報 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 原子力施設の要求事項に関連するインプッ

トについては，その適切性をレビューし，承認

する。要求事項は，漏れがなく，あいまい(曖

昧)でなく，相反することがないものとする。

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 原子炉施設の要求事項に関連するインプッ

トを明確にし、記録を維持する(4.2.4 参照)｡

インプットには、次の事項を含める。 

 

 

a) 機能及び性能に関する要求事項 

b) 適用される法令・規制要求事項 

c) 適用可能な場合には、以前の類似した設計

から得られた情報 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 原子炉施設の要求事項に関連するインプッ

トについては、その適切性をレビューし、承認

する。要求事項は、漏れがなく、あいまい(曖

昧)でなく、相反することがないものとする。
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（設計開発に係るプロセス出力情報） 

第三十一条  発電用原子炉設置者は、設計開発

に係るプロセス出力情報を、設計開発に係るプ

ロセス入力情報と対比した検証を可能とする

形式により保有しなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、設計開発からプロ

セスの次の段階に進むことを承認するに当た

り、あらかじめ、当該設計開発に係るプロセス

出力情報を承認しなければならない。 

３  発電用原子炉設置者は、設計開発に係るプ

ロセス出力情報を、次に掲げる条件に適合する

ものとしなければならない。 

一 設計開発に係るプロセス入力情報たる要求

事項に適合するものであること。 

二 調達、個別業務の実施及び発電用原子炉施

設の使用のために適切な情報を提供するも

のであること。 

三 適否決定基準を含むものであること。 

 

 

四 発電用原子炉施設の安全かつ適正な使用方

法に不可欠な当該発電用原子炉施設の特性

を規定しているものであること。 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 設計・開発からのアウトプットは，設計・

開発へのインプットと対比した検証を行うの

に適した形式でなければならない。また，リリ

ースの前に，承認を受けなければならない。 

 

 

 

 

(2) 設計・開発からのアウトプットは，次の状

態でなければならない。 

 

a)  設計・開発へのインプットで与えられた要

求事項を満たす。 

b)  調達，業務の実施に対して適切な情報を提

供する。         [解説 7.3.3-1] 

 

c)  関係する検査及び試験の合否判定基準を

含むか，又はそれを参照している。     

[解説 7.3.3-2]

d)  安全な使用及び適正な使用に不可欠な原

子力施設の特性を明確にする。 

 

注記 業務の実施に対する情報には，原子力施

設の保存に関する詳細を含めることができる。

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 設計・開発からのアウトプットは，設計・

開発へのインプットと対比した検証を行うの

に適した形式とする。また，リリースの前に，

承認を行う。 

 

 

 

 

(2) 設計・開発からのアウトプットは，次の状

態とする。 

 

a) 設計・開発へのインプットで与えられた要

求事項を満たす。 

b) 調達，業務の実施に対して適切な情報を提

供する。 

 

c) 関係する検査および試験の合否判定基準を

含むか，またはそれを参照している。 

 

d) 安全な使用および適正な使用に不可欠な原

子力施設の特性を明確にする。 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 設計・開発からのアウトプットは、設計・

開発へのインプットと対比した検証を行うの

に適した形式とする。また、リリースの前に、

承認を行う。 

 

 

 

 

(2) 設計・開発からのアウトプットは、次の状

態とする。 

 

a) 設計・開発へのインプットで与えられた要

求事項を満たす。 

b) 調達、業務の実施に対して適切な情報を提

供する。 

 

c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含

むか、又はそれを参照している。 

 

d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な原子

炉施設の特性を明確にする。 

 

（設計開発照査） 

第三十二条 発電用原子炉設置者は、設計開発に

ついて、その適切な段階において、設計開発計

画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系

的な照査（以下「設計開発照査」という。）を

実施しなければならない。 

一 設計開発の結果が要求事項に適合すること

ができるかどうかについて評価すること。 

二 設計開発に問題がある場合においては、当

該問題の内容を識別できるようにするとと

もに、必要な措置を提案すること。 

２  発電用原子炉設置者は、設計開発照査に、

当該照査の対象となっている設計開発段階に

関連する部門の代表者及び当該設計開発に係

る専門家を参加させなければならない。 

３  発電用原子炉設置者は、設計開発照査の結

果の記録及び当該結果に基づき所要の措置を

講じた場合においては、その記録を作成し、こ

れを管理しなければならない。 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 設計・開発の適切な段階において，次の事

項を目的として，計画されたとおりに(7.3.1

参照)体系的なレビューを行わなければならな

い。 

 

a) 設計・開発の結果が，要求事項を満たせる

かどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし，必要な処置を提案する。

 

 

(2) レビューへの参加者には，レビューの対象

となっている設計・開発段階に関連する部門を

代表する者が含まれていなければならない。こ

のレビューの結果の記録，及び必要な処置があ

ればその記録を維持しなければならない(4. 

2.4参照)。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 設計・開発の適切な段階において，次の事

項を目的として，計画されたとおりに(7.3.1

参照)体系的なレビューを行う。 

 

 

a) 設計・開発の結果が，要求事項を満たせる

かどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし，必要な処置を提案する。

 

 

(2) レビューへの参加者には，レビューの対象

となっている設計・開発段階に関連する部門を

代表する者および当該設計・開発に係る専門家

を含める。このレビューの結果の記録，および

必要な処置があればその記録を維持する(4.2.

4 参照)。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 設計・開発の適切な段階において、次の事

項を目的として、計画されたとおりに(7.3.1

参照)体系的なレビューを行う。 

 

 

a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせる

かどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。

 

 

(2) レビューへの参加者には、レビューの対象

となっている設計・開発段階に関連する部門を

代表する者及び当該設計・開発に係る専門家を

含める。このレビューの結果の記録、及び必要

な処置があればその記録を維持する(4.2.4 参

照)。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（設計開発の検証） 

第三十三条  発電用原子炉設置者は、設計開発

に係るプロセス出力情報が当該設計開発に係

るプロセス入力情報たる要求事項に適合して

いる状態を確保するために、設計開発計画に従

って検証を実施しなければならない。この場合

において、設計開発計画に従ってプロセスの次

の段階に進む場合には、要求事項に対する適合

性の確認をしなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、前項の検証の結果

の記録（当該検証結果に基づき所要の措置を講

じた場合においては、その記録を含む。）を作

成し、これを管理しなければならない。 

３  発電用原子炉設置者は、当該設計開発に係

る部門又は職員に第一項の検証をさせてはな

らない。 

 

7.3.5 設計・開発の検証     ［解説 7.3.5］

(1) 設計・開発からのアウトプットが，設計・

開発へのインプットで与えられている要求事

項を満たしていることを確実にするために，計

画されたとおりに(7.3.1参照)検証を実施しな

ければならない。この検証の結果の記録，及び

必要な処置があればその記録を維持しなけれ

ばならない(4.2.4参照)。 

 

 

 

 

 

(2) 設計・開発の検証は，原設計者以外の者又

はグループが実施しなければならない。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 設計・開発からのアウトプットが，設計・

開発へのインプットで与えられている要求事

項を満たしていることを確実にするため，計画

されたとおりに(7.3.1 参照)検証を実施する。

この検証の結果の記録，および必要な処置があ

ればその記録を維持する(4.2.4 参照)。 

 

 

 

 

 

 

(2) 設計・開発の検証は，原設計者以外の者ま

たはグループが実施する。 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 設計・開発からのアウトプットが、設計・

開発へのインプットで与えられている要求事

項を満たしていることを確実にするため、計画

されたとおりに(7.3.1 参照)検証を実施する。

この検証の結果の記録、及び必要な処置があれ

ばその記録を維持する(4.2.4 参照)。 

 

 

 

 

 

 

(2) 設計・開発の検証は、原設計者以外の者又

はグループが実施する。 

 

（設計開発の妥当性確認） 

第三十四条  発電用原子炉設置者は、発電用原

子炉施設を、規定された性能、使用目的又は意

図した使用方法に係る要求事項に適合するも

のとするために、当該発電用原子炉施設に係る

設計開発計画に従って、当該設計開発の妥当性

確認（以下この条において「設計開発妥当性確

認」という。）を実施しなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設

を使用するに当たり、あらかじめ、設計開発妥

当性確認を完了しなければならない。ただし、

当該発電用原子炉施設の設置の後でなければ

妥当性確認を行うことができない場合におい

ては、当該発電用原子炉施設の使用を開始する

前に、設計開発妥当性確認を行わなければなら

ない。 

３  発電用原子炉設置者は、設計開発妥当性確

認の結果の記録及び当該妥当性確認の結果に

基づき所要の措置を講じた場合においては、そ

の記録を作成し、これを管理しなければならな

い。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 結果として得られる原子力施設が，指定さ

れた用途又は意図された用途に応じた要求事

項を満たし得ることを確実にするために，計画

した方法(7.3.1参照)に従って，設計・開発の

妥当性確認を実施しなければならない。 

 

 

(2) 実行可能な場合にはいつでも，原子力施設

の使用前に，妥当性確認を完了しなければなら

ない。            [解説7.3.6]

 

 

 

 

 

(3) 妥当性確認の結果の記録，及び必要な処置

があればその記録を維持しなければならない

(4.2.4参照)。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 結果として得られる原子力施設が，指定さ

れた用途または意図された用途に応じた要求

事項を満たし得ることを確実にするために，計

画した方法(7.3.1 参照)に従って，設計・開発

の妥当性確認を実施する。 

 

 

(2) 実行可能な場合にはいつでも，原子力施設

の使用前に，妥当性確認を完了する。 

 

 

 

 

 

 

(3) 妥当性確認の結果の記録，および必要な処

置があればその記録を維持する(4.2.4 参照)。

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 結果として得られる原子炉施設が、指定さ

れた用途又は意図された用途に応じた要求事

項を満たし得ることを確実にするために、計画

した方法(7.3.1 参照)に従って、設計・開発の

妥当性確認を実施する。 

 

 

(2) 実行可能な場合にはいつでも、原子炉施設

の使用前に、妥当性確認を完了する。 

 

 

 

 

 

 

(3) 妥当性確認の結果の記録、及び必要な処置

があればその記録を維持する(4.2.4 参照)。 

 

（設計開発の変更の管理） 

第三十五条  発電用原子炉設置者は、設計開発

の変更を行った場合においては、当該変更の内

容を識別できるようにするとともに、当該変更

に係る記録を作成し、これを管理しなければな

らない。 

２  発電用原子炉設置者は、設計開発の変更を

実施するに当たり、あらかじめ、照査、検証及

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 設計・開発の変更を明確にし，記録を維持

しなければならない（4.2.4参照）。     

［解説7.3.7-1］

 

 

(2) 変更に対して，レビュー，検証及び妥当性

確認を適切に行い，その変更を実施する前に承

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 設計・開発の変更を明確にし，記録を維持

する(4.2.4 参照)。 

 

 

 

(2) 変更に対して，レビュー，検証および妥当

性確認を適切に行い，その変更を実施する前に

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 設計・開発の変更を明確にし、記録を維持

する(4.2.4 参照)。 

 

 

 

(2) 変更に対して、レビュー、検証及び妥当性

確認を適切に行い、その変更を実施する前に承
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
び妥当性確認を適切に行い、承認しなければな

らない。 

３  発電用原子炉設置者は、設計開発の変更の

照査の範囲を、当該変更が発電用原子炉施設に

及ぼす影響の評価（当該発電用原子炉施設を構

成する材料又は部品に及ぼす影響の評価を含

む。）を含むものとしなければならない。 

４  発電用原子炉設置者は、第二項の規定によ

る変更の照査の結果に係る記録（当該照査結果

に基づき所要の措置を講じた場合においては、

その記録を含む。）を作成し、これを管理しな

ければならない。 

認しなければならない。 

 

(3) 設計・開発の変更のレビューには，その変

更が，当該の原子力施設を構成する要素及び関

連する原子力施設に及ぼす影響の評価を含め

なければならない。    ［解説7.3.7-2］ 

 

(4) 変更のレビューの結果の記録，及び必要な

処置があればその記録を維持しなければなら

ない(4.2.4参照)。 

 

注記 “変更のレビュー”とは，変更に対して

適切に行われたレビュー，検証及び妥当性確認

のことである。 

 

承認する。 

 

(3) 設計・開発の変更のレビューには，その変

更が，当該の原子力施設を構成する要素および

関連する原子力施設に及ぼす影響の評価を含

める。 

 

(4) 変更のレビューの結果の記録，および必要

な処置があればその記録を維持する(4.2.4 参

照) 。 

認する。 

 

(3) 設計・開発の変更のレビューには、その変

更が、当該の原子炉施設を構成する要素及び関

連する原子炉施設に及ぼす影響の評価を含め

る。 

 

(4) 変更のレビューの結果の記録、及び必要な

処置があればその記録を維持する(4.2.4 参

照) 。 

（調達プロセス） 

第三十六条  発電用原子炉設置者は、外部から

調達する物品又は役務（以下「調達物品等」と

いう。）が、自らの規定する調達物品等に係る

要求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）

に適合するようにしなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、調達物品等の供給

者及び調達物品等に適用される管理の方法及

び程度を、当該調達物品等が個別業務又は発電

用原子炉施設に及ぼす影響に応じて定めなけ

ればならない。 

３  発電用原子炉設置者は、調達物品等要求事

項に従って、調達物品等を供給する能力を根拠

として調達物品等の供給者を評価し、選定しな

ければならない。 

４  発電用原子炉設置者は、調達物品等の供給

者の選定、評価及び再評価に係る判定基準を定

めなければならない。 

５  発電用原子炉設置者は、第三項の評価の結

果に係る記録（当該評価結果に基づき所要の措

置を講じた場合においては、その記録を含む。）

を作成し、これを管理しなければならない。 

7.4 調達 

 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 組織は，規定された調達要求事項に，調達

製品が適合することを確実にしなければなら

ない。 

(2) 供給者及び調達製品に対する管理の方式

及び程度は，調達製品が，原子力安全に及ぼす

影 響 に 応 じ て 定 め な け れ ば な ら な い 。

[解説7.4.1-1] 

 

(3) 組織は，供給者が組織の要求事項に従って

調達製品を供給する能力を判断の根拠として，

供給者を評価し，選定しなければならない。選

定，評価及び再評価の基準を定めなければなら

ない。 

 

 

(4) 評価の結果の記録，及び評価によって必要

とされた処置があればその記録を維持しなけ

ればならない(4.2.4参照)。 

 

7.4 調達 

組織は，社内規定を定め，次の事項を実施する。

7.4.1 調達プロセス 

(1) 組織は，規定された調達要求事項に，調達

製品が適合することを確実にする。 

 

(2) 供給者および調達製品に対する管理の方式

および程度は，調達製品が，原子力安全に及ぼ

す影響に応じて定める。 

 

 

(3) 組織は，供給者が組織の要求事項に従って

調達製品を供給する能力を判断の根拠として，

供給者を評価し，選定する。選定，評価および

再評価の基準を定める。 

 

 

 

(4) 評価の結果の記録，および評価によって必

要とされた処置があればその記録を維持する

(4.2.4 参照) 。 

 

7.4 調達 

組織は、社内規定を定め、次の事項を実施する。

7.4.1 調達プロセス 

(1) 組織は、規定された調達要求事項に、調達

製品が適合することを確実にする。 

 

(2) 供給者及び調達製品に対する管理の方式及

び程度は、調達製品が、原子力安全に及ぼす影

響に応じて定める。 

 

 

(3) 組織は、供給者が組織の要求事項に従って

調達製品を供給する能力を判断の根拠として、

供給者を評価し、選定する。選定、評価及び再

評価の基準を定める。 

 

 

 

(4) 評価の結果の記録、及び評価によって必要

とされた処置があればその記録を維持する

(4.2.4 参照) 。 

 

 

６  発電用原子炉設置者は、調達物品等を調達

する場合には、個別業務計画において、適切な

調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調

達後におけるこれらの維持又は運用に必要な

技術情報（保安に係るものに限る。）の取得及

び当該情報を他の発電用原子炉設置者と共有

するために必要な措置に関する事項を含む。）

及びこれが確実に守られるよう管理する方法

を定めなければならない。 

 

(5) 組織は，調達製品の調達後における，維持

又は運用に必要な保安に係る技術情報を取得

するための方法を定めなければならない。  

［解説 7.4.1-2］

(5) 組織は，調達製品の調達後における，維持

または運用に必要な技術情報（保安に係るもの

に限る。）を取得するための方法およびそれら

を他の原子炉設置者と共有するために必要な

措置に関する方法を定める。 

(5) 組織は、調達製品の調達後における、維持

又は運用に必要な技術情報（保安に係るものに

限る。）を取得するための方法及びそれらを他

の原子炉設置者と共有するために必要な措置

に関する方法を定める。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（調達物品等要求事項） 

第三十七条  発電用原子炉設置者は、調達物品

等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求

事項のうち該当するものを含めなければなら

ない。 

一  調達物品等の供給者の業務の手順及びプ

ロセス並びに設備に係る要求事項 

二  調達物品等の供給者の職員の適格性の確

認に係る要求事項 

三  調達物品等の供給者の品質管理監督シス

テムに係る要求事項 

四  調達物品等の不適合の報告及び処理に係

る要求事項 

五  安全文化を醸成するための活動に関する

必要な要求事項 

六  その他調達物品等に関し必要な事項 

２  発電用原子炉設置者は、調達物品等の供給

者に対し調達物品等に関する情報を提供する

に当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事

項の妥当性を確認しなければならない。 

３  発電用原子炉設置者は、調達物品等を受領

する場合には、調達物品等の供給者に対し、調

達物品等要求事項への適合状況を記録した文

書を提出させなければならない。 

 

7.4.2 調達要求事項     ［解説 7.4.2-1］

(1) 調達要求事項では調達製品に関する要求

事項を明確にし，次の事項のうち該当するもの

を含めなければならない。 

 

a) 製品，手順，プロセス及び設備の承認に関

する要求事項       [解説 7.4.2-2]

b) 要員の適格性確認に関する要求事項 

 

c) 品質マネジメントシステムに関する要求

事項 

 

 

 

 

 

(2) 組織は，供給者に伝達する前に，規定した

調達要求事項が妥当であることを確実にしな

ければならない。 

 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 調達要求事項では調達製品に関する要求事

項を明確にし，次の事項のうち該当するものを

含める。 

 

a) 製品，手順，プロセスおよび設備の承認に

関する要求事項 

b) 要員の適格性確認に関する要求事項 

 

c) 品質マネジメントシステムに関する要求事

 項 

d) 不適合の報告および処理に関する要求事項

 

e) 安全文化を醸成するための活動に関する必

要な要求事項 

 

(2) 組織は，供給者に伝達する前に，規定した

調達要求事項が妥当であることを確実にする。

 

 

(3) 組織は，調達製品を受領する場合には，調

達製品の供給者に対し，調達要求事項への適合

状況を記録した文書を提出させる。 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 調達要求事項では調達製品に関する要求事

項を明確にし、次の事項のうち該当するものを

含める。 

 

a) 製品、手順、プロセス及び設備の承認に関

する要求事項 

b) 要員の適格性確認に関する要求事項 

 

c) 品質マネジメントシステムに関する要求事

 項 

d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

 

e) 安全文化を醸成するための活動に関する必

要な要求事項 

 

(2) 組織は、供給者に伝達する前に、規定した

調達要求事項が妥当であることを確実にする。

 

 

(3) 組織は、調達製品を受領する場合には、調

達製品の供給者に対し、調達要求事項への適合

状況を記録した文書を提出させる。 

 

（調達物品等の検証） 

第三十八条  発電用原子炉設置者は、調達物品

等が調達物品等要求事項に適合しているよう

にするために必要な検査試験その他の個別業

務を定め、実施しなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、調達物品等の供給

者の施設において調達物品等の検証を実施す

ることとしたときは、当該検証の実施要領及び

調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定

の方法を、前条の調達物品等要求事項の中で明

確にしなければならない。 

 

7.4.3 調達製品の検証 

(1) 組織は，調達製品が，規定した調達要求事

項を満たしていることを確実にするために，必

要な検査又はその他の活動を定めて，実施しな

ければならない。 

(2) 組織が，供給者先で検証を実施することに

した場合には，組織は，その検証の要領及び調

達製品のリリースの方法を調達要求事項の中

で明確にしなければならない。［解説 7.4.3］

7.4.3 調達製品の検証 

(1) 組織は，調達製品が，規定した調達要求事

項を満たしていることを確実にするために，必

要な検査またはその他の活動を定めて，実施す

る。 

(2) 組織が，供給者先で検証を実施することに

した場合には，組織は，その検証の要領および

調達製品のリリースの方法を調達要求事項の

中で明確にする。 

7.4.3 調達製品の検証 

(1) 組織は、調達製品が、規定した調達要求事

項を満たしていることを確実にするために、必

要な検査又はその他の活動を定めて、実施す

る。 

(2) 組織が、供給者先で検証を実施することに

した場合には、組織は、その検証の要領及び調

達製品のリリースの方法を調達要求事項の中

で明確にする。 

 

（個別業務の管理） 

第三十九条  発電用原子炉設置者は、個別業務

を、次に掲げる管理条件（個別業務の内容等か

ら該当しないと認められる管理条件を除く。）

の下で実施しなければならない。 

 

 

 

一  保安のために必要な情報が利用できる体

制にあること。 

7.5 業務の実施         ［解説 7.5］

 

 

7.5.1 業務の管理 

組織は，業務を管理された状態で実施しなけれ

ばならない。管理された状態には，次の事項の

うち該当するものを含めなければならない。

[解説 7.5.1-1] 

a) 原子力安全との係わりを述べた情報が利

用できる。       [解説 7.5.1-2] 

7.5 業務の実施 

組織は，業務の計画（7.1 参照）に基づき，次

の事項を実施する。 

7.5.1 業務の管理 

組織は，業務を管理された状態で実施する。管

理された状態には，次の事項のうち該当するも

のを含める。 

 

a) 原子力安全との係わりを述べた情報が利用

できる。 

7.5 業務の実施 

組織は、業務の計画（7.1 参照）に基づき、次

の事項を実施する。 

7.5.1 業務の管理 

組織は、業務を管理された状態で実施する。管

理された状態には、次の事項のうち該当するも

のを含める。 

 

a) 原子力安全との係わりを述べた情報が利用

できる。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
二  手順書が利用できる体制にあること。 

三  当該個別業務に見合う設備を使用してい

ること。 

四  監視測定のための設備が利用できる体制

にあり、かつ、当該設備を使用していること。 

五  第四十九条の規定に基づき監視測定を実

施していること。 

六  この規則の規定に基づき、プロセスの次の

段階に進むことの承認を行っていること。 

 

b) 必要に応じて，作業手順が利用できる。 

c) 適切な設備を使用している。 

d) 監視機器及び測定機器が利用でき，使用し

ている。 

 

e) 監視及び測定が実施されている。 

 

f) 業務のリリースが実施されている。 

  ［解説 7.5.1-3］

b) 必要に応じて，作業手順が利用できる。 

c) 適切な設備を使用している。 

d) 監視機器および測定機器が利用でき，使用

している。 

 

e) 監視および測定が実施されている。 

 

f) 業務のリリースが実施されている。 

 

b) 必要に応じて、作業手順が利用できる。 

c) 適切な設備を使用している。 

d) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用し

ている。 

 

e) 監視及び測定が実施されている。 

 

f) 業務のリリースが実施されている。 

 

（個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確

認） 

第四十条  発電用原子炉設置者は、個別業務の

実施に係るプロセスについて、それ以降の監視

測定では当該プロセスの結果であるプロセス

出力情報を検証することができない場合（個別

業務が実施された後にのみ不具合が明らかに

なる場合を含む。）においては、妥当性確認を

行わなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、前項のプロセスが

第二十五条第一項の計画に定めた結果を得る

ことができることを、妥当性確認によって実証

しなければならない。 

３  発電用原子炉設置者は、第一項の規定によ

り妥当性確認の対象とされたプロセスについ

て、次に掲げる事項を明らかにしなければなら

ない。ただし、当該プロセスの内容等から該当

しないと認められる事項を除く。 

一  当該プロセスの照査及び承認のための判

定基準 

二  設備の承認及び職員の適格性の確認 

三  方法及び手順 

四  第七条に規定する記録に係る要求事項 

五  再妥当性確認（個別業務に関する手順を変

更した場合等において、再度妥当性確認を行

うことをいう。） 

 

7.5.2 業務に関するプロセスの妥当性確認   

［解説 7.5.2-1］

(1) 業務の過程で結果として生じるアウトプ

ットが，それ以降の監視又は測定で検証するこ

とが不可能で，その結果，業務が実施された後

でしか不具合が顕在化しない場合には，組織

は，その業務の該当するプロセスの妥当性確認

を行わなければならない。  [解説7.5.2-2]

 

(2) 妥当性確認によって，これらのプロセスが

計画どおりの結果を出せることを実証しなけ

ればならない。 

 

(3) 組織は，これらのプロセスについて，次の

事項のうち該当するものを含んだ手続きを確

立しなければならない。 

 

 

a) プロセスのレビュー及び承認のための明

確な基準 

b) 設備の承認及び要員の適格性確認 

c) 所定の方法及び手順の適用 

d) 記録に関する要求事項(4.2.4 参照) 

e) 妥当性の再確認 

 

7.5.2 業務の実施に関するプロセスの妥当性確

認 

(1) 業務の実施の過程で結果として生じるアウ

トプットが，それ以降の監視または測定で検証

することが不可能で，その結果，業務が実施さ

れた後でしか不具合が顕在化しない場合には，

組織は，その業務の該当するプロセスの妥当性

確認を行う。 

 

(2) 妥当性確認によって，これらのプロセスが

計画どおりの結果を出せることを実証する。 

 

 

(3) 組織は，これらのプロセスについて，次の

事項のうち該当するものを含んだ手続きを確

立する。 

 

 

a) プロセスのレビューおよび承認のための明

確な基準 

b) 設備の承認および要員の適格性確認 

c) 所定の方法および手順の適用 

d) 記録に関する要求事項(4.2.4 参照) 

e) 妥当性の再確認 

 

7.5.2 業務の実施に関するプロセスの妥当性確

認 

(1) 業務の実施の過程で結果として生じるアウ

トプットが、それ以降の監視又は測定で検証す

ることが不可能で、その結果、業務が実施され

た後でしか不具合が顕在化しない場合には、組

織は、その業務の該当するプロセスの妥当性確

認を行う。 

 

(2) 妥当性確認によって、これらのプロセスが

計画どおりの結果を出せることを実証する。 

 

 

(3) 組織は、これらのプロセスについて、次の

事項のうち該当するものを含んだ手続きを確

立する。 

 

 

a) プロセスのレビュー及び承認のための明確

な基準 

b) 設備の承認及び要員の適格性確認 

c) 所定の方法及び手順の適用 

d) 記録に関する要求事項(4.2.4 参照) 

e) 妥当性の再確認 

 

 

（識別） 

第四十一条  発電用原子炉設置者は、個別業務

に関する計画及び個別業務の実施に係る全て

のプロセスにおいて、適切な手段により個別業

務及び発電用原子炉施設を識別しなければな

らない。 

 

（追跡可能性の確保） 

第四十二条  発電用原子炉設置者は、追跡可能

性（履歴、適用又は所在を追跡できる状態にあ

7.5.3 識別及びトレーサビリティ       

［解説 7.5.3］

(1) 必要な場合には，組織は，業務の計画及び

実施の全過程において適切な手段で業務を識

別しなければならない。 

(2) 組織は，業務の計画及び実施の全過程にお

いて，監視及び測定の要求事項に関連して，業

務の状態を識別しなければならない。 

7.5.3 識別およびトレーサビリティ 

 

(1) 必要な場合には，組織は，業務の計画およ

び実施の全過程において適切な手段で業務お

よび原子力施設を識別する。 

(2) 組織は，業務の計画および実施の全過程に

おいて，監視および測定の要求事項に関連し

て，業務および原子力施設の状態を識別する。

7.5.3 識別及びトレーサビリティ 

 

(1) 必要な場合には、組織は、業務の計画及び

実施の全過程において適切な手段で業務及び

原子炉施設を識別する。 

(2) 組織は、業務の計画及び実施の全過程にお

いて、監視及び測定の要求事項に関連して、業

務及び原子炉施設の状態を識別する。 

 

(3) トレーサビリティが要求事項となってい

る場合には，組織は，業務について一意の識別

(3) トレーサビリティが要求事項となっている

場合には，組織は，業務または原子力施設に

(3) トレーサビリティが要求事項となっている

場合には、組織は、業務又は原子炉施設につ
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
ることをいう。）の確保が個別業務等要求事項

である場合においては、個別業務又は発電用原

子炉施設を識別し、これを記録するとともに、

当該記録を管理しなければならない。 

 

を管理し，記録を維持しなければならない

(4.2.4参照)。 

 

注記 構成管理（configuration management）

は識別及びトレーサビリティを維持する手段

の一つである。 

 

ついて一意の識別を管理し，記録を維持する

(4.2.4 参照)。 

いて一意の識別を管理し、記録を維持する

(4.2.4 参照)。 

（発電用原子炉施設の外部の者の物品） 

第四十三条  発電用原子炉設置者は、発電用原

子炉施設の外部の者の物品を所持している場

合においては、必要に応じ、当該物品に関する

記録を作成し、これを管理しなければならな

い。 

7.5.4 組織外の所有物 

組織は，組織外の所有物について，それが組織

の管理下にある間，注意を払い，必要に応じて

記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。

[解説 7.5.4] 

 

注記 組織外の所有物には，知的財産及び個人

情報を含めることができる。 

 

7.5.4 組織外の所有物 

組織は，組織外の所有物について，それが組織

の管理下にある間，注意を払い，必要に応じて

記録を維持する(4.2.4 参照)。 

7.5.4 組織外の所有物 

組織は、組織外の所有物について、それが組織

の管理下にある間、注意を払い、必要に応じて

記録を維持する(4.2.4 参照)。 

 

（調達物品の保持） 

第四十四条  発電用原子炉設置者は、調達した

物品が使用されるまでの間、当該物品の状態を

保持（識別、取扱い、包装、保管及び保護を含

む。）しなければならない。 

 

 

7.5.5 調達製品の保存 

組織は，調達製品の検証後，受入から据付(使

用)までの間，要求事項への適合を維持するよう

に調達製品を保存しなければならない。この保

存には，該当する場合，識別，取扱い，包装，

保管及び保護を含めなければならない。保存は，

取替品，予備品にも適用しなければならない。

［解説 7.5.5］

 

7.5.5 調達製品の保存 

組織は，調達製品の検証後，受入から据付(使

用)までの間，要求事項への適合を維持するよう

に調達製品を保存する。この保存には，該当す

る場合，識別，取扱い，包装，保管および保護

を含める。保存は，取替品，予備品にも適用す

る。 

7.5.5 調達製品の保存 

組織は、調達製品の検証後、受入から据付(使

用)までの間、要求事項への適合を維持するよう

に調達製品を保存する。この保存には、該当す

る場合、識別、取扱い、包装、保管及び保護を

含める。保存は、取替品、予備品にも適用する。

 

（監視測定のための設備の管理） 

第四十五条  発電用原子炉設置者は、個別業務

等要求事項への適合性の実証に必要な監視測

定及び当該監視測定のための設備を明確にし

なければならない。 

 

 

 

２  発電用原子炉設置者は、監視測定について、

実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要

求事項と整合性のとれた方法で実施しなけれ

ばならない。 

３  発電用原子炉設置者は、監視測定の結果の

妥当性を確保するために必要な場合において

は、監視測定のための設備を、次に掲げる条件

に適合するものとしなければならない。 

一  あらかじめ定めた間隔で、又は使用の前

に、計量の標準（当該標準が存在しない場合

においては、校正又は検証の根拠について記

録すること。）まで追跡することが可能な方

法により校正又は検証がなされていること。 

 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

 

 

(1) 業務に対する要求事項への適合性を実証

するために，組織は，実施すべき監視及び測定

を明確にしなければならない。また，そのため

に必要な監視機器及び測定機器を明確にしな

ければならない。       [解説7.6-1]

(2) 組織は，監視及び測定の要求事項との整合

性を確保できる方法で監視及び測定が実施で

きることを確実にするプロセスを確立しなけ

ればならない。 

(3) 測定値の正当性が保証されなければなら

ない場合には，測定機器に関し，次の事項を満

たさなければならない。 

 

a) 定められた間隔又は使用前に，国際又は国

家計量標準にトレーサブルな計量標準に照

らして校正若しくは検証，又はその両方を行

う。そのような標準が存在しない場合には，

校正又は検証に用いた基準を記録する

（4.2.4参照）。 

7.6 監視機器および測定機器の管理 

組織は，業務の計画（7.1 参照）に基づき，次

の事項を実施する。 

(1) 業務または原子力施設に対する要求事項へ

の適合性を実証するために，組織は，実施すべ

き監視および測定を社内規定にて明確にする。

また，そのために必要な監視機器および測定機

器を明確にする。 

(2) 組織は，監視および測定の要求事項との整

合性を確保できる方法で監視および測定が実

施できることを確実にするプロセスを確立す

る。 

(3) 測定値の正当性が保証されなければならな

い場合には，測定機器に関し，次の事項を満た

す｡ 

 

a) 定められた間隔または使用前に，国際また

は国家計量標準にトレーサブルな計量標準

に照らして校正もしくは検証，またはその両

方を行う。そのような標準が存在しない場合

には，校正または検証に用いた基準を記録す

る（4.2.4 参照）。 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

組織は、業務の計画（7.1 参照）に基づき、次

の事項を実施する。 

(1) 業務又は原子炉施設に対する要求事項への

適合性を実証するために、組織は、実施すべき

監視及び測定を社内規定にて明確にする。ま

た、そのために必要な監視機器及び測定機器を

明確にする。 

(2) 組織は、監視及び測定の要求事項との整合

性を確保できる方法で監視及び測定が実施で

きることを確実にするプロセスを確立する。 

 

(3) 測定値の正当性が保証されなければならな

い場合には、測定機器に関し、次の事項を満た

す｡ 

 

a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国

家計量標準にトレーサブルな計量標準に照

らして校正もしくは検証、又はその両方を行

う。そのような標準が存在しない場合には、

校正又は検証に用いた基準を記録する

（4.2.4 参照）。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
二  所要の調整又は再調整がなされているこ

と。 

三  校正の状態が明確になるよう、識別されて

いること。 

四  監視測定の結果を無効とする操作から保

護されていること。 

五  取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化

から保護されていること。 

４  発電用原子炉設置者は、監視測定のための

設備に係る要求事項への不適合が判明した場

合においては、従前の監視測定の結果の妥当性

を評価し、これを記録しなければならない。 

５  発電用原子炉設置者は、前項の場合におい

て、当該監視測定のための設備及び前項の不適

合により影響を受けた個別業務又は発電用原

子炉施設について、適切な措置を講じなければ

ならない。 

６  発電用原子炉設置者は、監視測定のための

設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、こ

れを管理しなければならない。 

７  発電用原子炉設置者は、個別業務等要求事

項の監視測定においてソフトウェアを使用す

ることとしたときは、初回使用に当たり、あら

かじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに

当該監視測定に適用されていることを確認し、

必要に応じ再確認を行わなければならない。 

b) 機器の調整をする，又は必要に応じて再調

整する。 

c) 校正の状態を明確にするために識別を行

う。 

d) 測定した結果が無効になるような操作が

できないようにする。 

e) 取扱い，保守及び保管において，損傷及び

劣化しないように保護する。 

さらに，測定機器が要求事項に適合していな

いことが判明した場合には，組織は，その測定

機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評

価し，記録しなければならない（4.2.4参照）。

組織は，その機器，及び影響を受けた業務すべ

てに対して，適切な処置をとらなければならな

い。校正及び検証の結果の記録を維持しなけれ

ばならない(4.2.4参照)。   [解説7.6-2] 

 

(4) 規定要求事項にかかわる監視及び測定に

コンピュータソフトウェアを使う場合には，そ

のコンピュータソフトウェアによって意図し

た監視及び測定ができることを確認しなけれ

ばならない。この確認は，最初に使用するのに

先立って実施しなければならない。また，必要

に応じて再確認しなければならない。 

 

注記 意図した用途を満たすコンピュータソフ

トウェアの能力の確認には，通常，その使用の

適切性を維持するための検証及び構成管理も

含まれる。 

 

b) 機器の調整をする，または必要に応じて再

調整する。 

c) 校正の状態を明確にするために識別を行

う。 

d) 測定した結果が無効になるような操作がで

きないようにする。 

e) 取り扱い，保守および保管において，損傷

および劣化しないように保護する。 

さらに，測定機器が要求事項に適合していな

いことが判明した場合には，組織は，その測定

機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評

価し，記録する（4.2.4 参照）。組織は，その

機器，および影響を受けた業務または原子力施

設すべてに対して，適切な処置をとる。校正お

よび検証の結果の記録を維持する(4.2.4 参

照)。 

 

(4) 規定要求事項にかかわる監視および測定に

コンピュータソフトウェアを使う場合には，そ

のコンピュータソフトウェアによって意図し

た監視および測定ができることを確認する。こ

の確認は，最初に使用するのに先立って実施す

る。また，必要に応じて再確認する。 

 

b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調

整する。 

c) 校正の状態を明確にするために識別を行

う。 

d) 測定した結果が無効になるような操作がで

きないようにする。 

e) 取り扱い、保守及び保管において、損傷及

び劣化しないように保護する。 

さらに、測定機器が要求事項に適合していな

いことが判明した場合には、組織は、その測定

機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評

価し、記録する（4.2.4 参照）。組織は、その

機器、及び影響を受けた業務又は原子炉施設す

べてに対して、適切な処置をとる。校正及び検

証の結果の記録を維持する(4.2.4 参照)。 

 

 

(4) 規定要求事項にかかわる監視及び測定にコ

ンピュータソフトウェアを使う場合には、その

コンピュータソフトウェアによって意図した

監視及び測定ができることを確認する。この確

認は、最初に使用するのに先立って実施する。

また、必要に応じて再確認する。 

 

第六章 監視測定、分析及び改善 

（監視測定、分析及び改善） 

第四十六条  発電用原子炉設置者は、次に掲げ

る業務に必要な監視測定、分析及び改善に係る

プロセスについて、計画を策定し（適用する検

査試験の方法（統計学的方法を含む。）及び当

該方法の適用の範囲の明確化を含む。）、実施

しなければならない。 

一  個別業務等要求事項への適合性を実証す

ること。 

 

二  品質管理監督システムの適合性を確保し、

実効性を維持すること。 

8.評価及び改善          ［解説 8］

8.1 一般 

(1) 組織は，次の事項のために必要となる監

視，測定，分析及び改善のプロセスを計画し，

実施しなければならない。 

a) 業務に対する要求事項への適合を実証す

る。[解説8.1] 

 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確

実にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継

続的に改善する。 

(2) これには，統計的手法を含め，適用可能な

方法，及びその使用の程度を決定することを含

めなければならない。 

 

 

8.評価および改善 

8.1 一般 

(1) 組織は，次の事項のために必要となる監視，

測定，分析および改善のプロセスを計画し，実

施する。 

a) 業務または原子力施設に対する要求事項へ

の適合を実証する。 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実

にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続

的に改善する。 

 

(2) これには，統計的手法を含め，適用可能な

方法，およびその使用の程度を決定することを

含める。 

8.評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 組織は、次の事項のために必要となる監視、

測定、分析及び改善のプロセスを計画し、実施

する。 

a) 業務又は原子炉施設に対する要求事項への

適合を実証する。 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実

にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続

的に改善する。 

 

(2) これには、統計的手法を含め、適用可能な

方法、及びその使用の程度を決定することを含

める。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（発電用原子炉施設の外部の者からの意見） 

第四十七条  発電用原子炉設置者は、品質管理

監督システムの実施状況の監視測定の一環と

して、保安の確保に対する発電用原子炉施設の

外部の者の意見を把握しなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、前項の意見の把握

及び当該意見の反映に係る方法を明確にしな

ければならない。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 原子力安全の達成 

組織は，品質マネジメントシステムの成果を含

む実施状況の測定の一つとして，原子力安全を

達成しているかどうかに関して外部がどのよう

に受けとめているかについての情報を監視しな

ければならない。この情報の入手及び使用の方

法を定めなければならない。   ［解説 8.2.1］

 

8.2 監視および測定 

8.2.1 原子力安全の達成 

組織は，品質マネジメントシステムの成果を含

む実施状況の測定の一つとして，原子力安全を

達成しているかどうかに関して外部がどのよう

に受けとめているかについての情報を監視す

る。この情報の入手および使用の方法を定める。

8.2 監視及び測定 

8.2.1 原子力安全の達成 

組織は、品質マネジメントシステムの成果を含

む実施状況の測定の一つとして、原子力安全を

達成しているかどうかに関して外部がどのよう

に受けとめているかについての情報を監視す

る。この情報の入手及び使用の方法を定める。

 

（内部監査） 

第四十八条  発電用原子炉設置者は、品質管理

監督システムが次に掲げる要件に適合してい

るかどうかを明確にするために、あらかじめ定

めた間隔で、客観的な評価を行う部門又は発電

用原子炉施設の外部の者による内部監査を実

施しなければならない。 

一  個別業務計画、この規則の規定及び当該品

質管理監督システムに係る要求事項に適合

していること。 

 

 

二  実効性のある実施及び維持がなされてい

ること。 

２  発電用原子炉設置者は、内部監査の対象と

なるプロセス、領域の状態及び重要性並びに従

前の監査の結果を考慮して、内部監査実施計画

を策定しなければならない。 

３  発電用原子炉設置者は、内部監査の判定基

準、範囲、頻度及び方法を定めなければならな

い。 

４  発電用原子炉設置者は、内部監査を行う職

員（以下「内部監査員」という。）の選定及び

内部監査の実施においては、客観性及び公平性

を確保しなければならない。 

５  発電用原子炉設置者は、内部監査員に自ら

の個別業務を内部監査させてはならない。 

６  発電用原子炉設置者は、内部監査実施計画

の策定及び実施並びに内部監査結果の報告及

び記録の管理について、その責任及び権限並び

に要求事項を手順書の中で定めなければなら

ない。 

７  発電用原子炉設置者は、内部監査された領

域に責任を有する管理者に、発見された不適合

及び当該不適合の原因を除去するための措置

を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検

証を行わせ、その結果を報告させなければなら

ない。 

8.2.2 内部監査 

 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムの次の

事項が満たされているか否かを明確にするた

めに，あらかじめ定められた間隔で内部監査を

実施しなければならない。 

 

a) 品質マネジメントシステムが，業務の計画

(7.1 参照)に適合しているか，この規程の要

求事項に適合しているか，及び組織が決めた

品質マネジメントシステム要求事項に適合

しているか。       [解説 8.2.2-1]

b) 品質マネジメントシステムが効果的に実

施され，維持されているか。 

(2) 組織は，監査の対象となるプロセス及び領

域の状態及び重要性，並びにこれまでの監査結

果を考慮して，監査プログラムを策定しなけれ

ばならない。監査の基準，範囲，頻度及び方法

を規定しなければならない。監査員の選定及び

監査の実施においては，監査プロセスの客観性

及び公平性を確保しなければならない。監査員

は，自らの業務を監査してはならない。   

[解説8.2.2-2]

(3) 監査の計画及び実施，記録の作成及び結果

の報告に関する責任，並びに要求事項を規定す

るために，“文書化された手順”を確立しなけ

ればならない。 

(4) 監査及びその結果の記録は，維持しなけれ

ばならない（4.2.4参照）。 

(5) 監査された領域に責任をもつ管理者は，検

出された不適合及びその原因を除去するため

に遅滞なく，必要な修正及び是正処置すべてが

とられることを確実にしなければならない。フ

ォローアップには，とられた処置の検証及び検

証結果の報告を含めなければならない(8.5.2

参照)。 

 

注記 JIS Q 19011 を参照。 

8.2.2 内部監査 

組織は，「内部品質監査要領」を定め，次の事

項を実施する。 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムの次の

事項が満たされているか否かを明確にするた

めに，あらかじめ定められた間隔で内部監査を

実施する。 

 

a) 品質マネジメントシステムが，業務の計画

(7.1 参照)に適合しているか，JEAC4111 の要

求事項に適合しているか，および組織が決め

た品質マネジメントシステム要求事項に適

合しているか。 

b) 品質マネジメントシステムが効果的に実施

され，維持されているか。 

(2) 組織は，監査の対象となるプロセスおよび

領域の状態および重要性，ならびにこれまでの

監査結果を考慮して，監査プログラムを策定す

る。監査の基準，範囲，頻度および方法を規定

する。監査員の選定および監査の実施において

は，監査プロセスの客観性および公平性を確保

する。監査員は，自らの業務を監査しない。 

 

(3) 監査の計画および実施，記録の作成および

結果の報告に関する責任および権限，ならびに

要求事項を規定する。 

 

(4) 監査およびその結果の記録は，維持する

(4.2.4 参照)。 

 

(5) 監査された領域に責任をもつ管理者は，検

出された不適合およびその原因を除去するた

めに遅滞なく，必要な修正および是正処置すべ

てがとられることを確実にする。フォローアッ

プには，とられた処置の検証および検証結果の

報告を含める(8.5.2 参照)。 

8.2.2 内部監査 

組織は、「内部品質監査要領」を定め、次の事

項を実施する。 

(1) 組織は、品質マネジメントシステムの次の

事項が満たされているか否かを明確にするた

めに、あらかじめ定められた間隔で内部監査を

実施する。 

 

a) 品質マネジメントシステムが、業務の計画

(7.1 参照)に適合しているか、JEAC4111 の要

求事項に適合しているか、及び組織が決めた

品質マネジメントシステム要求事項に適合

しているか。 

b) 品質マネジメントシステムが効果的に実施

され、維持されているか。 

(2) 組織は、監査の対象となるプロセス及び領

域の状態及び重要性、並びにこれまでの監査結

果を考慮して、監査プログラムを策定する。監

査の基準、範囲、頻度及び方法を規定する。監

査員の選定及び監査の実施においては、監査プ

ロセスの客観性及び公平性を確保する。監査員

は、自らの業務を監査しない。 

 

(3) 監査の計画及び実施、記録の作成及び結果

の報告に関する責任及び権限、並びに要求事項

を規定する。 

 

(4) 監査及びその結果の記録は、維持する

(4.2.4 参照)。 

 

(5) 監査された領域に責任をもつ管理者は、検

出された不適合及びその原因を除去するため

に遅滞なく、必要な修正及び是正処置すべてが

とられることを確実にする。フォローアップに

は、とられた処置の検証及び検証結果の報告を

含める(8.5.2 参照)。 

 



品証技術基準規則等と工事計画届出書の品質保証計画との対比表 
 

24 
 

品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（プロセスの監視測定） 

第四十九条  発電用原子炉設置者は、プロセス

の監視測定を行う場合においては、当該プロセ

スの監視測定に見合う監視測定の方法を適用

しなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、前項の監視測定の

方法により、プロセスが第十二条第一項及び第

二十五条第一項の計画に定めた結果を得るこ

とができることを実証しなければならない。 

３  発電用原子炉設置者は、第十二条第一項及

び第二十五条第一項の計画に定めた結果を得

ることができない場合においては、個別業務等

要求事項の適合性を確保するために、修正及び

是正処置を適切に講じなければならない。 

 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムのプロ

セスの監視，及び適用可能な場合に行う測定に

は，適切な方法を適用しなければならない。

[解説8.2.3] 

(2) これらの方法は，プロセスが計画どおりの

結果を達成する能力があることを実証するも

のでなければならない。 

 

(3) 計画どおりの結果が達成できない場合に

は，適切に，修正及び是正処置をとらなければ

ならない。 

 

8.2.3 プロセスの監視および測定 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムのプロ

セスの監視，および適用可能な場合に行う測定

には，適切な方法を適用する。 

 

(2) これらの方法は，プロセスが計画どおりの

結果を達成する能力があることを実証するも

のとする。 

 

(3) 計画どおりの結果が達成できない場合に

は，適切に，修正および是正処置をとる。 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 組織は、品質マネジメントシステムのプロ

セスの監視、及び適用可能な場合に行う測定に

は、適切な方法を適用する。 

 

(2) これらの方法は、プロセスが計画どおりの

結果を達成する能力があることを実証するも

のとする。 

 

(3) 計画どおりの結果が達成できない場合に

は、適切に、修正及び是正処置をとる。 

 

（発電用原子炉施設に対する検査試験） 

第五十条  発電用原子炉設置者は、発電用原子

炉施設が要求事項に適合していることを検証

するために、発電用原子炉施設に対して検査試

験を行わなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、前項の検査試験を、

個別業務計画及び第三十九条第一項第二号に

規定する手順書に従って、個別業務の実施に係

るプロセスの適切な段階において行わなけれ

ばならない。 

３  発電用原子炉設置者は、検査試験の適否決

定基準への適合性の証拠となる検査試験の結

果に係る記録等を作成し、これを管理しなけれ

ばならない。 

４  発電用原子炉設置者は、プロセスの次の段

階に進むことの承認を行った者を特定する記

録を作成し、これを管理しなければならない。 

５  発電用原子炉設置者は、個別業務計画に基

づく検査試験を支障なく完了するまでは、プロ

セスの次の段階に進むことの承認をしてはな

らない。 

６  発電用原子炉設置者は、個別業務及び発電

用原子炉施設の重要度に応じて、検査試験を行

う者を定めなければならない。この場合におい

て、検査試験を行う者の独立性を考慮しなけれ

ばならない。 

 

8.2.4 検査及び試験     ［解説 8.2.4-1］

(1) 組織は，原子力施設の要求事項が満たされ

ていることを検証するために，原子力施設を検

査及び試験しなければならない。検査及び試験

は，業務の計画(7.1参照)に従って，適切な段

階で実施しなければならない。検査及び試験の

合否判定基準への適合の証拠を維持しなけれ

ばならない（4.2.4参照）。   [解説8.2.4-2]

(2) 検査及び試験要員の独立の程度を定めな

ければならない。 

(3) リリース(次工程への引渡し)を正式に許

可した人を，記録しておかなければならない

(4.2.4参照)。  ［解説8.2.4-3］ 

(4) 業務の計画(7.1参照)で決めた検査及び試

験が完了するまでは，当該原子力施設を据え付

けたり，運転したりしてはならない。ただし，

当該の権限をもつ者が承認したときは，この限

りではない。 

 

8.2.4 検査および試験 

(1) 組織は，原子力施設の要求事項が満たされ

ていることを検証するために，社内規定に基づ

き，原子力施設を検査および試験する。検査お

よび試験は，業務の計画(7.1 参照)に従って，

適切な段階で実施する。検査および試験の合否

判定基準への適合の証拠を維持する(4.2.4 参

照)。 

(2) 検査および試験要員の独立の程度を定め

る。 

(3) リリース(次工程への引渡し)を正式に許可

した人を，記録する(4.2.4 参照)。 

(4) 業務の計画(7.1 参照)で決めた検査および

試験が完了するまでは，当該原子力施設を据え

付けたり，運転したりしない。ただし，当該の

権限をもつ者が承認したときは，この限りでは

ない。 

 

8.2.4 検査及び試験 

(1) 組織は、原子炉施設の要求事項が満たされ

ていることを検証するために、社内規定に基づ

き、原子炉施設を検査及び試験する。検査及び

試験は、業務の計画(7.1 参照)に従って、適切

な段階で実施する。検査及び試験の合否判定基

準への適合の証拠を維持する(4.2.4 参照)。 

 

(2) 検査及び試験要員の独立の程度を定める。

 

(3) リリース(次工程への引渡し)を正式に許可

した人を、記録する(4.2.4 参照)。 

(4) 業務の計画(7.1 参照)で決めた検査及び試

験が完了するまでは、当該原子炉施設を据え付

けたり、運転したりしない。ただし、当該の権

限をもつ者が承認したときは、この限りではな

い。 

 

 

（不適合の管理） 

第五十一条  発電用原子炉設置者は、要求事項

に適合しない個別業務又は発電用原子炉施設

が放置されることを防ぐよう、当該個別業務又

は発電用原子炉施設を識別し、これが管理され

8.3 不適合管理        ［解説 8.3-1］

(1) 組織は，業務に対する要求事項に適合しな

い状況が放置されることを防ぐために，それら

を識別し，管理することを確実にしなければな

らない。 

8.3 不適合管理 

(1) 組織は，業務または原子力施設に対する要

求事項に適合しない状況が放置されることを

防ぐために，それらを識別し，管理することを

確実にする。 

8.3 不適合管理 

(1) 組織は、業務又は原子炉施設に対する要求

事項に適合しない状況が放置されることを防

ぐために、それらを識別し、管理することを確

実にする。 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
ているようにしなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、不適合の処理に係

る管理及びそれに関連する責任及び権限を手

順書に定めなければならない。 

３  発電用原子炉設置者は、次に掲げる方法の

いずれかにより、不適合を処理しなければなら

ない。 

一  発見された不適合を除去するための措置

を講ずること。 

二  個別業務の実施、発電用原子炉施設の使用

又はプロセスの次の段階に進むことの承認

を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

三  本来の意図された使用又は適用ができな

いようにするための措置を講ずること。 

四  個別業務の実施後に不適合を発見した場

合においては、その不適合による影響又は起

こり得る影響に対して適切な措置を講ずる

こと。 

４  発電用原子炉設置者は、不適合の内容の記

録及び当該不適合に対して講じた措置（特別採

用を含む。）の記録を作成し、これを管理しな

ければならない。 

５  発電用原子炉設置者は、不適合に対する修

正を行った場合においては、修正後の個別業務

等要求事項への適合性を実証するための再検

証を行わなければならない。 

 

 

(2) 不適合の処理に関する管理及びそれに関

連する責任及び権限を規定するために，“文書

化された手順”を確立しなければならない。 

(3) 該当する場合には，組織は，次の一つ又は

それ以上の方法で，不適合を処理しなければな

らない。 

a) 検出された不適合を除去するための処置

をとる。 

b) 当該の権限をもつ者が，特別採用によっ

て，その使用，リリース，又は合格と判定す

ることを正式に許可する。  [解説8.3-2]

c) 本来の意図された使用又は適用ができな

いような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不

適合が検出された場合には，その不適合によ

る影響又は起こり得る影響に対して適切な

処置をとる。        [解説8.3-3]

 

注記 “c)本来の意図された使用又は適用がで

きないような処置をとる”とは“廃棄すること”

を含む。 

 

(4) 不適合に修正を施した場合には，要求事項

への適合を実証するための再検証を行わなけ

ればならない。 

(5) 不適合の性質の記録，及び不適合に対して

とられた特別採用を含む処置の記録を維持し

なければならない(4.2.4参照)。 

 

 

(2) 不適合の処理に関する管理およびそれに関

連する責任および権限を規定した社内規定を

定める。 

(3) 該当する場合には，組織は，次の一つまた

はそれ以上の方法で，不適合を処理する。 

a) 検出された不適合を除去するための処置を

とる。 

b) 当該の権限をもつ者が，特別採用によって，

その使用，リリース，または合格と判定する

ことを正式に許可する。 

 

c) 本来の意図された使用または適用ができな

いような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後または業務の実施後に不

適合が検出された場合には，その不適合によ

る影響または起こり得る影響に対して適切

な処置をとる。 

(4) 不適合に修正を施した場合には，要求事項

への適合を実証するための再検証を行う。 

(5) 不適合の性質の記録，および不適合に対し

てとられた特別採用を含む処置の記録を維持

する(4.2.4 参照)。 

(6) 組織は，原子炉施設の保安の向上を図る観

点から，公開基準を「品質保証基準」に定め，

該当する不適合を，公開のデータベースである

「ニューシア」に登録する。 

 

(2) 不適合の処理に関する管理及びそれに関連

する責任及び権限を規定した社内規定を定め

る。 

(3) 該当する場合には、組織は、次の一つ又は

それ以上の方法で、不適合を処理する。 

a) 検出された不適合を除去するための処置を

とる。 

b) 当該の権限をもつ者が、特別採用によって、

その使用、リリース、又は合格と判定するこ

とを正式に許可する。 

 

c) 本来の意図された使用又は適用ができない

ような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適

合が検出された場合には、その不適合による

影響又は起こり得る影響に対して適切な処

置をとる。 

(4) 不適合に修正を施した場合には、要求事項

への適合を実証するための再検証を行う。 

(5) 不適合の性質の記録、及び不適合に対して

とられた特別採用を含む処置の記録を維持す

る(4.2.4 参照)。 

(6) 組織は、原子炉施設の保安の向上を図る観

点から、公開基準を「品質保証基準」に定め、

該当する不適合を、公開のデータベースである

「ニューシア」に登録する。 

（データの分析） 

第五十二条  発電用原子炉設置者は、品質管理

監督システムが適切かつ実効性のあるもので

あることを実証するため、及びその品質管理監

督システムの実効性の改善の余地を評価する

ために、適切なデータ（監視測定の結果から得

られたデータ及びそれ以外の関連情報源から

のデータを含む。）を明確にし、収集し、及び

分析しなければならない。 

 

２  発電用原子炉設置者は、前項のデータの分

析により、次に掲げる事項に係る情報を得なけ

ればならない。 

一  第四十七条第二項の規定による方法によ

り収集する発電用原子炉施設の外部の者か

らの意見 

二  個別業務等要求事項への適合性 

8.4 データの分析 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムの適切

性及び有効性を実証するため，また，品質マネ

ジメントシステムの有効性の継続的な改善の

可能性を評価するために適切なデータを明確

にし，それらのデータを収集し，分析しなけれ

ばならない。この中には，監視及び測定の結果

から得られたデータ並びにそれ以外の該当す

る情報源からのデータを含めなければならな

い。 

(2) データの分析によって，次の事項に関連す

る情報を提供しなければならない。     

［解説8.4-1］

a) 原子力安全の達成に関する外部の受けと

め方(8.2.1参照) 

 

b) 業務に対する要求事項への適合(8.2.3及

8.4 データの分析 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムの適切

性および有効性を実証するため，また，品質マ

ネジメントシステムの有効性の継続的な改善

の可能性を評価するために，適切なデータを明

確にし，それらのデータを収集し，分析する。

この中には，監視および測定の結果から得られ

たデータならびにそれ以外の該当する情報源

からのデータを含める。 

 

(2) データの分析によって，次の事項に関連す

る情報を提供する。 

 

a) 原子力安全の達成に関する外部の受けとめ

方(8.2.1 参照) 

 

b) 業務または原子力施設に対する要求事項へ

8.4 データの分析 

(1) 組織は、品質マネジメントシステムの適切

性及び有効性を実証するため、また、品質マネ

ジメントシステムの有効性の継続的な改善の

可能性を評価するために、適切なデータを明確

にし、それらのデータを収集し、分析する。こ

の中には、監視及び測定の結果から得られたデ

ータ並びにそれ以外の該当する情報源からの

データを含める。 

 

(2) データの分析によって、次の事項に関連す

る情報を提供する。 

 

a) 原子力安全の達成に関する外部の受けとめ

方(8.2.1 参照) 

 

b) 業務又は原子炉施設に対する要求事項への
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
 

三  プロセス、発電用原子炉施設の特性及び傾

向（予防処置を行う端緒となるものを含む。） 

 

四  調達物品等の供給者の供給能力 

び8.2.4参照)        [解説8.4-2] 

c) 予防処置の機会を得ることを含む，プロセ

ス及び原子力施設の，特性及び傾向(8.2.3及

び8.2.4参照) 

d) 供給者の能力（7.4参照） 

 

注記 データの分析には，中長期的な視点（10

年程度の間隔）に立脚して行われる「原子炉

施設の定期的な評価(PSR)」も含まれる。

［解説 8.4-3］ 

 

の適合(8.2.3 および 8.2.4 参照) 

c) 予防処置の機会を得ることを含む，プロセ

スおよび原子力施設の，特性および傾向

(8.2.3 および 8.2.4 参照) 

d) 供給者の能力(7.4 参照) 

 

適合(8.2.3 及び 8.2.4 参照) 

c) 予防処置の機会を得ることを含む、プロセ

ス及び原子炉施設の、特性及び傾向(8.2.3

及び 8.2.4 参照) 

d) 供給者の能力(7.4 参照) 

 

（改善） 

第五十三条 発電用原子炉設置者は、その品質

方針、品質目標、内部監査の結果、データの分

析、是正処置、予防処置及び経営責任者照査の

活用を通じて、品質管理監督システムの妥当性

及び実効性を維持するために変更が必要な事

項を全て明らかにするとともに、当該変更を実

施しなければならない。 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

組織は，品質方針，品質目標，監査結果，デー

タの分析，是正処置，予防処置及びマネジメン

トレビューを通じて，品質マネジメントシステ

ムの有効性を継続的に改善しなければならな

い。 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

組織は，品質方針，品質目標，監査結果，デー

タの分析，是正処置，予防処置およびマネジメ

ントレビューを通じて，品質マネジメントシス

テムの有効性を継続的に改善する。 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

組織は、品質方針、品質目標、監査結果、デー

タの分析、是正処置、予防処置及びマネジメン

トレビューを通じて、品質マネジメントシステ

ムの有効性を継続的に改善する。 

 

（是正処置） 

第五十四条  発電用原子炉設置者は、発見され

た不適合による影響に照らし、適切な是正処置

を講じなければならない。この場合において、

原子力の安全に影響を及ぼすものについては、

発生した根本的な原因を究明するために行う

分析（以下「根本原因分析」という。）を、手

順を確立した上で、行わなければならない。 

２  発電用原子炉設置者は、次に掲げる要求事

項を規定した是正処置手順書を作成しなけれ

ばならない。 

 

一  不適合の照査 

二  不適合の原因の明確化 

三  不適合が再発しないことを確保するため

の措置の必要性の評価 

四  所要の是正処置（文書の更新を含む。）の

明確化及び実施 

五  是正処置に関し調査を行った場合におい

ては、その結果及び当該結果に基づき講じた

是正処置の結果の記録 

六  講じた是正処置及びその実効性について

の照査 

8.5.2 是正処置 

 

(1) 組織は，再発防止のため，不適合の原因を

除去する処置をとらなければならない。 

(2) 是正処置は，検出された不適合のもつ影響

に応じたものでなければならない。 

 

 

(3) 次の事項に関する要求事項（附属書「根本

原因分析に関する要求事項」を含む。）を規定

するために，“文書化された手順”を確立しな

ければならない。      [解説8.5.2-1]

a) 不適合の内容確認    [解説 8.5.2-2]

b) 不適合の原因の特定 

c) 不適合の再発防止を確実にするための処

置の必要性の評価  

d) 必要な処置の決定及び実施 

 

e) とった処置の結果の記録(4.2.4 参照) 

 

 

f) とった是正処置の有効性のレビュー 

 

注記 f)における“とった是正処置”とは，a)

～e)のことである。 

 

8.5.2 是正処置 

組織は，社内規定を定め，次の事項を実施する。

(1) 組織は，再発防止のため，不適合の原因を

除去する処置をとる。 

(2) 是正処置は，検出された不適合のもつ影響

に応じたものとする。 

 

 

(3) 次の事項に関する要求事項（JEAC4111 附属

書「根本原因分析に関する要求事項」を含む。）

を規定する。 

 

a) 不適合のレビュー 

b) 不適合の原因の特定 

c) 不適合の再発防止を確実にするための処置

の必要性の評価 

d) 必要な処置の決定および実施 

 

e) とった処置の結果の記録(4.2.4 参照) 

 

 

f) とった是正処置の有効性のレビュー 

8.5.2 是正処置 

組織は、社内規定を定め、次の事項を実施する。

(1) 組織は、再発防止のため、不適合の原因を

除去する処置をとる。 

(2) 是正処置は、検出された不適合のもつ影響

に応じたものとする。 

 

 

(3) 次の事項に関する要求事項（JEAC4111 附属

書「根本原因分析に関する要求事項」を含む。）

を規定する。 

 

a) 不適合のレビュー 

b) 不適合の原因の特定 

c) 不適合の再発防止を確実にするための処置

の必要性の評価 

d) 必要な処置の決定及び実施 

 

e) とった処置の結果の記録(4.2.4 参照) 

 

 

f) とった是正処置の有効性のレビュー 
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品証技術基準規則 

（平成 25 年 7 月 8 日施行） 

原子力発電所における安全のための 

品質保証規程 JEAC4111-2009 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3条と工事計画

届出書の品質保証計画と

の相違点 
（予防処置） 

第五十五条  発電用原子炉設置者は、起こり得

る問題の影響に照らし、適切な予防処置を明確

にして、これを講じなければならない。この場

合において、自らの発電用原子炉施設における

保安活動の実施によって得られた知見のみな

らず他の施設から得られた知見を適切に反映

しなければならない。 

 

 

２  発電用原子炉設置者は、次に掲げる要求事

項（根本原因分析に係る要求事項を含む。）を

定めた予防処置手順書を作成しなければなら

ない。 

一  起こり得る不適合及びその原因の明確化 

二  予防処置の必要性の評価 

 

三  所要の予防処置の明確化及び実施 

四  予防処置に関し調査を行った場合におい

ては、その結果及び当該結果に基づき講じ

た予防処置の結果の記録 

五  講じた予防処置及びその実効性について

の照査 

8.5.3 予防処置 

 

(1) 組織は，起こり得る不適合が発生すること

を防止するために，保安活動の実施によって得

られた知見及び他の施設から得られた知見の

活用を含め，その原因を除去する処置を決めな

ければならない。       [解説8.5.3-1]

 

(2) 予防処置は，起こり得る問題の影響に応じ

たものでなければならない。 

(3) 次の事項に関する要求事項（附属書「根本

原因分析に関する要求事項」を含む。）を規定

するために，“文書化された手順”を確立しな

ければならない。     ［解説8.5.3-2］ 

a) 起こり得る不適合及びその原因の特定 

b) 不適合の発生を予防するための処置の必

要性の評価 

c) 必要な処置の決定及び実施 

d) とった処置の結果の記録(4.2.4 参照) 

 

 

e) とった予防処置の有効性のレビュー 

 

注記１ (1)における“活用”には，保安活動の

実施によって得られた知見を他の組織と共有

することも含まれる。 

[解説 8.5.3-3]

注記２ e)における“とった予防処置”とは，

a)～d)のことである。 

 

8.5.3 予防処置 

組織は，社内規定を定め，次の事項を実施する。

(1) 組織は，起こり得る不適合が発生すること

を防止するために，保安活動の実施によって得

られた知見および他の施設から得られた知見

（ＰＷＲ事業者連絡会で取り扱う技術情報お

よびニューシア登録情報を含む。）の活用を含

め，その原因を除去する処置を決める。 

(2) 予防処置は，起こり得る問題の影響に応じ

たものとする。 

(3) 次の事項に関する要求事項（JEAC4111 附属

書「根本原因分析に関する要求事項」を含む。）

を規定する。 

 

a) 起こり得る不適合およびその原因の特定 

b) 不適合の発生を予防するための処置の必要

性の評価 

c) 必要な処置の決定および実施 

d) とった処置の結果の記録(4.2.4 参照) 

 

 

e) とった予防処置の有効性のレビュー 

8.5.3 予防処置 

組織は、社内規定を定め、次の事項を実施する。

(1) 組織は、起こり得る不適合が発生すること

を防止するために、保安活動の実施によって得

られた知見及び他の施設から得られた知見（Ｐ

ＷＲ事業者連絡会で取り扱う技術情報及びニ

ューシア登録情報を含む。）の活用を含め、そ

の原因を除去する処置を決める。 

(2) 予防処置は、起こり得る問題の影響に応じ

たものとする。 

(3) 次の事項に関する要求事項（JEAC4111 附属

書「根本原因分析に関する要求事項」を含む。）

を規定する。 

 

a) 起こり得る不適合及びその原因の特定 

b) 不適合の発生を予防するための処置の必要

性の評価 

c) 必要な処置の決定及び実施 

d) とった処置の結果の記録(4.2.4 参照) 

 

 

e) とった予防処置の有効性のレビュー 
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保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3 条と工事計画

届出書の品質保証計画と 

の相違点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図１ 品質マネジメントシステム文書体系図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図１ 品質マネジメントシステム文書体系図 
 

 

 

 

 4.2.1  c) 及び d) の文書 
（一次文書を除く）  

4.2.1  c) 及び d) の記録   

一次文書  

二次文書  

三次文書  

記 録  

上記以外  

本品質保証計画  
品質保証規程 
品質保証基準 
 

 

 
 
4.2.1  c) および d) の文書 
（一次文書を除く）  

4.2.1  c) および d) の記録 

一次文書  

二次文書  

三次文書  

記 録  

上記以外  

本品質保証計画 
品質保証規程  
品質保証基準  
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保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3 条と工事計画

届出書の品質保証計画と 

の相違点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
・保安規定の社内規定について

は、原子力保安研修所の文書整

理に伴い変更申請中である。 
 
・表題については、保安規定特有

の記載であるため、本届出書に

は記載していない。 

表
１
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
社
内
規
定
一
覧
お
よ
び
各
条
文
と
の
関
連

 

一
次

文
書

(
３

条
以

外
の

関
連

条
文
)

制
定

者
二

次
文
書

(
３

条
以

外
の

関
連

条
文

)
制

定
者

4
.
1

一
般
要

求
事

項
ｄ
）

品
質

保
証

規
程

社
長

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

設
備

の
重
要

度
分

類
管

理
内

規
発

電
所
長

4
.
2
.
1

一
般

ａ
）

品
質

保
証

規
程

社
長

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

4
.
2
.
3

文
書
管

理
ｃ
）

品
質

保
証

規
程

 
(
1
3
2
)

社
長

4
.
2
.
4

記
録
の

管
理

ｃ
）

品
質

保
証

基
準

 
(
1
3
2
)

原
子
力
本
部
長

書
類
等
管
理
標
準
 
(
1
3
2
)

原
子
力
部
長

書
類

等
管
理

標
準

 
(
1
3
2
)

原
子

燃
料

部
長

文
書

・
品
質

記
録

管
理

内
規

 
(
1
3
2
)

原
子

力
保

安
研

修
所

長

設
計

／
調
達

管
理

標
準

(
原

子
力

発
電

所
)
 
(
1
3
2
)

土
木

建
築

部
長

文
書

・
品
質

記
録

管
理

内
規

 
(
1
3
2
)

発
電

所
長

品
質

保
証

規
程

 
(
1
3
2
)

社
長

内
部

品
質
監

査
要

領
 
(
1
3
2
)

考
査

室
原

子
力

監
査

担
当

部
長

5
.
1

経
営
者

の
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

ｄ
）

品
質

保
証

規
程

社
長

5
.
2

原
子
力

安
全

の
重

視
ｄ
）

 
(
2
の

2
,
2
の

3
,
1
1
9
)

5.
3

品
質
方
針

ｄ
）

5
.
4

計
画

ｄ
）

品
質

保
証

規
程

社
長

(
2
の

2
,
2
の

3
)

品
質

保
証

基
準

 
原

子
力

本
部

長

(
2の

2
,
2の

3
,
1
1
9
)

品
質

保
証

規
程

(
2
の

2
,
2
の

3
)

社
長

内
部

品
質
監

査
要

領
考

査
室
原

子
力

監
査

担
当

部
長

5
.
5
.
1

責
任
お

よ
び

権
限

ｄ
）

品
質

保
証

規
程

 
(
4
,
5
)

社
長

5
.
5
.
2

管
理
責

任
者

ｄ
）

品
質

保
証

基
準

 
(
4
,
5
)

原
子

力
本

部
長

5
.
5
.
3

プ
ロ
セ

ス
責

任
者

ｄ
）

品
質

保
証

規
程

 
(
4
,
5
)

社
長

内
部

品
質
監

査
要

領
 
(
4
,
5
)

考
査

室
原

子
力

監
査

担
当

部
長

5
.
5
.
4

内
部
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ｄ
）

品
質

保
証

基
準

 
(
6
,
7
)

原
子

力
本

部
長

品
質

保
証
委

員
会

運
営

要
領

原
子

力
部

長

原
子

力
発
電

安
全

委
員

会
運

営
要

領
 
(
6
)

原
子

力
部

長

品
質

保
証
運

営
委

員
会

運
営

標
準

原
子

力
部

長

品
質

保
証
運

営
委

員
会

運
営

標
準

原
子

燃
料

部
長

品
質

保
証
運

営
委

員
会

運
営

内
規

原
子

力
保

安
研

修
所

長

訓
練

活
用
情

報
検

討
会

運
営

内
規

原
子

力
保

安
研

修
所

長

品
質

保
証
運

営
委

員
会

運
営

標
準

土
木

建
築

部
長

安
全

運
営
委

員
会

運
営

内
規

 
(
7
)

発
電

所
長

品
質

保
証
運

営
委

員
会

運
営

内
規

発
電

所
長

予
防

処
置
管

理
内

規
発

電
所
長

設
計

管
理
内

規
発

電
所
長

３
条

の
要

求
事

項

社
内

規
定

－
－

－
－

－
－

３
条

4.
2.

1
の

分
類

－
－

一
次
文
書

制
定

者
二

次
文
書

制
定

者

4.
1

一
般
要

求
事
項

ｄ
）

品
質
保

証
規
程

社
長

品
質
保

証
基
準

原
子

力
本
部

長
設

備
の
重

要
度

分
類
管

理
内
規

発
電
所
長

4.
2.
1

一
般

ａ
）

品
質
保

証
規
程

社
長

品
質
保

証
基
準

原
子

力
本
部

長

4.
2.
3

文
書
管

理
ｃ
）

品
質
保

証
規
程

社
長

4.
2.
4

記
録
の

管
理

ｃ
）

品
質
保

証
基
準

原
子

力
本
部

長
書

類
等
管

理
標

準
原

子
力
部

長

書
類
等
管

理
標

準
原

子
燃
料

部
長

品
質
保
証

運
営

委
員
会

運
営
内

規
原

子
力
保

安
研
修

所
長

保
修
訓
練

内
規

原
子
力
保

安
研
修

所
長

運
転
訓
練

内
規

原
子
力
保

安
研
修

所
長

定
期
安
全

レ
ビ

ュ
ー
(確

率
論
的
安

全
評
価

)内
規

原
子
力
保

安
研
修

所
長

設
計
／
調

達
管

理
標
準

(原
子
力
発

電
所
)

土
木
建
築

部
長

文
書
・
品

質
記

録
管
理

内
規

発
電
所
長

品
質
保

証
規
程

社
長

内
部
品
質

監
査

要
領

考
査
室
原

子
力
監

査
担
当

部
長

5.
1

経
営
者

の
コ
ミ

ッ
ト
メ

ン
ト

ｄ
）

品
質
保

証
規
程

社
長

5.
2

原
子
力

安
全
の

重
視

ｄ
）

5.
3

品
質
方

針
ｄ
）

5.
4

計
画

ｄ
）

品
質
保

証
規
程

社
長

品
質
保

証
基
準

 
原
子

力
本
部

長

品
質
保

証
規
程

社
長

内
部
品
質

監
査

要
領

考
査
室
原

子
力
監

査
担
当

部
長

5.
5.
1

責
任
及

び
権
限

ｄ
）

品
質
保

証
規
程

社
長

5.
5.
2

管
理
責

任
者

ｄ
）

品
質
保

証
基
準

原
子

力
本
部

長

5.
5.
3

プ
ロ
セ

ス
責
任

者
ｄ
）

品
質
保

証
規
程

社
長

内
部
品
質

監
査

要
領

考
査
室
原

子
力
監

査
担
当

部
長

5.
5.
4

内
部
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン

ｄ
）

品
質
保

証
基
準

原
子

力
本
部

長
品

質
保
証

委
員

会
運
営

要
領

原
子
力
部

長

原
子
力
発

電
安

全
委
員

会
運
営

要
領

原
子
力
部

長

品
質
保
証

運
営

委
員
会

運
営
標

準
原

子
力
部

長

品
質
保
証

運
営

委
員
会

運
営
標

準
原

子
燃
料

部
長

品
質
保
証

運
営

委
員
会

運
営
内

規
原

子
力
保

安
研
修

所
長

品
質
保
証

運
営

委
員
会

運
営
標

準
土

木
建
築

部
長

安
全
運
営

委
員

会
運
営

内
規

発
電
所
長

品
質
保
証

運
営

委
員
会

運
営
内

規
発

電
所
長

予
防
処
置

管
理

内
規

発
電
所
長

設
計
管
理

内
規

発
電
所
長

－
－

要
求
事
項

社
内
規

定

－
－

－

表
１

　
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

係
る

社
内

規
定

一
覧

4.
2.
1

の
分
類

－
－－
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保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3 条と工事計画

届出書の品質保証計画と 

の相違点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
・保安規定については、新規制基

準施行を踏まえ変更申請中で

ある。 
 

表
１
つ
づ
き

 

一
次

文
書

(
３

条
以

外
の
関

連
条

文
)

制
定

者
二

次
文
書

(
３

条
以

外
の
関

連
条

文
)

制
定

者

5
.
6

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
ｄ

）
品

質
保

証
規

程
(
2
の

2
,
2
の

3
)

社
長

品
質

保
証

基
準
(
2
の

2
,
2
の

3
)

原
子

力
本

部
長

品
質

保
証

規
程
(
2
の

2
,
2
の

3
)

社
長

内
部
品

質
監

査
要

領
考

査
室

原
子

力
監

査
担

当
部

長

6
.
1

資
源

の
提
供

ｄ
）

品
質

保
証

規
程

社
長

－
－

6
.
2

人
的

資
源

ｄ
）

品
質

保
証

規
程
 
(
4
,
5
)

社
長

品
質

保
証

基
準
 
(
4
,
5
,
8
,
9
)

原
子

力
本

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
力

部
長

原
子
炉

施
設

の
定

期
的

な
評

価
お

よ
び
高

経
年

化
対

策
検

討
要

領
原

子
力

部
長

 
(
1
0
,
1
1
9
の
3
)

定
期
安

全
レ

ビ
ュ

ー
(
最

新
の

技
術

的
知

見
の

反
映

評
価
)
標

準
 
(
1
0
)

原
子
力

部
長

高
経
年

化
対

策
検

討
標

準
 
(
1
1
9
の

3
)

原
子
力

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
燃

料
部

長

保
修
訓

練
内

規
原

子
力

保
安

研
修

所
長

運
転
訓

練
内

規
原

子
力

保
安

研
修

所
長

定
期
安

全
レ

ビ
ュ

ー
(
確

率
論

的
安

全
評

価
)
内

規
 
(
1
0)

原
子
力

保
安

研
修

所
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

(
原

子
力

発
電
所

)
土

木
建

築
部

長

教
育
訓

練
内

規
 
(
1
30
,
1
3
1
)

発
電
所

長

品
質

保
証

規
程
 
(
4
,
5
)

社
長

内
部
品

質
監

査
要

領
考

査
室

原
子

力
監

査
担

当
部

長

6
.
3

原
子

力
施
設

お
よ

び
イ

ン
フ

ラ
ｄ

）
品

質
保

証
規

程
(
2
の

2
,
2
の

3
)

社
長

ス
ト

ラ
ク
チ

ャ
ー

品
質

保
証

基
準
 

原
子

力
本

部
長

運
転
総

括
内

規
(
1
2
～
1
7
,
1
7
の

3
,
1
9
～
9
2
,
9
6
,
9
9
～

1
01
,
1
2
0
の

2
,

発
電
所

長

6
.
4

作
業

環
境

ｄ
）

(
2
の

2
,
2
の

3
,
11
9
,
1
3
3
)

1
2
0
の
3
,
1
2
2
,
1
2
5
,
1
28
)

7
.
1

業
務

の
計
画

ｄ
）

燃
料
管

理
内

規
 
(
3
3,
4
0
,
6
8
,
7
0
,
7
2
,7
4
,
7
7
,
7
9
～

8
3
,9
3
～

9
8
)

発
電
所

長

7
.
2

業
務

ま
た
は

原
子

力
施

設
に

対
す

ｄ
）

炉
心
管

理
内

規
 
(
1
9～

2
6
,
2
8
～

3
4
,
49
)

発
電
所

長

る
要

求
事
項

に
関

す
る

プ
ロ

セ
ス

放
射
線

管
理

総
括

内
規

 
(
1
7
,
9
9
～

1
02
,
1
0
4
～

1
1
7
,
1
19
)

発
電
所

長

7
.
5

業
務

の
実
施

ｄ
）

保
守
内

規
 
(
1
1
9
)

発
電
所

長

7
.
6

監
視

機
器
お

よ
び

測
定

機
器

ｄ
）

工
事
管

理
内

規
 
(
1
19
)

発
電
所

長

の
管

理
化

学
管

理
総

括
内

規
 
(
1
8
,
4
7
)

発
電
所

長

8
.
2
.
3

プ
ロ

セ
ス
の

監
視

お
よ

び
ｄ

）
防

災
計

画
(
原

子
力

災
害

編
)
 
(
1
2
0
,
1
21
～

1
2
9
,
1
3
3
)

発
電
所

長

測
定

火
災
防

護
計

画
 
(
1
7の

2
,
1
2
0
の

3
)

発
電
所

長

緊
急
時

対
応

内
規

 
(1
2
0
の

2
,
1
2
0
の

3)
発

電
所

長

7
.
3

設
計

・
開
発

ｄ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
力

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
燃

料
部

長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

(
原

子
力

発
電
所

)
土

木
建

築
部

長

設
計
管

理
内

規
発

電
所

長

３
条
の

要
求

事
項

３
条

4
.2
.
1

の
分

類

社
内

規
定

－
－

一
次

文
書

制
定

者
二

次
文

書
制
定

者

5.
6

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
レ

ビ
ュ

ー
ｄ

）
品
質

保
証

規
程

社
長

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

品
質

保
証

規
程

社
長

内
部
品

質
監

査
要

領
考

査
室

原
子

力
監

査
担

当
部

長

6.
1

資
源

の
提

供
ｄ

）
品
質

保
証

規
程

社
長

－
－

6.
2

人
的

資
源

ｄ
）

品
質

保
証

規
程

社
長

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子

力
部

長

原
子
炉

施
設

の
定

期
的

な
評

価
お

よ
び

高
経

年
化

対
策
検

討
要

領
原

子
力

部
長

定
期
安

全
レ

ビ
ュ

ー
(最

新
の

技
術

的
知

見
の

反
映

評
価

)標
準

原
子

力
部

長

高
経
年

化
対

策
検

討
標

準
原

子
力

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子

燃
料

部
長

保
修
訓

練
内

規
原

子
力

保
安

研
修

所
長

運
転
訓

練
内

規
原

子
力

保
安

研
修

所
長

定
期
安

全
レ

ビ
ュ

ー
(確

率
論

的
安

全
評

価
)内

規
原

子
力

保
安

研
修

所
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

(原
子

力
発

電
所

)
土

木
建

築
部

長

教
育
訓

練
内

規
発

電
所

長

品
質

保
証

規
程

社
長

内
部
品

質
監

査
要

領
考

査
室

原
子

力
監

査
担

当
部

長

6.
3

原
子

炉
施

設
及
び

イ
ン

フ
ラ

ｄ
）

品
質

保
証

規
程

社
長

ス
ト

ラ
ク

チ
ャ
ー

品
質

保
証

基
準

 
原

子
力

本
部
長

運
転
総

括
内

規
発

電
所

長

6.
4

作
業

環
境

ｄ
）

燃
料
管

理
内

規
発

電
所

長

7.
1

業
務

の
計

画
ｄ

）
炉

心
管

理
内

規
発

電
所

長

7.
2

業
務

又
は

原
子

炉
施

設
に

対
す

ｄ
）

放
射
線

管
理

総
括

内
規

発
電

所
長

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロ
セ

ス
保

守
内

規
発

電
所

長

7.
5

業
務

の
実

施
ｄ

）
工

事
管

理
内

規
発

電
所

長

7.
6

監
視

機
器

及
び
測

定
機

器
ｄ

）
化

学
管

理
総

括
内

規
発

電
所

長

の
管

理
防

災
計

画
(原

子
力

災
害

編
)

発
電

所
長

8.
2.

3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

ｄ
）

初
期
火

災
活

動
計

画
発

電
所

長

測
定

緊
急
時

対
応

内
規

（
津

波
）

発
電

所
長

7.
3

設
計

・
開

発
ｄ

）
品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子

力
部

長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子

燃
料

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

(原
子

力
発

電
所

)
土

木
建

築
部

長

設
計
管

理
内

規
発

電
所

長

－
－

4.
2.

1
の

分
類

社
内

規
定

表
１

つ
づ

き

要
求
事

項



品証技術基準規則等と工事計画届出書の品質保証計画との対比表 
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保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第 3 条と工事計画

届出書の品質保証計画と 

の相違点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
・保安規定の社内規定について

は、原子力保安研修所の文書整

理に伴い変更申請中である。 
 
・保安規定の関連条文について

は、新規制基準施行を踏まえ変

更申請中である。 

表
１
つ
づ
き

 

一
次

文
書

(
３
条

以
外
の

関
連

条
文

)
制
定

者
二

次
文

書
(３

条
以

外
の
関

連
条

文
)

制
定

者

7
.
4

調
達

ｄ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
力

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
燃

料
部

長

設
計
／

調
達

管
理

標
準
(
原
子

力
発
電

所
)

土
木
建

築
部

長

調
達
管

理
内

規
発

電
所

長

8
.
1

一
般

ｄ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

8.
2.
1

原
子
力
安

全
の

達
成

ｄ
）

8.
4

デ
ー
タ
の

分
析

ｄ
）

8.
5.
1

継
続
的
改

善
ｄ
）

8.
2.
2

内
部
監
査

ｃ
）

品
質

保
証

規
程

社
長

内
部
品

質
監

査
要

領
考

査
室

原
子

力
監
査

担
当

部
長

8.
2.
3

プ
ロ
セ
ス

の
監

視
お

よ
び

ｄ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

原
子
炉

施
設

の
定

期
的
な

評
価

お
よ

び
高

経
年
化

対
策

検
討

要
領

原
子
力

部
長

測
定

 
(
1
0
,
1
1
9
の

3
)

 
(
1
0
,
1
1
9
の
3
)

定
期
安

全
レ

ビ
ュ

ー
(最

新
の

技
術
的

知
見

の
反

映
評

価
)標

準
 (
1
0
)

原
子
力

部
長

高
経
年

化
対

策
検

討
標
準

 (
1
19
の
3
)

原
子
力

部
長

定
期
安

全
レ

ビ
ュ

ー
(確

率
論

的
安
全

評
価

)内
規

 
(1

0)
原

子
力

保
安

研
修
所

長

定
期
安

全
レ

ビ
ュ

ー
(保

安
活

動
の
実

施
状

況
の

評
価

)内
規

 
(1
0)

発
電
所

長

8.
2.
4

検
査
お
よ

び
試

験
ｄ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

検
査
お

よ
び

試
験

管
理
内

規
（

1
1
9
の

2
)

発
電
所

長

8.
3

不
適
合
管

理
ｃ
）

品
質

保
証

基
準

 
(1
33

)
原
子

力
本

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
力

部
長

異
常
時

措
置

連
絡

要
領
 
(1
33

)
原

子
力

部
長

非
常
事

態
対

策
要

領
 (
1
33
)

原
子
力

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
燃

料
部

長

不
適
合

管
理

内
規

原
子
力

保
安

研
修
所

長

設
計
／

調
達

管
理

標
準
(
原
子

力
発
電

所
)

土
木
建

築
部

長

不
適
合

管
理

内
規

発
電
所

長

8.
5.
2

是
正
処
置

ｃ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
力

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
燃

料
部

長

不
適
合

管
理

内
規

原
子
力

保
安

研
修
所

長

設
計
／

調
達

管
理

標
準
(
原
子

力
発
電

所
)

土
木
建

築
部

長

不
適
合

管
理

内
規

発
電
所

長

8.
5.
3

予
防
処
置

ｃ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
力

部
長

設
計
／

調
達

管
理

標
準

原
子
燃

料
部

長

不
適
合

管
理

内
規

原
子
力

保
安

研
修
所

長

設
計
／

調
達

管
理

標
準
(
原
子

力
発
電

所
)

土
木
建

築
部

長

予
防
処

置
管

理
内

規
発

電
所

長

３
条

の
要
求

事
項

３
条

4
.
2
.
1

の
分
類

－
－

社
内
規

定

一
次

文
書

制
定

者
二

次
文

書
制

定
者

7.
4

調
達

ｄ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本
部

長
設

計
／
調

達
管

理
標

準
原
子

力
部

長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
原
子

燃
料

部
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
(原

子
力

発
電
所

)
土
木

建
築

部
長

調
達

管
理

内
規

発
電

所
長

8.
1

一
般

ｄ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本
部

長

8.
2.
1

原
子
力

安
全

の
達
成

ｄ
）

8.
4

デ
ー
タ

の
分

析
ｄ
）

8.
5.
1

継
続
的

改
善

ｄ
）

8.
2.
2

内
部
監

査
ｃ
）

品
質

保
証

規
程

社
長

内
部

品
質

監
査

要
領

考
査

室
原

子
力
監

査
担

当
部
長

8.
2.
3

プ
ロ
セ

ス
の

監
視
及

び
ｄ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本
部

長
原

子
炉
施

設
の

定
期

的
な

評
価
お

よ
び

高
経
年

化
対

策
検
討

要
領

原
子

力
部

長

測
定

定
期

安
全

レ
ビ

ュ
ー

(最
新

の
技

術
的
知

見
の

反
映
評

価
)標

準
原
子

力
部

長

高
経

年
化

対
策

検
討

標
準

原
子

力
部

長

定
期

安
全

レ
ビ

ュ
ー

(確
率

論
的

安
全
評

価
)内

規
原
子

力
保

安
研
修

所
長

定
期

安
全

レ
ビ

ュ
ー

(保
安

活
動

の
実
施

状
況

の
評
価

)内
規

発
電

所
長

8.
2.
4

検
査
及

び
試

験
ｄ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本
部

長
検

査
お
よ

び
試

験
管

理
内

規
発
電

所
長

8.
3

不
適
合

管
理

ｃ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本
部

長
設

計
／
調

達
管

理
標

準
原
子

力
部

長

異
常

時
措

置
連

絡
要

領
原
子

力
部

長

非
常

事
態

対
策

要
領

原
子

力
部

長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
原
子

燃
料

部
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
(原

子
力

発
電
所

)
土
木

建
築

部
長

不
適

合
管

理
内

規
発
電

所
長

8.
5.
2

是
正
処

置
ｃ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本
部

長
設

計
／
調

達
管

理
標

準
原
子

力
部

長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
原
子

燃
料

部
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
(原

子
力

発
電
所

)
土
木

建
築

部
長

不
適

合
管

理
内

規
発
電

所
長

8.
5.
3

予
防
処

置
ｃ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本
部

長
設

計
／
調

達
管

理
標

準
原
子

力
部

長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
原
子

燃
料

部
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
(原

子
力

発
電
所

)
土
木

建
築

部
長

予
防

処
置

管
理

内
規

発
電

所
長

表
１

つ
づ

き

－
－

社
内

規
定

要
求

事
項

4.
2.

1
の

分
類



品証技術基準規則等と工事計画届出書の品質保証計画との対比表 
 

32 
 

保安規定第 3条 品質保証計画 

（平成 25 年 7 月 8 日変更申請） 
工事計画届出書の品質保証計画 

保安規定第3条と工事計画 

届出書の品質保証計画と 

の相違点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 
 

 
 
 

図２ 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

 

 

評

価

お

よ

び

改

善

マネジメント
レビュー

運
営
管
理

考査室原
子力監査
担当部長

業
 
務
 
の
 
計
 
画
 
お
 
よ
 
び
 
実
 
施

　　　　    部 門
 プロセス

規制
原子力
本部長

社長

運
　
営
　
管
　
理

経営者の責任

資源の運用管理

原子力保
安研修所

資材部原子力部 土木建築部 発　電　所原子燃料部

6.2  人的資源

法令・規制要求事項

7.5 業務の実施
・運転管理
・燃料管理
・放射性廃棄物管理
・放射線管理
・保守管理
・非常時の措置

7.6 監視機器および測定
機器の管理

8.3 不適合管理

7.3  設計・開発

6.2.2 教育訓練
(運転，保守)

7.2 業務または原子力施設に対する要求事項に関するプロセス

5.4 計画 5.5 責任・権限およびコミュニケーション

5.6 マネジメントレビュー

供給者の
選定

7.1  業務の計画

8.4 データ分析

8.5.2 是正処置

8.5.3 予防処置

8.2.2

内部監査

8.2 監視および測定

5.1 経営者の
ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ

5.2 原子力安
全の重視

5.3 品質方針

7.4 調達

6.3  原子力施設およびインフ

ラストラクチャー

6.4 作業環境

外部からの評価

7.5  業務の実施
・関係法令および保安規定の遵守
・安全文化の醸成

評

価

及

び

改

善

マネジメント
レビュー

運
営
管
理

考査室原
子力監査
担当部長

業
 
務
 
の
 
計
 
画
 
及
 
び
 
実
 
施

　　　　    部 門
 プロセス

規制
原子力
本部長

社長

運
　
営
　
管
　
理

経営者の責任

資源の運用管理

原子力保
安研修所

資材部原子力部 土木建築部 発　電　所原子燃料部

6.2  人的資源

法令・規制要求事項

7.5 業務の実施
・運転管理
・燃料管理
・放射性廃棄物管理
・放射線管理
・保守管理
・非常時の措置

7.6 監視機器及び測定
機器の管理

8.3 不適合管理

7.3  設計・開発

6.2.2 教育訓練
(運転，保守)

7.2 業務又は原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス

5.4 計画 5.5 責任・権限及びコミュニケーション

5.6 マネジメントレビュー

供給者の
選定

7.1  業務の計画

8.4 データ分析

8.5.2 是正処置

8.5.3 予防処置

8.2.2

内部監査

8.2 監視及び測定

5.1 経営者の
ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ

5.2 原子力安
全の重視

5.3 品質方針

7.4 調達

6.3  原子炉施設及びインフ
ラストラクチャー

6.4 作業環境

外部からの評価

7.5  業務の実施
・関係法令及び保安規定の遵守
・安全文化の醸成



1 

  

「別表第 2」の添付の整理及び「別表第 3」の届出の要否について 

 

１.概要 

本資料では、補助ボイラー燃料タンク取替工事に関する「核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律」及び「電気事業法」に基づく工事計画届出にて添付する書

類について整理する。また、「原子力発電工作物の保安に関する命令 別表第 3」によ

り定められている届出の要否についても整理する。 

 

２.「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく工事計画届出に添

付する書類 

補助ボイラー燃料タンク取替工事に係る工事計画届出に添付する書類は、「実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第 2」にて要求されている。 

補助ボイラーに対して要求される添付書類の要求及び本届出に係る添付資料の要否

の検討結果を表 1 に示す。 

 

３.「電気事業法」に基づく工事計画届出に添付する書類 

補助ボイラー燃料タンク取替工事に係る工事計画届出に添付する書類は、「原子力発

電工作物の保安に関する命令 別表第 2」にて要求されている。 

補助ボイラーに対して要求される添付資料の要求及び本届出に係る添付の要否の検

討結果を表 2 に示す。 

また、「原子力発電工作物の保安に関する省令第 15 条第 1 号の規定に基づく指示につい

て(原規技発第 1307081 号 20130628 商第 22 号 平成 25 年 7 月 8日)」において、「核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」による認可申請又は届出時に提出して

いる添付書類は、「電気事業法」における認可申請又は届出時において省略することが

できるとの指示がある。 

表 2 の検討結果により添付が必要と判断した添付資料に関して、上記指示により省略

できる書類を検討した結果を表 3 に示す。 

 

４.「原子力発電工作物の保安に関する命令 別表第 3」により定められている届出の

要否 

「原子力発電工作物の保安に関する命令 別表第 3」における届出の要否についての

検討結果を表 4 に示す。 

検討の結果、本工事計画届出において「原子力発電工作物の保安に関する命令 別表

第 3」により定められている届出を要するものではない。 

以上

添付資料－３
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表 1 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく届出における

添付書類の要求事項及び本届出に係る添付書類の要否の検討結果 

（１／３） 

実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

別表第 2 添付書類 

添付の要否

（○・×）
理  由 

各発電用原子炉施設に共通 

送電関係一覧図 × 
本届出工事は送電設備に影響を与えない工事のため

不要。 

急斜面崩壊危険区域内に

おいて行う制限工事に係

る場合は、当該区域内の急

傾斜地の崩壊の防止措置

に関する説明書 

× 
本届出において急斜面崩壊危険区域内での作業はな

いため不要。 

工場又は事業所の概要を

明示した地形図 
× 

本届出工事は地形図に影響を与えない工事のため不

要。 

主要設備の配置の状況を

明示した平面図及び断面

図 

× 

既工認において、屋外の主要施設(原子炉建屋等)の

記載はされているが、附属の設備(燃料タンク等)に

関しては記載がされていないため不要。 

単線結線図 × 本届出では該当する設備はないため不要。 

新技術の内容を十分に説

明した書類 
× 

本届出工事では新技術を使用していない工事のため

不要。 

発電用原子炉施設の熱精

算図 
× 

本届出工事では発電用原子炉施設の熱精算に影響を

与えないため不要。 

熱出力計算書 × 本届出工事は熱出力に影響を与えないため不要。 

発電用原子炉の設置の許

可との整合性に関する説

明書 

○ 
「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイ

ド」により添付要求があるため必要。 

排気中及び排水中の放射

性物質の濃度に関する説

明書 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

人が常時勤務し、又は頻繁

に出入する工場又は事業

所内の場所における線量

に関する説明書 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 
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（２／３） 

実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

別表第 2 添付書類 

添付の要否

（○・×）
理  由 

耐震設計上重要な設備を

設置する施設に関する説

明書(自然現象への配慮に

関する説明書を含む。) 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

排水監視設備及び放射性

物質を含む排水を安全に

処理する設備の配置の概

要を明示した図面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

取水口及び放水口に関す

る説明書 
× 本届出では該当する設備はないため不要。 

設定根拠に関する説明書 ○ 
補助ボイラー燃料タンク及び補助ボイラー燃料サー

ビスタンクの容量について説明書を添付する。 

環境測定装置の構造図及

び取付箇所を明示した図

面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

クラス 1機器及び炉心指

示構造物の応力腐食割れ

対策に関する説明書 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

安全設備及び重大事故等

対処設備が使用される条

件の下における健全性に

関する説明書 

× 
本届出では安全設備、重大事故等対処設備に該当す

る設備はないため不要。 

発電用原子炉施設の火災

防護に関する説明書 
× 本届出では該当する設備はないため不要。 

発電用原子炉施設の溢水

防護に関する説明書 
× 本届出では該当する設備はないため不要。 

蒸気タービン、ポンプ等の

破損に伴う飛散物による

損傷防護に関する説明書 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

通信連絡に関する説明書

及び取付箇所を明示した

図面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

安全避難通路に関する説

明書及び安全避難通路を

明示した図面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

非常用照明に関する説明書 × 本届出では該当する設備はないため不要。 
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（３／３） 
実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

別表第 2 添付書類 

添付の要否

（○・×）
理  由 

その他発電用原子炉の附属施設 ３ 補助ボイラー 

補助ボイラーに附属する

主配管の配置の概要を明

示した図面及び系統図 

× 

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイ

ド」において「補助ボイラーに附属する主配管につ

いては、給水配管（給水タンクから給水止め弁まで）

及び蒸気管（蒸気止め弁から蒸気ヘッダー止め弁ま

で）」と記載があるため、本届出工事は補助ボイラー

に附属する主配管に該当しないため不要。 

水循環系統図 × 燃料油系統に関する届出のため不要。 

補助ボイラーに属する燃

料系統図 
○ 燃料油系統に関する届出のため必要。 

強度に関する説明書 ○ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則」に基づき「発電用火力設備に関する

技術基準を定める省令」を適用しており、「強度に関

する説明書」の添付要求があるため必要。 

構造図 ○ タンクの構造を示すために必要。 

補助ボイラーの基礎に関

する説明書 
× 

補助ボイラー附属設備に関する添付書類は「補助

ボイラーに属する燃料系統図」等と記載され、補助

ボイラー附属設備および本体に関する共通の添付書

類は「強度に関する説明書」のように対象を限定す

る記載はない。補助ボイラー本体に関する添付書類

は「補助ボイラーの基礎に関する説明書」と記載さ

れていることから、本資料は不要。 

制御方法に関する説明書 ○ 

「電気事業法」において「補助ボイラーに属する燃

料設備の制御方法に関する説明書」の添付要求があ

るため必要。 

安全弁の吹き出し量計算

書(バネ式のものに限る。) 
× 

今回の届出範囲において安全弁は存在しないため不

要。 

設計及び工事に係る品質管

理の方法に関する説明書 
○ 

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイ

ド」により添付要求があるため必要。 
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表 2 「電気事業法」に基づく届出における添付書類の要求事項及び本届出に係る添付

書類の要否の検討結果 

（１／５） 
原子力発電工作物の保安

に関する命令 

別表第 2 添付書類 

添付の要否

（○・×）
理  由 

一 発電所 

送電関係一覧図 
× 

本届出工事は送電設備に影響を与えない工事のため

不要。 

事業用電気工作物が電気

の円滑な供給を確保する

ため技術上適切なもので

あることの説明書 

× 
本届出は補助ボイラー燃料タンクの取替に関する届

出のため不要。 

特定対象事業に係るもの

であっては、特定対象事業

実施区域内の主要工作物

及び主要仮設備の配置図 

× 
本届出において設置する設備は、特定対象事業に該

当しないため不要。 

特定対象事業に係るもの

であっては、その特定対象

事業に係る法第四十六条

の十七第二項の規定によ

る通知に係る評価書に従

っている環境の保全のた

めの措置に関する説明書 

× 
本届出において設置する設備は、特定対象事業に該

当しないため不要。 

大気汚染防止法第二条第

二項のばい煙発生施設を

設置する場合は、ばい煙に

関する説明書 

× 
本届出において設置する設備は、ばい煙発生施設に

該当しないため不要。 

騒音規制法第三条第一事

項の規定により指定され

た地域内に同法第二条第

一項の特定施設を設置す

る場合は、騒音に関する説

明書 

× 
本届出において設置する設備は、特定施設に該当し

ないため不要。 
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（２／５） 
原子力発電工作物の保安

に関する命令 

別表第 2 添付書類 

添付の要否

（○・×）
理  由 

水質汚濁防止法第五条第

三項に規定する有害物質

貯蔵指定施設に関する説

明書 

× 
本届出において設置する設備は、特定施設に該当し

ないため不要。 

振動規制法第三条第一項

の規定により指定された

地域内に同法第二条第一

項の特定施設を設置する

場合は、振動に関する説明

書 

× 
本届出において設置する設備は、特定施設に該当し

ないため不要。 

ダイオキシン類対策措置

法第二条第二項の特定施

設を設置する場合は、ダイ

オキシン類に関する説明

書 

× 
本届出において設置する設備は、特定施設に該当し

ないため不要。 

急傾斜地崩壊危険区域内

において行う制限工事に

係る場合は、当該区域内の

急傾斜地の崩壊防止措置

に関する説明書 

× 
本届出において急斜面崩壊危険区域内での作業はな

いため不要。 

発電所の概要を明示した

地形図 
× 本届出工事は地形図に影響を与えないため不要。 

主要設備の配置の状況を

明示した平面図及び断面

図 

× 

既工認において、屋外の主要施設(原子炉建屋等)の

記載はされているが、附属の設備(燃料タンク等)に

関しては記載がされていないため不要。 

単線結線図 × 本届出では該当する設備はないため不要。 
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（３／５） 
原子力発電工作物の保安

に関する命令 

別表第 2 添付書類 

添付の要否

（○・×）
理  由 

(一) 原子力施設 

発電所熱精算図 × 
本届出工事では発電所の熱精算に影響を与えないた

め不要 

熱出力計算書 × 本届出工事では熱出力に影響を与えないため不要 

排気中及び排水中の放射

性物質の濃度に関する説

明書 

× 本届出工事では該当する設備はないため不要 

人が常時勤務し、又は頻繁

に出入する原子力発電所

内の場所における線量に

関する説明書 

× 
本届出工事において、線量に影響を与えるおそれは

無いため不要 

原子力設備の耐震設計上

重要な設備を設置する施

設及び非常用に係る取水

設備の耐震性に関する説

明書 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

放射性物質により汚染す

るおそれがある管理区域

並びにその地下に施設す

る排水路並びに当該排水

路に施設する排水監視設

備及び放射性物質を含む

排水を安全に処理する設

備の配置の概要を明示し

た図面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

取水口及び放水口に関す

る説明書 
× 本届出では該当する設備はないため不要。 

設定根拠に関する説明書 × 
「補助ボイラーに属する燃料設備は除く。」との記載

があるため不要。 

風向又は風速を測定する

装置の構造図及び取付箇

所を明示した図面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 
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（４／５） 

原子力発電工作物の保安

に関する命令 

別表第 2 添付書類 

添付の要否

（○・×）
理  由 

クラス 1機器及び炉心支

持構造物の応力腐食割れ

対策に関する説明書 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

安全設備が使用される条

件の下における健全性に

関する説明書 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

緊急時対策所の設置を明

示した図面及び機能に関

する説明書 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

火災防護に関する説明書

並びに消火設備及び警報

装置の取付箇所を明示し

た図面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

ナトリウム漏えいによる

物理的又は化学的影響を

抑制する措置に関する説

明書、建物内に敷設するラ

イニング設備の敷設範囲

及び圧力解放ダンパの配

置を明示した図面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

通信連絡設備に関する説

明書及び取付箇所を明示

した図面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

安全避難通路に関する説

明書及び取付箇所を明示

した図面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

非常用照明に関する説明

書及び取付箇所を明示し

た図面 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 
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（５／５） 
原子力発電工作物の保安

に関する命令 

別表第 2 添付書類 

添付の要否

（○・×）
理  由 

１０ 補助ボイラー 

水循環系統図 × 燃料油系統に関する届出のため不要。 

補助ボイラーの制御方法

に関する説明書 
× 本届出では該当する設備はないため不要。 

補助ボイラーの基礎に関

する説明書 
× 本届出では該当する設備はないため不要。 

補助ボイラー並びに補助

ボイラーに附属する熱交

換器の強度に関する説明

書(構造図を含む) 

× 本届出では該当する設備はないため不要。 

補助ボイラーの安全弁の

吹出量計算書 
× 本届出では該当する設備はないため不要。 

補助ボイラーに附属する

主配管の配置の概要を明

示した図面及び系統図 

× 

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイ

ド」において「補助ボイラーに附属する主配管につ

いては、給水配管（給水タンクから給水止め弁まで）

及び蒸気管（蒸気止め弁から蒸気ヘッダー止め弁ま

で）」と記載があるため、燃料油系統は主配管に該当

しないため不要。 

１１ 補助ボイラーに属する燃料設備 

補助ボイラーに属する燃

料系統図 
○ 燃料油系統に関する届出のため必要。 

補助ボイラーに属する燃

料設備の制御方法に関す

る説明書 

○ 
本届出において燃料設備の制御(サービスタンク油

面制御)があるため必要。 

油タンクの構造図 ○ 本届出は油タンクに関する届出のため必要。 

外径が三百ミリメートル

以上の油の輸送管の強度

に関する説明書 

× 
本届出において使用する配管は外径が 300mm 未満で

あるため必要なし。 
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表3 「原子力発電工作物の保安に関する省令第15条第1号の規定に基づく指示について」

において「電気事業法」に基づく届出時に添付を省略できる添付書類の整理結果 

「原子力発電工作物の保安に関
する命令 別表第 2」に基づく 

添付書類 

「核原料物質、

核燃料物質及び

原子炉の規制に

関する法律」に

基づく添付 

「原子力発電工作物の保安に関する省令第

15 条第 1号の規定に基づく指示について」

による省略の可否 

（可・否） 

補 

助 

ボ 

イ 

ラ 

ー 

補助ボイラーに属する燃料

系統図 
○ 可 

補助ボイラーに属する燃料

設備の制御方法に関する説

明書 

○ 可 

 

油タンクの構造図 

 

○ 可 
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表 4 「原子力発電工作物の保安に関する命令 別表第 3」に届出を要するものである

かの検討結果 

（１／４） 

工事の種類 事前届出を要するもの 
事前届出
の要否 

(○・×)
理  由 

一 大気汚染防

止法第二条第二

項に規定するば

い煙発生施設に

該当する電気工

作物に係る工事 

１ ガスタービン又は内燃機関の設

置又は改造であって燃料の燃焼能力

若しくは燃料の種類の変更を伴うも

の 

２ 燃料電池発電設備に係る改質器

の設置又は改造であって乾燥能力の

変更を伴うもの 

３ 発電所におけるボイラー又は独

立過熱器の改造であって伝熱面積又

はバーナーの燃料の燃焼能力若しく

は燃料の種類の変更を伴うもの 

４ 発電所における廃棄物焼却炉の

設置又は改造であって焼却能力の変

更を伴うもの 

５ 非常用予備発電装置又は非常用

予備動力装置の設置又は改造であっ

て原動機の出力の変更を伴うもの 

× 

本届出は、ボイラー

又は独立過熱器の

伝熱面積又はバー

ナーの燃料の燃焼

能力若しくは燃料

の種類の変更を伴

うものではないた

め不要 
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（２／４） 

工事の種類 事前届出を要するもの 事前届出
の要否 

(○・×)

理  由 

二 大気汚染防

止法第二条第三

項に規定するば

い煙処理施設に

該当する電気工

作物に係る工事 

１ 次に掲げる設備に附属するばい

煙処理設備の設置、改造であってばい

煙処理能力の変更を伴うもの又は廃

止 

 （１） ボイラー 

 （２） ガスタービン 

 （３） 内燃機関 

 （４） 発電所における廃棄物焼却

炉 

 （５） 非常用予備発電装置 

 （６） 非常用予備動力装置 

 （７） ガス化炉設備 

２ 次に掲げる設備に附属する通風

設備の設置、改造又は廃止であって、

煙突の種類、出口におけるガスの速

度、温度若しくは大気汚染防止法第六

条第二項に規定するばい煙濃度、口

径、地表上の高さ又は排出ガス量の変

更を伴うもの 

 （１） ボイラー 

 （２） 独立過熱器 

 （３） ガスタービン 

 （４） 内燃機関 

 （５） ばい煙処理設備 

 （６） 燃料電池発電設備に属する

改質器 

 （７） 発電所における廃棄物焼却

炉 

 （８） 非常用予備発電装置 

 （９） 非常用予備動力装置 

 （１０） ガス化炉設備 

× 

本届出は、ボイラー

のばい煙処理設備

の設置、改造であっ

てばい煙処理能力

の変更を伴うもの

ではないため不要 
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（３／４） 

工事の種類 事前届出を要するもの 
事前届出
の要否 

(○・×)
理  由 

三 ダイオキシ

ン類対策特別措

置法第二条第二

項に規定する特

定施設に該当す

る電気工作物に

係る工事 

１ 発電所における廃棄物焼却炉の

設置又は改造であって焼却能力の変

更を伴うもの 

２ 廃棄物焼却炉から発生するガス

を処理する施設のうち次に掲げるも

の及び当該廃棄物焼却炉において生

ずる灰の貯留施設であって汚水又は

廃液を排出するものの設置又は改造

であって汚水又は廃液の排出量の変

更を伴うもの 

 （１） 廃ガス洗浄施設 

 （２） 湿式集じん施設 

× 

本届出は、届出を要

する工事に該当し

ないため不要 

四 水質汚濁防

止法第二条第二

項に規定する特

定施設に該当す

る電気工作物を

設置する事業場

の電気工作物に

係る工事 

 廃ガス洗浄施設（水質汚濁防止法第

二条第二項に規定する特定施設に該

当するものに限る。）若しくはこれに

係る設備の設置又は改造であって、構

造、設備（当該廃ガス洗浄施設が同法

第二条第八項に規定する有害物質使

用特定施設に該当しない場合又は同

法第五条第二項の規定に該当する場

合を除く。）、使用の方法、汚水等の

処理の方法、排出水の汚染状態若しく

は量（同法第四条の五第一項に規定す

る指定地域内事業場に係る場合にあ

っては、排水系統別の汚染状態若しく

は量を含む。）、同法第二条第八項に

規定する特定地下浸透水の浸透の方

法又は用水若しくは排水の系統の変

更を伴うもの 

× 

本届出は、届出を要

する工事に該当し

ないため不要 
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（４／４） 

工事の種類 事前届出を要するもの 
事前届出
の要否 

(○・×)
理  由 

五 水質汚濁防

止法第五条第三

項に規定する有

害物質貯蔵指定

施設に該当する

電気工作物を設

置する事業場の

電気工作物に係

る工事 

 水質汚濁防止法第五条第三項に規

定する有害物質貯蔵指定施設に該当

する電気工作物の設置又は改造であ

って、構造、設備、使用の方法又は当

該施設において貯蔵される同法第二

条第二項第一号に規定する有害物質

（以下「有害物質」という。）に係る

搬入若しくは搬出の系統の変更を伴

うもの 

× 

本届出は、届出を要

する工事に該当し

ないため不要 

六 騒音規制法

第二条第一項に

規定する特定施

設に該当する電

気工作物（同法第

三条第一項の規

定により指定さ

れた地域内に設

置するものに限

る。）を設置する

事業場の電気工

作物に係る工事 

 発電所、電力保安用通信設備若しく

はこれらの設置のための事業場にお

ける空気圧縮機、送風機、通風機、破

砕機、粉砕機若しくは摩砕機（騒音規

制法第二条第一項に規定する特定施

設に該当するものに限る。）の設置（特

定施設の種類ごとの数を当該特定施

設の種類について直近に届け出た数

の二倍以内の数に増加する場合を除

く。）又はこれらに係る騒音防止設備

の廃止若しくは改造であって騒音防

止の能力の減少を伴うもの 

× 

本届出は、届出を要

する工事に該当し

ないため不要 

七 振動規制法

第二条第一項に

規定する特定施

設に該当する電

気工作物（同法第

三条第一項の規

定により指定さ

れた地域内に設

置するものに限

る。）を設置する

事業場の電気工

作物に係る工事 

 発電所、電力保安用通信設備若しく

はこれらの設置のための事業場にお

ける圧縮機、破砕機、粉砕機若しくは

摩砕機（振動規制法第二条第一項に規

定する特定施設に該当するものに限

る。）の設置若しくは改造であって能

力の変更を伴うもの又はこれらに係

る振動防止設備の廃止若しくは改造

であって振動防止の能力の減少を伴

うもの 

× 

本届出は、届出を要

する工事に該当し

ないため不要 

 



 
  

 

補助ボイラー燃料タンクの運用について 

 

１.概要 

補助ボイラー燃料タンクは、容量 140kL（公称値）の埋設式タンクを設置することとしており、

補助ボイラーの運転に支障がないよう、燃料補給に関する運用方法について、運転操作マニュア

ルに定めることとしており、運用方法の概要を以下に示す。 

 

 

２.補助ボイラー燃料タンクへの燃料補給 

（１）1,2,3 号機停止時 

1,2,3号機停止時における蒸気使用量は、これまでの実績を踏まえ約10t/hを想定しており、

その時の 1 日の燃料消費量は約 20kL であることから、補助ボイラー燃料タンクの容量 140kL

にて十分対応可能である。 

具体的には、補助ボイラー燃料タンクの油面レベル低下により、約 50kL※１にて警報発信す

る設計としており、運転監視により原則約 50kL 以上の燃料を確保するよう管理を行う。仮に、

警報発信した場合においても、速やかに燃料補給を実施※２することに加え、必要により蒸気使

用量を制限する等の対応を行うことで、補助ボイラーの運転を継続することができる。 

※１：補助ボイラー1台の最大負荷（発生蒸気量：20t/h）運転時の 1日の燃料消費量約 41kL に余裕等を考慮した容量 

※２：四国内にある石油元売り会社と調整し、警報発信後 24 時間程度で燃料補給が可能 

 

（２）1,2 号機停止中の 3号機起動操作時 

   3 号機起動操作時（真空上昇開始～並列）の間は、起動時における蒸気使用量約 37t/h に余

裕を考慮し、補助ボイラー2台最大負荷運転時における 1日の燃料消費量が約 81kL であること

から、毎日最大 81kL の燃料受入が可能なように燃料補給を計画する。 

   具体的には、14kL のタンクローリー6台にて燃料を補給することで、81kL の燃料を補給する

ことが可能である。本運用は、1,2 号機停止中の 3 号機起動操作時のみであり、起動工程に合

わせて、下図のような燃料補給計画を事前に検討することで、補助ボイラーの運転を継続する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 燃料補給イメージ 
 

以上のとおり、燃料補給に関する運用方法を定めることにより、補助ボイラーの運転に支障が

ないことを確認している。 

以上 

9 時受入開始 

15 時受入終了 

9 時受入開始 

125kL 

64kL 

0 時 0 時 

タ

ン

ク

容

量

時間 

補助ボイラー燃料タンク 

(貯蔵可能容量：140kL) 

補助ボイラー燃料消費量 

（1台 100％負荷運転時：約 41kL/日） 

燃料タンク出口配管取出高さおよび余裕代 (約 9kL) 

「補助ﾎﾞｲﾗｰ燃料ﾀﾝｸﾚﾍﾞﾙ低」警報（約 50kL）

13 時 

燃料使用量は 

最大 81kL/日 

15 時受入終了 

添付資料－４



 
  

 
補助ボイラー燃料タンク取替工事に係る消防法に基づく 

手続き及び検査について 
 
 

１. はじめに 

補助ボイラー燃料タンク取替工事は、大きく分けて以下の４項目を実施する工事であり、これ

らに対して、消防法に基づく手続き及び検査が必要である。 

①補助ボイラー燃料タンクの設置 

②補助ボイラー燃料移送ポンプ他の設置 

③補助ボイラー燃料サービスタンクの設置 

④既設補助ボイラー燃料タンクの撤去 

 
 

２. 消防法に基づく手続きについて 

補助ボイラー燃料タンク取替工事は、消防法に基づき、下表に示す手続きが必要であり、適切な

時期に申請・届出を実施することとしている。 
 

表 工事項目に対する手続き 
 

工事項目 手続き 適用法令 

①補助ボイラー燃料タンクの設置 

②補助ボイラー燃料移送ポンプ他の設置 

危険物貯蔵所設置許可申請 

（平成 27年 1 月下旬） 

法第 11 条第 1項 

③補助ボイラー燃料サービスタンクの設置 危険物取扱所変更許可申請 

（平成 27年 4 月初旬） 

法第 11 条第 1項 

④既設補助ボイラー燃料タンクの撤去 危険物貯蔵所廃止届出 

（平成 27年 9 月初旬） 

法第 12 条の 6 

 
 
 

消防法（抜粋） 

〔危険物施設の設置、変更等〕 

第十一条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところによ

り、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は

取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製

造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様

とする。 

〔廃止の届出〕 

第十二条の六 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、

貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届

け出なければならない。 
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３. 消防法に基づく検査項目について 

補助ボイラー燃料タンク取替工事は、消防法に基づき、２．での許可申請に係る完成検査等を受

検する必要がある。具体的な検査項目を下表に示す。 
 

（１）補助ボイラー燃料タンク（地下タンク貯蔵所）の検査項目 

今回の工事計画届出に関係する検査項目は、太枠で示す完成検査前検査の水圧検査である。 

その他の検査項目については、タンク本体（鋼板）の外表面保護及び漏えい検知層を構成する強

化プラスチック（ＦＲＰ）に係る検査であり、今回の工事計画届出対象外である。 

検査区分 検査項目 検査箇所※４ 検査場所 立会程度 

完成検査前検査 

(消防法第 11 条の 2) 
水圧検査※２ 鋼板 工場 立会検査 

中間検査 

(消防指導による※１) 

① 

外観検査 ＦＲＰ 工場 記録確認 

強化プラスチックの厚さ ＦＲＰ 工場 記録確認 

検知層の空隙確認検査 ＦＲＰ 工場 記録確認 

ピンホール検査 ＦＲＰ 工場 記録確認 

気密性検査 ＦＲＰ 工場 記録確認 

② 
吊り込み時の損傷防止 ＦＲＰ 現地 立会検査 

据え付け接触面の保護 ＦＲＰ 現地 立会検査 

完成検査 

(消防法第 11 条第 5項) 

気密性検査※３ ＦＲＰ 現地 記録確認 

漏えい検知層の性能※３ ＦＲＰ 現地 記録確認 

※１：地元消防の指導により、完成検査までに立会検査又は報告書等記録確認により実施する検査 

※２：危険物の規制に関する政令第１３条第１項第６号に基づく 

※３：地元消防との調整に基づく 

※４：鋼板及びＦＲＰについては、添付資料－１に示す 

 

（２）補助ボイラー燃料サービスタンク（一般取扱所屋内タンク）の検査項目（暫定） 

検査区分※１ 検査項目※１ 検査箇所 検査場所 立会程度 

完成検査前検査 

(消防法第 11 条の 2) 
水張検査※２ 鋼板 工場 立会検査 

完成検査 

(消防法第 11 条第 5項) 
据付・外観検査 

燃料系統 

変更箇所一式
現地 立会検査 

※１：一般取扱所の変更許可申請については、今後地元消防と調整予定であり、検査区分及び検査項目について

は、追加される可能性がある 

※２：危険物の規制に関する政令第１２条第１項第５号に基づく 

 
 

 

以上 



 
  

 

補助ボイラー燃料タンクの検査箇所について 
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（Ａ部概要説明） 
・補助ボイラー燃料タンク本体は、鋼板にて製作し、タンク本体

の外表面保護のため強化プラスチック（ＦＲＰ）を施工する。

・強化プラスチックの被覆厚さは２ｍｍ以上とする。 
  

鋼板
(12mm)

強化プラスチック
：ＦＲＰ
(2mm以上)

漏えい検知層

Ａ部

Ａ部詳細



 

 
  

 

補助ボイラー燃料タンク取替工事に係る消防法手続および検査工程（案） 

 

 

 

 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

平成２７年

一般取扱所　屋内タンク
(補助ボイラー燃料サービス

タンク)

地下タンク貯蔵所
(補助ボイラー燃料タンク）

工程

▽危険物貯蔵所設置許可申請

▽一般取扱所変更許可申請

▽危険物貯蔵所設置許可

▽一般取扱所完成検査申請

▽完成検査

▽一般取扱所変更許可

▽危険物貯蔵所完成検査申請

▽完成検査

▽一般取扱所仮使用申請

▽中間検査 ②（現地吊り込み時）

▽中間検査 ①

▽完成検査前検査

▽完成検査前検査

添
付
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料
－
２
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補助ボイラー燃料タンク取替工事に係る当社社員の力量認定について 

 

 

当社社員の力量認定については、工事計画届出書の本文に示す「3.16 設計及び工事

に係る品質管理の方法等に関する事項」の「6.2.2 力量、教育・訓練及び認識」のプロ

セスに基づき、具体的実施事項を定めた社内規定「原子力発電所品質保証基準等」によ

り力量認定をしている。補助ボイラー燃料タンク取替工事（以下「本工事」という。）

に係る当社社員の力量認定について以下に示す。 

また、これらの活動については、業務に必要な社内規定を定め文書体系を構築してい

る。 

 

 

１．本工事における力量認定 

（１）原子力部及び土木建築部の力量認定 

   原子力部及び土木建築部の担当グループリーダーは、調達管理業務（工事計画の

策定、発注仕様書の作成・承認等）に従事する要員が社内規定（原子力部 設計／

調達管理標準、土木建築部 設計／調達管理標準(原子力発電所)）に基づき力量要

件を満足していることを確認・認定し、調達管理業務に従事させている。 

 

（２）伊方発電所の力量認定 

伊方発電所の工事主管課の課長は、保守管理業務（発注仕様書の作成・承認、工

事管理(試験・検査を含む)等）に従事する要員が社内規定（伊方発電所 教育訓練

内規、伊方発電所 保守内規 細則－８ 保修技術技能認定細則）に基づき保修技

術技能認定の要件を満足していることを確認・認定し、保守管理業務に従事させて

いる。 

 

 

２．使用前検査における力量認定 

本工事の使用前検査を受検する伊方発電所の設備担当課長は、使用前検査の受検業

務に従事する要員が社内規定（伊方発電所 教育訓練内規、伊方発電所 検査および

試験管理内規(使用前検査業務管理マニュアル)）に基づき受検担当者や受検検査員等

の選任基準の要件を満足していることを確認・認定し、使用前検査受検体制を構築す

るとともに、使用前検査を受検する。 

 

 

 

以 上 
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